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○
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

通
則
（
第
四
条
―
第
九
条
） 

第
三
章 

協
会
等 

第
一
節 

通
則
（
第
十
条
） 

第
二
節 

業
務
（
第
十
一
条
―
第
十
六
条
） 

第
三
節 

経
営
委
員
会
（
第
十
七
条
―
第
二
十
条
） 

第
四
節 

受
信
料
等
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
四
条
） 

第
五
節 

財
務
及
び
会
計
（
第
二
十
五
条
―
第
五
十
五
条
） 

第
六
節 

雑
則
（
第
五
十
六
条
―
第
五
十
九
条
） 

第
四
章 

基
幹
放
送 

第
一
節 

基
幹
放
送
の
区
分
（
第
六
十
条
） 

第
二
節 

基
幹
放
送
事
業
者 

第
一
款 

認
定
等
（
第
六
十
一
条
―
第
八
十
一
条
） 

第
二
款 

業
務
（
第
八
十
二
条
―
第
八
十
六
条
） 

第
三
節 

外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い
（
第
八
十
七
条
―
第
九

十
一
条
） 

第
四
節 

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
（
第
九
十
二
条
―
第
百
一
条
） 

第
五
節 

基
幹
放
送
の
電
気
通
信
設
備 

第
一
款 

設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策
に
関
す
る
技
術
基
準 

第
二
款 

設
備
の
報
告
等
（
第
百
二
条
―
第
百
五
条
） 

第
六
節 

外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
扱
い
（
第
百
六
条
―
第
百
十
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条
） 

第
五
章 

一
般
放
送 

第
一
節 

登
録
等 

第
一
款 
登
録
一
般
放
送
事
業
者
（
第
百
十
一
条
―
第
百
十
八
条
） 

第
二
款 
届
出
一
般
放
送
事
業
者
（
第
百
十
九
条
―
第
百
二
十
二
条
） 

第
三
款 

承
継
等
（
第
百
二
十
三
条
・
第
百
二
十
四
条
） 

第
二
節 

一
般
放
送
の
電
気
通
信
設
備 

第
一
款 

設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策
に
関
す
る
技
術
基
準 

第
二
款 

設
備
の
報
告
等
（
第
百
二
十
五
条
―
第
百
二
十
八
条
） 

第
三
節 

業
務
等 

第
一
款 

再
放
送
（
第
百
二
十
九
条
―
第
百
三
十
四
条
） 

第
二
款 

裁
定
（
第
百
三
十
五
条
―
第
百
三
十
八
条
） 

第
三
款 

雑
則
（
第
百
三
十
九
条
・
第
百
四
十
条
） 

第
六
章 

有
料
放
送 

第
一
節 

有
料
放
送
事
業
者
（
第
百
四
十
一
条
―
第
百
四
十
四
条
） 

第
二
節 

有
料
放
送
管
理
業
務
（
第
百
四
十
五
条
―
第
百
五
十
一
条
） 

第
七
章 

認
定
放
送
持
株
会
社
（
第
百
五
十
二
条
―
第
百
七
十
九
条
） 

第
八
章 

放
送
番
組
セ
ン
タ
ー
（
第
百
八
十
条
―
第
百
八
十
二
条
） 

第
九
章 

雑
則
（
第
百
八
十
三
条
―
第
百
八
十
六
条
） 

附
則 

 
 

第
一
章 

総
則 

 

 
 

（
目
的
） 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
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下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
事
項
及
び

法
の
委
任
に
基
づ
く
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
事
項
及
び

法
の
委
任
に
基
づ
く
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
定
義
） 

 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と

す
る
。 

 

一 

「
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
は
、
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送

事
業
者
を
い
う
。 

 

二 

「
衛
星
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
は
、
衛
星
基
幹
放
送
を
行
う
基
幹
放
送

事
業
者
を
い
う
。 

 

三 

「
衛
星
一
般
放
送
」
と
は
、
人
工
衛
星
局
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
十
号

の
十
に
規
定
す
る
人
工
衛
星
局
を
い
い
、
衛
星
基
幹
放
送
局
（
同
項
第
二

十
号
の
十
一
に
規
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送
局
を
い
う
。
）
、
衛
星
基
幹
放

送
試
験
局
（
同
項
第
二
十
号
の
十
二
に
規
定
す
る
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局

を
い
う
。
）
及
び
衛
星
基
幹
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験
局
（
同
項
第
二
十

三
号
に
規
定
す
る
実
用
化
試
験
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）

を
用
い
て
行
わ
れ
る
一
般
放
送
を
い
う
。 

 

四 

「
有
線
一
般
放
送
」
と
は
、
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る

一
般
放
送
を
い
う
。 

 

五 

「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
有

線
一
般
放
送
を
い
う
。 

 

六 

「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
」
と
は
、
有
線
電
気
通
信
設
備
を

用
い
て
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。 

 

七 

「
同
時
再
放
送
」
と
は
、
放
送
事
業
者
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
受
信
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し
、
そ
の
す
べ
て
の
放
送
番
組
に
変
更
を
加
え
な
い
で
同
時
に
再
放
送
す

る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。 

八 
「
有
料
放
送
」
と
は
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放

送
を
い
う
。 

 

九 

「
有
料
放
送
事
業
者
」
と
は
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

有
料
放
送
事
業
者
を
い
う
。 

 

十 

「
国
内
受
信
者
」
と
は
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内

受
信
者
を
い
う
。 

 

 
 

 

（
放
送
の
区
分
） 

【
第
六
十
条
に
移
動
】 

第
一
条
の
二 

法
第
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
放
送
の

区
分
は
、
別
表
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

（
基
幹
放
送
局
設
備
の
範
囲
） 

 

第
三
条 

法
第
二
条
第
二
十
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
電
気
通
信

設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

 

一 

基
幹
放
送
局
設
備
（
法
第
二
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局

設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
又
は
移
動
受

信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
場
合 

番
組
送
出
設
備

（
中
継
回
線
設
備
を
含
む
。
）
の
全
部
又
は
一
部
（
基
幹
放
送
局
提
供

事
業
者
が
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に

よ
り
受
け
た
基
幹
放
送
局
の
免
許
に
係
る
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら

れ
る
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八

十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
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同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

二 
基
幹
放
送
局
設
備
を
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
場
合 

地

球
局
設
備
（
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
が
電
波
法
の
規
定
に
よ
り
受
け

た
基
幹
放
送
局
の
免
許
に
係
る
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気

通
信
設
備
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

 
 

 
 
 

第
二
章 

通
則 

 

 
 

（
番
組
基
準
等
の
公
表
） 

（
番
組
基
準
等
の
公
表
） 

第
四
条 

法
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
六
項
の
公
表
は
、
放
送
事
業
者
が

行
う
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
（
法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
放
送

対
象
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
業
務
区
域
（
法
第
百
二
十
六
条
第

二
項
第
四
号
の
業
務
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
一
条
の
三 

法
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条
の
四
第
六
項
の
公
表
は
、

放
送
事
業
者
が
行
う
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
放
送
事
業
者
が
行
う
放
送 

一 

（
同
上
） 

二 

当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
当
該
放
送
事
業
者
の
各
事
務
所
へ
の
備

置
き 

二 

（
同
上
） 

三 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
公
衆
が
知
る

こ
と
が
で
き
る
方
法 

三 

日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
公
衆
が
知
る
こ

と
が
で
き
る
方
法 

２ 

法
第
六
条
第
六
項
第
一
号
の
審
議
機
関
の
議
事
の
概
要
の
公
表
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
三
条
の
四
第
六
項
第
一
号
の
審
議
機
関
の
議
事
の
概
要
の
公
表
に
つ

い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

出
席
者
の
氏
名 

一 
（
同
上
） 

二 

議
題
及
び
審
議
の
経
過
の
概
要 

二 
（
同
上
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
送
番
組
審
議
機
関
（
以
下
「
審
議

機
関
」
と
い
う
。
）
の
審
議
状
況
を
示
す
主
な
事
項 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
機
関
の
審
議
状
況
を
示
す
主
な

事
項 
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３ 

法
第
六
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
審
議
機
関
の

終
了
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表

は
、
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
条
の
四
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
審
議
機

関
の
終
了
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
公

表
は
、
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
後
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
審
議
機
関
へ
の
報
告
） 

（
審
議
機
関
へ
の
報
告
） 

第
五
条 

法
第
六
条
第
五
項
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ

の
報
告
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
一
条
の
四 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ
の
報
告

は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
六
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機
関
の
審
議
に
資
す
る
よ
う
当
該
事
項
に
係

る
放
送
番
組
の
視
聴
そ
の
他
の
当
該
事
項
の
内
容
が
容
易
に
分
か
る
方
法
に

よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機
関
の
審
議
に
資
す
る
よ
う
当
該
事
項

に
係
る
放
送
番
組
の
視
聴
そ
の
他
の
当
該
事
項
の
内
容
が
容
易
に
分
か
る
方

法
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ
の
報
告
は
、
次
の
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
審
議
機
関
へ
の
報
告
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
六
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
又
は
法
第
九
条
第
一
項
（
法
第
八
十
一
条

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
直
後
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
報
告
の
準
備
に
時
間
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
次
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

一 

法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
措
置
又
は
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
直
後
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
報
告
の
準
備
に
時
間
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
の
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
次
の
審
議
機
関
の
開
催
時
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

二 

法
第
六
条
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機
関
の

開
催
の
都
度
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
月
内
に
審
議
機

関
を
二
回
以
上
開
催
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
開
催
時
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

二 
法
第
三
条
の
四
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
審
議
機

関
の
開
催
の
都
度
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
月
内
に
審

議
機
関
を
二
回
以
上
開
催
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
開
催

時
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
基
幹
放
送
を
行
う
放
送
事
業
者
以
外
の
放
送

事
業
者
の
審
議
機
関
の
委
員
の
員
数
） 

 

第
六
条 

法
第
七
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
七
人
未
満
の
員
数
は
、
五

人
と
す
る
。 

 

 
 

（
番
組
基
準
等
の
規
定
の
適
用
除
外
） 

（
番
組
基
準
等
の
規
定
の
適
用
除
外
） 

第
七
条 

法
第
八
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
一
条
の
五 

法
第
三
条
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

交
通
情
報
、
道
路
情
報
又
は
駐
車
場
情
報 

一 

（
同
上
） 

二 

自
己
又
は
他
人
の
営
業
に
関
す
る
広
告 

二 

（
同
上
） 

三 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
学

校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
が
同
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
教
科
に

関
し
て
そ
の
教
員
に
行
わ
せ
る
授
業 

三 

（
同
上
） 

四 

囲
碁
若
し
く
は
将
棋
に
関
す
る
時
事
、
実
況
、
解
説
又
は
講
座 

四 

（
同
上
） 

五 

放
送
番
組
の
検
索
又
は
選
択
に
関
す
る
情
報 

五 

（
同
上
） 

六 

受
信
機
が
正
常
に
作
動
す
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算

機
に
対
す
る
指
令
で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
変
換
に
必

要
な
情
報 

六 

（
同
上
） 

七 

基
幹
放
送
普
及
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
放
送
事
業
者
の

放
送
と
同
一
の
放
送
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
放
送
事
業

者
の
放
送
番
組 

七 

放
送
普
及
基
本
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
放
送
事
業
者
の

放
送
と
同
一
の
放
送
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
放
送
事
業

者
の
放
送
番
組 

２ 

法
第
八
条
に
規
定
す
る
臨
時
か
つ
一
時
の
目
的
の
た
め
の
放
送
（
以
下

「
臨
時
目
的
放
送
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ

２ 

法
第
三
条
の
五
に
規
定
す
る
臨
時
か
つ
一
時
の
目
的
の
た
め
の
放
送
（
以

下
「
臨
時
目
的
放
送
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
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か
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

目
的
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
主
催
し
、
後
援
し
、
又
は
協
賛
す
る
博
覧
会

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
催
し
物
の
用
に
供
す
る
こ
と
。 

一 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
主
催
し
、
後
援
し
、
又
は
協
賛
す
る
博
覧
会

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
催
し
物
の
用
に
供
す
る
こ
と 

二 

暴
風
、
豪
雨
、
洪
水
、
地
震
、
大
規
模
な
火
事
そ
の
他
に
よ
る
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
、
そ
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
役
立
つ
こ
と
。 

二 

暴
風
、
豪
雨
、
洪
水
、
地
震
、
大
規
模
な
火
事
そ
の
他
に
よ
る
災
害
が

発
生
し
た
場
合
に
、
そ
の
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
役
立
つ
こ
と 

 
 

（
放
送
番
組
の
保
存
の
適
用
除
外
） 

（
放
送
番
組
の
保
存
の
適
用
除
外
） 

第
八
条 

放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

第
一
条
の
六 

放
送
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
六
十
三
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

映
画
、
漫
画
、
ド
ラ
マ
又
は
演
劇 

一 

（
同
上
） 

二 

音
楽 

二 

（
同
上
） 

三 

交
通
情
報
、
道
路
情
報
又
は
駐
車
場
情
報 

三 

（
同
上
） 

四 

公
営
競
技
情
報 

四 

（
同
上
） 

五 

自
己
又
は
他
人
の
営
業
に
関
す
る
広
告 

五 

（
同
上
） 

六 

囲
碁
又
は
将
棋
に
関
す
る
時
事 

六 

（
同
上
） 

七 

放
送
番
組
の
検
索
又
は
選
択
に
関
す
る
情
報 

七 

（
同
上
） 

八 

受
信
機
が
正
常
に
作
動
す
る
た
め
に
必
要
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変
換
に
必

要
な
情
報 

八 

（
同
上
） 

九 

基
幹
放
送
普
及
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
放
送
事
業
者
の

放
送
と
同
一
の
放
送
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
放
送
事
業

者
の
放
送
番
組 

九 

放
送
普
及
基
本
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
放
送
事
業
者
の

放
送
と
同
一
の
放
送
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
放
送
事
業

者
の
放
送
番
組 

 
 

（
候
補
者
放
送
の
記
録
の
閲
覧
） 

 

第
九
条 

法
第
十
三
条
（
法
第
八
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
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含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
選
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
の
政
見
放
送
そ
の
他

選
挙
運
動
に
関
す
る
放
送
（
以
下
「
候
補
者
放
送
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
し
、
公
選
に
よ
る
公
職
の

候
補
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
放
送
事
業
者
の
事
務

所
に
お
い
て
そ
の
記
録
を
閲
覧
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

候
補
者
の
氏
名
及
び
所
属
す
る
政
党 
 

二 

放
送
を
し
た
年
月
日
、
時
刻
及
び
時
間 

 

三 

基
幹
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
放
送
を
し
た
放
送
局
、
一
般
放
送
事
業

者
に
あ
つ
て
は
放
送
を
し
た
電
気
通
信
設
備
及
び
使
用
し
た
周
波
数 

 

 
 

第
三
章 

協
会
等 

 

 
 

第
一
節 

通
則 

 

 
 

 

（
経
営
委
員
会
の
会
議
の
議
事
手
続
） 

【
第
二
十
条
に
移
動
】 

第
二
条 

経
営
委
員
会
は
、
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
会
議
の

議
事
に
必
要
な
手
続
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
定
款
変
更
の
認
可
申
請
） 

（
定
款
変
更
の
認
可
申
請
） 

第
十
条 

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
の
二 

法
第
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
款
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、

総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
条
項 

一 
（
同
上
） 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由 

二 

（
同
上
） 

三 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

三 

（
同
上
） 
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第
二
節 

業
務 

 

 
 

（
放
送
設
備
に
関
す
る
事
項
） 

（
放
送
設
備
に
関
す
る
事
項
） 

第
十
一
条 

法
第
二
十
条
第
八
項
（
法
第
六
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
放
送
設
備
に
関
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。 

第
二
条
の
二
の
二 

法
第
九
条
第
八
項
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
放
送
設
備
に
関
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。 

一 

空
中
線
電
力 

一 

（
同
上
） 

二 

放
送
時
間
帯 

二 

（
同
上
） 

三 

中
継
国
際
放
送
を
行
う
期
間 

三 

（
同
上
） 

 
 

（
協
定
の
認
可
申
請
） 

（
協
定
の
認
可
申
請
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
条
第
八
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
の
三 

法
第
九
条
第
八
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

外
国
放
送
事
業
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名 

一 

（
同
上
） 

二 

締
結
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
協
定
の
内
容 

二 

（
同
上
） 

三 

締
結
又
は
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由 

三 

（
同
上
） 

２ 

前
項
第
二
号
の
協
定
の
内
容
は
、
協
定
の
両
当
事
者
が
行
う
放
送
の
放
送

区
域
、
空
中
線
電
力
、
放
送
時
間
、
放
送
時
間
帯
及
び
中
継
国
際
放
送
を
行

う
期
間
に
関
す
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。 
３ 
（
同
上
） 

一 

協
定
書
の
写
し 

一 
（
同
上
） 

二 

協
定
の
締
結
又
は
変
更
に
伴
う
国
際
放
送
の
受
信
状
況
に
関
す
る
説
明

書 

二 
（
同
上
） 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

三 

（
同
上
） 
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４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
五
条
第
五
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
変
更
し
」
と
あ
る
の

は
「
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
前
項
第
二
号
中
「
又

は
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
、
変
更
又
は
廃
止
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
変
更
し
」
と
あ
る
の

は
「
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び
前
項
第
二
号
中
「
又

は
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
、
変
更
又
は
廃
止
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

（
業
務
の
認
可
申
請
） 

（
業
務
の
認
可
申
請
） 

第
十
三
条 

法
第
二
十
条
第
十
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
の
四 

法
第
九
条
第
十
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。 

一 

業
務
の
内
容 

一 

（
同
上
） 

二 

業
務
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
理
由 

二 

（
同
上
） 

三 

業
務
の
実
施
計
画
の
概
要 

三 

（
同
上
） 

四 

業
務
の
収
支
の
見
込
み 

四 

（
同
上
） 

五 

業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
と
す
る
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法 

五 

（
同
上
） 

六 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

六 

（
同
上
） 

 
 

（
子
会
社
） 

（
子
会
社
） 

第
十
四
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
が
他
の
会
社
等
（
会
社

（
外
国
会
社
を
含
む
。
）
、
組
合
（
外
国
に
お
け
る
組
合
に
相
当
す
る
も
の

を
含
む
。
）
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

事
業
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配

し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
等
と
す
る
。 

第
二
条
の
四
の
二 

法
第
九
条
の
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
協
会
が
他
の
会
社
等
（
会
社
（
外
国
会
社
を
含
む
。
）
、
組
合
（
外
国

に
お
け
る
組
合
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財

団
法
人
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
務

及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

等
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
「
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
る
場

２ 

（
同
上
） 
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合
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
財
務
上
又
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他

の
会
社
等
の
財
務
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
い
う
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
。 

一 

他
の
会
社
等
（
次
に
掲
げ
る
会
社
等
で
あ
つ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関

係
が
存
在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
議
決
権
等
の
総
数
に
対
す
る
自
己
（
そ
の
子
会
社
及
び
子
法

人
等
（
会
社
以
外
の
会
社
等
が
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の

決
定
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
等
を
い
う
。
）
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い

る
議
決
権
等
の
数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合 

一 

（
同
上
） 

イ 

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ

る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等 

イ 

（
同
上
） 

ロ 

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
株
式
会
社 

ロ 

（
同
上
） 

ハ 

破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
手

続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
等 

ハ 

（
同
上
） 

ニ 

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
会
社
等
に
準
ず
る
会
社
等 

ニ 

（
同
上
） 

二 

他
の
会
社
等
の
議
決
権
等
の
総
数
に
対
す
る
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
議
決
権
等
の
数
の
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
場
合

（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か

の
要
件
に
該
当
す
る
場
合 

二 

（
同
上
） 

イ 

他
の
会
社
等
の
議
決
権
等
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数

（
次
に
掲
げ
る
議
決
権
等
の
数
の
合
計
数
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。 

イ 
（
同
上
） 
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⑴ 

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
等 

⑴ 

（
同
上
） 

⑵ 

自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な

関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
等

を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
等 

⑵ 

（
同
上
） 

⑶ 

自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
等
を
行
使
す
る
こ
と
に
同

意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
等 

⑶ 

（
同
上
） 

ロ 

他
の
会
社
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の

総
数
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
者
（
当
該
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業

の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限

る
。
）
の
数
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

（
同
上
） 

⑴ 

自
己
の
役
員 

⑴ 

（
同
上
） 

⑵ 

自
己
の
業
務
を
執
行
す
る
社
員 

⑵ 

（
同
上
） 

⑶ 

自
己
の
職
員
又
は
使
用
人 

⑶ 

（
同
上
） 

⑷ 

⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者 

⑷ 

（
同
上
） 

ハ 

自
己
が
他
の
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支

配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。 

ハ 

（
同
上
） 

ニ 

他
の
会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
に
対
す
る
自
己
が
行
う
融
資
（
債

務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額

（
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関

係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
含
む
。
）
の
割
合
が
百
分
の
五
十
を

超
え
て
い
る
こ
と
。 

ニ 

（
同
上
） 

ホ 

そ
の
他
自
己
が
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支

配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。 

ホ 
（
同
上
） 

三 

他
の
会
社
等
の
議
決
権
等
の
総
数
に
対
す
る
自
己
所
有
等
議
決
権
数
の

三 

（
同
上
） 
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割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
て
い
る
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決

権
等
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
み
、
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。
）
で
あ
つ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に

該
当
す
る
場
合 

 
 

（
出
資
の
認
可
申
請
） 

（
出
資
の
認
可
申
請
） 

第
十
五
条 

法
第
二
十
二
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。 

第
二
条
の
五 

法
第
九
条
の
二
の
二
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

出
資
し
よ
う
と
す
る
金
額 

一 

出
資
し
よ
う
と
す
る
金
額 

二 

出
資
し
よ
う
と
す
る
理
由 

二 

出
資
し
よ
う
と
す
る
理
由 

三 

出
資
の
相
手
方 

三 

出
資
の
相
手
方 

四 

出
資
の
方
法 

四 

出
資
の
方
法 

五 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

五 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
出
資
の
相
手
方
が
令
第
二
条
の
事
業
を
行
う
者

で
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
出
資
の
相
手
方
が
令
第
二
条
の
事
業
を
行
う
者

で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

定
款 

一 

（
同
上
） 

二 

役
員
（
設
立
中
の
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
発
起
人
及
び
役
員
と
な
る
べ

き
者
）
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

二 

（
同
上
） 

三 

財
務
諸
表
及
び
営
業
報
告
書
（
設
立
中
の
法
人
で
あ
る
と
き
又
は
財
務

諸
表
及
び
営
業
報
告
書
の
作
成
を
終
え
て
い
な
い
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積
り
を
記
載
し
た
書
類
） 

三 

（
同
上
） 

 
 

 

（
認
定
の
申
請
） 
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第
二
条
の
六 

委
託
国
内
放
送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
認
定
の

申
請
は
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
の
種
類
ご
と
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放

送
に
関
し
希
望
す
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置
ご
と
、
か
つ
、
委
託
し
て

行
わ
せ
る
放
送
に
関
し
希
望
す
る
周
波
数
の
一
ご
と
（
一
の
周
波
数
を
使
用

し
て
二
以
上
の
放
送
番
組
を
放
送
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
送
さ
せ
る

放
送
番
組
の
一
ご
と
）
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
申
請
書
） 

 

第
二
条
の
七 

法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の

十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。 

 
 

 

（
事
業
計
画
書
の
記
載
事
項
） 

 

第
二
条
の
八 

法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の

十
三
第
三
項
の
事
業
計
画
書
の
様
式
は
、
別
表
第
三
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。 

 
 

 

（
準
用
規
定
） 

 

第
二
条
の
九 

第
十
七
条
の
十
一
か
ら
第
十
七
条
の
十
三
ま
で
の
規
定
は
委
託

国
内
放
送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
認
定
の
申
請
及
び
当
該
認

定
以
外
の
委
託
国
内
放
送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
に
関
す
る
申

請
に
、
第
十
七
条
の
十
四
及
び
第
十
七
条
の
十
五
の
規
定
は
委
託
国
内
放
送

業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
認
定
に
、
第
十
七
条
の
十
六
前
段
、

第
十
七
条
の
十
九
、
第
十
七
条
の
二
十
二
か
ら
第
十
七
条
の
二
十
五
ま
で
及

び
第
十
七
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
は
委
託
国
内
放
送
業
務
又
は
委
託
協
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会
国
際
放
送
業
務
の
認
定
を
受
け
た
協
会
に
、
第
十
七
条
の
二
十
七
の
規
定

は
委
託
国
内
放
送
業
務
の
認
定
を
受
け
た
協
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
七
条
の
十
一
か
ら
第
十
七
条
の
十
四
第
二
項
ま
で
、
第
十
七

条
の
十
五
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号
並
び
に
第
十
七
条
の
二
十
五
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
中
「
委
託

放
送
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
委
託
国
内
放
送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送

業
務
」
と
、
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
法
第
五
十
二
条
の

十
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
」
と
、
第
十
七
条
の
十
五
第
一
項
中
「
法
第

五
十
二
条
の
十
四
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
二
項
」
と
、
第
十
七
条
の
十
六
前
段

中
「
法
第
五
十
二
条
の
十
五
又
は
法
第
五
十
二
条
の
二
十
」
と
あ
る
の
は

「
法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一

項
」
と
、
第
十
七
条
の
十
九
第
一
項
中
「
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条

の
十
七
第
一
項
」
と
、
第
十
七
条
の
十
九
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
二
十
三

第
一
項
中
「
事
業
計
画
書
及
び
事
業
収
支
見
積
書
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
計

画
書
」
と
、
第
十
七
条
の
十
九
第
二
項
中
「
別
表
第
十
三
号
」
と
あ
る
の
は

「
別
表
第
三
号
」
と
、
第
十
七
条
の
十
九
第
三
項
中
「
法
第
五
十
二
条
の
十

七
第
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
第
三
号
」
と
、
第
十
七
条
の
十
九
第
三

項
第
一
号
及
び
第
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
第
五
号
中
「
受
託
内
外
放
送
」

と
あ
る
の
は
「
受
託
協
会
国
際
放
送
」
と
、
第
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
中

「
法
第
五
十
二
条
の
十
九
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
四
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
九
」
と
、
第
十
七
条
の
二
十
六
第
一
項
中
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「
法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
の
四
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

（
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
開
始
の
届
出
） 

（
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
開
始
の
届
出
） 

第
十
六
条 

法
第
二
十
五
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

第
二
条
の
十 

法
第
九
条
の
五
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
種
類 

一 

委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
の
種
類 

二 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
外
国
の
放
送
局
を
運
用
す

る
者
の
氏
名
又
は
名
称 

二 

委
託
の
相
手
方 

三 

協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
人
工
衛
星
の
放
送
局
に
係

る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置 

三 

委
託
の
相
手
方
の
人
工
衛
星
の
放
送
局
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は

位
置 

四 

協
会
国
際
衛
星
放
送
に
係
る
周
波
数 

四 

委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
に
係
る
周
波
数 

五 

業
務
開
始
の
期
日 

五 

（
同
上
） 

２ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
別
表
第

一
号
の
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
別
表
第

四
号
の
様
式
の
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
種
類
ご

と
、
協
会
国
際
衛
星
放
送
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置
ご
と
、
か

つ
、
周
波
数
の
一
ご
と
（
一
の
周
波
数
を
使
用
し
て
二
以
上
の
放
送
番
組
を

放
送
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
送
さ
せ
る
放
送
番
組
の
一
ご
と
）
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
二
条
の
六
の
規
定
は
、
法
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
準
用
す

る
。 

 
 

 

第
三
条 
削
除 

 
 

第
三
節 

経
営
委
員
会 
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（
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
） 

（
業
務
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
） 

第
十
七
条 
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
条
の
二 

法
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

監
査
委
員
会
の
職
務
を
補
助
す
べ
き
職
員
に
関
す
る
事
項 

一 

（
同
上
） 

二 

前
号
の
職
員
の
会
長
、
副
会
長
及
び
理
事
か
ら
の
独
立
性
に
関
す
る
事

項 

二 

（
同
上
） 

三 

会
長
、
副
会
長
及
び
理
事
並
び
に
職
員
が
監
査
委
員
会
に
報
告
を
す
る

た
め
の
体
制
そ
の
他
の
監
査
委
員
会
へ
の
報
告
に
関
す
る
体
制 

三 

（
同
上
） 

四 

そ
の
他
監
査
委
員
会
の
監
査
が
実
効
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
の
体
制 

四 

（
同
上
） 

 
 

（
受
信
者
の
意
見
の
聴
取
） 

（
受
信
者
の
意
見
の
聴
取
） 

第
十
八
条 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
と
そ
の
放
送
の
受
信

に
つ
い
て
の
契
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
意
見
の
聴
取
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
合
を
開
催
し
、
経
営
委
員
会
事
務
局
が
そ
の
報
告
書

を
作
成
し
、
経
営
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
三
条
の
三 

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
と
そ
の
放
送
の
受
信

に
つ
い
て
の
契
約
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
の
意
見
の
聴
取
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
会
合
を
開
催
し
、
経
営
委
員
会
事
務
局
が
そ
の
報
告
書

を
作
成
し
、
経
営
委
員
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

会
合
は
全
国
各
地
方
で
、
毎
年
六
回
以
上
行
う
こ
と
。 

一 

（
同
上
） 

二 

会
合
に
は
、
少
な
く
と
も
一
人
の
経
営
委
員
会
の
委
員
の
ほ
か
、
会

長
、
副
会
長
又
は
理
事
が
出
席
す
る
こ
と
。 

二 

（
同
上
） 

三 

会
合
に
お
い
て
は
、
経
営
委
員
会
の
委
員
が
協
会
の
基
本
方
針
そ
の
他

協
会
の
運
営
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
説
明
す
る
こ
と
。 

三 

（
同
上
） 

 
 

（
経
営
委
員
会
の
招
集
） 

（
経
営
委
員
会
の
招
集
） 

第
十
九
条 

委
員
長
は
、
経
営
委
員
会
を
、
原
則
と
し
て
、
一
月
に
二
回
招
集

第
三
条
の
四 

（
同
上
） 
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す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
委
員
長
は
、
経
営
委
員
会
の
招
集
の
通
知
を
行
う
と
き
は
、
原
則
と
し

て
、
事
前
に
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
も
つ
て
そ
れ
を
発
出
す
る
も
の
と
し
、

付
議
す
べ
き
事
項
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
明
確
に
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

（
経
営
委
員
会
の
会
議
の
議
事
手
続
） 

 

第
二
十
条 

経
営
委
員
会
は
、
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議

の
議
事
に
必
要
な
手
続
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

第
四
節 

受
信
料
等 

 

 
 

 

（
受
信
料
免
除
基
準
の
認
可
申
請
） 

 

第
四
条 

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請

書
に
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

受
信
料
免
除
の
基
準 

 

二 

受
信
料
免
除
の
理
由 

 

三 

受
信
料
の
免
除
が
事
業
収
支
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
計
算
又
は
説
明 

 

四 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 
 

（
受
信
設
備
の
範
囲
） 

（
受
信
設
備
の
範
囲
） 

第
二
十
一
条 

法
第
六
十
四
条
第
一
項
本
文
の
受
信
設
備
に
は
、
放
送
を
受
信

す
る
受
信
機
に
連
接
す
る
受
話
器
、
拡
声
器
及
び
受
像
管
を
含
む
も
の
と
す

る
。 

第
五
条 
法
第
三
十
二
条
第
一
項
本
文
の
受
信
設
備
に
は
、
放
送
を
受
信
す
る

受
信
機
に
連
接
す
る
受
話
器
、
拡
声
器
及
び
受
像
管
を
含
む
も
の
と
す
る
。 
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（
受
信
料
免
除
基
準
の
認
可
申
請
） 

 

第
二
十
二
条 

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

受
信
料
免
除
の
基
準 
 

二 

受
信
料
免
除
の
理
由 

 

三 

受
信
料
の
免
除
が
事
業
収
支
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
計
算
又
は
説
明 

 

四 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 

 
 

（
契
約
条
項
に
定
め
る
事
項
） 

（
契
約
条
項
に
定
め
る
事
項
） 

第
二
十
三
条 

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
契
約
の
条
項
に
は
、
少
な
く
と
も
次

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
六
条 

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
契
約
の
条
項
に
は
、
少
く
と
も
左
に
掲
げ

る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

受
信
契
約
の
締
結
方
法 

一 

（
同
上
） 

二 

受
信
契
約
の
単
位 

二 

（
同
上
） 

三 

受
信
料
の
徴
収
方
法 

三 

（
同
上
） 

四 

受
信
契
約
者
の
表
示
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

（
同
上
） 

五 

受
信
契
約
の
解
約
及
び
受
信
契
約
者
の
名
義
又
は
住
所
変
更
の
手
続 

五 

受
信
契
約
の
解
約
及
び
受
信
契
約
者
の
名
義
若
し
く
は
住
所
変
更
の
手

続 

六 

受
信
料
の
免
除
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

（
同
上
） 

七 

受
信
契
約
の
締
結
を
怠
つ
た
場
合
及
び
受
信
料
の
支
払
を
延
滞
し
た
場

合
に
お
け
る
受
信
料
の
追
徴
方
法 

七 

（
同
上
） 

八 

協
会
の
免
責
事
項
及
び
責
任
事
項 

八 
（
同
上
） 

九 

契
約
条
項
の
周
知
方
法 

九 

（
同
上
） 
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（
契
約
条
項
の
認
可
申
請
） 

（
契
約
条
項
の
認
可
申
請
） 

第
二
十
四
条 

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総

務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
申
請
書
に
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
契
約
条
項 

一 

（
同
上
） 

二 

設
定
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由 

二 

（
同
上
） 

三 

契
約
条
項
の
設
定
又
は
変
更
に
よ
つ
て
事
業
収
支
に
影
響
を
及
ぼ
す
と

き
は
、
そ
の
計
算
又
は
説
明 

三 

（
同
上
） 

四 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

四 

（
同
上
） 

 
 

第
五
節 

財
務
及
び
会
計 

 

 
 

（
協
会
の
会
計
） 

（
協
会
の
会
計
） 

第
二
十
五
条 

協
会
の
会
計
に
つ
い
て
は
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
こ
の
省
令
に
定
め
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め

ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
二 

（
同
上
） 

２ 

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
第
二
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
企
業
会
計
審
議
会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
企
業
会
計
の
基
準

は
、
前
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準

に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

（
収
支
予
算
の
記
載
事
項
） 

（
収
支
予
算
の
記
載
事
項
） 

第
二
十
六
条 

法
第
七
十
条
の
収
支
予
算
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

予
算
総
則
及
び
別
表
第
二
号
に
定
め
る
科
目
に
従
つ
て
記
載
し
た
予
算
書
に

よ
つ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 
法
第
三
十
七
条
の
収
支
予
算
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
予

算
総
則
及
び
別
表
第
五
号
に
定
め
る
科
目
に
従
つ
て
記
載
し
た
予
算
書
に
よ

つ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 
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一 

受
信
契
約
者
か
ら
徴
収
す
る
受
信
料
の
月
額
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

（
同
上
） 

二 
予
算
の
目
的
外
使
用
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

（
同
上
） 

三 
予
算
の
相
互
流
用
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

（
同
上
） 

四 

経
費
の
翌
年
度
繰
越
使
用
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

（
同
上
） 

五 

収
入
が
予
算
額
よ
り
増
加
し
た
場
合
の
使
用
方
法
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

（
同
上
） 

六 

そ
の
他
予
算
の
使
用
方
法
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

（
同
上
） 

 
 

（
事
業
計
画
の
記
載
事
項
） 

（
事
業
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
二
十
七
条 

法
第
七
十
条
の
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
九
条 

法
第
三
十
七
条
の
事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。 

一 

計
画
概
説 

一 

（
同
上
） 

二 

建
設
計
画 

二 

（
同
上
） 

三 

事
業
運
営
計
画 

三 

（
同
上
） 

四 

受
信
契
約
件
数 

四 

（
同
上
） 

⑴ 

有
料
契
約
見
込
件
数
（
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
前
年
度
の
契
約

件
数
を
付
記
し
て
前
年
度
と
の
比
較
増
減
を
記
載
す
る
こ
と
。
） 

⑴ 

（
同
上
） 

年
度
初
め
の
契
約
件
数 

（
同
上
） 

年
度
内
の
新
規
契
約
件
数 

（
同
上
） 

年
度
内
の
解
約
件
数 

（
同
上
） 

年
度
内
の
増
加
（
又
は
減
少
）
契
約
件
数 

（
同
上
） 

⑵ 

受
信
料
免
除
見
込
件
数 
⑵ 

（
同
上
） 

有
料
契
約
見
込
件
数
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
。 
（
同
上
） 

五 

要
員
計
画 

五 
（
同
上
） 

六 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

六 

（
同
上
） 
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（
資
金
計
画
の
記
載
事
項
） 

（
資
金
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
二
十
八
条 

法
第
七
十
条
の
資
金
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 

法
第
三
十
七
条
の
資
金
計
画
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。 

一 

資
金
計
画
の
概
要 

一 

（
同
上
） 

二 

入
金
の
部 

二 

（
同
上
） 

受
信
料 

（
同
上
） 

放
送
債
券 

（
同
上
） 

長
期
借
入
金 

（
同
上
） 

そ
の
他
の
入
金 

（
同
上
） 

三 

出
金
の
部 

三 

（
同
上
） 

事
業
経
費 

（
同
上
） 

建
設
経
費 

（
同
上
） 

放
送
債
券
の
償
還 

（
同
上
） 

長
期
借
入
金
の
返
還 

（
同
上
） 

そ
の
他
の
出
金 

（
同
上
） 

 
 

（
暫
定
予
算
の
認
可
申
請
） 

（
暫
定
予
算
の
認
可
申
請
） 

第
二
十
九
条 

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

申
請
書
に
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
実
施
期
間
並
び
に
収
支
予

算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条
の
二 

法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
申
請
書
に
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
実
施
期
間
並
び
に
収
支

予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
三
条
（
第
二
十
六
条
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
収
支
予

算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
二
十
七
条
第
四
号
⑴
中
「
年
度
内
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
期
間

内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
前
三
条
（
第
八
条
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
収
支
予
算
、

事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

九
条
第
四
号
⑴
中
「
年
度
内
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
期
間
内
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 
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（
業
務
報
告
書
の
記
載
事
項
） 

（
業
務
報
告
書
の
記
載
事
項
） 

第
三
十
条 
法
第
七
十
二
条
の
業
務
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
一
条 

法
第
三
十
八
条
の
業
務
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

事
業
の
概
況
（
協
会
の
沿
革
、
設
立
根
拠
法
律
、
主
管
省
庁
名
、
協
会

が
対
処
す
べ
き
課
題
を
含
む
。
） 

一 

（
同
上
） 

二 

放
送
番
組
の
概
況 

二 

（
同
上
） 

三 

放
送
番
組
に
関
す
る
世
論
調
査
及
び
研
究 

三 

（
同
上
） 

四 

営
業
及
び
受
信
関
係
業
務
の
概
況 

四 

（
同
上
） 

五 

視
聴
者
関
係
業
務
の
概
況 

五 

（
同
上
） 

六 

放
送
設
備
の
運
用
及
び
建
設
改
修
の
概
況 

六 

（
同
上
） 

七 

放
送
技
術
の
研
究 

七 

（
同
上
） 

八 

業
務
組
織
の
概
要
及
び
職
員
の
状
況 

八 

（
同
上
） 

イ 

経
営
委
員
会
、
監
査
委
員
会
及
び
理
事
会
の
概
況 

イ 

（
同
上
） 

ロ 

役
員
の
定
数
、
氏
名
、
役
職
、
任
期
及
び
経
歴 

ロ 

（
同
上
） 

ハ 

事
務
所
の
所
在
地 

ハ 

（
同
上
） 

ニ 

職
員
数
（
前
事
業
年
度
末
比
増
減
を
含
む
。
） 

ニ 

（
同
上
） 

九 

財
政
の
状
況
（
過
事
業
年
度
に
係
る
も
の
を
含
む
。
） 

九 

（
同
上
） 

イ 

資
本
の
状
況 

イ 

（
同
上
） 

ロ 

借
入
先
及
び
そ
の
借
入
金
額
の
状
況 

ロ 

（
同
上
） 

ハ 

財
政
投
融
資
資
金
、
交
付
金
等
の
状
況 
ハ 

（
同
上
） 

十 

子
会
社
等
の
概
要 

十 
（
同
上
） 

イ 

子
会
社
及
び
協
会
又
は
子
会
社
が
他
の
会
社
の
財
務
及
び
事
業
の
方

針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お

け
る
当
該
他
の
会
社
（
子
会
社
を
除
く
。
第
三
十
四
条
第
三
項
第
四
号

イ 
子
会
社
及
び
協
会
又
は
子
会
社
が
他
の
会
社
の
財
務
及
び
事
業
の
方

針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お

け
る
当
該
他
の
会
社
（
子
会
社
を
除
く
。
第
十
二
条
の
二
第
三
項
第
四
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及
び
別
表
第
七
号
に
お
い
て
「
関
連
会
社
」
と
い
う
。
）
の
概
況
（
系

統
図
を
含
む
。
）
、
名
称
、
住
所
、
資
本
金
、
事
業
内
容
、
役
員
の
状

況
（
人
数
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
職
員
数
、
協
会
の
持
株
比
率
及
び

協
会
と
の
関
係
の
内
容 

号
及
び
別
表
第
十
三
号
に
お
い
て
「
関
連
会
社
」
と
い
う
。
）
の
概
況

（
系
統
図
を
含
む
。
）
、
名
称
、
住
所
、
資
本
金
、
事
業
内
容
、
役
員

の
状
況
（
人
数
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
職
員
数
、
協
会
の
持
株
比
率

及
び
協
会
と
の
関
係
の
内
容 

ロ 

協
会
の
業
務
の
一
部
又
は
協
会
の
業
務
に
関
連
す
る
事
業
を
行
つ
て

い
る
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
の
法
人
で
あ
つ
て
、
協

会
が
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
財
務
及

び
事
業
の
方
針
決
定
を
支
配
し
て
い
る
か
若
し
く
は
そ
れ
に
対
し
て
重

要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
子
会
社
を
除
く
。
第
三
十

四
条
第
三
項
第
四
号
に
お
い
て
「
関
連
公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）
の

概
況
（
系
統
図
を
含
む
。
）
、
名
称
、
住
所
、
基
本
財
産
、
事
業
内

容
、
役
員
の
状
況
（
人
数
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
職
員
数
及
び
協
会

と
の
関
係
の
内
容 

ロ 

協
会
の
業
務
の
一
部
又
は
協
会
の
業
務
に
関
連
す
る
事
業
を
行
つ
て

い
る
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
の
法
人
で
あ
つ
て
、
協

会
が
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
財
務
及

び
事
業
の
方
針
決
定
を
支
配
し
て
い
る
か
若
し
く
は
そ
れ
に
対
し
て
重

要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
子
会
社
を
除
く
。
第
十
二

条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
お
い
て
「
関
連
公
益
法
人
等
」
と
い
う
。
）

の
概
況
（
系
統
図
を
含
む
。
）
、
名
称
、
住
所
、
基
本
財
産
、
事
業
内

容
、
役
員
の
状
況
（
人
数
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
、
職
員
数
及
び
協
会

と
の
関
係
の
内
容 

十
一 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

十
一 

（
同
上
） 

 
 

（
業
務
報
告
書
等
の
閲
覧
期
間
） 

（
業
務
報
告
書
等
の
閲
覧
期
間
） 

第
三
十
一
条 

法
第
七
十
二
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年

と
す
る
。 

第
十
一
条
の
二 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五

年
と
す
る
。 

 
 

（
区
分
経
理
の
方
法
） 

（
区
分
経
理
の
方
法
） 

第
三
十
二
条 

協
会
は
、
法
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
業
務
（
専
ら
受
信
料

を
財
源
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
「
番
組
ア
ー
カ
イ
ブ
業
務
」
と
い

う
。
）
及
び
同
条
第
三
項
の
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
経
理

と
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
十
一
条
の
三 

協
会
は
、
法
第
九
条
第
二
項
第
二
号
の
業
務
（
専
ら
受
信
料

を
財
源
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
「
番
組
ア
ー
カ
イ
ブ
業
務
」
と
い

う
。
）
及
び
同
条
第
三
項
の
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
、
そ
の
他
の
経
理

と
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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２ 

協
会
は
、
番
組
ア
ー
カ
イ
ブ
業
務
、
法
第
二
十
条
第
三
項
の
業
務
及
び
こ

れ
ら
の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
二
以
上
の
業
務
に
関
連
す
る
費
用
に
つ
い

て
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
配
賦
し
て
整
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

協
会
は
、
番
組
ア
ー
カ
イ
ブ
業
務
、
法
第
九
条
第
三
項
の
業
務
及
び
こ
れ

ら
の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
二
以
上
の
業
務
に
関
連
す
る
費
用
に
つ
い
て

は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
配
賦
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

（
財
務
諸
表
） 

（
財
務
諸
表
） 

第
三
十
三
条 

法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の

も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条 

法
第
四
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
も
の

と
す
る
。 

一 

資
本
等
変
動
計
算
書 

一 

（
同
上
） 

二 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書 

二 

（
同
上
） 

 
 

（
財
務
諸
表
の
様
式
） 

（
財
務
諸
表
の
様
式
） 

第
三
十
四
条 

法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
毎
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
前
条
に
規
定
す
る
書
類
は
、
別
表
第
三
号
に
定
め

る
書
式
に
よ
り
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
二 

法
第
四
十
条
第
一
項
の
毎
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対

照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
前
条
に
規
定
す
る
書
類
は
、
別
表
第
六
号
に
定
め

る
書
式
に
よ
り
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

別
表
第
三
号
の
書
式
に
規
定
す
る
科
目
に
属
す
る
資
産
、
負
債
、
純
資

産
、
収
入
又
は
支
出
で
、
別
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
、
負
債
、
純
資
産
、
収
入
又
は
支
出
を
示

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
別
に
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

２ 

別
表
第
六
号
の
書
式
に
規
定
す
る
科
目
に
属
す
る
資
産
、
負
債
、
純
資

産
、
収
入
又
は
支
出
で
、
別
に
表
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
、
負
債
、
純
資
産
、
収
入
又
は
支
出
を
示

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
別
に
掲
記
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

３ 

法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
説
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
四
十
条
の
説
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

決
算
概
説 

一 
（
同
上
） 

二 

財
務
諸
表
の
作
成
に
関
す
る
重
要
な
会
計
方
針 

二 
（
同
上
） 

三 

会
計
方
針
又
は
記
載
方
法
の
変
更
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
旨
及
び

そ
の
変
更
に
よ
る
増
減
額
（
変
更
又
は
変
更
に
よ
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る

三 

（
同
上
） 
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も
の
を
除
く
。
） 

四 
資
産
及
び
負
債
並
び
に
損
益
の
状
況
（
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
別
表

第
三
号
の
財
産
目
録
の
表
の
内
訳
の
欄
を
区
分
経
理
さ
れ
た
各
勘
定
別
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
） 

四 

資
産
及
び
負
債
並
び
に
損
益
の
状
況
（
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
別
表

第
六
号
の
財
産
目
録
の
表
の
内
訳
の
欄
を
区
分
経
理
さ
れ
た
各
勘
定
別
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
） 

イ 

長
期
借
入
金
の
明
細
（
借
入
先
（
財
政
投
融
資
資
金
か
ら
の
借
入
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
）
及
び
借
入
先
ご
と
の
当
該
事
業
年
度
中
の

増
減
状
況
を
含
む
。
） 

イ 

（
同
上
） 

ロ 

放
送
債
券
の
明
細
（
銘
柄
（
政
府
に
よ
る
債
務
の
保
証
が
な
い
旨
、

政
府
に
よ
る
債
券
の
引
受
け
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
引
受

先
）
及
び
銘
柄
ご
と
の
当
該
事
業
年
度
中
の
増
減
状
況
を
含
む
。
） 

ロ 

（
同
上
） 

ハ 

引
当
金
の
明
細
（
引
当
金
の
種
類
ご
と
の
当
該
事
業
年
度
中
の
増
減

状
況
を
含
む
。
） 

ハ 

（
同
上
） 

ニ 

固
定
資
産
の
取
得
及
び
処
分
並
び
に
減
価
償
却
費
の
明
細
（
減
損
損

失
累
計
額
を
減
価
償
却
累
計
額
に
合
算
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
を

区
分
し
た
も
の
） 

ニ 

（
同
上
） 

ホ 

子
会
社
及
び
関
連
会
社
に
つ
い
て
の
持
株
の
明
細
（
子
会
社
及
び
関

連
会
社
の
名
称
、
所
有
株
数
、
取
得
価
額
、
貸
借
対
照
表
計
上
額
及
び

当
該
事
業
年
度
中
の
増
減
状
況
） 

ホ 

（
同
上
） 

ヘ 

出
資
の
明
細
（
株
式
会
社
ヘ
の
出
資
を
除
く
。
） 

ヘ 

（
同
上
） 

ト 

子
会
社
及
び
関
連
会
社
に
対
す
る
債
権
及
び
債
務
の
明
細 

ト 

（
同
上
） 

チ 

資
産
が
担
保
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
に
関
す
る
事
項 
チ 

（
同
上
） 

リ 

重
要
な
係
争
事
件
に
係
る
損
害
賠
償
義
務
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

債
務
に
関
す
る
事
項
（
負
債
の
部
に
計
上
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

リ 

（
同
上
） 

ヌ 

役
員
と
の
間
の
取
引
に
よ
る
債
権
債
務
に
関
す
る
事
項 

ヌ 

（
同
上
） 

ル 

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
貸
借
対
照
表
の
内
容
を
補

ル 

（
同
上
） 
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足
す
る
主
な
資
産
及
び
負
債
の
明
細
（
現
金
及
び
預
金
、
貯
蔵
品
、
短

期
借
入
金
、
未
収
金
、
未
払
金
等
そ
の
他
事
業
特
性
を
踏
ま
え
重
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
） 

ヲ 

交
付
金
等
の
明
細
（
当
該
事
業
年
度
に
受
け
入
れ
た
交
付
金
等
の
名

称
、
支
出
元
の
会
計
区
分
、
交
付
金
等
と
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算

書
に
掲
記
さ
れ
て
い
る
関
連
科
目
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
を
含

む
。
） 

ヲ 

（
同
上
） 

ワ 

子
会
社
の
う
ち
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
事
業
体
及
び
関
連
公
益
法
人
等
の
基
本
財
産
に
対
す
る
出
え
ん
金

及
び
寄
付
金
の
明
細 

ワ 

（
同
上
） 

カ 

役
員
及
び
職
員
の
給
与
費
の
明
細 

カ 

（
同
上
） 

ヨ 

減
損
損
失
の
明
細 

ヨ 

（
同
上
） 

タ 

子
会
社
及
び
関
連
会
社
と
の
取
引
高
の
総
額 

タ 

（
同
上
） 

レ 

既
放
送
番
組
配
信
費
の
明
細
（
既
放
送
番
組
に
係
る
協
会
の
著
作
権

の
使
用
料
、
既
放
送
番
組
に
係
る
協
会
以
外
の
著
作
権
の
使
用
料
（
権

利
処
理
を
委
託
し
て
い
る
場
合
は
業
務
委
託
費
）
そ
の
他
重
要
と
認
め

ら
れ
る
も
の
）
（
番
組
ア
ー
カ
イ
ブ
業
務
勘
定
に
限
る
。
） 

レ 

（
同
上
） 

ソ 

ヲ
か
ら
タ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
損
益
計
算
書
の
内
容
を
補

足
す
る
主
な
費
用
及
び
収
益
の
明
細
（
事
業
特
性
を
踏
ま
え
、
重
要
と

認
め
ら
れ
る
も
の
。
） 

ソ 

（
同
上
） 

五 

収
入
支
出
の
決
算
の
状
況
（
別
表
第
四
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
） 
五 

収
入
支
出
の
決
算
の
状
況
（
別
表
第
七
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
） 

六 

予
算
総
則
の
適
用
に
関
す
る
事
項 

六 
（
同
上
） 

七 

資
産
価
額
の
増
減 

七 
（
同
上
） 

八 

主
た
る
設
備
の
状
況
（
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定
資
産
が
あ
る
場

合
は
そ
の
取
引
の
状
況
を
含
む
。
） 

八 

（
同
上
） 
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九 

重
要
な
後
発
事
象
に
関
す
る
事
項 

九 

（
同
上
） 

十 
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
の
勘
定
相
互
間
の
相
殺
消
去

そ
の
他
勘
定
相
互
間
の
取
引
の
明
細 

十 

（
同
上
） 

十
一 

そ
の
他
協
会
の
財
産
又
は
損
益
の
状
態
を
正
確
に
判
断
す
る
た
め
に

参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

十
一 

（
同
上
） 

 
 

（
貸
借
対
照
表
等
の
閲
覧
期
間
） 

（
貸
借
対
照
表
等
の
閲
覧
期
間
） 

第
三
十
五
条 

法
第
七
十
四
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年

と
す
る
。 

第
十
二
条
の
三 

法
第
四
十
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年

と
す
る
。 

 
 

（
放
送
債
券
の
募
集
事
項
） 

（
放
送
債
券
の
募
集
事
項
） 

第
三
十
六
条 

準
用
会
社
法
（
令
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
第
六
百
七
十
六
条
第

十
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。 

第
十
三
条 

（
同
上
） 

一 

数
回
に
分
け
て
募
集
放
送
債
券
（
協
会
の
発
行
す
る
放
送
債
券
を
引
き

受
け
る
者
の
募
集
に
応
じ
て
当
該
放
送
債
券
の
引
受
け
の
申
込
み
を
し
た

者
に
対
し
て
割
り
当
て
る
放
送
債
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
引
換
え

に
金
銭
の
払
込
み
を
さ
せ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
各
払
込
み
の
期
日
に

お
け
る
払
込
金
額
（
準
用
会
社
法
第
六
百
七
十
六
条
第
九
号
に
規
定
す
る

払
込
金
額
を
い
う
。
） 

一 

（
同
上
） 

二 

募
集
放
送
債
券
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
に
代
え
て
金
銭
以
外

の
財
産
を
給
付
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
そ
の
契
約
の
内
容 

二 
（
同
上
） 

三 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
に
お
い
て

放
送
債
券
に
係
る
社
債
管
理
者
（
以
下
「
放
送
債
券
管
理
者
」
と
い

三 

（
同
上
） 
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う
。
）
の
権
限
以
外
の
権
限
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
権
限
の
内
容 

四 
準
用
会
社
法
第
七
百
十
一
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
と
き
は
、
同
項

本
文
に
規
定
す
る
事
由 

四 

（
同
上
） 

 
 

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項
） 

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項
） 

第
三
十
七
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
二 

 

一 

放
送
債
券
管
理
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所 

一 

（
同
上
） 

二 

放
送
債
券
原
簿
管
理
人
（
協
会
に
代
わ
つ
て
放
送
債
券
に
係
る
社
債
原

簿
（
以
下
「
放
送
債
券
原
簿
」
と
い
う
。
）
の
作
成
及
び
備
置
き
そ
の
他

の
放
送
債
券
原
簿
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

定
め
た
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

二 

（
同
上
） 

 
 

（
電
磁
的
方
法
） 

（
電
磁
的
方
法
） 

第
三
十
八
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
七
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
三 

（
同
上
） 

一 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も

の 

一 

（
同
上
） 

イ 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法 

イ 

（
同
上
） 

ロ 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受

け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係

ロ 
（
同
上
） 
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る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方

法 

二 
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確

実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に

情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

二 

（
同
上
） 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
受
信
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

る
こ
と
に
よ
り
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
通
知
を
要
し
な
い
場
合
） 

（
申
込
み
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
通
知
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
十
九
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
七
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
協
会
が
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
目
論
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法

に
よ
り
提
供
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
協
会
が
同
条
第
一
項
の
申
込
み
を

し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
提
供
し
て
い
る
場

合
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
四 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
債
券
の
種
類
） 

（
放
送
債
券
の
種
類
） 

第
四
十
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
五 

（
同
上
） 

一 

放
送
債
券
の
利
率 
一 

（
同
上
） 

二 

放
送
債
券
の
償
還
の
方
法
及
び
期
限 

二 
（
同
上
） 

三 

利
息
支
払
の
方
法
及
び
期
限 

三 
（
同
上
） 

四 

放
送
債
券
に
係
る
債
券
を
発
行
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

四 

（
同
上
） 

五 

放
送
債
券
に
係
る
社
債
権
者
（
以
下
「
放
送
債
券
の
債
権
者
」
と
い

五 

（
同
上
） 
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う
。
）
が
準
用
会
社
法
第
六
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
の
全
部
又

は
一
部
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

六 
放
送
債
券
管
理
者
が
放
送
債
券
に
係
る
社
債
権
者
集
会
（
以
下
「
放
送

債
券
債
権
者
集
会
」
と
い
う
。
）
の
決
議
に
よ
ら
ず
に
準
用
会
社
法
第
七

百
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
旨 

六 

（
同
上
） 

七 

放
送
債
券
管
理
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
準

用
会
社
法
第
七
百
二
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
の
内
容 

七 

（
同
上
） 

八 

放
送
債
券
原
簿
管
理
人
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所 

八 

（
同
上
） 

九 

放
送
債
券
が
担
保
付
放
送
債
券
で
あ
る
と
き
は
、
担
保
付
社
債
信
託
法

（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十

一
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項 

九 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
債
券
原
簿
記
載
事
項
） 

（
放
送
債
券
原
簿
記
載
事
項
） 

第
四
十
一
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
六 

（
同
上
） 

一 

募
集
放
送
債
券
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込
み
に
代
え
て
金
銭
以
外

の
財
産
の
給
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
財
産
の
価
額
及
び
給
付
の
日 

一 

（
同
上
） 

二 

放
送
債
券
の
債
権
者
が
募
集
放
送
債
券
と
引
換
え
に
す
る
金
銭
の
払
込

み
を
す
る
債
務
と
協
会
に
対
す
る
債
権
と
を
相
殺
し
た
と
き
は
、
そ
の
債

権
の
額
及
び
相
殺
を
し
た
日 

二 

（
同
上
） 

 
 

（
電
磁
的
記
録
） 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
四
十
二
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

第
十
三
条
の
七 
（
同
上
） 
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で
定
め
る
も
の
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一

定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る

フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
電
子
署
名
） 

（
電
子
署
名
） 

第
四
十
三
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
二
条
第
三
項
及
び
第
六
百
九
十
五
条

第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
署
名
又
は
記
名
押
印
に
代
わ
る
措

置
は
、
電
子
署
名
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
八 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る

情
報
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
つ
て
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
も
の
を
い
う
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

当
該
情
報
が
当
該
措
置
を
行
つ
た
者
の
作
成
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

（
同
上
） 

二 

当
該
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

（
同
上
） 

 
 

（
閲
覧
権
者
） 

（
閲
覧
権
者
） 

第
四
十
四
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
者
は
、
放
送
債
券
の
債
権
者
そ
の
他
の
協
会
の
債
権
者
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
九 

（
同
上
） 

 
 

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
） 
（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
） 

第
四
十
五
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は

協
会
の
主
た
る
事
務
所
（
放
送
債
券
原
簿
管
理
人
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
営
業
所
）
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法

第
十
三
条
の
十 

（
同
上
） 
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と
す
る
。 

２ 
準
用
会
社
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
協
会
の
主

た
る
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す

る
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
債
券
原
簿
記
載
事
項
の
記
載
等
の
請
求
） 

（
放
送
債
券
原
簿
記
載
事
項
の
記
載
等
の
請
求
） 

第
四
十
六
条 

準
用
会
社
法
第
六
百
九
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
一 

（
同
上
） 

一 

放
送
債
券
取
得
者
（
放
送
債
券
を
協
会
以
外
の
者
か
ら
取
得
し
た
者

（
協
会
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
放
送
債
券
の
債
権
者
と

し
て
放
送
債
券
原
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
が
さ
れ
た
者
又
は
そ
の
一
般

承
継
人
に
対
し
て
当
該
放
送
債
券
取
得
者
の
取
得
し
た
放
送
債
券
に
係
る

準
用
会
社
法
第
六
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
確
定
判
決
を
得
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
確
定
判
決
の
内
容

を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提
供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。 

一 

（
同
上
） 

二 

放
送
債
券
取
得
者
が
前
号
の
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の

の
内
容
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提
供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。 

二 

（
同
上
） 

三 

放
送
債
券
取
得
者
が
一
般
承
継
に
よ
り
放
送
債
券
を
取
得
し
た
者
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
般
承
継
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
資
料
を
提

供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。 

三 

（
同
上
） 

四 

放
送
債
券
取
得
者
が
放
送
債
券
を
競
売
に
よ
り
取
得
し
た
者
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
競
売
に
よ
り
取
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
そ
の
他

の
資
料
を
提
供
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。 

四 
（
同
上
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
送
債
券
取
得
者
が
取
得
し
た
放
送
債
券

２ 

（
同
上
） 
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が
放
送
債
券
に
係
る
債
券
を
発
行
す
る
定
め
が
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
準
用
会
社
法
第
六
百
九
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
放
送
債
券
取
得
者
が
放
送
債
券
に
係
る
債
券
を
提
示
し
て
請
求

を
し
た
場
合
と
す
る
。 

 
 

（
放
送
債
券
管
理
者
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
） 

（
放
送
債
券
管
理
者
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
四
十
七
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場

合
は
、
あ
る
種
類
（
準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
種

類
を
い
う
。
）
の
放
送
債
券
の
総
額
を
当
該
種
類
の
各
放
送
債
券
の
金
額
の

最
低
額
で
除
し
て
得
た
数
が
五
十
を
下
回
る
場
合
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
二 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
場
合
は
、
あ
る
種
類
（
準
用
会
社
法
第
六
百
八
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す

る
種
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
放
送
債
券
の
総
額
を

当
該
種
類
の
各
放
送
債
券
の
金
額
の
最
低
額
で
除
し
て
得
た
数
が
五
十
を
下

回
る
場
合
と
す
る
。 

 
 

（
放
送
債
券
管
理
者
の
資
格
） 

（
放
送
債
券
管
理
者
の
資
格
） 

第
四
十
八
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
三 

（
同
上
） 

一 

担
保
付
社
債
信
託
法
第
三
条
の
免
許
を
受
け
た
者 

一 

（
同
上
） 

二 

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫 

二 

（
同
上
） 

三 

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第

一
項
第
二
号 

及
び
第
三
号
の
事
業
を
併
せ
行
う
農
業
協
同
組
合
又
は
農

業
協
同
組
合
連
合
会 

三 

（
同
上
） 

四 

信
用
協
同
組
合
又
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
一
項
第
一
号
の
事
業
を
行
う
協
同
組
合

連
合
会 

四 

（
同
上
） 

五 

信
用
金
庫
又
は
信
用
金
庫
連
合
会 

五 

（
同
上
） 

六 

労
働
金
庫
連
合
会 

六 

（
同
上
） 
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七 

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
長
期
信
用
銀
行 

七 

（
同
上
） 

八 
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

保
険
会
社 

八 

（
同
上
） 

九 

農
林
中
央
金
庫 

九 

（
同
上
） 

 
 

（
特
別
の
関
係
） 

（
特
別
の
関
係
） 

第
四
十
九
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
十
条
第
二
項
第
二
号
（
準
用
会
社
法
第
七

百
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
特
別
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
四 

（
同
上
） 

一 

法
人
の
総
社
員
又
は
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決

権
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
配
社
員
」
と
い
う
。
）
と

当
該
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
支
配
法
人
」
と
い
う
。
）
と
の

関
係 

一 

（
同
上
） 

二 

被
支
配
法
人
と
そ
の
支
配
社
員
の
他
の
被
支
配
法
人
と
の
関
係 

二 

（
同
上
） 

２ 

支
配
社
員
と
そ
の
被
支
配
法
人
が
合
わ
せ
て
他
の
法
人
の
総
社
員
又
は
総

株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当

該
他
の
法
人
も
、
当
該
支
配
社
員
の
被
支
配
法
人
と
み
な
し
て
前
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
招
集
の
決
定
事
項
） 
（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
招
集
の
決
定
事
項
） 

第
五
十
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
五 

（
同
上
） 

一 

次
条
の
規
定
に
よ
り
放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考
書
類
（
議
決
権
の
行

使
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
い
う
。
以
下
同

一 

（
同
上
） 
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じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項 

二 
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
日
時

以
前
の
時
で
あ
つ
て
、
準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
発
し
た
時
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
以
後
の
時
に
限
る
。
） 

二 

（
同
上
） 

三 

準
用
会
社
法
第
七
百
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

三 

（
同
上
） 

イ 

電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期
限
（
放
送
債
券
債
権
者
集

会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
つ
て
、
準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
発
し
た
時
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
以
後
の

時
に
限
る
。
） 

イ 

（
同
上
） 

ロ 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
条
第
二
項
の
承
諾
を
し
た
放
送
債
券
の
債

権
者
の
請
求
が
あ
つ
た
時
に
当
該
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し
て
準
用

会
社
法
第
七
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面

（
同
項
に
規
定
す
る
議
決
権
行
使
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交

付
（
当
該
交
付
に
代
え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方

法
に
よ
る
提
供
を
含
む
。
）
を
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨 

ロ 

（
同
上
） 

ハ 

一
の
放
送
債
券
の
債
権
者
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
準
用
会
社
法
第
七

百
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
七
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
重

複
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対

す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当

該
放
送
債
券
の
債
権
者
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を

定
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
項 

ハ 

（
同
上
） 

ニ 

第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取

扱
い
の
内
容 

ニ 
第
十
三
条
の
十
七
第
一
項
第
三
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ

の
取
扱
い
の
内
容 
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（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考
書
類
） 

（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考
書
類
） 

第
五
十
一
条 

放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
三
条
の
十
六 

（
同
上
） 

一 

議
案 

一 

（
同
上
） 

二 

議
案
が
放
送
債
券
の
債
権
者
の
代
表
の
選
任
に
関
す
る
議
案
で
あ
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

二 

（
同
上
） 

イ 

候
補
者
の
氏
名
又
は
名
称 

イ 

（
同
上
） 

ロ 

候
補
者
の
略
歴
又
は
沿
革 

ロ 

（
同
上
） 

ハ 

候
補
者
が
協
会
又
は
放
送
債
券
管
理
者
と
特
別
の
利
害
関
係
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
事
実
の
概
要 

ハ 

（
同
上
） 

２ 

放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

放
送
債
券
の
債
権
者
の
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
と
認
め
る
事

項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

同
一
の
放
送
債
券
債
権
者
集
会
に
関
し
て
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し
て

提
供
す
る
放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、

他
の
書
面
に
記
載
し
て
い
る
事
項
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
て
い
る

事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考

書
類
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

３ 

（
同
上
） 

４ 

同
一
の
放
送
債
券
債
権
者
集
会
に
関
し
て
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し
て

提
供
す
る
招
集
通
知
（
準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
知
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
の
う

ち
、
放
送
債
券
債
権
者
集
会
参
考
書
類
に
記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
事
項
は
、
招
集
通
知
の
内
容
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

４ 

（
同
上
） 

 
 

（
議
決
権
行
使
書
面
） 

（
議
決
権
行
使
書
面
） 
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第
五
十
二
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す

べ
き
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
準
用
会
社
法
第
七
百
二
十

二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す

べ
き
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。 

第
十
三
条
の
十
七 

（
同
上
） 

一 

各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
否
（
棄
権
の
欄
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

棄
権
を
含
む
。
）
を
記
載
す
る
欄 

一 

（
同
上
） 

二 

第
五
十
条
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
事
項 

二 

第
十
三
条
の
十
五
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該

事
項 

三 

第
五
十
条
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
第
一
号
の
欄

に
記
載
が
な
い
議
決
権
行
使
書
面
が
招
集
者
（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
を

招
集
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出
さ
れ
た

場
合
に
お
け
る
各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
成
、
反
対
又
は
棄
権
の
い
ず
れ
か

の
意
思
の
表
示
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
取
扱
い
の
内
容 

三 

第
十
三
条
の
十
五
第
三
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
第
一

号
の
欄
に
記
載
が
な
い
議
決
権
行
使
書
面
が
招
集
者
（
放
送
債
券
債
権
者

集
会
を
招
集
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
提
出

さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
議
案
に
つ
い
て
の
賛
成
、
反
対
又
は
棄
権
の
い

ず
れ
か
の
意
思
の
表
示
が
あ
つ
た
も
の
と
す
る
取
扱
い
の
内
容 

四 

議
決
権
の
行
使
の
期
限 

四 

（
同
上
） 

五 

議
決
権
を
行
使
す
べ
き
放
送
債
券
の
債
権
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
決
権
の
数 

五 

（
同
上
） 

２ 

第
五
十
条
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
招
集
者
は
、

準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
条
第
二
項
の
承
諾
を
し
た
放
送
債
券
の
債
権
者
の

請
求
が
あ
つ
た
時
に
、
当
該
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し
て
、
準
用
会
社
法

第
七
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付
（
当
該

交
付
に
代
え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

を
含
む
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
十
三
条
の
十
五
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
招
集

者
は
、
準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
条
第
二
項
の
承
諾
を
し
た
放
送
債
券
の
債

権
者
の
請
求
が
あ
つ
た
時
に
、
当
該
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し
て
、
準
用

会
社
法
第
七
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
権
行
使
書
面
の
交
付

（
当
該
交
付
に
代
え
て
行
う
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ

る
提
供
を
含
む
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

同
一
の
放
送
債
券
債
権
者
集
会
に
関
し
て
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し
て

提
供
す
る
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

３ 

（
同
上
） 
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四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
招
集
通
知
の
内
容
と
し
て

い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し

て
提
供
す
る
議
決
権
行
使
書
面
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

４ 

同
一
の
放
送
債
券
債
権
者
集
会
に
関
し
て
放
送
債
券
の
債
権
者
に
対
し
て

提
供
す
る
招
集
通
知
の
内
容
と
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
議
決
権
行
使
書
面
に

記
載
し
て
い
る
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
は
、
放
送
債
券
の
債
権

者
に
対
し
て
提
供
す
る
招
集
通
知
の
内
容
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

４ 

（
同
上
） 

 
 

（
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
期
限
） 

（
書
面
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
期
限
） 

第
五
十
三
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
時
は
、
第
五
十
条
第
二
号
の
行
使
の
期
限
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
八 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
時
は
、
第
十
三
条
の
十
五
第
二
号
の
行
使
の
期
限
と
す
る
。 

 
 

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
期
限
） 

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
行
使
の
期
限
） 

第
五
十
四
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
時
は
、
第
五
十
条
第
三
号
イ
の
行
使
の
期
限
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
九 

準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
時
は
、
第
十
三
条
の
十
五
第
三
号
イ
の
行
使
の
期
限
と
す
る

。 

 
 

（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
議
事
録
） 

（
放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
議
事
録
） 

第
五
十
五
条 

準
用
会
社
法
第
七
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
放
送
債

券
債
権
者
集
会
の
議
事
録
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

第
十
三
条
の
二
十 

（
同
上
） 

２ 

放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
議
事
録
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
（
同
上
） 

３ 

放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
議
事
録
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
同
上
） 



  

41 

一 

放
送
債
券
債
権
者
集
会
が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所 

一 

（
同
上
） 

二 
放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
議
事
の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果 

二 

（
同
上
） 

三 
準
用
会
社
法
第
七
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
送
債
券
債
権

者
集
会
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
の
内
容

の
概
要 

三 

（
同
上
） 

四 

放
送
債
券
債
権
者
集
会
に
出
席
し
た
協
会
の
代
表
者
又
は
放
送
債
券
管

理
者
の
氏
名
又
は
名
称 

四 

（
同
上
） 

五 

放
送
債
券
債
権
者
集
会
の
議
長
が
存
す
る
と
き
は
、
議
長
の
氏
名 

五 

（
同
上
） 

六 

議
事
録
の
作
成
に
係
る
職
務
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

六 

（
同
上
） 

 
 

 
 
 
 

第
六
節 

雑
則 

 

 
 

（
放
送
法
施
行
令
に
係
る
電
磁
的
方
法
） 

（
放
送
法
施
行
令
に
係
る
電
磁
的
方
法
） 

第
五
十
六
条 

令
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ

き
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
二
十
一 

（
同
上
） 

一 

次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
、
送
信
者
が
使
用
す
る
も
の 

一 

（
同
上
） 

イ 

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

（
同
上
） 

⑴ 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法 

⑴ 

（
同
上
） 

⑵ 

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供

を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記

⑵ 

（
同
上
） 
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録
す
る
方
法 

ロ 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

ロ 

（
同
上
） 

二 

フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式 

二 

（
同
上
） 

 
 

 

第
十
四
条 

削
除 

 
 

 

第
十
五
条 

削
除 

 
 

 

（
候
補
者
放
送
の
記
録
の
閲
覧
） 

【
第
九
条
に
移
動
】 

第
十
六
条 

法
第
四
十
五
条
又
は
法
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
選
に
よ
る

公
職
の
候
補
者
に
政
見
放
送
そ
の
他
選
挙
運
動
に
関
す
る
放
送
（
以
下
「
候

補
者
放
送
」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録

す
る
も
の
と
し
、
公
選
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
請
求
が

あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
放
送
局
（
受
託
国
内
放
送
を
行
う
放
送
局
で
あ
る
と

き
は
、
候
補
者
放
送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
た
者
の
事
業
所
）
に
お
い
て
そ
の

記
録
を
閲
覧
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

候
補
者
の
氏
名
及
び
所
属
す
る
政
党 

 

二 

放
送
し
た
年
月
日
、
時
刻
及
び
時
間 

 
三 

放
送
し
た
放
送
局 

 
 

（
譲
渡
等
の
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

（
譲
渡
等
の
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
五
十
七
条 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提

第
十
七
条 
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
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出
す
る
も
の
と
す
る
。 

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
譲
渡
し
、
賃
貸
し
、
担
保
に
供
し
、
そ
の
運
用
を
委
託
し
、
そ
の
他
他

人
の
支
配
に
属
さ
せ
る
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
譲
渡
等
」
と
い

う
。
）
放
送
設
備 

一 

（
同
上
） 

二 

譲
渡
等
の
理
由 

二 

（
同
上
） 

三 

譲
渡
等
の
相
手
方 

三 

（
同
上
） 

四 

譲
渡
若
し
く
は
賃
貸
の
価
格
、
担
保
の
金
額
又
は
運
用
の
委
託
費 

四 

（
同
上
） 

五 

そ
の
他
譲
渡
等
の
条
件 

五 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
の
廃
止
及
び
休
止
の
認
可
申
請
等
） 

（
放
送
の
廃
止
及
び
休
止
の
認
可
申
請
等
） 

第
五
十
八
条 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を

添
え
て
、
所
轄
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
を
経
て
（
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務
又
は
衛
星
基
幹
放
送
の
業

務
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二 

法
第
四
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
五
十
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
総
合
通
信
局
長

（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
て
（
委
託
協
会

国
際
放
送
業
務
又
は
委
託
放
送
業
務
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
総
務
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
基
幹
放
送
局
（
法
第
二
条
第
九
号
の
基

幹
放
送
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
協
会
若
し
く
は
放
送
大
学
学
園

法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学

学
園
（
以
下
「
学
園
」
と
い
う
。
）
の
放
送
の
業
務 

一 

廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
放
送
局
、
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
又

は
委
託
放
送
業
務 

二 

廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
理
由 

二 
（
同
上
） 

三 

廃
止
若
し
く
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
時
期
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
期

間 

三 

（
同
上
） 

２ 

協
会
及
び
学
園
は
、
廃
止
又
は
休
止
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な

２ 

協
会
及
び
放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
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く
そ
の
旨
を
放
送
に
よ
つ
て
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
以
下
「
学
園
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
又

は
休
止
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
放
送
に
よ
つ
て
告

知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
放
送
休
止
届
出
の
記
載
事
項
等
） 

（
放
送
休
止
届
出
の
記
載
事
項
等
） 

第
五
十
九
条 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の
休
止
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
添
え
て
、
所
轄
総
合
通
信
局
長
を
経
て
（
協
会
国
際
衛
星
放
送
の
業
務

又
は
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
総
務
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
の
二 

法
第
四
十
八
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
休
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
総
合

通
信
局
長
を
経
て
（
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
又
は
委
託
放
送
業
務
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
直
接
）
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

休
止
し
た
基
幹
放
送
局
又
は
協
会
若
し
く
は
学
園
の
放
送
の
業
務 

一 

休
止
し
た
放
送
局
、
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
又
は
委
託
放
送
業
務 

二 

休
止
し
た
理
由 

二 

休
止
し
た
理
由 

三 

休
止
し
た
月
日
時
刻
及
び
時
間 

三 

休
止
し
た
月
日
時
刻
及
び
時
間 

２ 

協
会
及
び
学
園
は
、
法
第
八
十
六
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の

休
止
の
場
合
に
お
い
て
は
、
な
る
べ
く
そ
の
旨
を
放
送
に
よ
つ
て
告
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

協
会
及
び
学
園
は
、
法
第
四
十
八
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
休
止
の
場
合
に
お
い
て
は
、
な
る
べ

く
そ
の
旨
を
放
送
に
よ
つ
て
告
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
専
ら
多
重
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
の
審
議
機
関
の
委
員
の
員
数
） 

【
第
六
条
に
移
動
】 
第
十
七
条
の
二
の
三 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
八
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令

で
定
め
る
七
人
未
満
の
員
数
は
、
五
人
と
す
る
。 

 
 

 

（
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
に
準
ず
る
株
式
） 
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【
第
八
十
七
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
三 

法
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式

は
、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
店
頭
売
買
に
つ
き
、
売
買
値
段
を
発
表
す
る
も

の
と
し
て
登
録
さ
れ
た
株
式
と
す
る
。 

 
 

 

（
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
） 

【
第
八
十
八
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
三
の
二 

法
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株

主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と

す
る
。 

 

一 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
五
条
第
四
項
第
三

号
ロ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
が
占
め
る
法
第
五
十
二
条
の
八
第
一

項
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
の
議
決
権
の
割
合
が
十
分
の
一
未
満
で

あ
る
も
の
が
有
す
る
株
式
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監

理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
六
条
の
三
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
計
算
の
対
象
と
な
る

場
合
に
お
け
る
議
決
権
に
係
る
株
式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す

べ
て
に
つ
い
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 

二 

法
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
の
外
国
人
等
（
電
波
法
施
行
規
則
第
六
条

の
三
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る

議
決
権
の
割
合
（
次
条
に
お
い
て
「
間
接
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
と

さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
株
式
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
及
び
第
十
七
条
の
三
の
四
に
お
い
て
「
外
国
人
等
」
と
い
う
。
）
の

う
ち
通
知
を
受
け
た
時
点
の
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て

い
る
者
が
有
す
る
株
式
（
前
号
に
規
定
す
る
株
式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
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は
、
当
該
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
数
と
通
知

に
係
る
株
式
の
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
記
載
・
記
録
優
先
株
式
の
数
」
と
い
う
。
）
を
当
該
外
国
人
等
に
係

る
株
式
の
数
と
し
て
一
株
単
位
（
単
元
株
式
数
を
定
款
で
定
め
て
い
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
一
単
元
の
株
式
の
単
位
。
以
下
同
じ
。
）
で
記
載
し
、

又
は
記
録
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
に

規
定
す
る
欠
格
事
由
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
欠
格
事
由
」
と
い

う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株
式
に

つ
い
て
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
記
載
・

記
録
優
先
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に

よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き

は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定

し
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 

三 

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
及
び
次
条
第
二
項
を

適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
な
お
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い

と
き
は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
前
号
前
段
の
規
定
に
よ
る
記

載
又
は
記
録
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て

計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お

残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録

す
る
株
式
を
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 
 

 

（
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
） 

【
第
八
十
九
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
三
の
三 

法
第
五
十
二
条
の
八
第
三
項
の
電
波
法
第
五
条
第
四
項

第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
同
号
に
定
め
る
事
由
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に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
株
式
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
議
決
権
制
限
株
式
」
と
い
う
。
）
以
外
の
株
式
と
す
る
。 

 

一 

電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
外
国
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
新
た

に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
第
五
十
二
条
の
八

第
三
項
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

「
一
般
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
に

定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

一
般
放
送
事
業
者
の
株
主

た
る
法
人
又
は
団
体
が
有
す
る
株
式
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
に
有
し
、
又

は
追
加
し
て
有
す
る
議
決
権
に
よ
り
新
た
に
間
接
議
決
権
割
合
と
し
て
算

入
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号

の
合
計
し
た
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
人
等
議
決
権
割
合
」
と
い

う
。
）
の
五
分
の
一
以
上
の
部
分
（
次
号
に
お
い
て
「
超
過
議
決
権
部

分
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
法
人
又
は

団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る

外
国
法
人
等
の
割
合
（
一
の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
当
該
法
人
又
は
団
体

の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
割
合
は
、
十
割

と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計

算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の

抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た
数
の
株
式
） 

 

二 
電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
計
算
が
さ
れ
た
結
果
、
一
般
放
送
事
業
者
が
電
波
法
第

五
条
第
四
項
第
三
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

電
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波
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
に
係
る
株

式
の
う
ち
、
超
過
議
決
権
部
分
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
同

項
の
計
算
に
係
る
法
人
又
は
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
又

は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る
外
国
法
人
等
の
割
合
に
応
じ
て
一
株
単
位
で

案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、

一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た
数
の
株
式
） 

 

２ 

そ
の
株
式
に
議
決
権
制
限
株
式
が
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
の
外
国
人
等
議

決
権
割
合
が
五
分
の
一
未
満
と
な
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
に
議
決
権
制
限
株

式
が
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
に
つ
い
て
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
な
お
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
五
分

の
一
未
満
と
な
る
場
合
は
、
当
該
一
般
放
送
事
業
者
の
議
決
権
制
限
株
式

は
、
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
五
分
の
一
以
上
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
議

決
権
制
限
株
式
と
な
つ
た
時
期
の
早
い
も
の
か
ら
順
に
、
議
決
権
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
株
式
と
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
議

決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
た
も
の
が
二
以
上
あ
つ
て
、
当
該
株
式
を
有
す
る
者

が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
同
時
に
議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
た
株
式
の
数
に

応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ

と
と
な
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ

ん
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
を
特
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
（
通
知
） 

【
第
九
十
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
三
の
四 

一
般
放
送
事
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
主
名
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
し
な
い
外
国

人
等
が
有
す
る
株
式
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
が
議
決
権
制
限
株
式
と
な

る
場
合
若
し
く
は
そ
の
議
決
権
制
限
株
式
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
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株
式
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
を
有
す
る
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ

の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

株
主
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 

株
主
の
住
所 

 

三 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
株
式
の
数
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
株
式
の
数 

 

四 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
日
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
日 

 
 

 

（
公
告
） 

【
第
九
十
一
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
三
の
五 

法
第
五
十
二
条
の
八
第
四
項
の
公
告
は
、
会
社
の
定
款

で
定
め
る
公
告
の
方
法
に
よ
り
、
六
か
月
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
八
第
四
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、

百
分
の
十
五
と
す
る
。 

 
 

 

第
十
七
条
の
四 

削
除 

 
 

 

（
役
務
の
料
金
の
届
出
） 

 

第
十
七
条
の
四
の
二 

法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
表
第
九
号
の
様
式
の
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総

務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 
役
務
の
料
金
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
役
務
の
料
金
の
新
旧
対
照
） 

 

二 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 
 

 

（
契
約
約
款
の
認
可
の
申
請
） 
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第
十
七
条
の
四
の
三 

法
第
五
十
二
条
の
四
第
二
項
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
別
表
第
九
号
の
二
の
様
式
の
申
請
書
に
契
約
約
款
（
変
更
の
認
可

申
請
の
場
合
は
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総

務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
契
約
約
款
に
は
、
少
な
く
と

も
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

国
内
受
信
者
に
金
銭
（
役
務
の
料
金
を
除
く
。
）
を
負
担
さ
せ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
内
容
及
び
負
担
額 

 

二 

有
料
放
送
事
業
者
及
び
そ
の
国
内
受
信
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
内
受
信
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重

要
な
関
係
を
有
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項 

 

四 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 
 

 

（
標
準
契
約
約
款
に
係
る
届
出
） 

 

第
十
七
条
の
四
の
四 

法
第
五
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
九
号
の
三
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
契
約
約
款
の
届
出
） 

【
第
百
四
十
一
条
に
移
動
】 
第
十
七
条
の
五 

法
第
五
十
二
条
の
四
第
五
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
表
第
十
号
の
様
式
の
届
出
書
に
契
約
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合

は
、
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
契
約
約
款
に
は
、
少
な
く
と

も
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 
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一 

国
内
受
信
者
に
金
銭
（
役
務
の
料
金
を
除
く
。
）
を
負
担
さ
せ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
内
容
及
び
負
担
額 

 

二 

有
料
放
送
事
業
者
及
び
そ
の
国
内
受
信
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
内
受
信
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重

要
な
関
係
を
有
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項 

 

四 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 
 

 

（
有
料
放
送
事
業
者
の
数
） 

【
第
百
四
十
五
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
五
の
二 

法
第
五
十
二
条
の
六
の
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
有
料
放
送
事
業
者
の
数
は
、
十
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
役
務
利
用

放
送
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
有
料
放
送
を
行
う
衛
星
役
務
利
用
放
送
事
業
者
（
同
条
第
一
号
に
規

定
す
る
衛
星
役
務
利
用
放
送
に
係
る
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
（
平
成
十

三
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
た
め
に
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
業
務

を
併
せ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
十
か
ら
当
該
有
料
放
送
を
行
う
衛
星
役

務
利
用
放
送
事
業
者
の
数
を
控
除
し
た
数
（
控
除
し
た
数
が
零
以
下
と
な
る

場
合
に
お
い
て
は
一
）
と
す
る
。 

 
 

 
（
有
料
放
送
管
理
業
務
の
届
出
） 

【
第
百
四
十
六
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
五
の
三 

法
第
五
十
二
条
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
号
の
二
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
別
表
第
十
号
の
三
の
様
式
の
書
類
を
添
付
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

【
第
百
四
十
七
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
五
の
四 

法
第
五
十
二
条
の
六
の
二
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
有
料
放
送
管
理
業
務
に
係
る
有
料
放
送
事
業
者
及
び
電

気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の

六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
管
理
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
利

用
放
送
法
施
行
規
則
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
有
料
放
送
を
行
う
衛
星
役

務
利
用
放
送
事
業
者
（
以
下
「
有
料
衛
星
役
務
利
用
放
送
事
業
者
」
と
い

う
。
）
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。 

 
 

 

（
変
更
の
届
出
） 

【
第
百
四
十
八
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
五
の
五 

法
第
五
十
二
条
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
号
の
四
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
別
表
第
十
号
の
三
の
様
式
の
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
承
継
の
届
出
） 

【
第
百
四
十
九
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
五
の
六 

法
第
五
十
二
条
の
六
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
号
の
五
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
業
務
の
廃
止
等
の
届
出
） 

【
第
百
五
十
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
五
の
七 

法
第
五
十
二
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
号
の
六
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
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に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
六
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
別
表
第
十
号
の
七
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。 

 
 

 

（
有
料
放
送
管
理
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
に
関
す
る
措
置
） 

【
第
百
五
十
一
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
五
の
八 

有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
有
料
放
送
管
理
業
務
（
こ

れ
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

し
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

国
内
受
信
者
（
受
信
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
し
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
の
相
手
方
及
び

料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
並
び
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
措

置 

 

二 

国
内
受
信
者
の
苦
情
及
び
問
合
せ
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
措
置 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
有
料
放
送
管
理
業
務
の
適
正
か
つ
確

実
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

 

２ 

有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
含
む
業
務
の
実

施
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
実
施
方
針
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

 

（
役
務
の
提
供
条
件
） 

【
第
九
十
二
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
六 

法
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
提
供
条

件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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一 

受
託
放
送
役
務
の
料
金
及
び
そ
の
支
払
い
方
法 

 

二 

人
工
衛
星
の
放
送
局
の
無
線
設
備
の
管
理
方
法 

 

三 

そ
の
他
委
託
放
送
業
務
又
は
委
託
協
会
国
際
放
送
業
務
の
運
営
に
重
大

な
関
係
を
有
す
る
事
項 

 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
十
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十

一
号
の
様
式
の
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

提
供
条
件
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
提
供
条
件
の
新
旧
対
照
） 

 

二 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 
 

第
四
章 

基
幹
放
送 

 

 
 

第
一
節 

基
幹
放
送
の
区
分 

 

 
 

（
基
幹
放
送
の
区
分
） 

 

第
六
十
条 

法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
幹
放
送

の
区
分
は
、
別
表
第
五
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

 
 

第
二
節 

基
幹
放
送
事
業
者 

 

 
 

第
一
款 

認
定
等 

 

 
 

（
認
定
の
申
請
） 

（
認
定
の
申
請
） 

第
六
十
一
条 

基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基

幹
放
送
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
項
目
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば

第
十
七
条
の
七 

委
託
放
送
業
務
（
協
会
が
行
う
委
託
国
内
放
送
業
務
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
の
申
請
は
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
の
種
類
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な
ら
な
い
。 

 

ご
と
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
に
関
し
希
望
す
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は

位
置
ご
と
、
か
つ
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
に
関
し
希
望
す
る
周
波
数
の

一
ご
と
（
一
の
周
波
数
を
使
用
し
て
二
以
上
の
放
送
番
組
を
放
送
さ
せ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
放
送
さ
せ
る
放
送
番
組
の
一
ご
と
）
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

地
上
基
幹
放
送 

放
送
の
種
類
ご
と
、
放
送
対
象
地
域
ご
と
、
か
つ
、

放
送
系
（
法
第
九
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
放
送
系
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
ご
と 

 

二 

衛
星
基
幹
放
送 

放
送
の
種
類
ご
と
、
希
望
す
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又

は
位
置
ご
と
、
か
つ
、
希
望
す
る
一
の
周
波
数
（
一
の
周
波
数
を
使
用
し

て
二
以
上
の
放
送
番
組
を
放
送
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
送
を
す
る

一
の
放
送
番
組
）
ご
と 

 

 
 

（
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
） 

第
六
十
二
条 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ホ
に
規
定
す
る
間
接
に
占
め
ら

れ
る
議
決
権
の
割
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
一
の
同
号
ホ
(1)

に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
、
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
当
該
業
務

を
行
お
う
と
す
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
上
基
幹
放
送
事

業
者
等
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
の
割
合
の
十
分
の
一
以
上
を
占
め
る
同
号

ホ
(2)
に
掲
げ
る
者
（
当
該
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
を
そ
の
子
会
社
と
す
る

認
定
放
送
持
株
会
社
（
法
第
百
六
十
条
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
資
系
日
本
法

人
」
と
い
う
。
）
が
直
接
占
め
る
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
議
決
権
の
割

合
に
、
当
該
外
国
法
人
等
が
占
め
る
外
資
系
日
本
法
人
の
議
決
権
の
割
合
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（
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て

計
算
し
た
割
合
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
外
資
系
日

本
法
人
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
外
資
系
日

本
法
人
に
係
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
は
、
当
該
外
資
系
日
本

法
人
が
占
め
る
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
議
決
権
の
割
合
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
外
資
系
日
本
法
人
に
つ
き
外
国
法
人
等
が

二
以
上
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
う
ち
一
の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
当
該

外
資
系
日
本
法
人
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
他
の

外
国
法
人
等
に
つ
い
て
当
該
一
の
外
資
系
日
本
法
人
に
係
る
計
算
を
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。 

 

３ 

一
の
外
国
法
人
等
が
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
議
決
権
を
有
す
る
二
以

上
の
法
人
（
当
該
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
を
そ
の
子
会
社
と
す
る
認
定
放

送
持
株
会
社
を
除
く
。
）
又
は
団
体
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

こ
れ
ら
の
議
決
権
の
割
合
の
全
部
又
は
一
部
が
十
分
の
一
未
満
で
あ
る
た
め

に
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
が
な
い
と
き

に
、
当
該
一
の
外
国
法
人
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
議
決
権
の
割
合
を
用
い

て
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
結
果
が
十
分
の
一
以
上
と
な
る
と
き

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
計
算
し
た
結
果
を
間
接
に
占
め

ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
と
す
る
。 

 

４ 

地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権

を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
そ
の
子
会
社
等
（
議
決
権
の
二
分
の
一
を
超
え

る
割
合
を
一
の
法
人
又
は
団
体
に
占
め
ら
れ
る
法
人
又
は
団
体
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
一
の
外
国
法
人
等
が
あ
る
場
合
（
当

該
一
の
外
国
法
人
等
の
子
会
社
等
が
、
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
議
決
権

を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
で
な
い
場
合
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で
あ
つ
て
、
当
該
子
会
社
等
が
子
会
社
等
で
あ
る
他
の
法
人
又
は
団
体
を
通

じ
て
当
該
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
の

議
決
権
を
有
す
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の

議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
当

該
一
の
外
国
法
人
等
と
み
な
し
て
前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５ 

法
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
（
認
定
基
幹
放
送

事
業
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
が
、
同
項
若
し
く
は

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
請
求
若
し
く
は
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権

の
割
合
を
確
認
し
、
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
地
上

基
幹
放
送
を
行
う
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
が
、
同
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を

有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
以
外
の
株
式
を
特
定
す
る
た
め
、
地
上
基
幹
放
送

事
業
者
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
（
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等

の
議
決
権
の
十
分
の
一
以
上
を
占
め
る
者
（
当
該
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等

を
そ
の
子
会
社
と
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
対

し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
照
会
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
の
使
用
に
よ

り
、
そ
の
者
に
占
め
る
一
の
外
国
法
人
等
の
議
決
権
の
割
合
そ
の
他
の
事
項

に
つ
い
て
照
会
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
又
は
団
体
が
当
該
照
会

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
営
業
日
以
内
に
そ
の
回
答
が
得
ら
れ
な
い
と

き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
占
め
る
こ
れ
ら
の
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等

の
議
決
権
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
と
し
て
第
一
項

の
計
算
を
す
る
。 

 

６ 

地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
計
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算
を
す
る
べ
き
事
実
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を

総
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く

計
算
は
当
該
報
告
を
し
た
日
に
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
六
十
三
条 
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ホ
(2)
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割

合
は
、
前
条
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

 
 

 

（
認
定
の
基
準
） 

 

第
十
七
条
の
八 

特
別
衛
星
放
送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
る
委
託
放
送
業
務
に
関

し
、
法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準

は
、
放
送
の
普
及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

申
請
者
が
地
上
放
送
事
業
者
等
で
あ
る
場
合 

申
請
者
等
が
特
別
衛
星

放
送
業
務
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
四
を
超
え

ず
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

 

イ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

⑴ 

申
請
者
等
が
特
別
衛
星
放
送
業
務
（
第
三
項
第
二
号
イ
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン

ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
〇
・
五
を
超
え
ず
、
か
つ
、
申
請
者
等
の
う

ち
特
別
衛
星
放
送
業
務
を
行
う
者
（
地
上
放
送
事
業
者
等
に
限

る
。
）
が
す
べ
て
認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
（
地
上
放
送
事
業

者
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑵ 
地
上
放
送
事
業
者
（
こ
れ
を
支
配
す
る
者
を
含
む
。
）
が
特
別
衛

星
放
送
業
務
を
行
う
者
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
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の
議
決
権
を
有
す
る
行
為
を
第
三
項
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
行
為
に
該

当
し
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
申
請
者
等
の
う
ち
特
別
衛
星

放
送
業
務
を
行
う
者
が
す
べ
て
地
上
放
送
事
業
者
等
で
な
い
こ
と
。 

 

ロ 

申
請
者
等
が
特
別
衛
星
放
送
業
務
（
第
三
項
第
二
号
ロ
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
二
を
超

え
な
い
こ
と
。 

 

二 

申
請
者
が
地
上
放
送
事
業
者
等
で
な
い
場
合 

申
請
者
等
が
特
別
衛
星

放
送
業
務
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
四
を
超
え
な

い
こ
と
。 

 

２ 

一
般
衛
星
放
送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
る
委
託
放
送
業
務
に
関
し
、
法
第
五

十
二
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
放
送
の
普

及
及
び
健
全
な
発
達
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
そ
の
他
特
別

の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

一 

申
請
者
が
地
上
放
送
事
業
者
等
で
あ
る
場
合 

申
請
者
等
が
一
般
衛
星

放
送
業
務
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
十
二
を
超
え

な
い
こ
と
。 

 

二 

申
請
者
が
地
上
放
送
事
業
者
等
で
な
い
場
合 

申
請
者
等
が
一
般
衛
星

放
送
業
務
に
関
し
使
用
す
る
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数
の
合
計
が
二
十
四
を
超

え
な
い
こ
と
。 

 
３ 
こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

衛
星
放
送 

人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
放
送
を
い
う
。 

 

二 

特
別
衛
星
放
送 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
衛
星
放
送
で
あ
っ
て
、

電
波
の
偏
波
が
左
旋
円
偏
波
（
電
波
の
伝
搬
の
方
向
に
向
か
っ
て
電
界
ベ
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ク
ト
ル
が
時
間
と
と
も
に
反
時
計
回
り
の
方
向
に
回
転
す
る
円
偏
波
を
い

う
。
）
で
な
い
も
の
を
い
う
。 

 

イ 

放
送
衛
星
業
務
用
の
周
波
数
（
国
際
電
気
通
信
連
合
憲
章
に
規
定
す

る
無
線
通
信
規
則
付
録
第
三
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
我
が
国
に
割
り
当

て
ら
れ
た
十
一
・
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
か
ら
十
二
・
二
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の

放
送
衛
星
業
務
に
使
用
さ
れ
る
周
波
数
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
衛
星
放
送 

 

ロ 

放
送
衛
星
業
務
用
の
周
波
数
以
外
の
周
波
数
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る

衛
星
放
送
（
イ
の
衛
星
放
送
を
す
る
無
線
局
が
開
設
さ
れ
て
い
る
人
工

衛
星
又
は
当
該
人
工
衛
星
と
同
一
の
軌
道
若
し
く
は
位
置
に
あ
る
人
工

衛
星
に
開
設
す
る
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

三 

一
般
衛
星
放
送 

特
別
衛
星
放
送
以
外
の
衛
星
放
送
を
い
う
。 

 

四 

衛
星
放
送
業
務 

衛
星
放
送
（
多
重
放
送
及
び
臨
時
目
的
放
送
並
び
に

専
ら
放
送
番
組
の
配
列
を
示
す
情
報
を
送
信
す
る
デ
ー
タ
放
送
（
電
波
法

施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
四
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
放
送
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
に
係
る
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

業
務
を
い
う
。 

 

イ 

国
内
放
送
又
は
国
際
放
送
を
行
う
業
務 

 

ロ 

委
託
放
送
業
務 

 

ハ 

衛
星
役
務
利
用
放
送
（
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
衛
星
役
務
利
用
放
送
を
い
う
。
）
の
業
務 

 

五 
特
別
衛
星
放
送
業
務 

特
別
衛
星
放
送
に
係
る
衛
星
放
送
業
務
を
い

う
。 

 

六 

一
般
衛
星
放
送
業
務 

一
般
衛
星
放
送
に
係
る
衛
星
放
送
業
務
を
い

う
。 
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七 

支
配 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。 

 

イ 

一
の
者
が
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
の
十
分
の
一
を
超
え
る
議
決
権

を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
法
人
又
は
団
体
が
衛
星
放
送
業
務
を

行
う
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
の

議
決
権
を
有
す
る
こ
と
。 

 

ロ 

一
の
法
人
又
は
団
体
の
役
員
で
他
の
法
人
又
は
団
体
の
役
員
（
監

事
、
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
除
く
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
兼
ね
る
者
の
総
数
が
、
当
該
他
の
法
人
又
は
団
体
の
役
員
の

総
数
の
五
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
。 

 

ハ 

一
の
法
人
又
は
団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
又
は
常
勤
の
役
員
が

他
の
法
人
又
は
団
体
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
又
は
常
勤
の
役
員
（
監

事
、
監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
除
く
。
）
を
兼
ね
る
こ

と
。 

 

八 

申
請
者
等 

申
請
者
、
こ
れ
を
支
配
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
支
配

さ
れ
る
者
を
い
う
。 

 

九 

地
上
放
送
事
業
者 

地
上
放
送
（
衛
星
放
送
以
外
の
放
送
（
衛
星
補
助

放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
十
八
に
規
定
す

る
衛
星
補
助
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
多
重
放
送
及
び
臨
時
目
的

放
送
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
を
い
う
。 

 

十 

地
上
放
送
事
業
者
等 

地
上
放
送
事
業
者
、
こ
れ
を
支
配
す
る
者
又
は

こ
れ
ら
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
者
を
い
う
。 

 

十
一 

認
定
放
送
持
株
会
社 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
会
社
又
は
認
定
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
会
社
を
い
う
。 

 

十
二 

子
会
社 

法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。 

 

十
三 

ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
数 

次
に
掲
げ
る
数
を
合
計
し
た
数
を
い
う
。 
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イ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信

の
標
準
方
式
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
六
章
第
二
節
に
定
め
る
狭
帯
域

伝
送
方
式
（
以
下
「
狭
帯
域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
放
送
に

つ
い
て
は
、
各
放
送
に
係
る
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
（
誤
り
訂
正
等

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
（
使
用

す
る
伝
送
容
量
が
瞬
間
ご
と
に
変
動
す
る
場
合
に
お
い
て
、
基
準
と
な

る
伝
送
容
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式

第
三
十
九
条
第
二
項
に
定
め
る
伝
送
速
度
で
除
し
た
数 

 

ロ 

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
四
節
に
定
め
る
高
度
狭
帯
域

伝
送
方
式
（
以
下
「
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
放

送
に
つ
い
て
は
、
各
放
送
に
係
る
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
又
は
一
秒

に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
十
八
条

第
二
項
に
定
め
る
伝
送
速
度
で
除
し
た
数 

 

ハ 

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
二
節
又
は
第
六
章
第
三
節
に

定
め
る
広
帯
域
伝
送
方
式
（
以
下
「
広
帯
域
伝
送
方
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
放
送
に
つ
い
て
は
、
各
放
送
に
係
る
一
秒
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル

数
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
シ
ン
ボ
ル
数
（
使
用
す
る
シ
ン
ボ
ル
数
が

瞬
間
ご
と
に
変
動
す
る
場
合
に
お
い
て
、
基
準
と
な
る
シ
ン
ボ
ル
数
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
一
条
第

三
項
に
定
め
る
通
信
速
度
で
除
し
た
数 

 
ニ 
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
三
節
又
は
第
六
章
第
五
節
に

定
め
る
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
（
以
下
「
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
放
送
に
つ
い
て
は
、
各
放
送
に
係
る
一
秒
に
お
け
る

シ
ン
ボ
ル
数
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
シ
ン
ボ
ル
数
を
デ
ジ
タ
ル
放
送
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の
標
準
方
式
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
に
定
め
る
通
信
速
度
で
除
し
た

数 

 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
伝
送
方
式
以
外
の
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送

に
つ
い
て
は
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
で

算
出
し
た
数 

 
 

（
申
請
書
） 

（
申
請
書
） 

第
六
十
四
条 

法
第
九
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
別
表

第
六
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
九 

法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式

は
、
別
表
第
十
二
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

（
添
付
書
類
等
） 

（
添
付
書
類
等
） 

第
六
十
五
条 

法
第
九
十
三
条
第
四
項
の
事
業
計
画
書
の
様
式
は
別
表
第
七
号

に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
項
の
事
業
収
支
見
積
書
の
様
式
は
別
表
第
八
号

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
十 

法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
の
事
業
計
画
書
の
様
式
は
、

別
表
第
十
三
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
九
十
三
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
別
表
第
九
号
の

様
式
に
よ
る
基
幹
放
送
の
業
務
を
維
持
す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
及
び
別

表
第
九
号
の
二
の
様
式
に
よ
る
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
設
備
等
の

工
事
に
係
る
費
用
（
地
上
基
幹
放
送
の
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
別
表
第

十
四
号
の
様
式
に
よ
る
事
業
収
支
見
積
書
と
す
る
。 

 
 

（
公
示
す
る
期
間
内
に
申
請
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
基
幹
放
送
の
業
務
） 

 

第
六
十
六
条 

法
第
九
十
三
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
な
基
幹
放

送
の
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

協
会
又
は
学
園
の
基
幹
放
送
の
業
務
（
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
） 

 

二 

内
外
放
送
の
業
務 
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三 

多
重
放
送
の
業
務
（
次
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
四 
臨
時
目
的
放
送
の
業
務 

 

五 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
（
別
表
第
五
号
（
注
）
八
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務 

 

六 

電
波
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
公
示
し
た
期
間
内

に
免
許
の
申
請
が
行
わ
れ
た
無
線
局
が
開
設
さ
れ
て
い
る
人
工
衛
星
（
当

該
無
線
局
が
開
設
さ
れ
て
い
た
も
の
を
含
む
。
）
に
開
設
す
る
放
送
局

（
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
行
わ
れ
る

放
送
の
業
務 

 

七 

地
上
基
幹
放
送
試
験
局(

電
波
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規

定
す
る
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
を
い
う
。)

又
は
放
送
を
行
う
実
用
化
試
験

局
を
用
い
て
行
う
基
幹
放
送
の
業
務
（
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
認
定
の
更
新
の
申
請
に
係

る
も
の 

 

 
 

（
不
適
法
な
申
請
書
等
） 

（
不
適
法
な
申
請
書
等
） 

第
六
十
七
条 

基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
の
申
請
書
又
は
添
付
書
類
が
不
適
法

（
違
式
な
記
載
を
含
む
。
）
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
申
請
者
に
訂

正
を
求
め
、
又
は
理
由
を
示
し
て
返
す
こ
と
が
あ
る
。 

  
第
十
七
条
の
十
一 

委
託
放
送
業
務
の
認
定
の
申
請
書
又
は
添
付
書
類
が
不
適

法
（
違
式
な
記
載
を
含
む
。
）
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
申
請
者
に

訂
正
を
求
め
、
又
は
理
由
を
示
し
て
返
す
こ
と
が
あ
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
以
外
の
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
す
る
申
請
の
場
合

に
準
用
す
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

委
託
放
送
業
務
の
認
定
以
外
の
委
託
放
送
業
務
に
関
す
る
申
請
の
場
合
に
準

用
す
る
。 
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（
申
請
手
続
の
簡
略
） 

（
申
請
手
続
の
簡
略
） 

第
六
十
八
条 

同
一
人
が
行
う
二
以
上
の
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
の
申

請
は
、
そ
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
限
り
、
希
望
す
る
人
工
衛
星
の
軌

道
又
は
位
置
ご
と
及
び
希
望
す
る
周
波
数
の
一
ご
と
に
、
同
時
に
申
請
し
よ

う
と
す
る
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
放
送
の
種
類
及
び
放
送
番
組
の
数

を
明
示
し
た
一
の
申
請
書
並
び
に
各
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
添
付
書

類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
七
条
の
十
二 

同
一
人
が
行
う
二
以
上
の
委
託
放
送
業
務
の
認
定
の
申
請

は
、
そ
の
申
請
を
同
時
に
行
う
場
合
に
限
り
、
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
に

関
し
希
望
す
る
人
工
衛
星
の
軌
道
又
は
位
置
ご
と
及
び
委
託
し
て
行
わ
せ
る

放
送
に
関
し
希
望
す
る
周
波
数
の
一
ご
と
に
、
同
時
に
申
請
し
よ
う
と
す
る

委
託
放
送
業
務
に
係
る
放
送
の
種
類
及
び
放
送
番
組
の
数
を
明
示
し
た
一
の

申
請
書
並
び
に
各
委
託
放
送
業
務
に
係
る
添
付
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
認
定
等
の
拒
否
の
通
知
） 

（
認
定
等
の
拒
否
の
通
知
） 

第
六
十
九
条 

基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対

し
そ
の
旨
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
通
知
す
る
。 

 

第
十
七
条
の
十
三 

委
託
放
送
業
務
の
認
定
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に

対
し
そ
の
旨
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
通
知
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
以
外
の
基
幹
放
送
の
業
務
に
関
す
る
申
請
に
つ
い

て
の
拒
否
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

委
託
放
送
業
務
の
認
定
以
外
の
委
託
放
送
業
務
に
関
す
る
申
請
に
つ
い
て
の

拒
否
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

 
 

（
認
定
の
際
に
指
定
す
る
周
波
数
の
表
示
） 

（
認
定
の
際
に
指
定
す
る
周
波
数
の
表
示
） 

第
七
十
条 

広
帯
域
伝
送
方
式
（
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ

ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十
六

号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
五
章
第
二
節
又

は
第
六
章
第
三
節
に
定
め
る
広
帯
域
伝
送
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
三
節
又

は
第
六
章
第
五
節
に
定
め
る
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
（
以
下
「
広
帯
域
伝
送
方
式
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
衛
星
基
幹
放

第
十
七
条
の
十
四 

広
帯
域
伝
送
方
式
又
は
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
（
以
下

「
広
帯
域
伝
送
方
式
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
放
送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
る

委
託
放
送
業
務
に
係
る
法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
波

数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
指
定
す
る
。
た
だ

し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
る
委
託
放
送
業
務
の
場
合
に
限
り
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。 
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送
の
業
務
に
係
る
法
第
九
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の

指
定
に
際
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
指
定
す
る
。
た
だ
し
、
第

八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
に
限
り
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

中
央
の
周
波
数 

一 

（
同
上
） 

二 

伝
送
方
式
（
広
帯
域
伝
送
方
式
又
は
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
の
別
） 

二 

（
同
上
） 

三 

一
秒
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
数
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
シ
ン
ボ
ル
数 

三 

（
同
上
） 

四 

補
完
放
送
の
方
法
（
補
完
放
送
を
行
う
場
合
に
限
る
。
） 

四 

（
同
上
） 

五 

ス
ロ
ッ
ト
の
番
号 

五 

（
同
上
） 

六 

搬
送
波
の
変
調
の
方
式 

六 

（
同
上
） 

七 

誤
り
訂
正
内
符
号
の
符
号
化
率 

七 

（
同
上
） 

八 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
る
映
像
信
号
の
走
査
方
式
及
び
一
の
映
像
の

走
査
線
数 

八 

（
同
上
） 

九 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
水
平
方
向
の
輝
度
信
号
の
画

素
数 

九 

（
同
上
） 

十 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
フ
レ
ー
ム
周
波
数
（
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
符
号
化
さ
れ
る
映
像

信
号
に
限
る
。
） 

十 

（
同
上
） 

十
一 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
一
フ
レ
ー
ム
当
た
り
の
垂

直
方
向
の
輝
度
信
号
の
画
素
数 

十
一 

（
同
上
） 

２ 

狭
帯
域
伝
送
方
式
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
二
節
に
定
め

る
狭
帯
域
伝
送
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式

（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
四
節
に
定
め
る
高
度
狭
帯
域
伝
送

方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
狭
帯
域
伝
送
方
式
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
法
第
九
十
四
条
第
一
項
第
三

２ 
狭
帯
域
伝
送
方
式
又
は
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
（
以
下
「
狭
帯
域
伝
送
方

式
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
放
送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
る
委
託
放
送
業
務
に

係
る
法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し

て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
指
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
委
託
し
て
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号
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
に
際
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
指
定
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
の
業
務
の
場
合
に
限
り

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

行
わ
せ
る
委
託
放
送
業
務
の
場
合
に
限
り
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

中
央
の
周
波
数 

一 

（
同
上
） 

二 

伝
送
方
式
（
狭
帯
域
伝
送
方
式
又
は
高
度
狭
帯
域
伝
送
方
式
の
別
） 

二 

（
同
上 

三 

一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
又
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量 

三 

（
同
上
） 

四 

補
完
放
送
の
方
法
（
補
完
放
送
を
行
う
場
合
に
限
る
。
） 

四 

（
同
上
） 

五 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
る
映
像
信
号
の
走
査
方
式
及
び
一
の
映
像
の

走
査
線
数 

五 

（
同
上
） 

六 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
水
平
方
向
の
輝
度
信
号
の
画

素
数 

六 

（
同
上
） 

七 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
フ
レ
ー
ム
周
波
数
（
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
符
号
化
さ
れ
る
映
像

信
号
に
限
る
。
） 

七 

（
同
上
） 

八 

一
の
映
像
の
符
号
化
さ
れ
た
映
像
信
号
の
一
フ
レ
ー
ム
当
た
り
の
垂
直

方
向
の
輝
度
信
号
の
画
素
数 

八 

（
同
上
） 

３ 

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

（
同
上
） 

一 

中
央
の
周
波
数 

基
幹
放
送
局
が
放
送
番
組
の
放
送
に
使
用
す
る
周
波

数
帯
の
中
央
の
周
波
数
を
い
う
。 

一 

中
央
の
周
波
数 

委
託
の
相
手
方
が
放
送
番
組
の
放
送
に
使
用
す
る
周

波
数
帯
の
中
央
の
周
波
数
を
い
う
。 

二 

ス
ロ
ッ
ト 

広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
つ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放

送
の
標
準
方
式
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
ロ
ッ
ト
を
い
い
、
高

度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
つ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方

式
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
ロ
ッ
ト
を
い
う
。 

二 
ス
ロ
ッ
ト 

広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放

送
の
標
準
方
式
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
ロ
ッ
ト
を
い
い
、
高

度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方

式
第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
ロ
ッ
ト
を
い
う
。 
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三 

搬
送
波
の
変
調
の
方
式 

広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
つ
て
は

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
変
調
の
形

式
を
い
い
、
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
つ
て
は
デ
ジ
タ
ル

放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
変
調
の
形
式
を

い
う
。 

三 

搬
送
波
の
変
調
の
方
式 

広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
っ
て
は

デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
変
調
の
形

式
を
い
い
、
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ
っ
て
は
デ
ジ
タ
ル

放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
変
調
の
形
式
を

い
う
。 

四 

誤
り
訂
正
内
符
号
の
符
号
化
率 

広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ

つ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
誤

り
訂
正
内
符
号
の
符
号
化
率
を
い
い
、
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放

送
に
あ
つ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
に

規
定
す
る
誤
り
訂
正
内
符
号
の
符
号
化
率
を
い
う
。 

四 

誤
り
訂
正
内
符
号
の
符
号
化
率 

広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放
送
に
あ

っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
誤

り
訂
正
内
符
号
の
符
号
化
率
を
い
い
、
高
度
広
帯
域
伝
送
方
式
に
よ
る
放

送
に
あ
っ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
十
五
条
の
五
第
二
項
に

規
定
す
る
誤
り
訂
正
内
符
号
の
符
号
化
率
を
い
う
。 

 
 

（
様
式
等
） 

（
様
式
等
） 

第
七
十
一
条 

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
認
定
証
の
様
式
は
、
別
表
第
十
号
で

定
め
る
。 

第
十
七
条
の
十
五 

法
第
五
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
認
定
証
の
様
式
は
、
別

表
第
十
五
号
で
定
め
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
広
帯
域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
を
行
う
衛
星

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
認
定
証
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す

る
。 

２ 

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
広
帯
域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
を
委
託
し
て

行
わ
せ
る
委
託
放
送
業
務
に
係
る
認
定
証
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準

用
す
る
。 

３ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
狭
帯
域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
を
行
う
衛
星

基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
認
定
証
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準
用
す

る
。 

３ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
狭
帯
域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
を
委
託
し
て

行
わ
せ
る
委
託
放
送
業
務
に
係
る
認
定
証
に
周
波
数
を
記
載
す
る
場
合
に
準

用
す
る
。 

 
 

（
事
業
計
画
書
の
公
表
等
） 

（
事
業
計
画
書
の
公
表
等
） 

第
七
十
二
条 

総
務
大
臣
は
、
第
六
十
四
条
の
申
請
書
（
第
七
十
四
条
第
一

項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
七
十
九
条
第
一
項
の
申
請
書
並
び
に
第
七

十
七
条
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
含
む
。
）
及
び

第
十
七
条
の
十
五
の
二 

総
務
大
臣
は
、
第
十
七
条
の
九
の
申
請
書
（
第
十
七

条
の
十
七
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
二
十
一

の
二
第
一
項
の
申
請
書
並
び
に
第
十
七
条
の
二
十
及
び
第
十
七
条
の
二
十
六
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第
六
十
五
条
第
一
項
の
事
業
計
画
書
（
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
七
十
八
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
七
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の

事
業
計
画
並
び
に
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
を

含
む
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
特
に
公
表
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
も
の
を
告
示
す
る
。 

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
含
む
。
）
及
び
第
十
七
条
の
十
第
一
項
の

事
業
計
画
書
（
第
十
七
条
の
十
七
第
一
項
、
第
十
七
条
の
十
九
第
一
項
、
第

十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
第
七
号
及
び
第
十
七
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
第

六
号
の
事
業
計
画
並
び
に
第
十
七
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
書
類
を
含
む
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
特
に
公
表
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
も
の
を
告
示
す
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

（
基
幹
放
送
の
業
務
の
開
始
等
の
届
出
） 

（
委
託
放
送
業
務
の
開
始
等
の
届
出
） 

第
七
十
三
条 

法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
開
始
の
届
出

は
、
別
表
第
十
一
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
七
条
の
十
六 

法
第
五
十
二
条
の
十
五
又
は
法
第
五
十
二
条
の
二
十
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
文
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
が
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
届
書
に
附
記
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
休
止
の
届
出
は
、
別
表
第

十
二
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

法
第
百
条
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
廃
止
の
届
出
は
、
別
表
第
十
三
号
の
様

式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
認
定
の
更
新
の
申
請
） 
（
認
定
の
更
新
の
申
請
） 

第
七
十
四
条 

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
別
表
第
十
四
号
の
様
式
の
更
新
申
請
書
を
、
衛
星
基
幹
放
送
又
は
移
動

受
信
用
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は

別
表
第
十
五
号
の
様
式
の
更
新
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

第
十
七
条
の
十
七 

委
託
放
送
業
務
の
認
定
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
別
表
第
十
六
号
の
様
式
の
更
新
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。 
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る
。 

２ 
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
幹
放
送
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
別
表
第
十
三
号
の
様
式
に
よ
る
事
業
計
画
書
を
添

付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

地
上
基
幹
放
送 

別
表
第
六
号
か
ら
別
表
第
九
号
ま
で
の
様
式
に
よ
る

書
類 

 

二 

前
号
に
掲
げ
る
放
送
以
外
の
基
幹
放
送 

別
表
第
七
号
の
様
式
に
よ
る

事
業
計
画
書 

 

 
 

（
認
定
の
更
新
の
申
請
の
期
間
） 

（
認
定
の
更
新
の
申
請
の
期
間
） 

第
七
十
五
条 

基
幹
放
送
の
業
務
（
法
第
九
十
三
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
認
定
の
更
新
の
申
請
は
、
認
定
の
失
効
前
三
箇

月
以
上
六
箇
月
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条
の
十
八 

委
託
放
送
業
務
の
認
定
の
更
新
の
申
請
は
、
認
定
の
失
効

前
三
箇
月
以
上
六
箇
月
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
 

（
放
送
事
項
等
の
変
更
） 

（
委
託
放
送
事
項
等
の
変
更
） 

第
七
十
六
条 

法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
六
号
の
様
式
の
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
事

業
収
支
見
積
書
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
十
九 

法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
十
七
号
の
様
式
の
申
請
書
に
事
業
計

画
書
及
び
事
業
収
支
見
積
書
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
事
業
計
画
書
の
様
式
は
、
別
表
第
七
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

事
業
収
支
見
積
書
の
様
式
は
、
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
事
業
計
画
書
の
様
式
は
、
別
表
第
十
三
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と

し
、
事
業
収
支
見
積
書
の
様
式
は
、
別
表
第
十
四
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。 

３ 

法
第
九
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

 

一 

放
送
事
項
の
う
ち
補
完
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
十
七

に
規
定
す
る
補
完
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
追
加
、
削
除
又
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は
変
更
の
場
合
（
衛
星
基
幹
放
送
の
場
合
に
限
る
。
） 

二 
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
変
更
が
別
表
第
十

七
号
に
該
当
す
る
場
合 

 

４ 

法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
に
該
当
す
る
届
出
は
、
様
式

第
十
八
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

法
第
九
十
七
条
第
三
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

３ 

法
第
五
十
二
条
の
十
七
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

総
務
大
臣
が
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
を
変
更
し
、
衛
星
基
幹
放

送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
基
幹
放
送
局
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
若
し
く

は
位
置
又
は
周
波
数
を
変
更
し
た
後
、
当
該
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
以
外

の
者
が
当
該
計
画
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
定
め
ら
れ
た
人
工
衛
星
の
軌
道

若
し
く
は
位
置
又
は
周
波
数
を
免
許
状
に
記
載
す
べ
き
国
内
放
送
又
は
内

外
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
と
き
。 

一 

総
務
大
臣
が
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
を
変
更
し
、
委
託
の
相
手
方
の

当
該
委
託
に
係
る
人
工
衛
星
の
軌
道
若
し
く
は
位
置
又
は
周
波
数
を
変
更

し
た
後
、
委
託
の
相
手
方
以
外
の
者
が
当
該
計
画
の
変
更
に
よ
り
新
た
に

定
め
ら
れ
た
人
工
衛
星
の
軌
道
若
し
く
は
位
置
又
は
周
波
数
を
免
許
状
に

記
載
す
べ
き
受
託
国
内
放
送
又
は
受
託
内
外
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許

を
受
け
た
と
き
。 

二 

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
（
広
帯
域
伝
送
方

式
等
に
よ
る
放
送
の
場
合
は
一
秒
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
数
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
指
定
さ
れ
た
基
幹
放
送
事
業
者
が
、
そ
の
指
定
を
一
秒
に

お
け
る
基
準
伝
送
容
量
（
広
帯
域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
の
場
合
は
一

秒
に
お
け
る
基
準
シ
ン
ボ
ル
数
。
次
号
、
第
八
十
四
条
第
二
項
第
二
号
及

び
第
八
十
五
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
指
定
に
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
。 

二 

第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
（
広
帯
域

伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
の
場
合
は
一
秒
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
数
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
指
定
さ
れ
た
委
託
放
送
事
業
者
が
、
そ
の
指
定
を

一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
（
広
帯
域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
の
場

合
は
一
秒
に
お
け
る
基
準
シ
ン
ボ
ル
数
。
次
号
、
第
十
七
条
の
二
十
四
第

二
項
第
三
号
及
び
第
十
七
条
の
二
十
五
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

る
指
定
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
指
定
さ
れ

た
基
幹
放
送
事
業
者
が
、
そ
の
指
定
を
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量
に
よ
る

指
定
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

三 

第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
指

定
さ
れ
た
委
託
放
送
事
業
者
が
、
そ
の
指
定
を
一
秒
に
お
け
る
伝
送
容
量

に
よ
る
指
定
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

四 

混
信
の
除
去
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が

別
に
告
示
す
る
と
き
。 

四 

（
同
上
） 
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（
共
同
相
続
に
お
け
る
認
定
承
継
の
特
例
） 

（
共
同
相
続
に
お
け
る
認
定
承
継
の
特
例
） 

第
七
十
七
条 

相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
協
議
に
よ

り
、
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
定
め
た
と
き

は
、
そ
の
者
は
、
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
添
付
書
類
に
他
の
相
続
人
が
こ

れ
を
同
意
し
た
事
実
を
証
す
る
書
面
を
含
め
て
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条
の
二
十 

相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
協
議
に

よ
り
、
委
託
放
送
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
定
め
た
と
き

は
、
そ
の
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
添
付
書
類
に
他
の
相
続

人
が
こ
れ
を
同
意
し
た
事
実
を
証
す
る
書
面
を
含
め
て
、
総
務
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
認
定
の
承
継
の
申
請
） 

（
認
定
の
承
継
の
申
請
） 

第
七
十
八
条 

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
基
幹
放
送
事
業
者

の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
同
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
合
併
又
は
分
割
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）

は
、
別
表
第
十
九
号
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
一 

法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
放

送
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
合
併
又
は
分
割
に
よ
る
場

合
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
十
八
号
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

合
併
又
は
分
割
当
事
者
の
商
号
又
は
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

一 

（
同
上
） 

二 

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は

分
割
に
よ
り
基
幹
放
送
の
業
務
を
承
継
す
る
法
人
の
予
定
す
る
商
号
又
は

名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

二 

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は

分
割
に
よ
り
委
託
放
送
業
務
を
承
継
す
る
法
人
の
予
定
す
る
商
号
又
は
名

称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

三 

合
併
又
は
分
割
決
議
年
月
日
及
び
合
併
又
は
分
割
が
そ
の
効
力
を
生
ず

る
予
定
年
月
日 

三 

合
併
又
は
分
割
決
議
年
月
日
及
び
合
併
又
は
分
割
に
よ
る
登
記
の
予
定

年
月
日 

四 

合
併
又
は
分
割
の
理
由 
四 

（
同
上
） 

五 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
地
位
の
承
継
を
必
要
と
す
る
理
由
（
法
第
九

十
八
条
第
三
項
前
段
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
承

継
す
る
理
由
） 

五 
委
託
放
送
事
業
者
の
地
位
の
承
継
を
必
要
と
す
る
理
由 

六 

承
継
に
係
る
基
幹
放
送
の
種
類
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電

気
通
信
設
備
の
概
要
、
認
定
番
号
（
法
第
九
十
八
条
第
三
項
前
段
の
場
合

六 

承
継
に
係
る
委
託
放
送
業
務
の
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
の
種
類
、
認

定
番
号
、
委
託
放
送
事
業
者
の
商
号
又
は
名
称 
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に
あ
つ
て
は
、
無
線
局
の
識
別
番
号
、
種
別
及
び
免
許
の
番
号
）
及
び
認

定
基
幹
放
送
事
業
者
（
法
第
九
十
八
条
第
三
項
前
段
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
）
の
商
号
又
は
名
称 

七 

事
業
計
画
、
事
業
収
支
見
積
り
及
び
基
幹
放
送
の
業
務
を
維
持
す
る
に

足
り
る
技
術
的
能
力 

七 

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積
り 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

合
併
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写
し 

一 

（
同
上
） 

二 

株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
決
議
録
、
無
限
責
任
社
員
又
は
総
社
員
の

同
意
書
そ
の
他
合
併
又
は
分
割
に
関
す
る
意
思
決
定
を
証
す
る
に
足
り
る

書
類
（
地
上
基
幹
放
送
の
場
合
は
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
と
の
放
送

局
設
備
供
給
役
務
に
係
る
契
約
書
の
写
し
を
含
む
。
） 

二 

株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
決
議
録
、
無
限
責
任
社
員
又
は
総
社
員
の

同
意
書
そ
の
他
合
併
又
は
分
割
に
関
す
る
意
思
決
定
を
証
す
る
に
足
り
る

書
類 

三 

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は

分
割
に
よ
り
基
幹
放
送
の
業
務
を
承
継
す
る
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為

の
案 

三 

合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は

分
割
に
よ
り
委
託
放
送
業
務
を
承
継
す
る
法
人
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の

案 

３ 

第
一
項
の
申
請
者
は
、
設
立
登
記
又
は
変
更
登
記
を
完
了
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

（
同
上
） 

４ 

法
第
九
十
八
条
第
三
項
前
段
の
申
請
は
、
電
波
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規

定
す
る
許
可
の
申
請
と
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

総
務
大
臣
は
、
法
第
九
十
八
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
し

た
と
き
は
、
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

第
七
十
九
条 

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
基
幹
放
送
事
業

者
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
同
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
（
譲
渡
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
別

表
第
二
十
号
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総

第
十
七
条
の
二
十
一
の
二 

法
第
五
十
二
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

委
託
放
送
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
譲
渡
に
よ
る
場
合

に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
十
八
号
の
二
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 
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務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
譲
渡
人
の
氏
名
（
譲
渡
人
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商

号
又
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所 

一 

（
同
上
） 

二 

譲
受
人
が
事
業
を
譲
り
受
け
る
年
月
日 

二 

（
同
上
） 

三 

事
業
の
譲
渡
し
（
法
第
九
十
八
条
第
三
項
後
段
（
特
定
地
上
基
幹
放
送

局
の
免
許
人
が
当
該
基
幹
放
送
局
を
譲
渡
し
、
譲
受
人
が
当
該
基
幹
放
送

局
を
譲
渡
人
の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
業
務
を
行
お
う
と

す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
）
又
は
譲
受
け
（
同
条
第
二
項
及
び

第
三
項
後
段
（
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
の
免
許
人
が
地
上
基
幹
放
送
の
業

務
を
行
う
事
業
を
譲
渡
し
、
そ
の
譲
渡
人
が
当
該
基
幹
放
送
局
を
譲
受
人

の
地
上
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
場
合
）
の
理
由 

三 

事
業
の
譲
受
け
の
理
由 

四 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
地
位
の
承
継
を
必
要
と
す
る
理
由
（
法
第
九

十
八
条
第
二
項
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
認
可
を
必
要
と
す
る
理
由
（
法

第
九
十
八
条
第
三
項
後
段
の
場
合
に
限
る
。
） 

四 

委
託
放
送
事
業
者
の
地
位
の
承
継
を
必
要
と
す
る
理
由 

五 

承
継
又
は
法
第
九
十
八
条
第
三
項
後
段
の
認
可
に
係
る
基
幹
放
送
の
種

類
、
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
概
要
、
認
定
番

号
（
法
第
九
十
八
条
第
三
項
後
段
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
無
線
局
の
識
別

番
号
、
種
別
及
び
免
許
の
番
号
）
及
び
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
法
第
九

十
八
条
第
三
項
後
段
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業

者
）
の
商
号
又
は
名
称 

五 

承
継
に
係
る
委
託
放
送
業
務
を
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
の
種
類
、
認

定
番
号
、
委
託
放
送
事
業
者
の
商
号
又
は
名
称 

六 

事
業
計
画
、
事
業
収
支
見
積
り
及
び
基
幹
放
送
の
業
務
を
維
持
す
る
に

足
り
る
技
術
的
能
力 

六 

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積
り 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し
（
地
上
基
幹
放
送
の
場
合
は
、

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
と
の
放
送
局
設
備
供
給
役
務
に
係
る
契
約
書
の

写
し
を
含
む
。
） 

一 

事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し 
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二 

譲
受
人
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記

事
項
証
明
書
（
譲
受
人
が
法
人
で
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
） 

二 

（
同
上
） 

３ 

法
第
九
十
八
条
第
三
項
後
段
の
申
請
は
、
電
波
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規

定
す
る
許
可
の
申
請
と
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

総
務
大
臣
は
、
法
第
九
十
八
条
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
認
可
を
し

た
と
き
は
、
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
訂
正
） 

（
訂
正
） 

第
八
十
条 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
法
第
九
十
九
条
の
認
定
証
の
訂
正
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
事
由
及
び
訂
正
す
べ
き
箇

所
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
二 

委
託
放
送
事
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
九
の
認
定

証
の
訂
正
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
事
由
及
び
訂

正
す
べ
き
箇
所
を
附
し
て
、
そ
の
旨
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
新
た
な
認
定
証

の
交
付
に
よ
る
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
職
権
に
よ
り
認
定

証
の
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
よ
る
場
合
の
他
、
職
権
に
よ
り
認
定
証

の
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

４ 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
新
た
な
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
旧
認
定
証
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

委
託
放
送
事
業
者
は
、
新
た
な
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
旧
認
定
証
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
認
定
証
の
再
交
付
） 

（
認
定
証
の
再
交
付
） 

第
八
十
一
条 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
認
定
証
を
破
損
し
、
汚
し
、
失
つ

た
等
の
た
め
に
認
定
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
由
を

記
載
し
た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
事
業
収
支
見
積
書
を
添
え
て
、
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条
の
二
十
三 

委
託
放
送
事
業
者
は
、
認
定
証
を
破
損
し
、
汚
し
、
失

つ
た
等
の
た
め
に
認
定
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
由

を
記
載
し
た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
事
業
収
支
見
積
書
を
添
え
て
、
総

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け

た
場
合
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
認
定
証
を
失
つ
た
等
の
た
め
に
こ
れ
を
返

２ 

（
同
上
） 
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す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

第
二
款 

業
務 

 

 
 

（
緊
急
警
報
記
号
の
使
用
） 

 

第
八
十
二
条 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に

お
い
て
、
災
害
の
発
生
の
予
防
又
は
被
害
の
軽
減
に
役
立
つ
よ
う
に
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
緊
急

警
報
信
号
を
前
置
し
て
放
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

区
別 

前
置
す
る
緊

急
警
報
信
号 

一 

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年

法
律

七
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警

戒
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
を
委
託
し
て
放
送
を
さ

せ
る
場
合 

第
一
種
開
始

信
号 

二 

災
害
対

基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二

十
三
号
）
第
五
十
七
条
（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措

置
法
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
放
送
を
委
託
し

て
行
わ
せ
る
場
合 

三 

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
津
波
警
報
が

発
せ
ら
れ
た
こ
と
を
委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
場
合 

第
二
種
開
始

信
号 
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２ 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
緊
急
警
報
信
号
を
前
置
し

て
放
送
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
終
了
信
号
を
送
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 
３ 

緊
急
警
報
信
号
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
は
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。 

 

 
 

（
地
域
符
号
の
使
用
区
分
） 

 

第
八
十
三
条 

緊
急
警
報
信
号
に
使
用
す
る
地
域
符
号
（
緊
急
警
報
信
号
の
受

信
地
域
を
一
定
の
地
域
と
す
る
た
め
の
符
号
を
い
う
。
）
の
使
用
区
分
は
、

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
第

百
三
十
八
条
の
三
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

 
 

（
基
幹
放
送
業
務
日
誌
） 

（
委
託
放
送
業
務
日
誌
） 

第
八
十
四
条 

基
幹
放
送
事
業
者
の
事
務
所
に
は
、
基
幹
放
送
業
務
日
誌
を
備

え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条
の
二
十
四 

委
託
放
送
事
業
者
の
事
務
所
に
は
、
委
託
放
送
業
務
日

誌
を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
幹
放
送
業
務
日
誌
に
は
、
毎
日
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場

合
は
、
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

委
託
放
送
業
務
日
誌
に
は
、
毎
日
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場

合
は
、
記
載
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

放
送
の
た
び
ご
と
の
放
送
の
業
務
の
開
始
及
び
終
了
の
時
刻 

一 

各
放
送
番
組
の
題
名
並
び
に
そ
の
放
送
の
開
始
及
び
終
了
の
時
刻
（
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
委
託
放
送
業
務
に
お
い
て
、
補
完
放
送
で
あ
つ

て
、
映
像
に
伴
う
も
の
の
放
送
と
し
て
字
幕
放
送
、
解
説
放
送
、
ス
テ
レ

オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
、
二
か
国
語
放
送
又
は
そ
の
他
の
放
送
を
行
つ
た
場
合

は
そ
れ
ら
を
明
確
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
表
示
し
、
第
十
七

条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
複
数
の
走
査
方
式
等
（
第
十
七
条
の
十
四
第
一

項
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
又
は
同
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
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で
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
指
定
さ
れ
た
場
合
は
走
査

方
式
等
を
明
確
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
表
示
す
る
こ
と
。
） 

 

二 

補
完
放
送
で
あ
つ
て
、
超
短
波
放
送
の
主
音
声
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
の
映
像
に
伴
う
も
の
以
外
の
も
の
の
放
送
を
行
つ
た
場
合
は
、
委
託
放

送
業
務
ご
と
に
、
超
短
波
放
送
に
あ
つ
て
は
主
音
声
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
に
あ
つ
て
は
映
像
に
使
用
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
数
又
は
伝
送
容
量
の
一
日

の
平
均
値 

二 

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
指
定
さ
れ

た
場
合
は
、
指
定
さ
れ
た
周
波
数
ご
と
に
使
用
さ
れ
た
伝
送
容
量
（
広
帯

域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
の
場
合
は
使
用
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
数
。
以
下

「
使
用
伝
送
容
量
」
と
い
う
。
）
の
一
日
の
平
均
値
（
一
秒
当
た
り
の
使

用
伝
送
容
量
の
一
日
の
総
和
を
八
六
、
四
〇
〇
秒
で
除
し
て
得
ら
れ
た
値

を
い
う
。
た
だ
し
、
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入

し
て
得
た
値
と
す
る
。
） 

三 

第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
指

定
さ
れ
た
場
合
は
、
指
定
さ
れ
た
周
波
数
ご
と
に
使
用
さ
れ
た
伝
送
容
量

（
広
帯
域
伝
送
方
式
等
に
よ
る
放
送
の
場
合
は
使
用
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル

数
。
以
下
「
使
用
伝
送
容
量
」
と
い
う
。
）
の
一
日
の
平
均
値
（
一
秒
当

た
り
の
使
用
伝
送
容
量
の
一
日
の
総
和
を
八
六
、
四
〇
〇
秒
で
除
し
て
得

ら
れ
た
値
を
い
う
。
た
だ
し
、
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

四
捨
五
入
し
て
得
た
値
と
す
る
。
） 

三 

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
緊
急
警
報
信
号
を
使
用
し
て
放
送
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
そ
の
事
実
（
緊
急
警
報
信
号
発
生
装
置
を
そ

の
業
務
に
用
い
る
者
に
限
る
。
） 

四 

無
線
局
運
用
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七

号
）
第
百
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
緊
急
警
報
信
号
を
使
用
し
て
放

送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
そ
の
事
実 

四 

任
意
に
放
送
の
業
務
を
休
止
し
た
時
間 

五 

受
託
国
内
放
送
又
は
受
託
内
外
放
送
を
行
う
放
送
局
の
運
用
許
容
時
間

中
に
お
い
て
任
意
に
委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
こ
と
を
休
止
し
た
時
間 

五 

放
送
の
業
務
が
中
断
さ
れ
た
時
間 

六 

委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
こ
と
が
中
断
さ
れ
た
時
間 

六 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 
七 

（
同
上
） 

 
 

（
放
送
の
た
び
ご
と
の
放
送
の
開
始
及
び
終
了
の
時
刻
並
び
に
使
用
伝
送
容

量
の
一
日
の
平
均
値
の
期
間
中
に
お
け
る
平
均
値
の
記
録
の
提
出
） 

（
抄
録
の
提
出
） 

第
八
十
五
条 

基
幹
放
送
事
業
者
は
、
毎
年
四
月
か
ら
各
六
箇
月
の
期
間
（
臨

第
十
七
条
の
二
十
五 

委
託
放
送
事
業
者
は
、
委
託
放
送
業
務
日
誌
に
よ
つ
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時
目
的
放
送
を
専
ら
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
認
定
の
有
効
期

間
）
ご
と
に
そ
の
期
間
中
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
明
に
記
載
し
た

記
録
を
、
速
や
か
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

総
務
大
臣
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
記
録
の
提
出
又
は

記
載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

て
、
毎
年
四
月
か
ら
各
六
箇
月
の
期
間
（
臨
時
目
的
放
送
を
専
ら
委
託
し
て

行
わ
せ
る
委
託
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
認
定
の
有
効
期
間
）
ご
と
に
そ
の

期
間
中
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
簡
明
に
記
載
し
た
抄
録
を
、
速
や
か

に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

放
送
の
た
び
ご
と
の
放
送
の
開
始
及
び
終
了
の
時
刻
（
記
録
す
べ
き
期

間
中
に
お
い
て
毎
日
放
送
の
業
務
を
行
つ
た
基
幹
放
送
事
業
者
を
除

く
。
） 

一 

委
託
放
送
総
放
送
時
間
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
よ
る
委
託
放
送
業
務

に
お
い
て
、
補
完
放
送
で
あ
つ
て
、
映
像
に
伴
う
も
の
の
放
送
と
し
て
字

幕
放
送
、
解
説
放
送
、
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ッ
ク
放
送
、
二
か
国
語
放
送
又
は

そ
の
他
の
放
送
を
行
つ
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
放
送
時
間
、
第
十
七

条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
複
数
の
走
査
方
式
等
を
指
定
さ
れ
た
場
合
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
走
査
方
式
等
の
総
放
送
時
間
を
記
載
す
る
こ
と
。
） 

 

二 

補
完
放
送
で
あ
つ
て
、
超
短
波
放
送
の
主
音
声
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
の
映
像
に
伴
う
も
の
以
外
の
も
の
の
放
送
を
行
つ
た
場
合
は
、
委
託
放

送
業
務
ご
と
に
、
超
短
波
放
送
に
あ
つ
て
は
主
音
声
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

送
に
あ
つ
て
は
映
像
に
使
用
さ
れ
た
シ
ン
ボ
ル
数
又
は
伝
送
容
量
の
そ
の

期
間
中
に
お
け
る
平
均
値 

二 

第
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
指
定
さ
れ

た
場
合
は
、
使
用
伝
送
容
量
の
一
日
の
平
均
値
（
前
条
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
使
用
伝
送
容
量
の
一
日
の
平
均
値
を
い
う
。
）
の
そ
の
期
間
中

に
お
け
る
平
均
値
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入

し
て
得
た
値
） 

三 

第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
一
秒
に
お
け
る
基
準
伝
送
容
量
を
指

定
さ
れ
た
場
合
は
、
使
用
伝
送
容
量
の
一
日
の
平
均
値
（
前
条
第
二
項
第

三
号
に
規
定
す
る
使
用
伝
送
容
量
の
一
日
の
平
均
値
を
い
う
。
）
の
そ
の

期
間
中
に
お
け
る
平
均
値
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四

捨
五
入
し
て
得
た
値
） 

 

四 
無
線
局
運
用
規
則
第
百
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
緊
急
警
報
信
号

を
使
用
し
て
放
送
を
委
託
し
て
行
わ
せ
た
事
実 

 

五 

委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
こ
と
が
中
断
さ
れ
た
時
間 

三 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

六 

（
同
上
） 
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（
事
業
計
画
書
の
変
更
等
） 

 

第
八
十
六
条 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
協
会
及
び
学
園
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
九
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
に
変

更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
七
条
の
二
十
六 

委
託
放
送
事
業
者
は
、
法
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項

に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
に
告
示
す
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
臨
時
目
的
放
送
を
専
ら
行
う
認
定
基
幹
放
送
事

業
者
を
除
く
。
）
は
、
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
の
決
算
期
ご
と
に
、

そ
の
事
業
収
支
の
結
果
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
託
放
送
事
業
者
（
臨
時
目
的
放
送
を
専
ら
委
託
し
て
行
わ
せ
る
委
託
放

送
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
委
託
放
送
事
業
の
決
算
期
ご
と
に
、
そ
の
事
業

収
支
の
結
果
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
報
告
は
、
計
算
書
類
の
提
出
を
も
つ
て
こ
れ
に
替
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

（
同
上
） 

 
 

 

（
緊
急
警
報
記
号
の
使
用
） 

【
第
八
十
二
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
二
十
七 

委
託
放
送
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合

に
お
い
て
、
災
害
の
発
生
の
予
防
又
は
被
害
の
軽
減
に
役
立
つ
よ
う
に
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
緊

急
警
報
信
号
を
前
置
し
て
委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

区
別 

前
置
す
る
緊

急
警
報
信
号 

一 

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年

法
律

七
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警

戒
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と
を
委
託
し
て
放
送
を
さ

せ
る
場
合 

第
一
種
開
始

信
号 

二 

災
害
対
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
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十
三
号
）
第
五
十
七
条
（
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措

置
法
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
放
送
を
委
託
し

て
行
わ
せ
る
場
合 

三 

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五

号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
津
波
警
報
が

発
せ
ら
れ
た
こ
と
を
委
託
し
て
放
送
を
さ
せ
る
場
合 

第
二
種
開
始

信
号 

 
 

 

 

２ 

委
託
放
送
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
緊
急
警
報
信
号
を
前
置
し
て
委

託
し
て
放
送
を
さ
せ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
終
了
信
号
を
送
ら
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

３ 

（
同
上
） 

 
 

 

（
地
域
符
号
の
使
用
区
分
） 

【
第
八
十
三
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
二
十
八 

緊
急
警
報
信
号
に
使
用
す
る
地
域
符
号
（
緊
急
警
報
信

号
の
受
信
地
域
を
一
定
の
地
域
と
す
る
た
め
の
符
号
を
い
う
。
）
の
使
用
区

分
は
、
無
線
局
運
用
規
則
第
百
三
十
八
条
の
三
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
取
扱
い 

 

 
 

（
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
に
準
ず
る
株
式
） 

 

第
八
十
七
条 

法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式
は
、
認
可

金
融
商
品
取
引
業
協
会
（
金
融
商
品
取
引
法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
則
の
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
店
頭
売
買
に
つ
き
、
売
買
値
段
を
発
表
す
る
も
の
と
し
て

登
録
さ
れ
た
株
式
と
す
る
。 

 
 

（
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
） 

 

第
八
十
八
条 
法
第
百
十
六
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
主
名
簿
に
記

載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

 

一 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ホ
(2)
及
び
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三

号
ロ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
が
占
め
る
法
第
百
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
の
議
決
権
の
割
合
が
十
分
の
一
未
満
で
あ
る

も
の
が
有
す
る
株
式
（
第
六
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第

三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
計
算
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
け
る
議
決
権
に
係
る
株
式
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 

二 

法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
外
国
人
等
（
第
六
十
二
条
第
五
項
及
び
電
波

法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
す
べ
て
を

間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
（
次
条
に
お
い
て
「
間
接
議
決
権
割

合
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
株
式
を
有
す
る
法
人
又
は
団

体
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
条
に
お
い
て
「
外
国
人
等
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
通
知
を
受
け
た
時
点
の
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記

録
さ
れ
て
い
る
者
が
有
す
る
株
式
（
前
号
に
規
定
す
る
株
式
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
当
該
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の

数
と
通
知
に
係
る
株
式
の
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
数
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
記
載
・
記
録
優
先
株
式
の
数
」
と
い
う
。
）
を
当
該
外
国

人
等
に
係
る
株
式
の
数
と
し
て
一
株
単
位
（
単
元
株
式
数
を
定
款
で
定
め
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て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
単
元
の
株
式
の
単
位
。
以
下
同
じ
。
）
で

記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
欠
格
事
由
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
欠
格
事
由
」

と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株

式
に
つ
い
て
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
記

載
・
記
録
優
先
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ

と
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る

と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を

特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

三 

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
及
び
次
条
第
二
項
を

適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
な
お
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い

と
き
は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
前
号
前
段
の
規
定
に
よ
る
記

載
又
は
記
録
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て

計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お

残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録

す
る
株
式
を
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 

 
 

（
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
） 

 

第
八
十
九
条 

法
第
百
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
法
第
九
十
三
条
第
一
項

第
六
号
ホ
(1)
及
び
同
号
ホ
(2)
又
は
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
同
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
決
権
を
有
す

る
こ
と
と
な
る
株
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
株
式
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
議
決
権
制
限
株
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式
」
と
い
う
。
）
以
外
の
株
式
と
す
る
。 

一 
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ホ
(1)
に
掲
げ
る
者
（
次
号
の
電
波
法
第

五
条
第
四
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
併
せ
て
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
外
国
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
新
た
に

有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
第
百
十
六
条
第
三
項

に
規
定
す
る
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
法
第
九
十
三
条

第
一
項
第
六
号
ホ
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

地
上

基
幹
放
送
事
業
者
の
株
主
た
る
法
人
又
は
団
体
が
有
す
る
株
式
で
あ
つ

て
、
当
該
新
た
に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
議
決
権
に
よ
り
新
た
に

間
接
議
決
権
割
合
と
し
て
算
入
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
法

第
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ホ
の
合
計
し
た
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
第

一
号
外
国
人
等
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
の
五
分
の
一
以
上
の
部
分

（
第
三
号
に
お
い
て
「
第
一
号
超
過
議
決
権
部
分
」
と
い
う
。
）
に
相
当

す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
法
人
又
は
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き

は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る
外
国
法
人
等
の
割
合
（
一

の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分

の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
割
合
は
、
十
割
と
す
る
。
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
特

定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し

た
数
の
株
式
） 

 

二 

電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
が
、
法
人
又
は
団
体
の

議
決
権
を
新
た
に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
第

百
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
電
波

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%94%aa%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%94%aa%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
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法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
株
主
た
る
法
人
又
は
団
体
が
有
す
る
株
式

で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
議
決
権
に
よ
り

新
た
に
間
接
議
決
権
割
合
と
し
て
算
入
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
も
の
の
う

ち
、
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
の
合
計
し
た
割
合
（
次
項
に
お
い
て

「
第
二
号
外
国
人
等
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
の
五
分
の
一
以
上
の
部

分
（
次
号
に
お
い
て
「
第
二
号
超
過
議
決
権
部
分
」
と
い
う
。
）
に
相
当

す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
法
人
又
は
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き

は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る
外
国
法
人
等
の
割
合
（
一

の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分

の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
割
合
は
、
十
割
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定

し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た

数
の
株
式
） 

三 

第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
計
算
が
さ
れ

た
結
果
、
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
が
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
六
号
ホ
に

定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
並
び
に
電
波
法
施
行
規
則
第

六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
計
算

が
さ
れ
た
結
果
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
が
電
波
法
第
五
条
第
四
項

第
三
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

第
六
十
二
条
又

は
電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
に
係

る
株
式
の
う
ち
、
第
一
号
超
過
議
決
権
部
分
及
び
第
二
号
超
過
議
決
権
部

分
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
同
項
の
計
算
に
係
る
法
人
又
は

団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る

外
国
法
人
等
の
割
合
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
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よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り

特
定
し
た
数
の
株
式
） 

２ 

そ
の
株
式
に
議
決
権
制
限
株
式
が
あ
る
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
第
一
号

外
国
人
等
議
決
権
割
合
若
し
く
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
第
二
号
外

国
人
等
議
決
権
割
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
人
等
議
決
権
割
合
」

と
い
う
。
）
が
五
分
の
一
未
満
と
な
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
に
議
決
権
制
限

株
式
が
あ
る
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
若
し
く
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者

に
つ
い
て
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
、
若
し
く
は
記
録
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
も
な
お
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
五
分
の
一
未
満
と
な
る
場
合

は
、
当
該
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
議
決

権
制
限
株
式
は
、
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
五
分
の
一
以
上
と
な
ら
な
い
範

囲
内
で
、
議
決
権
制
限
株
式
と
な
つ
た
時
期
の
早
い
も
の
か
ら
順
に
、
議
決

権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
と
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
時
に
議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
た
も
の
が
二
以
上
あ
つ
て
、
当
該
株

式
を
有
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
同
時
に
議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ

た
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
議
決

権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一

株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
を
特
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
通
知
） 

 

第
九
十
条 

基
幹
放
送
事
業
者
は
、
法
第
百
十
六
条
第
二
項
、
第
三
項
又
は
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
主
名
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
し
な
い
外
国
人
等

が
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
株
式
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
が
議
決
権
制
限

株
式
と
な
る
場
合
若
し
く
は
そ
の
議
決
権
制
限
株
式
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
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と
と
な
る
株
式
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
を
有
す
る
者
に
対
し
、
速
や

か
に
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 
株
主
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 

株
主
の
住
所 

 

三 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
株
式
の
数
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
株
式
の
数 

 

四 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
日
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
日 

 

 
 

（
公
告
） 

 

第
九
十
一
条 

法
第
百
十
六
条
第
五
項
の
公
告
は
、
会
社
の
定
款
で
定
め
る
公

告
の
方
法
に
よ
り
、
六
か
月
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分

の
十
五
と
す
る
。 

 

 
 

第
四
節 

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者 

 

（
役
務
の
提
供
条
件
） 

第
九
十
二
条 

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
提
供
条
件
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

放
送
局
設
備
供
給
役
務
（
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
放
送
局
設
備
供
給

役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
料
金
及
び
そ
の
支
払
い
方
法 

 

二 

基
幹
放
送
局
設
備
の
管
理
方
法 

 

三 

そ
の
他
基
幹
放
送
の
業
務
の
運
営
に
重
大
な
関
係
を
有
す
る
事
項 

 

２ 

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
二
十
一

号
の
様
式
の
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
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る
も
の
と
す
る
。 

一 
提
供
条
件
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
提
供
条
件
の
新
旧
対
照
） 

 

二 
実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 

 
 

（
兼
業
事
業
者
の
会
計
整
理
等
） 

第
九
十
三
条 

法
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
で

あ
つ
て
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
を
兼
ね
る

も
の
（
以
下
「
兼
業
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
会
計
の
整
理
及
び
こ
れ

に
基
づ
き
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
条
か
ら
第
百
一
条
ま
で

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

 
 

（
遵
守
義
務
） 

 

第
九
十
四
条 

兼
業
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
基
幹
放

送
局
設
備
等
（
法
第
百
十
九
条
の
基
幹
放
送
局
設
備
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
基
幹
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
業
務
（
以
下
「
放
送
局
設
備
等

供
給
業
務
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

兼
業
事
業
者
が
基
幹
放
送
局
設
備
を
用
に
供
す
る
衛
星
基
幹
放
送
、
移

動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
又
は
地
上
基
幹
放
送
の
別
が
、
そ
の
兼
業
事
業

者
が
行
う
基
幹
放
送
の
別
と
異
な
る
場
合 

 

二 

兼
業
事
業
者
の
基
幹
放
送
局
（
自
己
の
基
幹
放
送
の
業
務
に
用
い
る
放

送
局
を
除
く
。
）
の
放
送
区
域
（
法
第
七
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

放
送
区
域
を
い
う
。
）
と
当
該
兼
業
事
業
者
の
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る

放
送
対
象
地
域
の
重
複
が
な
い
場
合
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 
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２ 

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
兼
業
事
業
者
の
会
計
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 
 

（
会
計
の
基
準
の
整
備
等
） 

 

第
九
十
五
条 
兼
業
事
業
者
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
く
費
用
及
び
収
益

の
計
算
を
正
確
に
行
う
た
め
の
規
程
そ
の
他
経
理
に
関
す
る
制
度
を
整
え
、

放
送
局
設
備
等
供
給
業
務
に
関
す
る
会
計
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
会
計
単
位
の
区
分
） 

 

第
九
十
六
条 

兼
業
事
業
者
は
、
放
送
局
設
備
等
供
給
業
務
に
関
連
す
る
費
用

及
び
収
益
を
、
放
送
局
設
備
等
供
給
業
務
管
理
部
門
（
当
該
兼
業
事
業
者
の

基
幹
放
送
局
設
備
等
（
当
該
基
幹
放
送
局
設
備
等
の
う
ち
、
特
定
地
上
基
幹

放
送
局
等
設
備
（
法
第
百
十
二
条
に
規
定
す
る
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設

備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
兼
業
事
業
者
の
基
幹
放
送

局
設
備
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

そ
の
管
理
運
営
（
開
発
、
計
画
、
設
置
、
運
用
、
保
守
、
撤
去
及
び
そ
の
他

の
活
動
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
必
要

な
費
用
並
び
に
当
該
基
幹
放
送
局
設
備
等
の
提
供
に
関
連
す
る
収
益
を
整
理

す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
会
計
単
位
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
放
送
局
設

備
等
供
給
業
務
利
用
部
門
（
基
幹
放
送
の
業
務
に
属
す
る
活
動
（
当
該
兼
業

事
業
者
の
基
幹
放
送
局
設
備
等
及
び
そ
の
管
理
運
営
を
除
く
。
）
に
必
要
な

費
用
及
び
当
該
活
動
に
関
連
す
る
収
益
を
整
理
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
会

計
単
位
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
に
適
正
に
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
基
幹
放
送
局
設
備
等
の
利
用
に
関
す
る
放
送
局

設
備
等
供
給
業
務
管
理
部
門
と
放
送
局
設
備
等
供
給
業
務
利
用
部
門
と
の
取
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引
は
、
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
放
送
局
設
備

供
給
役
務
の
提
供
条
件
に
記
載
さ
れ
た
当
該
取
引
に
適
用
す
る
こ
と
が
相
当

と
認
め
ら
れ
る
料
金
の
振
替
に
よ
つ
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
損
益
計
算
書
及
び
配
賦
整
理
書
） 

 

第
九
十
七
条 

兼
業
事
業
者
は
、
別
表
第
二
十
二
号
の
様
式
に
よ
る
損
益
計
算

書
並
び
に
当
該
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
際
に
準
拠
し
た
費
用
及
び
収
益
の

配
賦
の
基
準
並
び
に
整
理
の
手
順
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
配
賦
整
理

書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
損
益
計
算
書
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
は
、
千

円
単
位
を
も
つ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 
 

（
費
用
及
び
収
益
の
整
理
） 

第
九
十
八
条 

別
表
第
二
十
二
号
の
様
式
に
よ
る
損
益
計
算
書
の
二
以
上
の
科

目
に
関
連
す
る
費
用
及
び
収
益
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目

に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
公
表
等
） 

 

第
九
十
九
条 

兼
業
事
業
者
は
、
第
九
十
七
条
第
一
項
の
損
益
計
算
書
及
び
配

賦
整
理
書
を
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
当
該
兼
業
事
業
者
の
事
務

所
に
備
え
置
き
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

兼
業
事
業
者
は
、
第
九
十
七
条
第
一
項
の
損
益
計
算
書
及
び
配
賦
整
理
書

を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
計
算
結
果
証
明
） 

第
百
条 

兼
業
事
業
者
は
、
第
九
十
七
条
第
一
項
の
損
益
計
算
書
が
、
こ
の
省

令
の
規
定
に
基
づ
い
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
職
業
的

に
資
格
の
あ
る
会
計
監
査
人
に
よ
る
証
明
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
会
計
記
録
の
保
存
） 

第
百
一
条 

兼
業
事
業
者
は
、
第
九
十
七
条
第
一
項
の
損
益
計
算
書
の
作
成
に

用
い
た
帳
簿
そ
の
他
の
会
計
記
録
を
毎
事
業
年
度
経
過
後
五
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

第
五
節 

基
幹
放
送
の
電
気
通
信
設
備 

 

 
 

第
一
款 

設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策
に
関
す
る
技
術
基
準 

 

 
 

【
別
途
意
見
公
募
を
行
う
も
の
】 

 

 
 

第
二
款 

設
備
の
報
告
等 

 

 
 

（
放
送
の
停
止
等
の
報
告
） 

 

第
百
二
条 

法
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
報
告
を
要
す
る
事
由
が
発
生
し
た

後
速
や
か
に
そ
の
発
生
日
時
及
び
場
所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模

様
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
適
当
な
方
法
に
よ
り
報
告
す
る
と
と
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も
に
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
報
告
書
を
、
報
告
を
要
す
る
事
由
が
発
生
し
た

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
基
幹
放
送
設
備(

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。) 

別
表
第
二
十
三

の
一
号
の
様
式 

二 

特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備 

別
表

第
二
十
三
の
二
号
の
様
式 

三 

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
基
幹
放
送
局
設
備 

別
表
第
二
十
三
の
三

号
の
様
式 

 
 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

第
百
三
条 

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、

基
幹
放
送
設
備
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送

の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間

が
十
五
分
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定
地

上
基
幹
放
送
局
等
設
備
（
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
（
法
第
二
条
第
二
十
二
号

に
規
定
す
る
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備

に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
告

示
第
六
百
六
十
一
号
）
第
二
か
ら
第
七
ま
で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部

又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

 

一 

放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
自
己
に
属
す
る
他
の
基
幹
放
送
局
の
放
送
番
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組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
り
放
送
を
行
う
基
幹
放
送
局
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
中
継
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
（
当
該
中
継
局
に
係

る
中
継
回
線
設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
起
因
し

て
当
該
中
継
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て

、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の 

二 

特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に

起
因
し
て
当
該
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送

を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上

の
も
の 

 

３ 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送
局

設
備
（
地
上
基
幹
放
送
局
（
地
上
基
幹
放
送
を
す
る
放
送
局
を
い
う
。
）
の

無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
第
二
か
ら
第
七
ま

で
に
定
め
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
起
因
し
て
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

中
継
局
の
無
線
設
備
に
起
因
し
て
当
該
中
継
局
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放

送
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以

上
の
も
の 

 

二 

基
幹
放
送
局
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当

該
基
幹
放
送
局
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ

つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
十
五
分
以
上
の
も
の 

 

４ 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
に
係
る
重
大
な
事
故
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹

放
送
設
備
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
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全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間

が
二
時
間
以
上
の
も
の 

二 
法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
特
定

地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し

て
当
該
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部

又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二

時
間
以
上
の
も
の 

 

三 

法
第
百
二
十
二
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
基
幹
放
送

局
設
備
（
中
継
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
に
起
因
し
て
当
該
基
幹
放
送

局
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故

で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の 

 

５ 

前
各
項
の
規
定
は
、
臨
時
目
的
放
送
、
試
験
放
送
（
別
表
第
五
号
の
第
九

号
(3)
の
試
験
放
送
を
い
う
。
）
及
び
衛
星
試
験
放
送
（
同
号
(4)
の
衛
星
試

験
放
送
を
い
う
。
）
に
係
る
重
大
な
事
故
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

 
 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

 

第
百
四
条 

法
第
百
十
五
条
第
三
項
及
び
第
百
二
十
四
条
第
二
項
の
証
明
書

は
、
別
表
第
二
十
四
号
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
設
備
に
関
す
る
報
告
） 

 

第
百
五
条 

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
基
幹

放
送
局
提
供
事
業
者
は
、
毎
年
四
月
か
ら
各
六
箇
月
ま
で
の
期
間
ご
と
に
そ

の
期
間
中
に
お
け
る
基
幹
放
送
設
備
、
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備
又
は

基
幹
放
送
局
設
備
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。 

一 
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
の
基
幹
放
送
設
備 

別
表
第
二
十
五
号
の
様
式 

 

二 
特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
特
定
地
上
基
幹
放
送
局
等
設
備 

別
表

第
二
十
六
号
の
様
式 

 

三 

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
基
幹
放
送
局
設
備 

別
表
第
二
十
七
号
の

様
式 

 

 
 

第
六
節 

外
国
人
等
の
取
得
し
た
株
式
の
扱
い 

 

 
 

（
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
に
準
ず
る
株
式
） 

 

第
百
六
条 

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式
は
、
認
可

金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
店
頭
売
買
に
つ

き
、
売
買
値
段
を
発
表
す
る
も
の
と
し
て
登
録
さ
れ
た
株
式
と
す
る
。 

 

 
 

（
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
） 

 

第
百
七
条 

法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第

二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

 

一 

電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
が
占

め
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の

議
決
権
の
割
合
が
十
分
の
一
未
満
で
あ
る
も
の
が
有
す
る
株
式
（
電
波
法

施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
計
算
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
け
る
議

決
権
に
係
る
株
式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
記

載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 
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二 

法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
外
国
人
等
（
電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
の

三
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議

決
権
の
割
合
（
次
条
に
お
い
て
「
間
接
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
と
さ

れ
る
議
決
権
に
係
る
株
式
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
含
む
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
百
九
条
に
お
い
て
「
外
国
人
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
通
知
を

受
け
た
時
点
の
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
が
有

す
る
株
式
（
前
号
に
規
定
す
る
株
式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
名

簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
数
と
通
知
に
係
る
株
式

の
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
記
載
・

記
録
優
先
株
式
の
数
」
と
い
う
。
）
を
当
該
外
国
人
等
に
係
る
株
式
の
数

と
し
て
一
株
単
位
（
単
元
株
式
数
を
定
款
で
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
一
単
元
の
株
式
の
単
位
。
以
下
同
じ
。
）
で
記
載
し
、
又
は
記
録
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事

由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株
式
に
つ
い

て
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
記
載
・
記
録

優
先
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り

記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、

一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
て

記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 
三 

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
及
び
次
条
第
二
項
を

適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
な
お
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い

と
き
は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
前
号
前
段
の
規
定
に
よ
る
記

載
又
は
記
録
が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
欠
格
事
由
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て

計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
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残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録

す
る
株
式
を
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 
 

（
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
） 

 

第
百
八
条 

法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第

四
項
の
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
株

式
の
う
ち
同
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
株
式
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
議
決
権
制
限
株
式
」
と
い
う
。
）
以
外
の
株

式
と
す
る
。 

 

一 

電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
外
国
法
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
新
た

に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
第
百
二
十
五
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
上
基
幹

放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
電

波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場

合 

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
株
主
た
る
法
人
又
は
団
体
が
有
す
る
株

式
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
議
決
権
に
よ

り
新
た
に
間
接
議
決
権
割
合
と
し
て
算
入
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
も
の
の

う
ち
、
電
波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
の
合
計
し
た
割
合
（
次
項
に
お
い

て
「
外
国
人
等
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
の
五
分
の
一
以
上
の
部
分

（
次
号
に
お
い
て
「
超
過
議
決
権
部
分
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
部
分

に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
法
人
又
は
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%94%aa%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000005200800000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%88%ea&REF_NAME=%93%64%94%67%96%40%91%e6%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%6c%8d%80%91%e6%8e%4f%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000004000000003000000000
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法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る
外
国
法
人
等
の
割
合
（
一
の
外
国
法

人
等
が
占
め
る
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超

え
る
場
合
に
お
け
る
割
合
は
、
十
割
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
し
、
な
お

残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た
数
の
株

式
） 

二 

電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三

項
及
び
第
四
項
の
計
算
が
さ
れ
た
結
果
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
が
電

波
法
第
五
条
第
四
項
第
三
号
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場

合 

電
波
法
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
に

係
る
株
式
の
う
ち
、
超
過
議
決
権
部
分
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も

の
（
同
項
の
計
算
に
係
る
法
人
又
は
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該

法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る
外
国
法
人
等
の
割
合
に
応
じ
て
一
株

単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と

き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た
数
の
株
式
） 

 

２ 

そ
の
株
式
に
議
決
権
制
限
株
式
が
あ
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
外
国

人
等
議
決
権
割
合
が
五
分
の
一
未
満
と
な
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
に
議
決
権

制
限
株
式
が
あ
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
に
つ
い
て
前
条
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
な
お
外
国
人
等
議
決
権

割
合
が
五
分
の
一
未
満
と
な
る
場
合
は
、
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
の
議
決

権
制
限
株
式
は
、
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
五
分
の
一
以
上
と
な
ら
な
い
範

囲
内
で
、
議
決
権
制
限
株
式
と
な
つ
た
時
期
の
早
い
も
の
か
ら
順
に
、
議
決

権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
と
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
時
に
議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
た
も
の
が
二
以
上
あ
つ
て
、
当
該
株

式
を
有
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
同
時
に
議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
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た
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
議
決

権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一

株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
を
特
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

（
通
知
） 

 

第
百
九
条 

基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
は
、
法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
株
主
名
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
し
な
い
外
国
人
等
が
有
す
る
と
み
な

さ
れ
る
株
式
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
が
議
決
権
制
限
株
式
と
な
る
場
合

若
し
く
は
そ
の
議
決
権
制
限
株
式
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
と

な
る
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
を
有
す
る
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及

び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

株
主
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 

株
主
の
住
所 

 

三 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
株
式
の
数
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
株
式
の
数 

 

四 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
日
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
日 

 

 
 

（
公
告
） 

 

第
百
十
条 

法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第

五
項
の
公
告
は
、
会
社
の
定
款
で
定
め
る
公
告
の
方
法
に
よ
り
、
六
か
月
ご

と
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
五
項
た
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だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
五
と
す
る
。 

 
 

第
五
章 

一
般
放
送 

 

 
 

第
一
節 
登
録
等 

 

 
 

第
一
款 

登
録
一
般
放
送
事
業
者 

 

 
 

（
登
録
を
要
し
な
い
一
般
放
送
） 

 

第
百
十
一
条 

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
一

般
放
送
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。 

 

一 

衛
星
一
般
放
送 

 

二 

一
の
有
線
放
送
施
設
（
有
線
一
般
放
送
を
行
う
た
め
の
有
線
電
気
通
信

設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
引
込
端
子
の
数
が
五
〇
一
以
上
の

規
模
の
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
ラ
ジ
オ
放
送
（
法
第
六

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外

の
放
送 

 

２ 

前
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
引
込
端
子
に

つ
い
て
は
、
そ
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数

を
も
つ
て
そ
の
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
同
表
の
二
の
項
の
当
該
受
信
設
備

の
う
ち
、
一
の
構
内
（
そ
の
構
内
が
二
以
上
の
者
の
占
有
に
属
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
一
の
者
の
占
有
に
属
す
る
区
域
。
同
表
の
三
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の

受
信
設
備
と
み
な
す
。 
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一 

一
の
引
込
端
子
に
他
の
一
般

放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電

気
通
信
設
備
（
当
該
設
備
に
順

次
接
続
す
る
一
般
放
送
の
業
務

に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備

を
含
む
。
下
欄
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
接
続
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
一
の
引
込
端
子 

当
該
他
の
一
般
放
送
の
業
務
に
用

い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
引
込

端
子
の
数 

二 

一
の
引
込
端
子
に
二
以
上
の

受
信
設
備
を
接
続
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
一
の
引
込
端
子 

当
該
受
信
設
備
の
数 

三 

二
以
上
の
引
込
端
子
が
一
の

構
内
に
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
二
以
上
の
引
込
端
子 

一 

 
 

 

３ 

前
項
の
表
の
二
の
項
及
び
三
の
項
の
規
定
は
、
同
表
の
一
の
項
の
下
欄
に

掲
げ
る
引
込
端
子
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 
 

（
申
請
書
） 

 

第
百
十
二
条 

法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
別
表
第
二
十
八
号
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
登
録
一
般
放
送
の
種
類
） 

 

第
百
十
三
条 

法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
一
般

放
送
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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一 

衛
星
一
般
放
送 

 
イ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 
ロ 
ラ
ジ
オ
放
送 

 

ハ 

そ
の
他 

 

二 

有
線
一
般
放
送 

 

イ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

ロ 

そ
の
他 

 

 
 

（
添
付
書
類
） 

 

第
百
十
四
条 

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
法
第
百
二
十
八
条
第
一
号
か
ら
第

五
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
の
様
式
は
、
別
表
第
二
十

九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

別
表
第
三
十
号
の
様
式
に
よ
る
事
業
計
画
書 

 

二 

別
表
第
三
十
一
号
の
様
式
に
よ
る
一
般
放
送
の
業
務
を
適
確
に
遂
行
す

る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類 

 

三 

技
術
基
準
に
適
合
す
る
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設

備
を
権
原
に
基
づ
い
て
利
用
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

四 

他
の
放
送
事
業
者
の
放
送
を
受
信
し
こ
れ
を
再
放
送
を
す
る
場
合
（
有

線
一
般
放
送
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
一
条
の
再
放
送
の
同
意

に
関
す
る
事
項 

 

五 

有
線
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
設
置
に
関
し

必
要
と
さ
れ
る
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
二

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
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す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
（
以
下
「
道
路
の
占
用
の
許
可
」
と
い

う
。
）
そ
の
他
法
令
に
基
づ
く
処
分
又
は
所
有
者
等
の
承
諾
の
事
実
を
証

す
る
書
面
の
写
し 

 
 

（
不
適
法
な
申
請
書
等
） 

第
百
十
五
条 

法
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
登
録
及
び
法
第
百
三
十
条
第
一
項

の
変
更
登
録
の
申
請
書
又
は
添
付
書
類
が
不
適
法
（
違
式
な
記
載
を
含

む
。
）
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
申
請
者
に
訂
正
を
求
め
、
又
は
理

由
を
示
し
て
返
す
こ
と
が
あ
る
。 

 

 

 
 

（
業
務
の
開
始
等
の
届
出
） 

 

第
百
十
六
条 

法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
開
始
の
届
出

は
、
別
表
第
三
十
二
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
休
止
の
届
出
は
、
別
表

第
三
十
三
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
軽
微
な
変
更
） 

 

第
百
十
七
条 

法
第
百
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
軽
微

な
変
更
は
、
別
表
第
三
十
四
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

 
 

（
変
更
登
録
） 

 

第
百
十
八
条 

法
第
百
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
登
録
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
表
第
三
十
五
号
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
法
第
百
二
十
六

条
第
三
項
の
法
第
百
二
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
（
第
三
号
を
除
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く
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
第
百
十
四
条
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
総
務

大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
法
第
百
二
十
六
条
第
三
項
の
法
第
百
二
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
五

号
ま
で
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
の
様

式
は
、
別
表
第
二
十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

法
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
別
表
第
三
十
六

号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

第
二
款 

届
出
一
般
放
送
事
業
者 

 

 
 

（
届
出
書
） 

 

第
百
十
九
条 

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
表
第
三

十
七
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
届
出
一
般
放
送
の
種
類
） 

 

第
百
二
十
条 

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
一
般

放
送
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

 

有
線
一
般
放
送 

 

イ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

ロ 

ラ
ジ
オ
放
送 

 

⑴ 

共
同
聴
取
業
務
（
一
区
域
内
に
お
い
て
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ

れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
ラ
ジ
オ
放
送
（
当
該
放
送
の
電
波
に
重
畳

し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
、
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
影
像
又
は
信
号

を
送
る
放
送
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
信
し
こ
れ
を
有
線
電
気
通
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信
設
備
に
よ
つ
て
再
放
送
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

⑵ 

告
知
放
送
業
務
（
一
区
域
内
に
お
い
て
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
聴
取
さ

れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
音
声
そ
の
他
の
音
響
を
有
線
電
気
通
信
設

備
に
よ
つ
て
放
送
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 
ハ 

そ
の
他 

 

 
 

（
添
付
書
類
） 

第
百
二
十
一
条 

法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

業
務
の
開
始
の
予
定
の
期
日 

 

二 

編
集
の
基
準
、
放
送
時
間
そ
の
他
の
放
送
番
組
に
関
す
る
事
項
（
有
線

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
あ
つ
て
は
、
自
主
放
送
（
同
時
再
放
送
以
外
の
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
限

る
。
） 

 

三 

他
の
放
送
事
業
者
の
放
送
を
受
信
し
こ
れ
を
再
放
送
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
法
第
十
一
条
の
再
放
送
の
同
意
に
関
す
る
事
項 

 

四 

受
信
契
約
者
の
見
込
数 

 

五 

有
線
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
の
設
置
に
関
し

必
要
と
さ
れ
る
道
路
の
占
用
の
許
可
そ
の
他
法
令
に
基
づ
く
処
分
又
は
所

有
者
等
の
承
諾
の
事
実
を
証
す
る
書
面
の
写
し 

 

 
 

（
変
更
届
出
） 

 

第
百
二
十
二
条 

法
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
三
十
八
号
の
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
前
条
各
号

に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
添
え
て
、
総
務
大
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臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
た
に
道
路
の
占
用

の
許
可
そ
の
他
法
令
に
基
づ
く
処
分
又
は
所
有
者
等
の
承
諾
を
必
要
と
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
部
分
の
当
該
処
分
又
は
承
諾
の
事
実
を
証
す

る
書
面
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
三
款 
承
継
等 

 

 
 

（
承
継
の
届
出
） 

 

第
百
二
十
三
条 

法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
放
送
事
業
者

の
地
位
の
承
継
の
届
出
は
、
別
表
第
三
十
九
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。 

 

 
 

（
業
務
の
廃
止
等
の
届
出
） 

 

第
百
二
十
四
条 

法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
廃
止
の
届

出
は
、
別
表
第
四
十
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
届
出
は
、
別
表
第
四
十

一
号
の
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

第
二
節 

一
般
放
送
の
電
気
通
信
設
備 

 

 
 

第
一
款 

設
備
の
損
壊
又
は
故
障
の
対
策
に
関
す
る
技
術
基
準 

 

 
 

【
別
途
意
見
公
募
を
行
う
も
の
】 

 

 
 

第
二
款 

設
備
の
報
告
等 
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（
放
送
の
停
止
等
の
報
告
） 

第
百
二
十
五
条 

法
第
百
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
報
告
を
要
す
る
事
由
が
発
生
し
た
後
速
や
か
に
そ
の
発
生
日
時
及
び
場

所
、
概
要
、
理
由
又
は
原
因
、
措
置
模
様
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
に
つ
い

て
適
当
な
方
法
に
よ
り
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
報
告
書

を
、
報
告
を
要
す
る
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

衛
星
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備 

別
表
第
四
十

二
の
一
号
の
様
式 

 

二 

有
線
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備 

別
表
第
四
十

二
の
二
号
の
様
式 

 

 
 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

 

第
百
二
十
六
条 

法
第
百
三
十
七
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。 

 

一 

衛
星
一
般
放
送
の
場
合 

一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信

設
備
に
起
因
し
て
当
該
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部

又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二

時
間
以
上
の
も
の 

 

二 

有
線
一
般
放
送
の
場
合 

一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信

設
備
に
起
因
し
て
当
該
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
の
全
部

又
は
一
部
を
停
止
さ
せ
た
事
故
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
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も
の 

イ 
当
該
放
送
の
停
止
を
受
け
た
利
用
者
の
数
が
三
万
以
上
の
も
の 

 
ロ 
当
該
放
送
の
停
止
時
間
が
二
時
間
以
上
の
も
の 

 

 
 

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

 

第
百
二
十
七
条 

法
第
百
三
十
九
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
別
表
第
四
十
三
号

の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
設
備
に
関
す
る
報
告
） 

 

第
百
二
十
八
条 

登
録
一
般
放
送
事
業
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年

四
月
一
日
か
ら
当
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ

る
電
気
通
信
設
備
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
報
告
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

衛
星
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備 

別
表
第
四
十

四
号
の
様
式 

 

二 

有
線
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備 
別
表
第
四
十

四
号
の
二
の
様
式 

 

 
 

第
三
節 

業
務
等 

 

 
 

第
一
款 

再
放
送 

 

 
 

（
指
定
に
係
る
区
域
） 

 

第
百
二
十
九
条 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
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に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
区
域
と
す

る
。 

一 
受
信
障
害
区
域
（
そ
の
属
す
る
都
道
府
県
を
放
送
対
象
地
域
と
す
る
地

上
基
幹
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
限
る
。
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て

同
じ
。
）
）
の
受
信
障
害
が
発
生
し
て
い
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
内
の
み
に
お
い
て
、
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
放

送
（
以
下
「
義
務
再
放
送
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合 

当
該
受
信
障
害

区
域 

 

二 

受
信
障
害
区
域
の
属
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
と
す
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
た
め
の
有
線
電
気
通
信
設
備
と
一
体
と
し
て

当
該
受
信
障
害
区
域
に
設
置
さ
れ
た
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
義
務

再
放
送
を
行
う
場
合 

当
該
受
信
障
害
区
域
の
属
す
る
市
町
村
に
隣
接
す

る
市
町
村
の
区
域
及
び
当
該
受
信
障
害
区
域 

 

三 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。
） 

当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
区
域
が
属
す
る
市
町
村

の
区
域 

 

２ 

市
町
村
の
合
併
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
に

お
け
る
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
市
町
村
の
区
域
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
の
際
現
に
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
つ
て
い
る
区
域
の
属
す
る

合
併
関
係
市
町
村
（
市
町
村
の
合
併
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
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六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
合
併
関
係
市
町

村
」
を
い
う
。
）
の
区
域
」
と
す
る
。 

 
 

（
指
定
再
放
送
事
業
者
の
指
定
に
関
す
る
基
準
） 

 

第
百
三
十
条 
総
務
大
臣
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
（
登
録
一
般

放
送
事
業
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
指
定
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
が
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

 

イ 

法
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
て
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ロ 

法
第
百
三
条
第
一
項
又
は
第
百
四
条
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定

に
よ
り
認
定
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過

し
な
い
者 

 

ハ 

電
波
法
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
第
七
十
六
条
第
四
項
（
第
四
号
を

除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
基
幹
放
送
局
の
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
そ

の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ニ 

第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
を
受
け
、
そ

の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ホ 

法
人
又
は
団
体
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
が
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
も
の 

 

ヘ 

一
般
放
送
の
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
有

し
な
い
者 
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ト 

法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合

す
る
一
般
放
送
の
業
務
に
用
い
ら
れ
る
電
気
通
信
設
備
を
権
原
に
基
づ

い
て
利
用
で
き
な
い
者 

 
二 

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
が
現
に
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
区
域
の
全
部
又
は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
（
法
第
百
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
法

第
百
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区

域
の
全
部
又
は
大
部
分
に
お
い
て
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
こ
と

に
関
し
有
線
電
気
通
信
設
備
の
設
置
計
画
が
合
理
的
で
あ
り
、
か
つ
、
そ

の
実
施
が
確
実
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
。 

 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
の

指
定
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
へ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
の
基
準
に
適
合
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の
提
出
及
び
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
市
町

村
の
区
域
を
勘
案
し
て
定
め
る
区
域
を
明
ら
か
に
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

４ 

総
務
大
臣
は
、
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
し
た
と
き

は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

５ 

前
各
項
の
規
定
は
、
指
定
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 
 

（
指
定
再
放
送
事
業
者
の
公
示
） 

 

第
百
三
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
有
線
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テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
を
指
定
し
た
場
合
（
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
の
変
更
を
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報

で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
を
取
り
消
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
つ
た
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。 

一 

指
定
再
放
送
事
業
者
（
法
第
百
四
十
条
第
二
項
の
指
定
再
放
送
事
業
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 

指
定
番
号
及
び
指
定
の
年
月
日 

 

三 

当
該
指
定
に
係
る
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
市
町
村
の
区
域
を
勘
案
し

て
定
め
る
区
域 

 

 
 

（
義
務
再
放
送
を
要
し
な
い
場
合
） 

 

第
百
三
十
二
条 

法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
と
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
こ
の

場
合
、
義
務
再
放
送
を
要
し
な
い
地
上
基
幹
放
送
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
の
放
送
事
業
者
の
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

指
定
再
放
送
事
業
者
が
、
そ
の
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
、
同
時

再
放
送
以
外
の
方
法
で
当
該
義
務
再
放
送
に
係
る
一
の
放
送
事
業
者
の
地

上
基
幹
放
送
の
す
べ
て
の
放
送
番
組
に
変
更
を
加
え
な
い
で
当
該
地
上
基

幹
放
送
と
同
時
に
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
場
合 

 

二 

技
術
的
理
由
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
受
信
障
害
区
域

内
の
み
に
限
つ
て
義
務
再
放
送
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
受
信
障
害
区
域
以
外
の
区
域
に
お
け
る
再
放
送
に
つ
い
て
の
同

意
が
得
ら
れ
な
い
場
合 

 

三 

指
定
再
放
送
事
業
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
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よ
り
、
受
信
障
害
区
域
の
一
部
の
区
域
に
お
い
て
義
務
再
放
送
を
行
う
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
当
該
義
務
再
放

送
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合 

 
 

（
契
約
約
款
の
届
出
） 

 

第
百
三
十
三
条 

法
第
百
四
十
条
第
二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別

表
第
四
十
五
号
の
様
式
の
届
出
書
に
契
約
約
款
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、

契
約
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

 
 

（
指
定
の
取
消
し
等
） 

 

第
百
三
十
四
条 

総
務
大
臣
は
、
指
定
再
放
送
事
業
者
が
第
百
三
十
条
第
一
項

各
号
（
第
一
号
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た

認
め
る
と
き
は
、
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

第
百
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
再
放
送
事
業

者
の
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
同
項
第
一
号
へ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
項
第
二

号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

指
定
再
放
送
事
業
者
が
法
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消

さ
れ
た
と
き
、
又
は
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
廃
止

を
届
け
出
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
は
、
効
力
を
失
う
。 

 

 
 

第
二
款 

裁
定 

 

 
 

（
裁
定
の
申
請
） 
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第
百
三
十
五
条 

法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
は
、

別
表
第
四
十
六
号
の
様
式
の
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
意
見
書
） 

 

第
百
三
十
六
条 
法
第
百
四
十
四
条
第
二
項
の
意
見
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

意
見
書
を
提
出
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
の
氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ

つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所 

 

二 

法
第
百
四
十
四
条
第
一
項
本
文
の
同
意
を
し
な
い
理
由 

 

三 

協
議
の
経
過
（
協
議
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
具
体
的
事
情
） 

 

四 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項 

 

 
 

（
裁
定
の
通
知
） 

 

第
百
三
十
七
条 

法
第
百
四
十
四
条
第
六
項
の
通
知
は
、
裁
定
書
の
謄
本
を
添

付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

第
三
款 

雑
則 

 

 
 

（
受
信
契
約
者
数
の
記
録
の
提
出
） 

 

第
百
三
十
八
条 

一
般
放
送
事
業
者
は
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
四
月

一
日
か
ら
当
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
お
け
る
受
信
契
約
者
数
を

簡
明
に
記
載
し
た
記
録
を
、
速
や
か
に
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
に
お
い
て
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は

記
録
の
提
出
又
は
記
載
事
項
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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（
事
業
計
画
書
の
変
更
等
） 

 
第
百
三
十
九
条 

登
録
一
般
放
送
事
業
者
は
、
第
百
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に

規
定
す
る
事
業
計
画
書
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

一
般
放
送
事
業
者
（
同
時
再
放
送
の
み
を
行
う
届
出
一
般
放
送
事
業
者
を

除
く
。
）
は
、
一
般
放
送
の
業
務
を
行
う
事
業
の
決
算
期
ご
と
に
、
そ
の
事

業
収
支
の
結
果
及
び
計
算
書
類
（
届
出
一
般
放
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
事

業
収
支
の
結
果
に
限
る
。
）
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
検
査
職
員
の
証
明
書
） 

 

第
百
四
十
条 

法
第
百
四
十
五
条
第
五
項
の
証
明
書
は
、
別
表
第
四
十
七
号
の

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

第
六
章 

有
料
放
送 

 

 
 

第
一
節 

有
料
放
送
事
業
者 

 

 
 

（
有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
の
届
出
） 

 

第
百
四
十
一
条 

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
表
第
四
十
八
号
の
様
式
の
届
出
書
に
有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
（
変
更
の

届
出
の
場
合
は
、
有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
添
え
て
、
総

務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
に
は
、

少
な
く
と
も
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

役
務
に
関
す
る
料
金 
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二 

国
内
受
信
者
に
金
銭
（
役
務
に
関
す
る
料
金
を
除
く
。
）
を
負
担
さ
せ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
内
容
及
び
負
担
額 

 
三 
有
料
放
送
事
業
者
及
び
そ
の
国
内
受
信
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
内
受
信
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重

要
な
関
係
を
有
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項 

 

五 

実
施
し
よ
う
と
す
る
期
日 

 

 
 

（
有
料
基
幹
放
送
契
約
約
款
の
公
表
） 

 

第
百
四
十
二
条 

法
第
百
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
料
基
幹
放
送
契

約
約
款
の
公
表
は
、
そ
の
実
施
の
日
か
ら
、
放
送
事
業
者
の
事
務
所
に
お
い

て
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
有
料
放
送
業
務
の
休
廃
止
に
関
す
る
周
知
） 

第
百
四
十
三
条 

法
第
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
有

料
放
送
の
国
内
受
信
者
が
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
都

度
、
当
該
有
料
放
送
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
有
料

放
送
の
役
務
を
提
供
す
る
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら

か
じ
め
相
当
な
期
間
を
置
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、

有
料
放
送
の
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る

旨
を
知
れ
た
る
有
料
放
送
の
国
内
受
信
者
に
対
し
て
適
切
に
周
知
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

訪
問 

 

二 

電
話 

 

三 

郵
便
、
信
書
便
、
電
報
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
書
面
の
送
付 
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四 

電
子
メ
ー
ル
の
送
信 

 
五 
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
有
料
放
送
の
国
内
受
信
者
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
で
あ

つ
て
有
料
放
送
の
国
内
受
信
者
が
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
有

料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
際
に
当
該
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
情
報
が

表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の 

 

 
 

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

 

第
百
四
十
四
条 

法
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
説
明
は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
説
明
事
項
」
と
い
う
。
）
を
わ
か
り
や
す

く
記
載
し
た
書
面
（
カ
タ
ロ
グ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
含
む
。
第
六
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
有
料
放

送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
に
了
解
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

電
子
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
電
子
メ
ー
ル
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に

よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

 

二 

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
説
明
事
項
を
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
者
が
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
を
出
力

す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

 

三 

有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
フ
ァ
イ
ル
の
記
録

を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
込
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者
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
た
説
明
事
項
を
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
閲
覧
に
供

す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
説
明
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
説
明
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
そ
の
者
に
交
付
す
る
も
の
又
は
申
込
者
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録

が
さ
れ
た
説
明
事
項
を
、
当
該
申
込
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
か
ら

起
算
し
て
三
月
間
、
消
去
し
、
若
し
く
は
改
変
で
き
な
い
も
の 

四 

磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
の
記
録
媒
体
に
説
明

事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法 

 

五 

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
に
よ
る
広
告
に
説

明
事
項
を
表
示
す
る
方
法 

 

六 

電
話
に
よ
り
説
明
事
項
を
告
げ
る
方
法
（
説
明
を
し
た
後
、
遅
滞
な

く
、
説
明
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
者
に
交
付
す
る
場
合
等
に
限

る
。
） 

 

２ 

法
第
百
五
十
条
に
規
定
す
る
有
料
放
送
の
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の

提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
は
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の

締
結
又
は
そ
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
、

少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

有
料
放
送
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 

有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又

は
代
理
（
以
下
「
代
理
等
」
と
い
う
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下

「
契
約
代
理
業
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関

す
る
契
約
の
代
理
等
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
契
約

代
理
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

三 

有
料
放
送
事
業
者
の
電
話
番
号
、
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連

絡
先
及
び
電
話
に
よ
る
連
絡
先
に
あ
つ
て
は
苦
情
及
び
問
合
せ
に
応
じ
る
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時
間
帯 

四 
契
約
代
理
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
契
約
代
理
業
者
の
電
話
番
号
、
電

子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
そ
の
他
の
連
絡
先
及
び
電
話
に
よ
る
連
絡
先
に
あ
つ

て
は
苦
情
及
び
問
合
せ
に
応
じ
る
時
間
帯
（
有
料
放
送
事
業
者
が
、
当
該

契
約
代
理
業
者
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
の
苦
情
及
び
問
合
せ
を
処
理
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
） 

 

五 

提
供
さ
れ
る
有
料
放
送
の
役
務
の
内
容
（
名
称
及
び
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
所
並
び
に
災
害
放
送
に
係
る
制
限
、
対
象
と
す
る
受
信
者

層
を
限
定
す
る
た
め
の
制
限
そ
の
他
の
当
該
有
料
放
送
の
役
務
の
利
用
に

関
す
る
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
含
む
。
） 

 

六 

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
料
金 

 

七 

前
号
に
掲
げ
る
料
金
に
含
ま
れ
て
い
な
い
経
費
で
あ
つ
て
有
料
放
送
の

役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
が
通
常
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
内
容 

 

八 

前
二
号
に
掲
げ
る
料
金
そ
の
他
の
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
期
間
を
限

定
し
て
減
免
す
る
と
き
は
、
当
該
減
免
の
実
施
期
間
そ
の
他
の
条
件 

 

九 

有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
か
ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
変

更
又
は
解
除
の
連
絡
先
及
び
方
法 

 

十 

次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
の
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
か

ら
の
申
出
に
よ
る
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
条
件
等
に
関
す
る
定
め
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
内
容 

 

イ 

契
約
の
変
更
又
は
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
制
限
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
内
容 

 

ロ 

契
約
の
変
更
又
は
解
除
に
伴
う
違
約
金
の
支
払
に
関
す
る
定
め
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
内
容 
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ハ 

契
約
の
変
更
又
は
解
除
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
有
料
放
送
の
役
務

の
提
供
の
た
め
に
有
料
放
送
事
業
者
又
は
契
約
代
理
事
業
者
が
貸
与
し

た
受
信
設
備
の
返
還
又
は
引
取
り
に
要
す
る
経
費
を
有
料
放
送
の
役
務

の
提
供
を
受
け
る
者
が
負
担
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容 

 
３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
度
、
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
と
な
る
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
又
は
そ
の
代
理

等
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

４ 

法
第
百
五
十
条
の
規
定
は
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の

締
結
の
う
ち
提
供
条
件
の
変
更
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
限
り
適
用
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
説
明
は
当

該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
関
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
有
料
放
送

の
役
務
に
関
す
る
提
供
条
件
（
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）

を
変
更
す
る
場
合 

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
し
よ
う
と

す
る
も
の 

 

二 

有
料
放
送
事
業
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
有
料
放
送
の
役
務
に
関
す
る
提

供
条
件
（
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
を
変
更
す
る
場
合
で

あ
つ
て
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
料
金
の
値
上
げ
そ
の
他
当

該
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
に
と
つ
て
提
供
条
件
が
不
利
と

な
る
も
の 

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
変
更
し
よ
う
と
す
る
も

の 

 

 
 

第
二
節 

有
料
放
送
管
理
業
務 
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（
有
料
放
送
事
業
者
の
数
） 

 
第
百
四
十
五
条 

法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
有
料
放
送

事
業
者
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

数
と
す
る
。 

 

一 

衛
星
基
幹
放
送
又
は
衛
星
一
般
放
送
を
行
う
有
料
放
送
事
業
者
の
た
め

に
有
料
放
送
管
理
業
務
（
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放

送
管
理
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合 

十 

 

二 

有
線
一
般
放
送
を
行
う
有
料
放
送
事
業
者
の
た
め
に
有
料
放
送
管
理
業

務
を
行
う
場
合 

十 

 

 
 

（
有
料
放
送
管
理
業
務
の
届
出
） 

 

第
百
四
十
六
条 

法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
別
表
第
四
十
九
号
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
別
表
第
五
十
号
の
様
式
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

第
百
四
十
七
条 

法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
有
料
放
送
管
理
業
務
に
係
る
有
料
放
送
事
業
者
に
関
す
る
事
項
と
す

る
。 

 

 
 

（
変
更
の
届
出
） 

 

第
百
四
十
八
条 

法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
別
表
第
五
十
一
号
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。 
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２ 

前
項
の
届
出
書
に
は
、
別
表
第
五
十
号
の
様
式
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
承
継
の
届
出
） 

 

第
百
四
十
九
条 
法
第
百
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
別
表
第
五
十
二
号
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

 
 

（
業
務
の
廃
止
等
の
届
出
） 

 

第
百
五
十
条 

法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
別
表
第
五
十
三
号
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
百
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
表
第
五
十
四
号
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

 
 

（
有
料
放
送
管
理
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
運
営
に
関
す
る
措
置
） 

 

第
百
五
十
一
条 

有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
有
料
放
送
管
理
業
務
（
こ
れ
に

密
接
に
関
連
す
る
業
務
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
、
次

に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

国
内
受
信
者
（
受
信
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
し
、
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
係
る
契
約
の
相
手
方
及
び

料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
並
び
に
そ
の
変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
措

置 

 

二 

国
内
受
信
者
の
苦
情
及
び
問
合
せ
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
措
置 
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三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
有
料
放
送
管
理
業
務
の
適
正
か
つ
確

実
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

 
２ 

有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
含
む
業
務
の
実

施
方
針
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

有
料
放
送
管
理
事
業
者
は
、
前
項
の
実
施
方
針
を
策
定
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。 

 

 
 

第
七
章 

認
定
放
送
持
株
会
社 

 

 
 

（
子
会
社
で
あ
る
基
幹
放
送
事
業
者
に
準
ず
る
も
の
） 

（
子
会
社
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
に
準
ず
る
も
の
） 

第
百
五
十
二
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
百
六
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
申
請
対
象

会
社
（
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
た
会
社
又
は
当
該
認

定
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
子
会
社
（
法
第

百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る

基
幹
放
送
事
業
者
に
準
ず
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
三
号
（
法
第
五

十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省

令
で
定
め
る
申
請
対
象
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
の
認
定
の
申

請
を
し
た
会
社
又
は
当
該
認
定
を
受
け
て
設
立
さ
れ
る
会
社
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
子
会
社
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
に
準
ず
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
者
と
す
る
。 

一 

関
連
会
社
（
申
請
対
象
会
社
が
そ
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
、
百

分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
会
社
を
い
い
、

関
連
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

る
基
幹
放
送
事
業
者 

一 

関
連
会
社
（
申
請
対
象
会
社
が
そ
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
、
百

分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
会
社
を
い
い
、

関
連
会
社
と
な
る
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ

る
一
般
放
送
事
業
者 

二 

子
会
社
等
（
子
会
社
又
は
関
連
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者 

二 
子
会
社
等
（
子
会
社
又
は
関
連
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
第
三
条

第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
事
業
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者
」
と
い
う
。
） 

 

三 

子
会
社
等
で
あ
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律

第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
有
線
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
） 

 

四 

子
会
社
等
で
あ
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
届
出
を

し
た
者
（
以
下
「
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
う
者
」
と
い
う
。
） 

三 

主
と
し
て
基
幹
放
送
事
業
者
（
一
般
放
送
事
業
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
設
備
そ
の
他
の
資

産
を
賃
貸
等
す
る
業
務
そ
の
他
の
主
と
し
て
基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
の

業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
子
会
社
等 

五 

主
と
し
て
一
般
放
送
事
業
者
（
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
事
業
者
、
有

線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
事
業
者
及
び
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
を
行
う
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す

る
設
備
そ
の
他
の
資
産
を
賃
貸
等
す
る
業
務
そ
の
他
の
主
と
し
て
一
般
放

送
事
業
者
の
放
送
の
業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
子
会
社
等 

四 

子
会
社
で
あ
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者 

 

 
 

（
資
産
の
合
計
方
法
） 

（
資
産
の
合
計
方
法
） 

第
百
五
十
三
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
三
号
（
法
第
百
六
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

る
資
産
の
合
計
金
額
は
、
申
請
対
象
会
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
（
当
該
申

請
対
象
会
社
が
そ
の
設
立
後
最
初
の
事
業
年
度
を
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
申
請
対
象
会
社
の
成
立
時
の
貸
借
対
照
表
）
に
よ
る
資
産

の
合
計
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
当
該
貸
借
対
照
表

に
係
る
事
業
年
度
終
了
の
日
（
当
該
会
社
が
そ
の
設
立
後
最
初
の
事
業
年
度

を
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
会
社
の
成
立
時
）
後
に
お
い

て
募
集
株
式
の
発
行
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
る
株
式
の
交
付
、
社
債
の

発
行
、
株
式
交
換
、
合
併
、
会
社
分
割
、
事
業
譲
受
け
、
事
業
譲
渡
そ
の
他

第
十
七
条
の
二
十
八
の
三 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
三
号
（
法
第
五

十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省

令
で
定
め
る
方
法
に
よ
る
資
産
の
合
計
金
額
は
、
申
請
対
象
会
社
の
最
終
の

貸
借
対
照
表
（
当
該
申
請
対
象
会
社
が
そ
の
設
立
後
最
初
の
事
業
年
度
を
終

了
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
対
象
会
社
の
成
立
時
の
貸
借

対
照
表
）
に
よ
る
資
産
の
合
計
金
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
と

し
、
当
該
貸
借
対
照
表
に
係
る
事
業
年
度
終
了
の
日
（
当
該
会
社
が
そ
の
設

立
後
最
初
の
事
業
年
度
を
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
会
社

の
成
立
時
）
後
に
お
い
て
募
集
株
式
の
発
行
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
る

株
式
の
交
付
、
社
債
の
発
行
、
株
式
交
換
、
合
併
、
会
社
分
割
、
事
業
譲
受
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当
該
会
社
の
資
産
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
総

資
産
の
額
の
変
動
を
加
え
又
は
除
い
た
額
と
す
る
。 

け
、
事
業
譲
渡
そ
の
他
当
該
会
社
の
資
産
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
総
資
産
の
額
の
変
動
を
加
え
又
は
除
い
た
額
と
す
る
。 

一 
放
送
の
業
務
（
前
条
第
三
号
の
放
送
の
業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務

を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
設
備
そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
又
は
無
形
固

定
資
産
の
合
計
金
額 

一 

放
送
の
業
務
（
前
条
第
五
号
の
放
送
の
業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務

を
含
む
。
）
の
用
に
供
す
る
設
備
そ
の
他
の
有
形
固
定
資
産
又
は
無
形
固

定
資
産
の
合
計
金
額 

二 

子
会
社
等
で
な
い
者
に
係
る
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
合
計
金
額 

二 

（
同
上
） 

三 

子
会
社
で
あ
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

貸
付
金
の
合
計
金
額 

三 

子
会
社
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
及
び
前
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

貸
付
金
の
合
計
金
額 

 
 

（
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
） 

（
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
） 

第
百
五
十
四
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
ロ
（
法
第
百
六
十
五
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
間
接
に
占
め
ら
れ

る
議
決
権
の
割
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
一
の
同
号
ロ
⑴
に

掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
条
に
お
い
て
「
外
国
法
人
等
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
会
社
又

は
認
定
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
会
社
（
以
下
「
認
定
放
送
持
株
会
社
」
と
い

う
。
）
（
申
請
対
象
会
社
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
放
送
持

株
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
議
決
権
の
割
合
の
十
分
の
一
以
上
を
占
め
る
同

号
ロ
⑵
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
資
系
日
本
法
人
」
と
い

う
。
）
が
直
接
占
め
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
の
割
合
に
、
当
該

外
国
法
人
等
が
占
め
る
外
資
系
日
本
法
人
の
議
決
権
の
割
合
（
十
分
の
一
以

上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合

と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
外
資
系
日
本
法
人
の
議
決

権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
外
資
系
日
本
法
人
に
係
る

間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
は
、
当
該
外
資
系
日
本
法
人
が
占
め
る

第
十
七
条
の
二
十
八
の
四 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
ロ
（
法
第

五
十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合

は
、
一
の
同
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
の
二
十
八

の
十
八
に
お
い
て
「
外
国
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
二

条
の
三
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
会
社
又
は
認
定
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た

会
社
（
以
下
「
認
定
放
送
持
株
会
社
」
と
い
う
。
）
（
申
請
対
象
会
社
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
放
送
持
株
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
議

決
権
の
割
合
の
十
分
の
一
以
上
を
占
め
る
同
号
ロ
⑵
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
外
資
系
日
本
法
人
」
と
い
う
。
）
が
直
接
占
め
る
認
定
放

送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
の
割
合
に
、
当
該
外
国
法
人
等
が
占
め
る
外
資
系

日
本
法
人
の
議
決
権
の
割
合
（
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

割
合
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し
た
割
合
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
外
国

法
人
等
が
占
め
る
外
資
系
日
本
法
人
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
外
資
系
日
本
法
人
に
係
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
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認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
の
割
合
と
す
る
。 

割
合
は
、
当
該
外
資
系
日
本
法
人
が
占
め
る
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決

権
の
割
合
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
外
資
系
日
本
法
人
に
つ
き
外
国
法
人
等
が

二
以
上
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
う
ち
一
の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
当
該

外
資
系
日
本
法
人
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、
他
の

外
国
法
人
等
に
つ
い
て
当
該
一
の
外
資
系
日
本
法
人
に
係
る
計
算
を
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

一
の
外
国
法
人
等
が
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
を
有
す
る
二
以
上

の
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
議
決
権

の
割
合
の
全
部
又
は
一
部
が
十
分
の
一
未
満
で
あ
る
た
め
に
前
二
項
の
規
定

に
よ
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
が
な
い
と
き
に
、
当
該
一
の
外

国
法
人
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
議
決
権
の
割
合
を
用
い
て
前
二
項
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
結
果
が
十
分
の
一
以
上
と
な
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
計
算
し
た
結
果
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割

合
と
す
る
。 

３ 

（
同
上
） 

４ 

認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を

有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
そ
の
子
会
社
等
（
議
決
権
の
二
分
の
一
を
超
え
る

割
合
を
一
の
法
人
又
は
団
体
に
占
め
ら
れ
る
法
人
又
は
団
体
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
一
の
外
国
法
人
等
が
あ
る
場
合
（
当
該

一
の
外
国
法
人
等
の
子
会
社
等
が
、
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
を
有

す
る
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
で
な
い
場
合
で
あ

つ
て
、
当
該
子
会
社
等
が
子
会
社
等
で
あ
る
他
の
法
人
又
は
団
体
を
通
じ
て

当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権

を
有
す
る
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
を

有
す
る
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
当
該
一
の
外

４ 

（
同
上
） 
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国
法
人
等
と
み
な
し
て
前
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５ 
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
が
、
同
項
若

し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す

る
請
求
若
し
く
は
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ

り
算
出
さ
れ
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
を
確
認
し
、
又
は
法
第

百
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す

る
認
定
放
送
持
株
会
社
が
、
同
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
株
式
以
外
の
株
式
を
特
定
す
る
た
め
、
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権

を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
（
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
の
十
分
の
一

以
上
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織

（
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
照
会
を
受
け
る
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
）
の
使
用
に
よ
り
、
そ
の
者
に
占
め
る
一
の
外
国
法
人
等

の
議
決
権
の
割
合
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
照
会
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
法
人
又
は
団
体
が
当
該
照
会
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
営
業
日
以

内
に
そ
の
回
答
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
占
め
る
こ

れ
ら
の
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る

議
決
権
の
割
合
と
し
て
第
一
項
の
計
算
を
す
る
。 

５ 
 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社

が
、
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
八

第
二
項
に
規
定
す
る
請
求
若
し
く
は
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
第
一
項

及
び
第
二
項
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
を
確

認
し
、
又
は
法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

十
二
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
が
、
同
項
に
規
定
す

る
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
以
外
の
株
式
を
特
定
す
る
た
め
、
認

定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
（
認
定
放
送
持
株

会
社
等
の
議
決
権
の
十
分
の
一
以
上
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
書

面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
と
照
会
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回

線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
の
使
用
に
よ
り
、
そ
の
者

に
占
め
る
一
の
外
国
法
人
等
の
議
決
権
の
割
合
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
照

会
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
又
は
団
体
が
当
該
照
会
を
受
け
た
日

か
ら
起
算
し
て
七
営
業
日
以
内
に
そ
の
回
答
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
当
該

法
人
又
は
団
体
の
占
め
る
こ
れ
ら
の
認
定
放
送
持
株
会
社
等
の
議
決
権
の
す

べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
と
し
て
第
一
項
の
計
算
を
す

る
。 

６ 

認
定
放
送
持
株
会
社
等
は
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
計
算

を
す
る
べ
き
事
実
が
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
総

務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
計

算
は
当
該
報
告
を
し
た
日
に
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

６ 

（
同
上
） 

 
 

第
百
五
十
五
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
ロ
⑵
（
法
第
百
六
十
五
条

第
十
七
条
の
二
十
八
の
五 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
ロ
⑵
（
法
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第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合

は
、
前
条
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総

務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
前
条
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

（
申
請
書
） 

（
申
請
書
） 

第
百
五
十
六
条 
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、

別
表
第
五
十
五
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
六 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請

書
の
様
式
は
、
別
表
第
十
九
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

（
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

（
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

第
百
五
十
七
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
七 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
三
項
第
四
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

申
請
対
象
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
概
要
に
関
す
る
事
項 

一 

（
同
上
） 

二 

申
請
対
象
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
基
幹
放
送
事
業
者
（
第
百
五
十
二
条

に
規
定
す
る
申
請
対
象
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
基
幹
放
送
事
業
者
に
準
ず

る
も
の
を
含
む
。
次
条
及
び
第
百
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
株
式

の
取
得
価
額
の
合
計
額
の
総
資
産
の
額
に
対
す
る
割
合
に
関
す
る
事
項 

二 

申
請
対
象
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
（
第
十
七
条
の
二

十
八
の
二
に
規
定
す
る
申
請
対
象
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
一
般
放
送
事
業

者
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
次
条
及
び
第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
二
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
株
式
の
取
得
価
額
の
合
計
額
の
総
資
産
の
額
に
対
す
る

割
合
に
関
す
る
事
項 

三 

申
請
対
象
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
事
業
収
支
の
見
積
り 

三 

（
同
上
） 

四 

主
た
る
株
主
及
び
そ
の
議
決
権
の
数 

四 

（
同
上
） 

五 

役
員
に
関
す
る
事
項 

五 

（
同
上
） 

 
 

（
添
付
書
類
等
） 
（
添
付
書
類
等
） 

第
百
五
十
八
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出

す
る
事
業
計
画
書
に
は
、
別
表
五
十
六
号
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
八 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
総

務
大
臣
に
提
出
す
る
事
業
計
画
書
に
は
、
別
表
第
二
十
号
の
様
式
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

資
本
又
は
出
資
に
関
す
る
事
項 

一 

（
同
上
） 
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二 

子
会
社
の
株
式
の
取
得
そ
の
他
申
請
対
象
会
社
の
事
業
に
要
す
る
資
金

及
び
そ
の
調
達
の
方
法 

二 

（
同
上
） 

三 
子
会
社
以
外
の
会
社
に
対
す
る
出
資
の
状
況 

三 

（
同
上
） 

２ 

法
第
百
五
十
九
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
申
請
対
象
会

社
及
び
そ
の
子
会
社
の
定
款
又
は
登
記
事
項
証
明
書
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
申
請
対

象
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
定
款
又
は
登
記
事
項
証
明
書
と
す
る
。 

 
 

（
不
適
法
な
申
請
書
等
） 

（
不
適
法
な
申
請
書
等
） 

第
百
五
十
九
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
書
又
は
添
付
書
類

が
不
適
法
（
違
式
な
記
載
を
含
む
。
）
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

同
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い

う
。
）
に
訂
正
を
求
め
、
又
は
理
由
を
示
し
て
返
す
こ
と
が
あ
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
九 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
の
認
定
の
申
請
書

又
は
添
付
書
類
が
不
適
法
（
違
式
な
記
載
を
含
む
。
）
な
も
の
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
申

請
者
」
と
い
う
。
）
に
訂
正
を
求
め
、
又
は
理
由
を
示
し
て
返
す
こ
と
が
あ

る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
認
定
以
外
の
認
定
放
送
持
株
会
社
に
関
す
る
申

請
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
の
認
定
以
外
の
認
定
放
送
持
株
会
社
に
関
す

る
申
請
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

 
 

（
認
定
等
の
拒
否
の
通
知
） 

（
認
定
等
の
拒
否
の
通
知
） 

第
百
六
十
条 

法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
申
請

者
に
対
し
そ
の
旨
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
通
知
す
る
。 

 
第
十
七
条
の
二
十
八
の
十 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
の
認
定
を
拒
否
し

た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
そ
の
旨
の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
も
つ
て
通

知
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
認
定
以
外
の
認
定
放
送
持
株
会
社
に
関
す
る
申

請
に
つ
い
て
の
拒
否
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

２ 
前
項
の
規
定
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
の
認
定
以
外
の
認
定
放
送
持
株
会
社
に
関
す

る
申
請
に
つ
い
て
の
拒
否
の
場
合
に
準
用
す
る
。 
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（
認
定
証
の
交
付
） 

（
認
定
証
の
交
付
） 

第
百
六
十
一
条 

総
務
大
臣
は
、
法
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と

き
は
、
別
表
第
五
十
七
号
の
様
式
の
認
定
証
を
交
付
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
一 

総
務
大
臣
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項

の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
別
表
第
二
十
一
号
の
様
式
の
認
定
証
を
交
付
す

る
。 

 
 

（
事
業
計
画
書
の
変
更
） 

 

第
百
六
十
二
条 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
百
五
十
九
条
第
四
項
に
規
定

す
る
事
業
計
画
書
に
つ
い
て
、
資
本
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
と
き
は
、

別
表
第
五
十
六
号
の
様
式
に
変
更
後
の
現
状
を
記
載
し
、
変
更
箇
所
に
※
印

を
付
し
、
備
考
欄
又
は
余
白
に
変
更
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
事
業
計
画
書
の
公
表
等
） 

（
事
業
計
画
書
の
公
表
等
） 

第
百
六
十
三
条 

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
二 

総
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
。 

一 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
名
称 

一 

（
同
上
） 

二 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
基
幹
放
送
事
業
者
の
名
称 

二 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
の
名
称 

 
 

（
認
定
証
の
訂
正
） 

 

第
百
六
十
四
条 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
第
百
六
十
一
条
の
認
定
証
に
記
載

し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
証
を
総
務
大
臣
に
提
出

し
、
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
訂
正
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
事
由
及

び
訂
正
す
べ
き
箇
所
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
新
た
な
認
定
証
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の
交
付
に
よ
る
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

４ 
総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
職
権
に
よ
り
認
定

証
の
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

 

５ 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
新
た
な
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
旧
認
定
証
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
認
定
証
の
再
交
付
） 

 

第
百
六
十
五
条 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
認
定
証
を
破
損
し
、
汚
し
、
失
つ

た
等
の
た
め
に
認
定
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
由
を

記
載
し
た
申
請
書
を
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け

た
場
合
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
認
定
証
を
失
つ
た
等
の
た
め
に
こ
れ
を
返

す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 
 

（
届
出
等
） 

（
届
出
等
） 

第
百
六
十
六
条 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
百
六
十
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
五
十
八
号
の
様
式
の
届
出
書

を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
三 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三

十
一
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
二
十

二
号
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

第
百
六
十
七
条 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
百
六
十
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
五
十
九
号
の
様
式
の
届
出
書

を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
四 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三

十
一
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
表
第
二
十

三
号
の
様
式
の
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
決
算
期
ご
と
に
、
そ
の
事
業
収
支
の
結
果
を
総

務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

前
項
の
報
告
は
、
計
算
書
類
の
提
出
を
も
つ
て
こ
れ
に
替
え
る
こ
と
が
で

３ 

（
同
上
） 
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き
る
。 

 
 

【
第
百
六
十
一
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
五 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三

十
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
計
画
書
に
つ
い
て
、
資
本
又
は
出
資
の
額
を
変

更
し
た
と
き
は
、
別
表
第
二
十
号
の
様
式
に
変
更
後
の
現
状
を
記
載
し
、
変

更
箇
所
に
※
印
を
付
し
、
備
考
欄
又
は
余
白
に
変
更
年
月
日
を
記
載
し
た
書

類
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 
 

（
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
に
準
ず
る
株
式
） 

（
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
に
準
ず
る
株
式
） 

第
百
六
十
八
条 

法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
式
は
、

認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
店
頭
売
買

に
つ
き
、
売
買
値
段
を
発
表
す
る
も
の
と
し
て
登
録
さ
れ
た
株
式
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
六 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
総
務
省
令

で
定
め
る
株
式
は
、
認
可
金
融
商
品
取
引
業
協
会
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
店
頭
売
買
に
つ
き
、
売
買
値
段
を
発
表
す
る
も
の
と
し
て
登
録
さ

れ
た
株
式
と
す
る
。 

 
 

（
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
） 

（
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
） 

第
百
六
十
九
条 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六

条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方

法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
七 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
株
主
名

簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。 

一 

法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
ロ
⑵
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者

が
占
め
る
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
の

議
決
権
の
割
合
が
十
分
の
一
未
満
で
あ
る
も
の
が
有
す
る
株
式
（
第
百
五

十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
計
算
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
け
る
議
決
権
に
係
る
株
式
を

一 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
ロ
⑵
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
そ

の
者
が
占
め
る
法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
放
送

持
株
会
社
の
議
決
権
の
割
合
が
十
分
の
一
未
満
で
あ
る
も
の
が
有
す
る
株

式
（
第
十
七
条
の
二
十
八
の
四
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
計
算
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
け
る
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除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す

る
。 

議
決
権
に
係
る
株
式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て

記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

二 
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
外
国
人
等
（
第
百
五
十
四
条
第
五
項
の
規

定
に
基
づ
き
そ
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
（
次
条

に
お
い
て
「
間
接
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る

株
式
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
一

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
通
知
を
受
け
た
時
点
の
株
主
名
簿
に
記
載

さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
が
有
す
る
株
式
（
前
号
に
規
定
す
る
株

式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ

て
い
る
株
式
の
数
と
通
知
に
係
る
株
式
の
数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い

数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
記
載
・
記
録
優
先
株
式
の
数
」
と
い

う
。
）
を
当
該
外
国
人
等
に
係
る
株
式
の
数
と
し
て
一
株
単
位
で
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項

第
五
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き

は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株
式
に
つ
い
て
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株

式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
記
載
・
記
録
優
先
株

式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株

単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
て
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
。 

二 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
外
国
人
等
（
第
十
七
条
の
二
十
八

の
四
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決

権
の
割
合
（
次
条
に
お
い
て
「
間
接
議
決
権
割
合
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ

る
議
決
権
に
係
る
株
式
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
通
知
を
受

け
た
時
点
の
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
が
有
す

る
株
式
（
前
号
に
規
定
す
る
株
式
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
名
簿

に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
株
式
の
数
と
通
知
に
係
る
株
式
の

数
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
少
な
い
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
記
載
・
記

録
優
先
株
式
の
数
」
と
い
う
。
）
を
当
該
外
国
人
等
に
係
る
株
式
の
数
と

し
て
一
株
単
位
で
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法

第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
外
国
人
等
が
有
す
る
株
式
に
つ
い
て
、
同

号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内

で
、
記
載
・
記
録
優
先
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算

す
る
こ
と
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余

が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る

株
式
を
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

三 

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
及
び
次
条
第
二
項
を

適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
な
お
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
イ
又
は

ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
と
き
は
、
外
国
人

等
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
前
号
前
段
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録
が
さ

れ
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
同
項
第
五
号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会

三 

前
二
号
の
規
定
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
及
び
次
条
第
二
項
を

適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
な
お
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
と
き
は
、
外

国
人
等
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
前
号
前
段
の
規
定
に
よ
る
記
載
又
は
記
録

が
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
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社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
数
に
応
じ
て
一
株
単

位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を

特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載

し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
て
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

号
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
範
囲
内

で
、
そ
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
記

載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一

株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
記
載
し
、
又
は
記
録
す
る
株
式
を
特
定
し
て
記

載
し
、
又
は
記
録
す
る
。 

 
 

（
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
） 

（
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
） 

第
百
七
十
条 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条

第
三
項
の
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
ロ
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
者
が
有

す
る
株
式
の
う
ち
同
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な

い
よ
う
に
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
株
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
株
式
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
議
決
権
制
限
株
式
」
と
い

う
。
）
以
外
の
株
式
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
八 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
八
第
三
項
の
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二

項
第
五
号
ロ
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
者
が
有
す
る
株
式
の
う
ち
同
号
ロ
に
定
め

る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
株
式
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
議
決
権
制
限
株
式
」
と
い
う
。
）
以
外
の
株
式
と
す
る
。 

一 

外
国
法
人
等
が
、
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
新
た
に
有
し
、
又
は
追

加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
放
送
持
株
会
社
」
と
い
う
。
）
が
法
第
百

五
十
九
条
第
二
項
第
五
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

る
場
合 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
株
主
た
る
法
人
又
は
団
体
が
有
す
る
株

式
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
議
決
権
に
よ

り
新
た
に
間
接
議
決
権
割
合
と
し
て
算
入
さ
れ
る
議
決
権
に
係
る
も
の
の

う
ち
、
同
号
ロ
の
合
計
し
た
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
人
等
議
決
権

割
合
」
と
い
う
。
）
の
五
分
の
一
以
上
の
部
分
（
次
号
に
お
い
て
「
超
過

議
決
権
部
分
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該

一 

外
国
法
人
等
が
、
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
を
新
た
に
有
し
、
又
は
追

加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
放
送
持
株

会
社
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
放
送
持
株
会
社
」
と
い

う
。
）
が
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
株
主
た
る
法
人

又
は
団
体
が
有
す
る
株
式
で
あ
つ
て
、
当
該
新
た
に
有
し
、
又
は
追
加
し

て
有
す
る
議
決
権
に
よ
り
新
た
に
間
接
議
決
権
割
合
と
し
て
算
入
さ
れ
る

議
決
権
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
法
第
五
十
二
条
の
三
十
第
二
項
第
五
号
ロ

の
合
計
し
た
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国
人
等
議
決
権
割
合
」
と
い

う
。
）
の
五
分
の
一
以
上
の
部
分
（
次
号
に
お
い
て
「
超
過
議
決
権
部
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法
人
又
は
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権

に
占
め
る
外
国
法
人
等
の
割
合
（
一
の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
当
該
法
人

又
は
団
体
の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
割
合

は
、
十
割
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案

分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一

株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た
数
の
株
式
） 

分
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
法
人
又
は

団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る

外
国
法
人
等
の
割
合
（
一
の
外
国
法
人
等
が
占
め
る
当
該
法
人
又
は
団
体

の
議
決
権
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
割
合
は
、
十
割

と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計

算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の

抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た
数
の
株
式
） 

二 

第
百
五
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
計

算
が
さ
れ
た
結
果
、
認
定
放
送
持
株
会
社
が
法
第
百
五
十
九
条
第
二
項
第

五
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合 

第
百
五
十

四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
に
係
る
株
式
の
う
ち
、
超
過
議
決
権
部

分
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
同
項
の
計
算
に
係
る
法
人
又
は

団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
議
決
権
に
占
め
る

外
国
法
人
等
の
割
合
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に

よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り

特
定
し
た
数
の
株
式
） 

二 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
及
び
第

四
項
の
計
算
が
さ
れ
た
結
果
、
認
定
放
送
持
株
会
社
が
法
第
五
十
二
条
の

三
十
第
二
項
第
五
号
ロ
に
定
め
る
株
式
会
社
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場

合 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
計
算
に
係
る
株
式

の
う
ち
、
超
過
議
決
権
部
分
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
同
項

の
計
算
に
係
る
法
人
又
は
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は

団
体
の
議
決
権
に
占
め
る
外
国
法
人
等
の
割
合
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案

分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一

株
単
位
の
抽
せ
ん
に
よ
り
特
定
し
た
数
の
株
式
） 

２ 

そ
の
株
式
に
議
決
権
制
限
株
式
が
あ
る
認
定
放
送
持
株
会
社
の
外
国
人
等

議
決
権
割
合
が
五
分
の
一
未
満
と
な
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
に
議
決
権
制
限

株
式
が
あ
る
認
定
放
送
持
株
会
社
に
つ
い
て
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
記

載
し
、
又
は
記
録
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
な
お
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
五

分
の
一
未
満
と
な
る
場
合
は
、
当
該
認
定
放
送
持
株
会
社
の
議
決
権
制
限
株

式
は
、
外
国
人
等
議
決
権
割
合
が
五
分
の
一
以
上
と
な
ら
な
い
範
囲
内
で
、

議
決
権
制
限
株
式
と
な
つ
た
時
期
の
早
い
も
の
か
ら
順
に
、
議
決
権
を
有
す

る
こ
と
と
な
る
株
式
と
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に

議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
た
も
の
が
二
以
上
あ
つ
て
、
当
該
株
式
を
有
す
る

２ 

（
同
上
） 
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者
が
二
以
上
あ
る
場
合
は
、
同
時
に
議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
た
株
式
の
数

に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
株
式
を
特
定
し
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
一
株
単
位
の
抽

せ
ん
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
を
特
定
す
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

（
通
知
） 

（
通
知
） 

第
百
七
十
一
条 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
株
主
名

簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
し
な
い
外
国
人
等
が
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
株
式

が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
が
議
決
権
制
限
株
式
と
な
る
場
合
若
し
く
は
そ

の
議
決
権
制
限
株
式
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
と
な
る
場
合
に

は
、
そ
の
株
式
を
有
す
る
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ

る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
十
九 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
三

十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
八
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
株
主
名
簿
に
記
載
若
し
く
は
記
録
し
な
い
外
国
人
等
が
有

す
る
株
式
が
あ
る
場
合
又
は
そ
の
株
式
が
議
決
権
制
限
株
式
と
な
る
場
合
若

し
く
は
そ
の
議
決
権
制
限
株
式
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
と
な

る
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
を
有
す
る
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び

次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

株
主
の
氏
名
又
は
名
称 

一 

（
同
上
） 

二 

株
主
の
住
所 

二 

（
同
上
） 

三 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
株
式
の
数
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い

こ
と
と
さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
株
式
の
数 

三 

（
同
上
） 

四 

記
載
若
し
く
は
記
録
が
拒
ま
れ
た
日
又
は
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
若
し
く
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
日 

四 

（
同
上
） 

 
 

（
公
告
） 

（
公
告
） 

第
百
七
十
二
条 

法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六

条
第
五
項
の
公
告
は
、
認
定
放
送
持
株
会
社
の
定
款
で
定
め
る
公
告
の
方
法

に
よ
り
、
六
箇
月
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
の
八
第
四
項
の
公
告
は
、
認
定
放
送
持
株
会

社
の
定
款
で
定
め
る
公
告
の
方
法
に
よ
り
、
六
箇
月
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
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る
。 

２ 
法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
五
項
た

だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
五
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

二
条
の
八
第
四
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
五

と
す
る
。 

 
 

（
特
別
の
関
係
） 

（
特
別
の
関
係
） 

第
百
七
十
三
条 

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
の
関

係
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
一 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
特
別
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。 

一 

法
人
そ
の
他
の
団
体
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の

百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
支
配
株
主
等
」
と
い
う
。
）
と
当
該
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
被
支
配
法
人
等
」
と
い
う
。
）
と
の
関
係 

一 

（
同
上
） 

二 

被
支
配
法
人
等
と
そ
の
支
配
株
主
等
の
他
の
被
支
配
法
人
等
と
の
関
係 

二 

（
同
上
） 

三 

共
同
で
認
定
放
送
持
株
会
社
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
合
意
し
て

い
る
者
の
関
係 

三 

（
同
上
） 

四 

夫
婦
の
関
係 

四 

（
同
上
） 

２ 

支
配
株
主
等
と
被
支
配
法
人
等
が
合
わ
せ
て
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の

総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決

権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
も
、
当
該
支
配
株

主
等
の
被
支
配
法
人
等
と
み
な
し
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

夫
婦
が
合
わ
せ
て
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資

者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該

夫
婦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
支
配
株
主
等
と
み
な
し
て

第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 
（
同
上
） 
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（
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
） 

（
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
） 

第
百
七
十
四
条 

法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
株
式
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
議
決
権
制
限
株
式
」
と
い
う
。
）
以
外
の
株
式
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
二 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
株
式
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
議
決
権
制
限
株
式
」
と
い
う
。
）
以
外
の
株
式

と
す
る
。 

一 

一
の
者
（
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
の
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
特
定
株
式
を
新
た

に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
一
の
者
の
特
定
議
決

権
保
有
割
合
（
一
の
者
が
特
定
株
式
の
す
べ
て
に
つ
い
て
議
決
権
を
有
す

る
こ
と
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
の
有
す
る
こ
と
と
な
る
議
決
権
の
認
定
放

送
持
株
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
保
有
基
準
割
合
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
次

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
特
定
株
式
の
う
ち
、
当
該
特
定
議

決
権
保
有
割
合
が
保
有
基
準
割
合
を
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
部
分
に
対

応
す
る
も
の
（
当
該
株
式
を
有
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
二

以
上
の
者
が
有
す
る
当
該
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計

算
し
た
数
の
株
式
） 

一 

一
の
者
（
法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
一
の
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
四
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
特
定
株
式
を
新
た
に
有
し
、
又
は
追
加
し
て
有
す
る
こ
と
に
よ

り
当
該
一
の
者
の
特
定
議
決
権
保
有
割
合
（
一
の
者
が
特
定
株
式
の
す
べ

て
に
つ
い
て
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
の
有
す
る
こ

と
と
な
る
議
決
権
の
認
定
放
送
持
株
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
に
占
め
る

割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
保
有
基
準
割
合
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
特
定

株
式
の
う
ち
、
当
該
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が
保
有
基
準
割
合
を
超
え
る

部
分
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
株
式
を
有
す
る
者
が
二

以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
者
が
有
す
る
当
該
株
式
の
数
に
応
じ

て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
し
た
数
の
株
式
） 

二 

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特

別
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
を
除
く
。
）
が
新
た
に
一
の
者
と
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
七
十
六
条

に
お
い
て
「
特
別
関
係
者
」
と
い
う
。
）
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
一

の
者
の
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が
保
有
基
準
割
合
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

場
合 

当
該
新
た
に
一
の
者
の
特
別
関
係
者
と
さ
れ
る
者
が
有
す
る
認
定

放
送
持
株
会
社
の
株
式
の
う
ち
、
当
該
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が
保
有
基

二 

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
特
別
地
上
系
一
般
放
送
事
業
者
を
除
く
。
）
が
新
た
に
一
の

者
と
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
の
関
係
に
あ
る
者
（
以
下
こ
の
条
及

び
第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
四
に
お
い
て
「
特
別
関
係
者
」
と
い

う
。
）
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
一
の
者
の
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が

保
有
基
準
割
合
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合 

当
該
新
た
に
一
の
者
の
特

別
関
係
者
と
さ
れ
る
者
が
有
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
の
株
式
の
う
ち
、
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準
割
合
を
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
株
式

を
有
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
者
が
有
す
る
当
該

株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し
て
計
算
し
た
数
の
株
式
） 

当
該
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が
保
有
基
準
割
合
を
超
え
る
部
分
に
相
当
す

る
部
分
に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
株
式
を
有
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
と
き

は
、
当
該
二
以
上
の
者
が
有
す
る
当
該
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で

案
分
し
て
計
算
し
た
数
の
株
式
） 

三 

一
の
者
の
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が
保
有
基
準
割
合
を
超
え
る
こ
と
と

な
る
場
合
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

当
該
一
の
者
又
は
そ

の
特
別
関
係
者
が
有
す
る
認
定
放
送
持
株
会
社
の
株
式
の
う
ち
、
当
該
特

定
議
決
権
保
有
割
合
が
保
有
基
準
割
合
を
超
え
る
部
分
に
相
当
す
る
部
分

に
対
応
す
る
も
の
（
当
該
株
式
を
有
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当

該
二
以
上
の
者
が
有
す
る
当
該
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で
案
分
し

て
計
算
し
た
数
の
株
式
） 

三 

（
同
上
） 

２ 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
そ
の
株
主
の
有
す
る
株
式
の
う
ち
議
決
権
制
限

株
式
を
特
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
株
主
そ
の
他
の
関
係
人
に
対
す
る
照
会

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
議
決
権
制
限
株
式
を
特
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

３ 

一
の
者
又
は
そ
の
特
別
関
係
者
が
議
決
権
制
限
株
式
を
有
す
る
場
合
で
あ

つ
て
、
当
該
一
の
者
の
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が
保
有
基
準
割
合
以
下
と
な

る
と
き
は
、
当
該
議
決
権
制
限
株
式
は
、
当
該
特
定
議
決
権
保
有
割
合
が
保

有
基
準
割
合
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
議
決
権
制
限
株
式
と
な
つ
た
時
期
の

早
い
も
の
か
ら
順
に
、
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
と
な
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
株
式
を
有
す
る
者
が
二
以
上
あ
る
場
合

は
、
同
時
に
議
決
権
制
限
株
式
と
さ
れ
た
株
式
の
数
に
応
じ
て
一
株
単
位
で

案
分
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

（
同
上
） 

 
 

（
通
知
） 

（
通
知
） 

第
百
七
十
五
条 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
三 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
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に
よ
り
、
そ
の
株
式
が
議
決
権
制
限
株
式
と
な
つ
た
場
合
又
は
そ
の
議
決
権

制
限
株
式
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
株
式
を
有

す
る
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
株
式
が
議
決
権
制
限
株
式
と
な
つ
た

場
合
又
は
そ
の
議
決
権
制
限
株
式
が
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

に
は
、
そ
の
株
式
を
有
す
る
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲

げ
る
事
項
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

株
主
の
氏
名
又
は
名
称 

一 

（
同
上
） 

二 

株
主
の
住
所 

二 

（
同
上
） 

三 

議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
又
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
株
式

の
数 

三 

（
同
上
） 

四 

議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
又
は
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
日 

四 

（
同
上
） 

 
 

（
保
有
基
準
割
合
） 

（
保
有
基
準
割
合
） 

第
百
七
十
六
条 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、

百
分
の
三
十
三
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
者
又
は
そ
の
一
若
し
く
は
二
以
上

の
特
別
関
係
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
一
の

者
に
つ
い
て
百
分
の
十
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
四 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
五
第
二
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
三
十
三
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
者
又
は
そ

の
一
若
し
く
は
二
以
上
の
特
別
関
係
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
一
の
者
に
つ
い
て
百
分
の
十
と
す
る
。 

一 

法
第
百
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
子
会
社
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
の
行

う
基
幹
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
と
重
複
す
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い

て
基
幹
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
（
次
号
に
お
い
て
「
特
別
地

上
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
。 

一 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
地
上
系
一
般
放
送
事
業
者
（
法

第
五
十
二
条
の
三
十
第
一
項
に
規
定
す
る
地
上
系
一
般
放
送
事
業
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
行
う
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地

域
と
重
複
す
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
放
送
を
行
う
地
上
系
一
般
放
送

事
業
者
（
次
号
に
お
い
て
「
特
別
地
上
系
一
般
放
送
事
業
者
」
と
い

う
。
）
で
あ
る
と
き
。 

二 

特
別
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
に
対
し
て
支
配
関
係
を
有
す
る
者
で
あ
る

と
き
。 

二 
特
別
地
上
系
一
般
放
送
事
業
者
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
と
き
。 

２ 

前
項
第
二
号
の
支
配
関
係
と
は
、
法
第
九
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
関
係
を
い
う
。 

２ 

前
項
第
二
号
の
支
配
と
は
、
放
送
局
に
係
る
表
現
の
自
由
享
有
基
準
（
平

成
二
十
年
総
務
省
令
第
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
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該
当
す
る
行
為
を
い
う
。 

 
 

（
認
定
の
承
継
の
申
請
） 

（
認
定
の
承
継
の
申
請
） 

第
百
七
十
七
条 

法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
放
送
持
株

会
社
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
る
場

合
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
六
十
号
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
五 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
認
定
放
送
持
株
会
社
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
合
併
又

は
会
社
分
割
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
二
十
四
号
の
様
式
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

一 

合
併
又
は
会
社
分
割
当
事
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

一 

（
同
上
） 

二 

合
併
後
存
続
す
る
株
式
会
社
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
株
式

会
社
又
は
分
割
に
よ
り
認
定
放
送
持
株
会
社
の
事
業
の
全
部
を
承
継
す
る

株
式
会
社
の
予
定
す
る
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

二 

（
同
上
） 

三 

合
併
又
は
会
社
分
割
決
議
年
月
日
及
び
合
併
又
は
会
社
分
割
が
そ
の
効

力
を
生
ず
る
予
定
年
月
日 

三 

合
併
又
は
会
社
分
割
決
議
年
月
日
及
び
合
併
又
は
会
社
分
割
に
よ
る
登

記
の
予
定
年
月
日 

四 

合
併
又
は
会
社
分
割
の
理
由 

四 

（
同
上
） 

五 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
地
位
の
承
継
を
必
要
と
す
る
理
由 

五 

（
同
上
） 

六 

承
継
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
の
名
称 

六 

（
同
上
） 

七 

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積
り 

七 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

合
併
契
約
書
又
は
会
社
分
割
計
画
書
若
し
く
は
会
社
分
割
契
約
書
の
写

し 
一 

（
同
上
） 

二 

株
主
総
会
の
決
議
録
そ
の
他
合
併
又
は
会
社
分
割
に
関
す
る
意
思
決
定

を
証
す
る
に
足
り
る
書
類 

二 
（
同
上
） 

三 

合
併
後
存
続
す
る
株
式
会
社
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
株
式

会
社
又
は
会
社
分
割
に
よ
り
認
定
放
送
持
株
会
社
の
事
業
の
全
部
を
承
継

三 

（
同
上
） 
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す
る
株
式
会
社
の
定
款
又
は
定
款
案 

３ 
第
一
項
の
申
請
者
は
、
設
立
登
記
又
は
変
更
登
記
を
完
了
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
そ
の
登
記
事
項
証
明
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

（
同
上
） 

 
 

第
百
七
十
八
条 

法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
放
送
持
株

会
社
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
譲
渡
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）

は
、
別
表
第
六
十
一
号
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
六 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
認
定
放
送
持
株
会
社
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
譲
渡
に

よ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
二
十
五
号
の
様
式
に
よ
り
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

譲
渡
会
社
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

一 

（
同
上
） 

二 

譲
受
会
社
が
事
業
を
譲
り
受
け
る
年
月
日 

二 

（
同
上
） 

三 

事
業
の
譲
受
け
の
理
由 

三 

（
同
上
） 

四 

認
定
放
送
持
株
会
社
の
地
位
の
承
継
を
必
要
と
す
る
理
由 

四 

（
同
上
） 

五 

承
継
に
係
る
認
定
放
送
持
株
会
社
の
名
称 

五 

（
同
上
） 

六 

事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
見
積
り 

六 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し 

一 

（
同
上
） 

二 

譲
受
会
社
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

二 

（
同
上
） 

 
 

 

（
認
定
証
の
訂
正
） 

【
第
百
六
十
四
条
に
移
動
】 
第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
七 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
第
十
七
条
の
二
十

八
の
十
一
の
認
定
証
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
認

定
証
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
、
訂
正
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
訂
正
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
事
由
及

び
訂
正
す
べ
き
箇
所
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。 
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３ 

前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
新
た
な
認
定
証

の
交
付
に
よ
る
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

 

４ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
職
権
に
よ
り
認
定

証
の
訂
正
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

 

５ 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
新
た
な
認
定
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
旧
認
定
証
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

（
認
定
証
の
再
交
付
） 

【
第
百
六
十
五
条
に
移
動
】 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
八 

認
定
放
送
持
株
会
社
は
、
認
定
証
を
破
損

し
、
汚
し
、
失
つ
た
等
の
た
め
に
認
定
証
の
再
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

２ 

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
再
交
付
を
受
け

た
場
合
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
認
定
証
を
失
つ
た
等
の
た
め
に
こ
れ
を
返

す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

（
認
定
の
取
消
し
の
申
請
） 

（
認
定
の
取
消
し
の
申
請
） 

第
百
七
十
九
条 

法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
認
定
の
取
消
し
を
申
請
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
別
表
第
六
十
二
号
の
様
式
の
認
定
取
消
申
請
書
を
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
十
八
の
二
十
九 

法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
の
認
定
の

取
消
し
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
二
十
六
号
の
様
式
の
認
定
取

消
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 
 

第
八
章 

放
送
番
組
セ
ン
タ
ー 

 

 
 

（
指
定
の
申
請
） 

（
指
定
の
申
請
） 

第
百
八
十
条 

法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
次
項
に
お
い

第
十
七
条
の
二
十
九 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
次
項
に
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て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
名
称
及
び
住
所 

一 

（
同
上
） 

二 

法
第
百
六
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
放
送

番
組
収
集
業
務
等
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び

所
在
地 

二 

法
第
五
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
放

送
番
組
収
集
業
務
等
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及

び
所
在
地 

三 

放
送
番
組
収
集
業
務
等
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日 

三 

（
同
上
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

一 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

一 

（
同
上
） 

二 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及

び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ

た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。 

二 

（
同
上
） 

三 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画

書
及
び
収
支
予
算
書 

三 

（
同
上
） 

四 

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類 

四 

（
同
上
） 

五 

役
員
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
た
書
類 

五 

（
同
上
） 

六 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

六 

（
同
上
） 

七 

現
に
行
つ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

七 

（
同
上
） 

八 

放
送
番
組
収
集
業
務
等
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書

類 

八 

（
同
上
） 

九 

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 
九 

（
同
上
） 

 
 

（
セ
ン
タ
ー
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
） 

（
セ
ン
タ
ー
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
百
八
十
一
条 

法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
番
組
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

第
十
七
条
の
三
十 

法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
番
組
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
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を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
変
更
後
の
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地 

一 

（
同
上
） 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

二 

（
同
上
） 

 
 

（
収
集
の
基
準
等
の
公
表
） 

（
収
集
の
基
準
等
の
公
表
） 

第
百
八
十
二
条 

法
第
百
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
セ
ン
タ

ー
が
発
行
す
る
刊
行
物
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
公
衆
が
知

る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
三
十
一 

法
第
五
十
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、

セ
ン
タ
ー
が
発
行
す
る
刊
行
物
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
で
き
る
だ
け
多
く
の
公

衆
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
計
画
の
記
載
事
項
） 

 

第
十
八
条 

法
第
五
十
三
条
の
九
の
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

放
送
設
備
の
設
置
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
の
概
要 

 

二 

多
重
放
送
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
時
期 

 

三 

協
会
又
は
超
短
波
放
送
若
し
く
は
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
一
般
放

送
事
業
者
で
あ
つ
て
受
託
放
送
事
業
者
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

次
の
事
項 

 

⑴ 

放
送
事
項
の
種
類
ご
と
の
放
送
番
組
の
分
量 

 

⑵ 

多
重
放
送
を
行
お
う
と
す
る
者
に
放
送
設
備
を
利
用
さ
せ
る
場
合
に

は
、
次
の
事
項 

 
ア 

利
用
主
体 

 
イ 
利
用
さ
せ
る
放
送
設
備 

 

ウ 
利
用
さ
せ
る
放
送
設
備
の
管
理
の
方
法
、
利
用
期
間
及
び
対
価 

 

エ 

そ
の
他
の
利
用
条
件 
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第
九
章 

雑
則 

 

 
 

（
適
用
除
外
） 

 

第
百
八
十
三
条 
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

電
波
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
開
設
に
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
を
用

い
て
行
わ
れ
る
放
送 

 

二 

放
送
及
び
そ
の
受
信
の
技
術
の
発
達
の
た
め
の
試
験
研
究
の
用
に
供
さ

れ
る
一
般
放
送 

 

三 

臨
時
か
つ
一
時
の
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
一
般
放
送 

 

四 

一
の
構
内
（
そ
の
構
内
が
二
以
上
の
者
の
占
有
に
属
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
一
の
者
の
占
有
に
属
す
る
区
域
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行

わ
れ
る
有
線
一
般
放
送 

 

五 

信
号
の
み
を
送
信
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
有
線
一
般
放
送 

 

六 

一
の
有
線
放
送
施
設
に
係
る
引
込
端
子
の
数
が
五
十
以
下
の
規
模
の
施

設
に
よ
り
行
わ
れ
る
有
線
一
般
放
送
（
そ
の
す
べ
て
が
同
時
再
放
送
又
は

共
同
聴
取
業
務
で
あ
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大

臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

七 

公
衆
の
通
行
し
、
又
は
集
合
す
る
場
所
に
お
い
て
公
衆
に
よ
つ
て
直
接

視
聴
又
は
聴
取
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
有
線
一
般
放
送 

 

八 

一
般
放
送
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
放
送
番
組
に
係
る
信
号
の
送

信
時
に
、
当
該
信
号
を
送
出
す
る
た
め
の
装
置
の
出
力
端
子
に
お
け
る
一

の
放
送
番
組
に
係
る
信
号
の
伝
送
速
度
が
毎
秒
二
メ
ガ
ビ
ッ
ト
（
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
に
規
定
す
る
情
報
源
符
号
化
方
式
を
用
い
る
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場
合
に
あ
つ
て
は
、
毎
秒
四
メ
ガ
ビ
ッ
ト
）
以
下
で
あ
る
有
線
一
般
放
送

（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則
第
二
款
か
ら
第
七
款
ま
で
及
び

電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
法
施
行
規
則
第
二
款
か
ら
第
七
款
ま
で
に
規
定

す
る
放
送
方
式
に
よ
る
有
線
一
般
放
送
及
び
ラ
ジ
オ
放
送
を
除
く
。
） 

２ 

第
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
第
六
号
の
引
込
端
子

に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

 
 

（
書
類
の
提
出
等
） 

 

第
百
八
十
四
条 

法
又
は
こ
の
省
令
の
規
定
（
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
を

除
く
。
）
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

一 

申
請
、
届
出
又
は
報
告
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
） 

当
該
申
請

等
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
放
送
の
放
送
対
象

地
域
又
は
業
務
区
域
（
そ
の
区
域
が
二
以
上
の
総
合
通
信
局
（
沖
縄
総
合

通
信
事
務
所
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る

と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
の
管
轄
区
域
）
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長

を
経
由
し
て
当
該
申
請
等
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
意
見
書 

当
該
意
見
書
に
係
る
裁
定
の

申
請
に
係
る
地
上
基
幹
放
送
（
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
限
る
。
）
を
行
う

基
幹
放
送
事
業
者
の
放
送
対
象
地
域
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
経
由

し
て
提
出
す
る
こ
と
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
申
請
等
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
す
る
放
送
が
、
協
会

若
し
く
は
学
園
の
放
送
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
、
衛
星
基
幹
放
送
又

は
衛
星
一
般
放
送
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。 

 



  

148 

 
 

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
） 

（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
等
） 

第
百
八
十
五
条 

こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
す
る
書
類
及
び
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
書
類
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
作
成
し
及
び
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

第
十
九
条 

こ
の
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
す
る
書
類
及
び
総
務
大
臣
又
は

総
合
通
信
局
長
に
提
出
す
る
書
類
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
記
載
事
項
を
記
録

し
た
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方

法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
作
成
し
及
び
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
に
よ
り
提
出
す

る
場
合
に
は
、
申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請
又
は
届

出
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

 
 

第
百
八
十
六
条 

放
送
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
に
つ
い
て

は
、
当
該
書
類
等
に
よ
る
保
存
に
代
え
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
保
存
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
等
を
必
要
に
応
じ
直
ち
に

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
放
送
事
業
者
の
事

務
所
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
条 

（
同
上
） 

一 

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
備
え
置
く
番
組
基
準
並
び
に
審
議
機

関
の
議
事
の
概
要
及
び
審
議
機
関
の
答
申
等
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容 

一 

第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
備
え
置
く
番
組
基
準
並
び
に
審

議
機
関
の
議
事
の
概
要
及
び
審
議
機
関
の
答
申
等
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の

内
容 

二 

第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
記
録
す
る
候
補
者
放
送
の
記
録 
二 

第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
記
録
す
る
候
補
者
放
送
の
記
録 

三 

第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
備
え
付
け
る
基
幹
放
送
業
務
日
誌 

三 
第
十
七
条
の
二
十
四
の
規
定
に
基
づ
き
備
え
付
け
る
委
託
放
送
業
務
日

誌 

四 

第
百
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
保
存
す
る
会
計
記
録 
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○ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 六 月 三 十 日 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） 別 表                （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

別表第一号(第16条第２項関係) 別表第四号(第２条の10関係) 

協会国際衛星放送の業務開始届出書 委託協会国際放送業務開始届出書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

日本放送協会会長 

氏 名（記名押印又は署名） 

郵便番号 

住  所 

日本放送協会会長 

氏 名（記名押印又は署名） 

次のとおり協会国際衛星放送の業務を開始したので、放送法第25条

の規定により届け出ます。 

次のとおり委託協会国際放送業務を開始したので、放送法第９条の

５の規定により届け出ます。 

  

 協会国際衛星放送の種類（

注１） 

   委託して行わせる放送の種

類 （注１） 

  

 協会国際衛星放送の業務に

用いられる外国の放送局を

運用する者の氏名又は名称 

   委託の相手方   

 協会国際衛星放送の業務に

用いられる人工衛星の放送

局に係る人工衛星の軌道又

は位置（注２） 

   委託の相手方の人工衛星の

放送局に係る人工衛星の軌

道又は位置（注２） 

  

 協会国際衛星放送に係る周

波数 

   委託して行わせる放送に係

る周波数 

  



 

 

1
5

0
 

 業務開始の期日    業務開始の期日   

 放送事項（注３）    委託放送事項（注３）   

 放送区域    委託して放送をさせる区域   

注１ 「超短波放送」、「テレビジョン放送」、「データ放送」

のように記載するとともに、デジタル放送を行う場合は「テ

レビジョン放送（デジタル放送）」のように記載すること。 

注１から注３までは、別表第十二号の注１、注２及び注４に準ず

ること。また、用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること

。 

２ 別表第六の二号の注３に準ずること。  

３ 外国人向け又は邦人向けの別を記載するほか、別表第六の

二号の注５に準ずること。 

 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第二号（第26条関係） 別表第五号（第８条関係） 

  

予 算 の 科 目 予 算 の 科 目 

（一般勘定） 

 （事業収支） 

（一般勘定） 

 （事業収支） 

 款 項 説   明   款 項 説   明  

 事 業 収 入 受 信 料    事 業 収 入 受 信 料   

  交付金収入 国際放送関係交付金、放送に関

する研究関係交付金及び選挙放

送関係交付金 

   交付金収入 国際放送関係交付金、放送に関す

る研究関係交付金及び選挙放送関

係交付金 

 

  副 次 収 入 経常収入であつて受信料及び交

付金収入以外の協会の業務から

生じる収入 

   副 次 収 入 経常収入であつて受信料及び交付

金収入以外の協会の業務から生じ

る収入 

 

  財 務 収 入 預金利息、有価証券利息、有価    財 務 収 入 預金利息、有価証券利息、有価証  



 

 

1
5

1
 

証券償還差益、有価証券売却益

、受取配当金その他の金融収入

、消費税等 

券償還差益、有価証券売却益、受

取配当金その他の金融収入、消費

税等 

  雑 収 入 経常収入であつて他の項に属さ

ないもの 

   雑 収 入 経常収入であつて他の項に属さな

いもの 

 

  特 別 収 入 固定資産売却益その他の経常収

入以外の収入 

   特 別 収 入 固定資産売却益その他の経常収入

以外の収入 

 

 事 業 支 出     事 業 支 出    

  国内放送費 国内放送及び衛星基幹放送の業

務に係る放送番組の編集及び送

信に要する経費 

   国内放送費 国内放送及び委託国内放送業務に

係る放送番組の編集及び送信に要

する経費 

 

  国際放送費 国際放送及び協会国際衛星放送

の業務に係る放送番組の編集及

び送信に要する経費 

   国際放送費 国際放送及び委託協会国際放送業

務に係る放送番組の編集及び送信

に要する経費 

 

  契約収納費 受信契約及び受信料収納に要す

る経費 

   契約収納費 受信契約及び受信料収納に要する

経費 

 

  受信対策費 受信改善及び受信相談業務に要

する経費 

   受信対策費 受信改善及び受信相談業務に要す

る経費 

 

  広 報 費 事業活動の周知及び視聴者関係

業務に要する経費 

   広 報 費 事業活動の周知及び視聴者関係業

務に要する経費 

 

  調査研究費 放送及びその受信の進歩発達に

必要な調査研究に要する経費 

   調査研究費 放送及びその受信の進歩発達に必

要な調査研究に要する経費 

 

  給 与 役員報酬及び基本給、基準外賃

金、賞与その他の名目・支払方

法を問わず協会と職員の間の雇

   給 与 役員報酬及び基本給、基準外賃金

、賞与その他の名目・支払方法を

問わず協会と職員の間の雇用契約

 



 

 

1
5

2
 

用契約に基づき支払われるすべ

てのもの（退職給付費用及び役

員退任に要する経費を除く。） 

に基づき支払われるすべてのもの

（退職給付費用及び役員退任に要

する経費を除く。） 

  退職手当・

厚 生 費 

退職給付費用及び役員退任に要

する経費、社会保険料の雇用主

負担その他の法定福利費並びに

法定外の福利厚生に要する経費 

   退職手当・

厚 生 費 

退職給付費用及び役員退任に要す

る経費、社会保険料の雇用主負担

その他の法定福利費並びに法定外

の福利厚生に要する経費 

 

  共通管理費 役員交際費、公租公課、施設管

理費並びに一般事務、企画事務

、監査、研修及び転勤に要する

経費その他の業務全般に共通し

て要する経費 

   共通管理費 役員交際費、公租公課、施設管理

費並びに一般事務、企画事務、監

査、研修及び転勤に要する経費そ

の他の業務全般に共通して要する

経費 

 

  減価償却費     減価償却費   

  財 務 費 借入金利息、放送債券利息、放

送債権発行費償却その他の金融

費用、消費税等 

   財 務 費 借入金利息、放送債券利息、放送

債権発行費償却その他の金融費用

、消費税等 

 

  特 別 支 出 固定資産売却損その他の経常支

出以外の支出 

   特 別 支 出 固定資産売却損その他の経常支出

以外の支出 

 

  予 備 費     予 備 費   

 事業収支差金     事業収支差金    

  

（資本収支） （略）  （資本収支） （同左） 

  

（番組アーカイブ業務勘定） （番組アーカイブ業務勘定） 

（事業収支） （略）  （事業収支） （同左） 



 

 

1
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（資本収支） （略）  （資本収支） （同左） 

  

（受託業務等勘定） （受託業務等勘定） 

 （事業収支）  （事業収支） 

 款 項 説   明   款 項 説   明  

 事 業 収 入     事 業 収 入    

  受託業務等

収入 

法第20条第３項各号の業務から

生じる収入 

   受託業務等

収入 

法第９条第３項各号の業務から生

じる収入 

 

  財務収入 預金利息、有価証券利息、有価

証券償還差益、有価証券売却益

その他の金融収入 

   財務収入 預金利息、有価証券利息、有価証

券償還差益、有価証券売却益その

他の金融収入 

 

 事 業 支 出     事 業 支 出    

  受託業務等

費 

法第20条第３項各号の業務に要

する経費 

   受託業務等

費 

法第９条第３項各号の業務に要す

る経費 

 

  財務費 借入金利息その他の金融費用    財務費 借入金利息その他の金融費用  

 事業収支差金     事業収支差金    

  注１ この表において、「番組アーカイブ業務勘定」及び「受託

業務等勘定」とは、法第73条第２項に規定する特別の勘定を

いう（別表第三号及び別表第四号において同じ。）。 

  注１ この表において、「番組アーカイブ業務勘定」及び「受託

業務等勘定」とは、法第39条第２項に規定する特別の勘定を

いう（別表第六号及び別表第七号において同じ。）。 

２ この表において、「放送債券償還積立資産」とは法第80条

第４項の規定に基づき放送債券償還のために積み立てた資産

を、「建設積立資産」とは将来の建設投資のために積み立て

た資産をいう（別表第三号及び別表第四号において同じ。）

。 

２ この表において、「放送債券償還積立資産」とは法第42条

第４項の規定に基づき放送債券償還のために積み立てた資産

を、「建設積立資産」とは将来の建設投資のために積み立て

た資産をいう（別表第六号及び別表第七号において同じ。）

。 



 

 

1
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３ この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、その科

目の記載を省略することができる。 

３ この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、その科

目の記載を省略することができる。 

４ 予算書の末尾に次の事項を記載すること。 ４ 予算書の末尾に次の事項を記載すること。 

⑴事業収入のうち特別収入を除く経常収入の額及び事業支出

のうち特別支出を除く経常支出の額並びに経常収支差金の

額（一般勘定に限る。） 

⑴事業収入のうち特別収入を除く経常収入の額及び事業支出

のうち特別支出を除く経常支出の額並びに経常収支差金の

額（一般勘定に限る。） 

⑵ 事業収支差金の処分予定の内訳 ⑵ 事業収支差金の処分予定の内訳 

⑶ 事業収支差金が不足し、又は繰越不足が見込まれるとき

は、その補てんの方法 

⑶ 事業収支差金が不足し、又は繰越不足が見込まれるとき

は、その補てんの方法 

  

別表第三号（第34条第１項関係） 別表第六号（第12条の２第１項関係） 

（略） （同左） 

  

別表第四号（第34条第３項関係） 別表第七号（第12条の２第３項関係） 

  

収 支 支 出 決 算 表 収 支 支 出 決 算 表 

年度 年度 

（一般勘定） （略） （一般勘定） （同左） 

  

（番組アーカイブ業務勘定） （略） （番組アーカイブ業務勘定） （同左） 

  

（受託業務等勘定） （受託業務等勘定） 

 （事業収支）  （事業収支） 

 
款 項 

予  算  額 決算額 予算残額   
款 項 

予  算  額 決算額 予算残額  

 当初額 予算総 合 計   当初額 予算総 合 計  
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則に基

づく増

減額 

⑴＋⑵ 則に基

づく増

減額 

⑴＋⑵ 

 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑶－⑷   ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑶－⑷  

 事業収入  千円 千円 千円 千円 千円   事業収入  千円 千円 千円 千円 千円  

  受託業務

等収入 

        受託業務

等収入 

      

  財務収入         財務収入       

 事業支出         事業支出        

  受託業務

等費 

        受託業務

等費 

      

  財 務 費         財 務 費       

 事業収支

差金 

        事業収支

差金 

       

注１～４ （略） 注１～４ （同左） 

  ５ 法第70条第１項の規定により収支予算が変更された場合は、

変更後の額を当初額の欄に記載すること。 

  ５ 法第37条第１項の規定により収支予算が変更された場合は、

変更後の額を当初額の欄に記載すること。 

  ６ （略）   ６ （同左） 
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○ 

放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
） 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 

別
表
第
五
号
（
第
六
十
一
条
関
係
） 

別
表
第
一
号
（
第
一
条
の
二
関
係
） 

 
 

一 

国
内
放
送
等
の
基
幹
放
送
の
区
分 
 

⑴ 

国
内
放
送 

一 

国
内
放
送
（
地
上
系
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条

第
一
項
第
二
十
八
号
の
十
六
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送

の
標
準
方
式
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
。
有
料
放

送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
） 

 

 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
放
送 

 

⑴ 

協
会
の
放
送 

 

ア 

総
合
放
送 

 

（ア） 

広
域
放
送 

 

（イ） 

県
域
放
送 

 

イ 

教
育
放
送 

 

⑵ 

学
園
の
放
送 

 

大
学
教
育
放
送 

 

⑶ 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 

総
合
放
送 

 
（ア） 

広
域
放
送 

 
（イ） 
県
域
放
送 

 
 

 

二 

国
内
放
送
（
地
上
系
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
放
送
以
外
の
放
送
。
有
料
放
送
を
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行
う
も
の
を
除
く
。
） 

⑵ 
国
際
放
送 

 
 

⑶ 
中
継
国
際
放
送 

 

⑷ 

協
会
国
際
衛
星
放
送 
 

⑸ 

内
外
放
送 

 

 
 

二 

地
上
基
幹
放
送
等
の
基
幹
放
送
の
区
分 

 

⑴ 

地
上
基
幹
放
送 

 

⑵ 

衛
星
基
幹
放
送 

 

⑶ 

移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送 

 

 
 

三 

送
信
の
方
式
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 

⑴ 

デ
ジ
タ
ル
放
送 

 

⑵ 

デ
ジ
タ
ル
放
送
以
外
の
放
送 

 

 
 

四 

料
金
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 

⑴ 

有
料
放
送 

 

⑵ 

有
料
放
送
以
外
の
放
送 

 

 
 

五 

放
送
の
種
類
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 

⑴ 

中
波
放
送 
⑴ 

中
波
放
送 

 
ア 

協
会
の
放
送 

 
（ア） 
総
合
放
送 

 

Ａ 
広
域
放
送 

 

Ｂ 

県
域
放
送 
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（イ） 

教
育
放
送 

 

イ 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 

（ア） 

広
域
放
送 

 

（イ） 

県
域
放
送 

⑵ 

短
波
放
送 

⑵ 

短
波
放
送 

 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

⑶ 

超
短
波
放
送 

⑶ 

超
短
波
放
送 

 

ア 

協
会
の
放
送 

 

総
合
放
送 

 

イ 

学
園
の
放
送 

 

大
学
教
育
放
送 

 

ウ 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 

（ア） 

県
域
放
送 

 

（イ） 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送 

 

（ウ） 

外
国
語
放
送 

⑷ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

⑷ 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

ア 

協
会
の
放
送 

 

（ア） 

総
合
放
送 

 

Ａ 

広
域
放
送 

 

Ｂ 

県
域
放
送 

 
（イ） 

教
育
放
送 

 

イ 
学
園
の
放
送 

 

大
学
教
育
放
送 

 

ウ 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 
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総
合
放
送 

 

（ア） 

広
域
放
送 

 

（イ） 

県
域
放
送 

⑸ 

高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
含
む
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

⑹ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

⑺ 

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送 

 

⑻ 

多
重
放
送 

⑸ 

多
重
放
送 

ア 

超
短
波
音
声
多
重
放
送 

 
 

ア 

超
短
波
音
声
多
重
放
送 

 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

イ 

超
短
波
文
字
多
重
放
送 

 
 
 
 
 
 

⑼ 

デ
ー
タ
放
送 

 
 

イ 

超
短
波
文
字
多
重
放
送 

 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 

ウ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送 

 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 

エ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送 

 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 

オ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送 

 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 
 

 
三 

国
内
放
送
（
地
上
系
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
放
送
以
外
の
放
送
。
有
料
放
送
を

行
う
も
の
に
限
る
。
） 

 
多
重
放
送 

 

⑴ 
超
短
波
文
字
多
重
放
送 

 

一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 

⑵ 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送 
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一
般
放
送
事
業
者
の
放
送 

 
 

六 

放
送
事
業
者
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 

 

四 

受
託
国
内
放
送
（
特
別
衛
星
放
送
。
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
も
の
に
限

る
。
） 

⑴ 

協
会
の
放
送 

⑴ 

協
会
が
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送 

 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

（ア） 

難
視
聴
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送 

 

（イ） 

総
合
放
送 

⑵ 

学
園
の
放
送 

⑵ 

学
園
が
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送 

 

大
学
教
育
放
送 

 

（ア） 

超
短
波
放
送 

 

（イ） 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

⑶ 

⑴
及
び
⑵
以
外
の
放
送 

⑶ 

一
般
放
送
事
業
者
が
委
託
に
よ
り
行
わ
せ
る
放
送 

 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

（ア） 

特
定
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
（
放
送
普
及
基
本
計
画
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
放
送
事
業
者
の
放
送
と
同
一
の
放
送
を
同
時

に
行
う
放
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

（イ） 

特
定
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
以
外
の
放
送 

 
 

七 

放
送
番
組
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 

⑴ 

総
合
放
送 

 

⑵ 

教
育
放
送 

 

⑶ 

大
学
教
育
放
送 

 

⑷ 

外
国
語
放
送 
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⑸ 

難
視
聴
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送 

 
⑹ 
特
定
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 
⑺ 
そ
の
他
の
放
送 

 

 

五 

受
託
国
内
放
送
（
特
別
衛
星
放
送
。
デ
ジ
タ
ル
放
送
以
外
の
放
送
を
行
う

も
の
に
限
る
。
） 

 

協
会
が
委
託
し
て
行
わ
せ
る
放
送
（
特
別
衛
星
放
送
に
係
る
受
託
国
内
放
送

（
デ
ジ
タ
ル
放
送
）
と
同
一
の
放
送
番
組
を
放
送
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

 

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送 

 

（ア） 

難
視
聴
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送 

 

（イ） 

総
合
放
送 

 
 

八 

放
送
対
象
地
域
に
よ
る
基
幹
放
送
の
区
分 

 

⑴ 

全
国
放
送 

 

⑵ 

広
域
放
送 

 

⑶ 

県
域
放
送 

 

⑷ 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送 

 

 
 

 

六 

受
託
国
内
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上
放
送
。
二
百
七
・
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
か

ら
二
百
二
十
二
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
し
て
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

行
う
も
の
に
限
る
。
） 

 
一
般
放
送
事
業
者
が
委
託
に
よ
り
行
わ
せ
る
放
送 

 
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送 

 
 

 

六 

国
際
放
送 

 

協
会
の
放
送 
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七 

中
継
国
際
放
送 

 

協
会
の
放
送 

 
 

九 

そ
の
他
の
基
幹
放
送
の
区
分 

 

⑴ 

受
信
障
害
対
策
中
継
放
送 

 

⑵ 

臨
時
目
的
放
送 

 

⑶ 

試
験
放
送
（
放
送
及
び
そ
の
受
信
の
進
歩
発
達
に
必
要
な
試
験
、
研
究

若
し
く
は
調
査
の
た
め
又
は
当
該
放
送
を
実
用
に
移
す
目
的
の
た
め
試
験

的
に
行
う
放
送
を
い
う
。
） 

 

⑷ 

衛
星
試
験
放
送
（
衛
星
放
送
及
び
そ
の
受
信
の
進
歩
発
達
に
必
要
な
試

験
、
研
究
若
し
く
は
調
査
の
た
め
又
は
当
該
衛
星
放
送
を
実
用
に
移
す
目

的
の
た
め
試
験
的
に
行
う
衛
星
放
送
を
い
う
。
） 

 

 
 

（
注
） 

（
注
） 

 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
地
上
系
に
よ
る
放
送
」
と
は
、
衛
星
系
に
よ
る

放
送
以
外
の
放
送
を
い
う
。 

 

二 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
衛
星
系
に
よ
る
放
送
」
と
は
、
人
工
衛
星
を
利

用
す
る
放
送
系
に
よ
る
放
送
を
い
う
。 

 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
条
第

一
項
第
二
十
八
号
の
二
に
規
定
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。 

一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
電
波

法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
三
に
規
定
す
る
高
精
細
度
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。 

四 
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
電
波

法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
三
に
規
定
す
る
高
精
細
度
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
い
う
。 
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二 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
超
短
波
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行

規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
五
に
規
定
す
る
超
短
波
音
声
多
重
放

送
を
い
う
。 

五 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
超
短
波
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行

規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
五
に
規
定
す
る
超
短
波
音
声
多
重
放

送
を
い
う
。 

 

六 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
」
と
は
、

電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
十
一
に
規
定
す
る
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
音
声
多
重
放
送
を
い
う
。 

 

七 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
」
と
は
、

電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
十
二
に
規
定
す
る
標
準

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
重
放
送
を
い
う
。 

 

八 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
」
と

は
、
電
波
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
十
三
に
規
定
す
る

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ
ー
タ
多
重
放
送
を
い
う
。 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
総
合
放
送
」
と
は
、
教
養
番
組
又
は
教
育
番
組

並
び
に
報
道
番
組
及
び
娯
楽
番
組
の
相
互
の
間
の
調
和
が
と
れ
た
放
送
番

組
の
編
集
に
よ
る
放
送
を
い
う
。 

九 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
総
合
放
送
」
と
は
、
教
養
番
組
又
は
教
育
番
組

並
び
に
報
道
番
組
及
び
娯
楽
番
組
の
相
互
の
間
の
調
和
が
と
れ
た
放
送
番

組
の
編
集
に
よ
る
放
送
を
い
う
。 

四 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
教
育
放
送
」
と
は
、
そ
の
放
送
の
大
部
分
が
教

育
番
組
及
び
教
養
番
組
の
放
送
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
放
送
を
い

う
。 

十 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
教
育
放
送
」
と
は
、
そ
の
放
送
の
大
部
分
が
教

育
番
組
及
び
教
養
番
組
の
放
送
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
放
送
を
い

う
。 

五 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
大
学
教
育
放
送
」
と
は
、
そ
の
放
送
の
す
べ
て

が
学
園
が
設
置
す
る
大
学
（
以
下
「
放
送
大
学
」
と
い
う
。
）
の
教
育
課

程
に
定
め
る
授
業
科
目
の
授
業
と
し
て
行
わ
れ
る
放
送
及
び
放
送
大
学
に

関
す
る
告
知
放
送
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
放
送
を
い
う
。 

十
一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
大
学
教
育
放
送
」
と
は
、
そ
の
放
送
の
す
べ

て
が
学
園
が
設
置
す
る
大
学
（
以
下
「
放
送
大
学
」
と
い
う
。
）
の
教
育

課
程
に
定
め
る
授
業
科
目
の
授
業
と
し
て
行
わ
れ
る
放
送
及
び
放
送
大
学

に
関
す
る
告
知
放
送
に
よ
つ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
放
送
を
い
う
。 

六 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
広
域
放
送
」
と
は
、
三
以
上
の
都
府
県
の
各
区

域
を
併
せ
た
区
域
に
お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
の
放
送
を
い
う
。 

十
二 
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
広
域
放
送
」
と
は
、
三
以
上
の
都
府
県
の
各

区
域
を
併
せ
た
区
域
に
お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
の
放
送
を
い
う
。 

七 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
県
域
放
送
」
と
は
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
又

十
三 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
県
域
放
送
」
と
は
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
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は
二
の
県
の
各
区
域
を
併
せ
た
区
域
に
お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
の

放
送
を
い
う
。 

又
は
二
の
県
の
各
区
域
を
併
せ
た
区
域
に
お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る
た
め

の
放
送
を
い
う
。 

八 
こ
の
表
に
お
い
て
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
」
と
は
、
一
の
市
町
村

（
特
別
区
を
含
み
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
区
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
部
の
区
域
（
当
該
区
域
が
他
の
市
町
村
の
一
部

の
区
域
に
隣
接
す
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
を
併
せ
た
区
域
と
し
、
当
該
区

域
が
他
の
市
町
村
の
一
部
の
区
域
に
隣
接
し
、
か
つ
当
該
隣
接
す
る
区
域

が
他
の
市
町
村
の
一
部
の
区
域
に
隣
接
し
、
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し

て
の
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
区
域
を
併
せ
た
区
域
と
す

る
。
）
に
お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
の
放
送
を
い
う
。 

十
四 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
放
送
」
と
は
、
一
の
市
町
村

（
特
別
区
を
含
み
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
区
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
部
の
区
域
（
当
該
区
域
が
他
の
市
町
村
の
一
部

の
区
域
に
隣
接
す
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
を
併
せ
た
区
域
を
含
む
。
）
に

お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る
た
め
の
放
送
を
い
う
。 

九 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
外
国
語
放
送
」
と
は
、
外
国
語
に
よ
る
放
送
を

通
じ
て
国
際
交
流
に
資
す
る
放
送
を
い
う
。 

十
五 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
外
国
語
放
送
」
と
は
、
外
国
語
に
よ
る
放
送

を
通
じ
て
国
際
交
流
に
資
す
る
放
送
を
い
う
。 

十 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
難
視
聴
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送
」
と
は
、
協

会
の
行
う
地
上
系
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
難
視
聴
の
解
消
の
た
め

の
放
送
を
含
む
放
送
を
い
う
。 

十
六 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
難
視
聴
解
消
を
目
的
と
す
る
放
送
」
と
は
、

協
会
の
行
う
地
上
系
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
難
視
聴
の
解
消
の
た

め
の
放
送
を
含
む
放
送
を
い
う
。 

 

十
七 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
特
別
衛
星
放
送
」
と
は
、
第
十
七
条
の
八
第

三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
衛
星
放
送
を
い
う
。 

十
一 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
特
定
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
と
は
、
基

幹
放
送
普
及
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
放
送
事
業
者
の
放
送

と
同
一
の
放
送
を
同
時
に
行
う
放
送
局
を
い
う
。 

 

［
移
動
］ 

十
八 
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
、
衛
星
補
助
放
送
、
デ
ー
タ
放
送
、
臨
時
か

つ
一
時
の
目
的
の
た
め
の
放
送
、
試
験
放
送
（
放
送
及
び
そ
の
受
信
の
進
歩

発
達
に
必
要
な
試
験
、
研
究
若
し
く
は
調
査
の
た
め
又
は
当
該
放
送
を
実
用

に
移
す
目
的
の
た
め
試
験
的
に
行
う
放
送
を
い
う
。
）
、
特
別
衛
星
放
送
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（
協
会
若
し
く
は
学
園
が
委
託
に
よ
り
行
わ
せ
る
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
又
は
特
定
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
及
び
一
般
衛
星
放
送
（
第
十
七
条
の
八
第
三
項
第
三
号
に

規
定
す
る
一
般
衛
星
放
送
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
別
を
も
っ

て
放
送
の
区
分
と
す
る
。 

十
二 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施

行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
四
の
二
に
規
定
す
る
マ
ル
チ
メ
デ

ィ
ア
放
送
を
い
う
。 

十
九 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
」
と
は
、
電
波
法
施
行

規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
八
号
の
四
の
二
に
規
定
す
る
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

放
送
を
い
う
。 

 
 

 



 

 

1
6

6
 

○ 放 送 法 施 行 規 則( 昭 和 二 十 五 年 六 月 三 十 日 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号) 別 表                ( 傍 線 部 分 は 改 正 部 分) 

改 正 案 現    行 

別表第六の一号(第64条関係) 【新設】 

  

地上基幹放送の業務認定申請書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

電話番号 

 

  

地上基幹放送の業務の認定を受けたいので、放送法第93条第３項

の規定により申請します。 

 

  

 基幹放送の種類(注１)    

 基幹放送の業務に用いられる

基幹放送局について電波法の

規定による免許を受けようと

する者又はその免許を受けた
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者の氏名又は名称(注２) 

 希望する放送対象地域    

 希望する周波数    

 業務開始の予定期日    

 放送事項(注３)    

 基幹放送の業務に用いられる

電気通信設備の概要(注４) 

   

 欠格事由の有無(注５) □ 有  □ 無   

注１ 法第91条第１項の規定による基幹放送普及計画の「第３ 

基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの

放送系の数の目標」の「２ 国内放送に関する基幹放送の区

分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の

目標」に規定されている「基幹放送の区分」の各項目を記載

すること（同項目に区分の規定がない場合には、同「１ 総

則」の⑶の基幹放送名を記載するとともに、「短波放送」の

ように記載すること。）。また、有料放送の場合にあつては

、その旨も記載すること。 

  (記載例) 

  「地上基幹放送（デジタル放送）－テレビジョン放送－協会

の放送－総合放送－広域放送」 

 

注２ 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について、電波法

の規定による免許を受けようとする一の者又は当該免許を受

けた一の者の氏名又は名称を記載すること。 

 

注３   

⑴ 国内放送又は国際放送を行う基幹放送の業務の場合(⑵及  
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び⑶の場合を除く。)、放送事項を放送の目的別種類(報道

、教育、教養、娯楽、その他をいう。ただし、コミュニテ

ィ放送を行う基幹放送の業務の場合は、これらによるほか

、適宜の分類を用いることができる。以下この様式におい

て同じ。)により、次のように記載すること。 

ア コミュニティ放送を行う基幹放送の業務以外の基幹放送

の業務の場合 

 

(記載例)  

報道(一般ニュース、ニュース解説、スポーツニュース

、週間ニュース、災害に関する情報等) 

 

教育(学年別学校向講座、英会話の時間、職業教育講座

等) 

 

教養(政治解説、政治討論会、婦人向講座、文学座談会

、音楽講座、街頭討論会等) 

 

娯楽(音楽、スポーツ行事、小説朗読、演芸等)  

その他(通信販売番組等)  

イ コミュニティ放送を行う基幹放送の業務の場合  

(記載例)  

生活情報(道路交通情報、病院の案内、天気予報等)  

行政情報(市町村議会情報、市町村広報等)  

観光情報(観光地、観光施設の案内、宿泊施設の案内、

各種行事の案内等) 

 

⑵ 超短波多重放送又はテレビジョン多重放送を行う基幹放送

の業務の場合 

 

放送事項を放送番組の実態に合わせて記載すること。  

⑶ 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合  

放送事項を次のように記載すること。  
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ア 博覧会等の用に供する場合  

(記載例) (何)博覧会の案内等に係る事項  

イ 災害発生時に役立てる場合  

(記載例) (何)地震の災害対策及び被災者救援のための

生活情報等に係る事項 

 

注４ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の欄は、

次により記載すること。 

 

⑴  基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要には、基

幹放送が行われる過程における映像、音声、文字、データの

流れが明確になるよう、演奏所から基幹放送局の送信設備の

送信空中線までの範囲におけるすべての電気通信設備を明記

した概要図を記載すること。 

 

⑵  ⑴の概要図には、基幹放送の業務に用いられる電気通信設

備のうち、当該業務に用いられる基幹放送設備に該当する設

備の範囲を「番組送出設備」又は「中継回線設備」の別を明

確にして付記すること。 

 

⑶  ⑴の概要図には、⑵の「番組送出設備」及び「中継回線設

備」の放送法第111条第１項の技術基準への適合性に係る説

明について、次の事項を付記すること。 

 

ア 放送法第111条第2号第1号に規定する基幹放送設備の損壊

又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさな

いようにすることを確保するための措置に関する事項 

 

イ 放送法第111条第2項第2号に規定する基幹放送設備を用い

て行われる基幹放送の品質が適正であるようにすることを

確保するために当該設備が準拠する送信の標準方式の種類

に関する事項 
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⑷  一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全

体の構成が把握できるよう電気通信設備の階層その他適宜の

区分に分けて、別途記載すること。 

 

 注５ 総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、そ

れによることができる。 

 

  

別表第六の二号(第64条関係) 別表第十二号(第17条の９関係) 

  

衛星基幹放送の業務認定申請書 委託放送業務認定申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

電話番号 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

  

衛星基幹放送の業務の認定を受けたいので、放送法第93条第３項

の規定により申請します。 

委託放送業務の認定を受けたいので、放送法第52条の13第２項の

規定により申請します。 

 基幹放送の種類(注１)    委託して行わせる放送の種類(

注１) 

  

 基幹放送の業務に用いられる基    希望する委託の相手方   
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幹放送局について電波法の規定

による免許を受けようとする者

又はその免許を受けた者の氏名

又は名称(注２) 

 衛星基幹放送の業務に係る人工

衛星の軌道又は位置(注３) 

   希望の相手方の人工衛星の放送

局に関し希望する人工衛星の軌

道又は位置(注２) 

  

 希望する放送対象地域       

 希望する周波数(注４)    委託して行わせる放送に関し希

望する周波数(注３) 

  

 業務開始の予定期日    業務開始の予定期日   

 放送事項(注５)    委託放送事項(注４)   

 基幹放送の業務に用いられる電

気通信設備の概要(注６) 

      

 欠格事由の有無(注７) □ 有  □ 無   欠格事由の有無(注５)  □ 有  □ 無  

注１ 法第91条第１項の規定による基幹放送普及計画の「第３ 

基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの

放送系の数の目標」の「２ 国内放送に関する基幹放送の区

分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の

目標」に規定されている「基幹放送の区分」の各項目を記載

すること。（同項目に区分の規定がない場合には、同「１ 

総 則」の(3)の基幹放送名を記載するとともに、「超短波放

送」、「テレビジョン放送」、「データ放送」のように記載

すること。）また、有料放送の場合にあつては、その旨も記

載すること。 

注１ 「超短波放送」､「テレビジョン放送」､「データ放送」の

ように記載するとともに、デジタル放送を委託して行わせる

場合は「テレビジョン放送(デジタル放送)」のように記載す

ること。 
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  (記載例) 

  「衛星基幹放送（デジタル放送）－テレビジョン放送」 

注２ 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について、電波法

の規定による免許を受けようとする一の者又は当該免許を受

けた一の者の氏名又は名称を記載すること。 

 

注３ 人工衛星の軌道又は位置を次のように記載すること。 

(記載例) 対地静止衛星軌道 Ｅ 110 ° 

経度及び緯度の変動幅 ±０．１° 

注２ 人工衛星の軌道又は位置を次のように記載すること。 

(記載例) 対地静止衛星軌道 Ｅ 110 ° 

経度及び緯度の変動幅 ±０．１° 

注４ 注３ 

  ⑴ 広帯域伝送方式等による衛星基幹放送の業務の場合で、超

短波放送、テレビジョン放送又はデータ放送を行う場合は、

次のように記載すること。 

  ⑴ 広帯域伝送方式等による放送を委託して行わせる委託放送

業務の場合で、超短波放送、テレビジョン放送又はデータ放

送を委託して行わせる場合は、次のように記載すること。 

   (第69条の規定により一の申請書により二以上の衛星基幹放送

の業務の申請を行う場合は、各放送に係る１秒におけるシン

ボル数又は１秒における基準シンボル数の合計値を記載する

こと。) 

   (第17条の12の規定により一の申請書により二以上の委託放送

業務の申請を行う場合は、各放送に係る１秒におけるシンボ

ル数又は１秒における基準シンボル数の合計値を記載するこ

と。) 

(記載例) 中央の周波数11.72748ＧＨz (記載例) 中央の周波数11.72748ＧＨz 

伝送方式 広帯域伝送方式 伝送方式 広帯域伝送方式 

         シンボル数(合計)20.0025Ｍbaud          シンボル数(合計)20.0025Ｍbaud 

          超短波放送           超短波放送 

           第１番組            第１番組 

            シンボル数 0.16125 Ｍbaud(補完放送(

データ)を含む。※) 

            シンボル数 0.16125 Ｍbaud(補完放送(

データ)を含む。※) 

            スロット数 １スロット             スロット数 １スロット 

            変調方式  ８ＰＳＫ             変調方式  ８ＰＳＫ 



 

 

1
7

3
 

            誤り訂正率 ２／３             誤り訂正率 ２／３ 

         テレビジョン放送(他のテレビジョン放送を行わ

ない場合に使用する場合はその旨明記。) 

         テレビジョン放送(他のテレビジョン放送を行わ

ない場合に使用する場合はその旨明記。) 

          シンボル数(合計) 19.24Ｍbaud           シンボル数(合計) 19.24Ｍbaud 

          スロット数(合計) 32スロット           スロット数(合計) 32スロット 

          変調方式   ８ＰＳＫ、ＱＰＳＫ           変調方式   ８ＰＳＫ、ＱＰＳＫ 

          誤り訂正率  ２／３、３／４           誤り訂正率  ２／３、３／４ 

          符号化される映像信号の走査方式及び走査線

数 一本おき／1,125本 

          符号化される映像信号の走査方式及び走査線

数 一本おき／1125本 

          符号化された映像信号の水平方向の輝度信号

の画素数 1,440画素 

          符号化された映像信号の水平方向の輝度信号

の画素数 1440画素 

          符号化された映像信号のフレーム周波数 

30/1.001Hz 

          符号化された映像信号のフレーム周波数 

30/1.001Hz 

          符号化された映像信号の一フレーム当たりの

垂直方向の輝度信号の画素数 1,080画素 

          符号化された映像信号の一フレーム当たりの

垂直方向の輝度信号の画素数 1080画素 

           第１番組            第１番組 

           シンボル数 9.62Ｍbaud(補完放送(音声)を

含む。※) 

           シンボル数 9.62Ｍbaud(補完放送(音声)を

含む。※) 

           スロット数 16スロット            スロット数 16スロット 

           第２番組           第２番組 

           シンボル数 9.62Ｍbaud(補完放送(音声)を

含む。※) 

           シンボル数 9.62Ｍbaud(補完放送(音声)を

含む。※) 

           スロット数 16スロット            スロット数 16スロット 

  ※ 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン

放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行う場合は、当該

  ※ 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン

放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行う場合は、当該
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補完放送に係る１秒当たりのシンボル数(当該補完放送に係る

１秒当たりのシンボル数の記載が困難である場合にあつては

、補完放送に係る１秒当たりのシンボル数)を明記すること。 

補完放送に係る１秒当たりのシンボル数(当該補完放送に係る

１秒当たりのシンボル数の記載が困難である場合にあつては

、補完放送に係る１秒当たりのシンボル数)を明記すること。 

     データ放送      データ放送 

      第１番組       第１番組 

      シンボル数 0.60125 Ｍbaud       シンボル数 0.60125 Ｍbaud 

      スロット数 １スロット       スロット数 １スロット 

      変調方式  ８ＰＳＫ       変調方式  ８ＰＳＫ 

      誤り訂正率 ２／３       誤り訂正率 ２／３ 

  ⑵ 狭帯域伝送方式等による衛星基幹放送の業務の場合は、次

のように記載すること。 

  ⑵ 狭帯域伝送方式等による放送を委託して行わせる委託放送

業務の場合は、次のように記載すること。 

   (第69条の規定により一の申請書により二以上の衛星基幹放送

の業務の申請を行う場合は、各放送に係る１秒における伝送

容量又は１秒における基準伝送容量ごとの合計を記載するこ

と。) 

   (第17条の12の規定により一の申請書により二以上の委託放送

業務の申請を行う場合は、各放送に係る１秒における伝送容

量又は１秒における基準伝送容量ごとの合計を記載すること

。) 

   (記載例) 中央の周波数 12.3456ＧＨz    (記載例) 中央の周波数 12.3456ＧＨz 

         伝送方式 狭帯域伝送方式          伝送方式 狭帯域伝送方式 

          基準伝送容量(合計) 13,140,492 bps           基準伝送容量(合計) 13,140,492 bps 

           第１番組 6,570,246 bps(補完放送(音声)

を含む。※) 

           第１番組 6,570,246 bps(補完放送(音声)

を含む。※) 

           第２番組 6,570,246 bps(補完放送(データ

)を含む。※) 

           第２番組 6,570,246 bps(補完放送(データ

)を含む。※) 

          符号化される映像信号の走査方式及び走査線

数 一本おき／525本 

          符号化される映像信号の走査方式及び走査線

数 一本おき／525本 

          符号化された映像信号の水平方向の輝度信号           符号化された映像信号の水平方向の輝度信号
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の画素数 544画素 の画素数 544画素 

          符号化された映像信号のフレーム周波数 

30/1.001Hz 

          符号化された映像信号のフレーム周波数 

30/1.001Hz 

          符号化された映像信号の一フレーム当たりの

垂直方向の輝度信号の画素数 480画素 

          符号化された映像信号の一フレーム当たりの

垂直方向の輝度信号の画素数 480画素 

  ※ 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン

放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行う場合は、当該

補完放送に係る１秒当たりの伝送容量又は１秒当たりの基準

伝送容量(当該補完放送に係る１秒当たりの伝送容量又は１秒

当たりの基準伝送容量の記載が困難である場合にあつては、

補完放送に係る１秒当たりの伝送容量又は１秒当たりの基準

伝送容量)を明記すること。 

  ※ 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジョン

放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行う場合は、当該

補完放送に係る１秒当たりの伝送容量又は１秒当たりの基準

伝送容量(当該補完放送に係る１秒当たりの伝送容量又は１秒

当たりの基準伝送容量の記載が困難である場合にあつては、

補完放送に係る１秒当たりの伝送容量又は１秒当たりの基準

伝送容量)を明記すること。 

注５ 注４ 

⑴ 超短波放送(教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽

番組の相互の間の調和をとつて放送番組を編集するものに限

る。)又はテレビジョン放送(特別な事業計画により放送番組

を編集するものを除く。)を行う基幹放送の業務の場合 

  ⑴ 超短波放送(教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽

番組の相互の間の調和をとつて放送番組を編集するものに限

る。)又はテレビジョン放送(特別な事業計画により放送番組

を編集するものを除く。)を委託して行わせようとする場合 

放送事項を放送番組の目的別種類(報道、教育、教養、娯楽

、その他をいう。以下同じ。)により、次のように記載するこ

と。この場合において、データを併せ送るものであるときは

、⑶のデータ放送を行う場合の記載例に準じ、併せて記載す

ること。 

    委託放送事項を放送番組の目的別種類(報道、教育、教養、

娯楽、広告、その他をいう。以下同じ。)により、次のように

記載すること。この場合において、データを併せ送るもので

あるときは、⑶のデータ放送を委託して行わせる場合の記載

例に準じ、併せて記載すること。 

   (記載例)  報 道(一般ニュース、ニュース解説、スポーツ

ニュース、週間ニュース、災害に関す

る情報等) 

   (記載例)  報 道(一般ニュース、ニュース解説、スポーツ

ニュース、週間ニュース、災害に関す

る情報等) 
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         教 育(学年別学校向講座、英会話の時間、職業

教育講座等) 

         教 育(学年別学校向講座、英会話の時間、職業

教育講座等) 

         教 養(政治解説、政治討論会、婦人向講座、文

学座談会、音楽講座、街頭討論会等) 

         教 養(政治解説、政治討論会、婦人向講座、文

学座談会、音楽講座、街頭討論会等) 

         娯 楽(音楽、スポーツ行事、小説朗読、演芸等

) 

         娯 楽(音楽、スポーツ行事、小説朗読、演芸等

) 

          広 告(商業案内、スポット・アナウンス等) 

         その他(通信販売番組等)          その他(放送番組の予告等) 

         成人向け番組の有無 □有 □無  

⑵ 超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送の業務の

場合(⑴の場合を除く。) 

  ⑵ 超短波放送又はテレビジョン放送を委託して行わせようと

する場合(⑴の場合を除く。) 

放送事項を放送番組の実態に合わせて、分野、主たる言語

及び成人向け番組の有無の項目ごとに次の記載例に従つて記

載すること。この場合において、データを併せ送るものであ

るときは、⑶のデータ放送を行う場合の記載例に準じ、併せ

て記載すること。 

    委託放送事項を放送番組の実態に合わせて、分野、主たる

言語及び成人向け番組の有無の項目ごとに次の記載例に従つ

て記載すること。この場合において、データを併せ送るもの

であるときは、⑶のデータ放送を委託して行わせる場合の記

載例に準じ、併せて記載すること。 

(記載例) (記載例) 

 分    野 主たる言語 成人向け番組の有無 備考   分    野 主たる言語 成人向け番組の有無 備考  

 学校教育番組(主として

高校・大学受験対策講

座) 

 無    学校教育番組(主として

高校・大学受験対策講

座) 

 無   

 野球、サッカーを中心

としたスポーツ番組 

 無    野球、サッカーを中心

としたスポーツ番組 

 無   

 ドイツ国内で放送され

ているニュース、ドラ

ドイツ語 無    ドイツ国内で放送され

ているニュース、ドラ

ドイツ語 無   
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マ、ドキュメンタリー

番組 

マ、ドキュメンタリー

番組 

  (注１) 分野の欄は、当該放送番組の特徴がわかるような表現

で簡潔に記載すること。 

  (注１) 分野の欄は、当該放送番組の特徴がわかるような表現

で簡潔に記載すること。 

  (注２) 主たる言語の欄は、日本語以外の言語を主たる使用言

語とする場合にのみ記載すること。 

  (注２) 主たる言語の欄は、日本語以外の言語を主たる使用言

語とする場合にのみ記載すること。 

  (注３) 成人向け番組とは、性的好奇心をそそるため性的な行

為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せ

る番組で、青少年に有害な影響を与えるおそれのある

放送番組をいう。 

  (注３) 成人向け番組とは、性的好奇心をそそるため性的な行

為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せ

る番組で、青少年に有害な影響を与えるおそれのある

放送番組をいう。 

  (注４) 法第８条に規定する事項のみを放送事項とするもので

ある場合は、備考の欄にその旨記載すること。 

  (注４) 法第３条の５に規定する事項のみを委託放送事項とす

るものである場合は、備考の欄にその旨記載すること

。 

⑶ データ放送を行う基幹放送の業務の場合 ⑶ データ放送を委託して行わせようとする場合 

放送事項を放送番組の実態に合わせて、分野、データ符号

化方式の名称及び成人向け番組の有無の項目ごとに次の記載

例に従つて記載すること。 

    委託放送事項を放送番組の実態に合わせて、分野、データ

符号化方式の名称及び成人向け番組の有無の項目ごとに次の

記載例に従つて記載すること。 

(記載例) (記載例) 

 
分    野 

データ符号化方式の

名称 

成人向け番組の

有無 
備考 

  
分    野 

データ符号化方式の

名称 

成人向け番組の有

無 
備考 

 

 株価、経済指標

等の経済情報 

ＸＭＬ方式 無    株価、経済指標

等の経済情報 

ＸＭＬ方式 無   

 最新自動車情報

、自動車部品等

を紹介する電子

(何)方式 無    最新自動車情報

、自動車部品等

を紹介する電子

(何)方式 無   



 

 

1
7

8
 

マガジン マガジン 

(注１) 分野の欄は、当該放送番組の特徴がわかるような表現

で簡潔に記載すること。 

(注１) 分野の欄は、当該放送番組の特徴がわかるような表現

で簡潔に記載すること。 

(注２) データ符号化方式の名称の欄は、データ符号化識別子

が指定されている場合はその符号化方式の名称を、指定

されていない場合は具体的なデータ符号化方式の名称を

記載すること。なお、上記の記載例に従つた記載方法の

みでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を

記載すること。 

(注２) データ符号化方式の名称の欄は、データ符号化識別子

が指定されている場合はその符号化方式の名称を、指定

されていない場合は具体的なデータ符号化方式の名称を

記載すること。なお、上記の記載例に従つた記載方法の

みでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を

記載すること。 

(注３) 成人向け番組とは、性的好奇心をそそるため性的な行

為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる

番組で、青少年に有害な影響を与えるおそれのある放送

番組をいう。 

(注３) 成人向け番組とは、性的好奇心をそそるため性的な行

為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる

番組で、青少年に有害な影響を与えるおそれのある放送

番組をいう。 

(注４) 法第８条に規定する事項のみを放送事項とするもので

ある場合は、備考の欄にその旨記載すること。 

(注４) 法第３条の５に規定する事項のみを委託放送事項とす

るものである場合は、備考の欄にその旨記載すること。 

⑷ 超短波放送、テレビジョン放送又はデータ放送を行う基幹

放送の業務の場合 

⑷ 超短波放送、テレビジョン放送又はデータ放送を委託して

行わせようとする場合 

⑴から⑶までに定めるもののほか、次のアからエまでに掲

げる事項について具体的な計画を定めているときは、併せて

記載すること。 

    ⑴から⑶までに定めるもののほか、次のアからエまでに掲

げる事項について具体的な計画を定めているときは、併せて

記載すること。 

「１週間当たりの放送時間全体」及び「１週間当たりの総

放送時間」とは次の定義による。 

 

・「１週間当たりの放送時間全体」 

高精細度テレビジョン放送を行わない時間帯に二以上の

標準テレビジョン放送を行う場合は、「標準テレビジョン
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放送のうち１週間当たりの放送時間が最も長いものの放送

時間」と「高精細度テレビジョン放送の放送時間」の合計

をいう。 

・「１週間当たりの総放送時間」 

すべての放送時間の合計(延べ放送時間)をいう。なお、

マルチ編成の場合には、「高精細度テレビジョン放送の放

送時間」と「標準テレビジョン放送のすべての放送時間」

の合計をいう。 

 

ア 高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、当該高

精細度テレビジョン放送を行わない時間帯に標準テレビジ

ョン放送を行うときは、一週間当たりの放送時間(当該高精

細度テレビジョン放送を行わない時間帯に二以上の標準テ

レビジョン放送を行う場合は、当該標準テレビジョン放送

のうち一週間当たりの放送時間が最も長いものの放送時間

及び当該高精細度テレビジョン放送の放送時間の合計をい

う。)全体における当該高精細度テレビジョン放送の放送時

間の占める割合 

   ア 高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、当該高

精細度テレビジョン放送を行わない時間帯に標準テレビジ

ョン放送を行うときは、一週間当たりの放送時間(当該高精

細度テレビジョン放送を行わない時間帯に二以上の標準テ

レビジョン放送を行う場合は、当該標準テレビジョン放送

のうち一週間当たりの放送時間が最も長いものの放送時間

及び当該高精細度テレビジョン放送の放送時間の合計をい

う。)全体における当該高精細度テレビジョン放送の放送時

間の占める割合 

イ 高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、一週間

当たりの放送時間全体における高精細度テレビジョン放送(

ハイビジョンカメラ等により制作・編集された番組を放送

するものに限る。)に係る放送時間の占める割合 

   イ 高精細度テレビジョン放送を行う場合であって、一週間

当たりの放送時間全体における高精細度テレビジョン放送(

ハイビジョンカメラ等により制作・編集された番組を放送

するものに限る。)に係る放送時間の占める割合 

ウ 一週間当たりの放送時間全体における成人向け番組に係

る放送時間の占める割合 

   ウ 一週間当たりの放送時間全体における成人向け番組に係

る放送時間の占める割合 

エ 一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広

告放送(有料放送により行われるものを除く。)に係る放送

時間の占める割合 

   エ 一週間当たりの放送時間全体における対価を得て行う広

告放送(有料放送により行われるものを除く。)に係る放送

時間の占める割合 
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⑸ 臨時目的放送を専ら行う基幹放送の業務の場合   ⑸ 臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送事業者の場

合 

    放送事項を次のように記載すること。     委託放送事項を次のように記載すること。 

ア 博覧会等の用に供する場合  

(記載例) (何)博覧会の案内等に係る事項 (記載例) (何)博覧会の案内等に係る事項 

イ 災害発生時に役立てる場合  

(記載例) (何)地震の災害対策及び被災者救援のための

生活情報等に係る事項 

 

   ⑹ 有料放送を委託して行わせようとする場合 

     ⑴から⑸までに定めるもののほか、有料放送を含む放送を

委託して行わせる旨を記載するとともに、限定受信方式の名

称を次の記載例に従つて記載すること。この場合において、

限定受信方式識別子が指定されている場合はその指定に係る

限定受信方式の名称を記載すること。なお、名称のみでは方

式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を記載すること

。 

    (記載例) 限定受信方式の名称：ＡＲＩＢ－限定受信方式 

注６ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の欄は、

次により記載すること。 

 

⑴ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要には、基

幹放送が行われる過程における映像、音声、文字、データの

流れが明確になるよう、演奏所から基幹放送局の送信設備の

送信空中線までの範囲におけるすべての電気通信設備を明記

した概要図を記載すること。 

 

⑵ ⑴の概要図には、基幹放送の業務に用いられる電気通信設

備のうち、当該業務に用いられる基幹放送設備に該当する設
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備の範囲を「番組送出設備」、「中継回線設備」又は「地球

局設備」の別を明確にして付記すること。 

⑶ ⑴の概要図には、⑵の「番組送出設備」、「中継回線設備

」及び「地球局設備」の放送法第111条第１項の技術基準への

適合性に係る説明について、次の事項を付記すること。 

 

ア 放送法第111条第2号第1号に規定する基幹放送設備の損壊

又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさな

いようにすることを確保するための措置に関する事項 

 

イ 放送法第111条第2項第2号に規定する基幹放送設備を用い

て行われる基幹放送の品質が適正であるようにすることを

確保するために当該設備が準拠する送信の標準方式の種類

に関する事項 

 

⑷ 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全

体の構成が把握できるよう電気通信設備の階層その他適宜の

区分に分けて、別途記載すること。 

 

注７ 法93条第１項第６号(協会にあつては、同号イからハまでに

限る。)の欠格事由の有無について記載するものとし、同欄の

□には、該当する事項にレ印を付けること。 

注５ 法52条の13第１項第５号の欠格事由の有無について記載す

るものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けるこ

と。 

  

別表第七の一号(第65条第１項関係)  

 「地上基幹放送に係る事業計画書」  

 事 業 計 画 書  【新設】無線局免許手続規則別表第二号第１(事業計画書)より移行 

長 
 

辺 

 (別紙)    

 □⑴ 経営形態及び資本又は出資の額    

 □⑵ 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方    



 

 

1
8

2
 

法 

 □⑶ 主たる出資者及び議決権の数    

 □⑷ 10分の１を超える議決権を有する者に関する事項    

 □⑸ 10分の１を超える議決権を有する他の基幹放送事

業者に関する事項 

   

 □⑹ 役員に関する事項    

 □⑺ 放送番組の編集の基準    

 □⑻ 放送番組の編集に関する基本計画    

 □⑼ 週間放送番組の編集に関する事項    

 □⑽ 放送番組の審議機関に関する事項    

 □⑾ 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項    

 □⑿ 災害放送に関する事項    

 □⒀ 試験、研究又は調査の方法及び具体的計画    

 □⒁ 試験の方法及び具体的計画    

 □⒂ 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当

該事業の業務概要 

   

 □⒃ 将来の事業予定    

 □⒄ 認定の期間における事業並びに資産、負債及び収

支の実績 

   

   

   

短   辺   (日本工業規格Ａ列４番によること。)  

注１ 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出する

こと。 

 

 区  別 提出する別紙 備考   

 １ 認定 ⑴ (注1) (注１) 協会及び学園の基幹放   
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 の申請

の場合 

⑵ (注2)(注3) 送の業務の場合は、経営

形態については記載を要

しない。 

(注２) 協会の基幹放送の業務

の場合は、提出を要しな

い。 

(注３) 学園の基幹放送の業務

の場合は、提出を要しな

い。 

(注４) 臨時目的放送を専ら行

う基幹放送の業務の場合

は、提出を要しない。 

(注５) 法第８条に規定する経

済市況、自然事象及びス

ポーツに関する時事に関

する事項その他総務省令

で定める事項のみを放送

事項とする放送を専ら行

う基幹放送の業務の場合

は、提出を要しない。 

(注６)  学園の基幹放送の業務

の場合は、考査に関する事

項については記載を要しな

い。 

(注７) 地上基幹放送試験局を

用いて行う基幹放送の業務

  

 ⑶ (注2)(注3)   

 ⑷ (注2)(注3) 

(注4) 

  

 ⑸ (注2)(注3) 

(注4) 

  

 ⑹ (注2)   

 ⑺ (注3)(注4) 

(注5) 

  

 ⑻ (注4)(注5)   

 ⑼   

 ⑽ (注3)(注4) 

(注5) 

  

 ⑾ (注4)(注6)   

 ⑿ (注3)   

 ⒀ (注7)   

 ⒁ (注8)   

 ⒂ (注2)(注3) 

(注4) 

  

 ⒃ (注2)(注3) 

(注4) 

  

   

 ２ 認定

の変更

の申請

の場合 

⑴ (注1)(注9)   

 ⑵ (注2)(注3) 

(注9) 

  

 ⑶ (注2)(注3)   
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(注9) に限る。 

(注８) 基幹放送を行う実用化

試験局を用いて行う基幹放

送の業務に限る。 

(注９) 当該変更により事業計

画書に重大な変更があると

きに限る。 

 

 ⑷ (注2)(注3) 

(注9) 

  

 ⑸ (注2)(注3) 

(注9) 

  

 ⑹ (注2)(注9)    

 ⑺ (注3)(注4)  

(注5)(注9) 

  

 ⑻ (注4)(注5) 

(注9) 

  

 ⑼ (注9)   

 ⑽ (注3)(注4)  

 (注5)(注9)  

  

 ⑾ (注4)(注6)   

 ⑿ (注3)   

 ⒀ (注7)   

 ⒁ (注8)   

 ⒂ (注2)(注3) 

(注4)(注9) 

  

 ⒃ (注2)(注3) 

(注4)(注9) 

  

 ３ 認定

の更新

の申請

の場合 

⑴ (注1)   

 ⑶ (注2)(注3)   

 ⑷ (注2)(注3)   

 ⑸ (注2)(注3)   
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 ⑹ (注2)   

 ⑺ (注3)(注4)  

(注5) 

  

 ⑻ (注4)(注5)   

 ⑼   

 ⑽ (注3)(注4)  

(注5) 

  

 ⑾ (注4)(注6)   

 ⑿ (注3)   

 ⒀ (注7)   

 ⒁ (注8)   

 ⒂ (注2)(注3) 

(注4) 

  

 ⒃ (注2)(注3) 

(注4) 

  

 ⒄   

注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の

□には、注１の表の区分に従って該当する事項にレ印を付け

ること。 

 

⑴ 別紙⑴は、次の様式により記載すること。  

ア 株式会社の場合  

 経営形態 株式会社   

 
資本又は出

資の額 

発行済み株式の

額及びその株式

数 

増資予定の期日

、額及びその株

式数 

増資後の資本の

額及びその株式

数 
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イ 設立中の株式会社の場合  

 経営形態 株式会社(設立中)   

 資本又は出

資の額 

発起人引受けの株

式数及びその額 

募集の株式数

及びその額 

合   計   

       

ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様

式に準じて記載すること。 

 

(注１) 法人の場合は、次の書類を添付すること。  

(ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書  

(イ) 定款又は寄附行為に基幹放送の業務を行う事業を行

うことについての定めがない場合は、当該申請を行うこ

とを決議した取締役会等の議事録の写し 

 

(注２) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。  

(ア) 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第１項及び

その準用規定により認証を必要とする場合には、認証の

ある定款)又は寄附行為 

 

(イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した

書類とする。) 

 

(ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発

起人会議事録の写し、発起人組合契約書の写し及び発起

人引受承諾書 

 

(注３) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注１)及び(注

２)に準ずる書類を添付すること。 

 

⑵ 別紙⑵は、次の様式により記載すること。  
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 用途別資金の額 資金調達の方法   

  

工事費 

創業費 

その他 

合 計 

千円    

(注１) 資金調達の方法の欄は、資本金、出資金、社債、借

入金、寄付金、積立金、営業収入等の別及び金額を記

載すること。 

 

(注２) 貸借対照表、損益計算書、株式引受承諾書の写し、

社債申込証の写し、融資証明書等資金調達の確実性を

証明する書類を添付すること。 

 

⑶ 別紙⑶は、次の様式により記載すること。  

ア 主たる出資者及び議決権の数  

 ふりがな 
住 所 職 業 

議決権の総数に対す

る議決権の比率 
備 考 

  

 氏名又は名称   

    ％    

(注１)  議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上

の者について記載すること。 

 

(注２) 設立中の法人にあつては、(注１)によるほか、発起

人全員について記載すること。 

 

(注３) 増資その他の理由により、将来において議決権の総

数に対する議決権の比率が100分の1以上となる予定が

ある場合は、それについて併せて記載すること。 

 

(注４) 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記するこ

と。 
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(注５) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。こ

の場合において、法人にあっては本店又は主たる事務

所の所在地を記載すること。 

 

(注６) 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあ

つては「何㈱㈹専務(常)」、「雑貨商店主」のように

記載すること。この場合において、法人の代表権を有

する役員については役名の前に「㈹」の文字を、常勤

の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記す

ること。 

 

(注７) 備考の欄は、次の事項を記載すること。  

(ア) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出

資金、寄付金等の出資の種類 

 

(イ) 発起人又は発起人代表であるときはその旨  

(ウ) 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは

団体であるときはその旨 

 

(エ) 出資の予定のものについてはその旨  

(注８) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位

まで記載すること。 

 

イ 外国人等の占める議決権の数  

 フリ

ガナ 

住所 職業 

総議決権

に対する

比率 

当該出資者

の議決権を

有する外国

人等の氏名

又は名称 

外国人等

が当該出

資者に占

める議決

権の比率 

当該外国人等

が申請者に対

し間接に占め

る議決権の比

率 

備考 

  

 氏名

又は

名称 

  

    ％  ％ ％    

 外国人等の直接に ％       
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占める議決権のう

ち1000分の１未満

の比率のものの計 

 

計 

外国人等

の直接に

占める議

決権の比

率の計 

％ 

 

 外国人等の間

接に占める議

決権の比率の

計 

％ 

   

 

合 計 

外国人等の直接及び間接に占める議決権の比率

の合計 

％ 

   

(注１) 外国人等とは、法第93条第１項第6号イからハまで

に掲げる者及び同号ホに掲げる者並びに施行規則63条

第４項に規定する外国人等とみなされる法人又は団体

及び同条第５項に規定するそのすべてを間接に占めら

れる議決権の割合とされる議決権を有し、又は有する

ものとみなされる法人又は団体をいう。 

 

(注２) 氏名又は名称の欄、住所の欄、職業の欄は、アの

(注４)から(注６)に準じて記載すること。。 

 

(注３) 外国人等の直接に占める議決権のうち1000分の１

未満のものの比率は、合算して記載すること。 

 

(注４) 外国人等が当該出資者に占める議決権の比率の欄

は、当該出資者が申請者に対し議決権に対する比率

の100分の10以上の議決権を有し、かつ、一の外国人

等が当該出資者に対し100分の10以上の議決権を有す

る場合に記載すること。 

 

(ア) 当該出資者に二以上の外国人等がそれぞれ100分の  
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10以上の議決権を有する場合は、それぞれの比率を記

載すること。 

(イ) 第63条第３項に規定する一の外国人等が申請者の

議決権を有する二以上の出資者の議決権を有する場合

であつて、これらの議決権の比率の全部又は一部が

100分の10未満であるもののこれらの議決権の比率を

出資者ごとに乗じその結果を合算した比率が100分の

10以上となる場合は、100分の10未満であつても記載

すること。 

 

(注５) 当該外国人等が申請者に対し間接に占める議決権

の比率の欄は、当該出資者の申請者に対する総議決

権に対する比率と外国人等が当該出資者に占める議

決権の比率を乗じて計算した比率を記載すること。 

 

(ア) 一の外国人等が当該出資者に対し100分の50を超え

る議決権を有する場合は、当該出資者の総議決権に対

する比率を記載すること。 

 

(イ) 当該出資者に二以上の外国人等が議決権を有する

場合は、それぞれの外国人等が当該出資者に占める議

決権の比率を合算し、総議決権に対する比率を乗じて

計算した比率を記載すること。ただし、当該一の外国

人等が100分の50を超える議決権を有する場合は、当

該出資者の総議決権に対する比率を記載すること。 

 

(注６) 備考の欄は、アの(注７)(ア)、(イ)及び(エ)に準

じて記載すること。また、第63条第３項、第４項及

び第５項の規定に該当する場合は、その旨を記載す

ること。 

 

(注７) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位  



 

 

1
9

1
 

まで記載すること。 

⑷ 別紙⑷は、次の様式により記載すること。  

  氏名又

は名称 

議決権の

総数に対

する議決

権の比率 

(Ａ)が基幹放送事

業者の10分の１を

超える議決権を有

する場合、当該事

業者の名称 

備考   

 10分の1を超える議

決権を有する者 

(A) 

 ％     

  うち(A)の有する議

決権と計算される

議決権を有する者 

(B) 

 ％     

(注１) 議決権の取扱いは、次の(ア)から(ウ)までに定める

ところにより計算し、記載すること。 

 

(ア) 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、そ

の議決権に係る株式の所有者の名義が異なつていても

、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするも

のとする。また、一の者が、未公開株式(金融商品取引

法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商

品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11

第1項の店頭販売有価証券登録原簿に登録されていない

株式をいう。以下同じ。)に係る議決権の行使について

、信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有
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する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同一

の内容の議決権を行使すると認められる場合において

は、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなし

て計算すること。 

(イ) 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法

人又は団体が、基幹放送の業務を行おうとする者の議

決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有す

る議決権とみなす。ただし、一般社団法人等(一般社団

法人、一般財団法人、私立学校法(昭和24年法律第270

号)第３条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和26年

法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、宗教法人

法(昭和26年法律第126号)第４条第２項に規定する宗教

法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第

２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう。以

下同じ。)が、基幹放送の業務を行おうとする者の議決

権を有する場合にあつては、一の者の役員が当該一般

社団法人等の過半数の理事又は責任役員を兼ねている

ときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみ

なして計算すること。 

 

(ウ) (イ)の本文の規定は、基幹放送の業務を行おうとす

る者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間に

これらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は

二以上の法人又は団体(以下「関連法人等」という。)

が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体

がそれぞれその議決権の２分の１を超える議決権を当
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該一の者又は他の関連法人等(その議決権の２分の１を

超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によつ

て保有されているものに限る。)によつて保有されてい

る場合に限る。)に準用する。 

(エ) (ウ)の規定を適用する場合において、介在している

関連法人等も10分の１以上の議決権を有する者となる

ときは、当該関連法人等についても(A)及び(B)の欄を

記載すること。なお、(B)の欄の記載については、(A)

の欄に記載されるものの議決権と計算される議決権を

、関連法人等を介在することなく直接有する者につい

てのみ記載するものとする。 

 

(注２) (B)の欄は、議決権を有するすべての者について記載

すること。 

 

(注３) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとる

ときは、出資金、寄付金等の出資の種類を記載するこ

と。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の備考の

欄に(A)の有する議決権と計算される理由を記載するこ

と。 

 

(注４) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

⑸ 別紙⑸は、次の様式により記載すること。  

  氏名又は

名称 

他の基幹放送事業者の

総議決権に対する比率 
備考 

  

 自らが10分の１を超

える議決権を有する

 ％    
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他の基幹放送事業者 

(A) 

  うち自らが有する議

決権と計算される議

決権を有する者 

(B) 

 ％    

(注１) ⑷(注１)(ア)から(ウ)まで、(注２)及び(注３)に準

じて記載すること、また、次の(ア)及び(イ)によるこ

と。 

 

(ア) ⑷(注１)(ア)から(ウ)までについては、「一の者」

とあるのは「基幹放送の業務を行うとする者」と、「

基幹放送の業務を行おうとする者」とあるのは「他の

基幹放送事業者」とそれぞれ読み替えること。 

 

(イ) ⑷(注１)の(ア)から(ウ)までに準じて記載する場合

において、介在している関連法人等がさらに他の関連

法人等を介在して基幹放送事業者の議決権を有すると

きの(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される

基幹放送事業者の議決権を他の関連法人等を介在する

ことなく直接有する者についてのみ記載するものとす

る。 

 

(注２) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

⑹ 別紙⑹は、次の様式により記載すること。  

 ふりがな 
住所 役名 担当部門 兼職 備考 

  

 氏名   
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(注１) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道

府県市区町村を記載すること。 

 

(注２) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の

前に「㈹」の文字を、常勤の役員については役名の後

に「(常)」の文字を付記すること。 

 

(注３) 兼職の欄は、基幹放送の業務を行う事業及び新聞事

業に係るものについてはその全部を、その他のものに

ついてはその代表的なものを(注２)に準じて記載する

こと。 

 

(注４) 備考の欄は、次の事項を記載すること。  

ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨  

イ 日本の国籍を有しない人であるとき又は兼職に係る法

人若しくは団体が外国の法人若しくは団体であるときはそ

の旨 

 

ウ 予定のものについてはその旨  

(注５) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予

定者については役員就任承諾書を添付すること。 

 

⑺ 別紙⑺は、放送番組の目的別種別(別表第二の一号の注３⑵

の場合を除く。)及び放送の対象とする者に応じた放送番組の

編集の基準又はその案を記載すること。 

 

⑻ 別紙⑻は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計

画又はその案を記載すること。この場合において、特別の経

営方針による基幹放送の業務(学園によるものを除く。)につ

いては、対象とする受信者層を併せて記載すること。 
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⑼ 別紙⑼は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の

放送時間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除

く。)について、次のア及びイの様式により記載すること。 

 

ア 放送番組表  

(ア) 超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送の

業務の場合 

 

Ａ 超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に

係る放送番組の記載 

 

 曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

  

           

 計          

 合計 

 時間 分( 分) 

 

※字幕付与可能な１週間

の放送 

 時間 

  時間 分( 分) 

備考 

 字   時間 分( 分) ％ 

 解   時間 分( 分) ％ 

  

(注１) １週間の放送番組の代表例を記載すること。  

(注２) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種類のいずれ

かの記号(報道は(報)、教育は(育)、教養は(養)、娯楽

は(娯)、その他は(他)と表示)に従い、個々の放送番組

の欄内に表示すること。この場合において、一の放送

番組の内容が２以上の種類に該当するときは、それら

の種類のすべてについて表示するとともに放送時間を

付記すること。 
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(注３) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻

を記載すること。 

 

(注４) 補完放送であつて、テレビジョン放送の映像に伴う

ものの放送を行う場合は、字幕放送、解説放送、ステ

レオホニック放送、２か国語放送、データ放送の別を

個々の放送番組の欄内に、字幕放送は(字)、解説放送

は(解)と表示すること。この場合において、一の放送

番組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法

のすべてについて表示すること。この場合において、

一の放送番組で利用方法が複合するときは、それらの

利用方法のすべてについて表示するとともに放送時間

を付記するものとし、１週間の総放送時間（字幕放送

にあっては、字幕付与可能な１週間の放送時間とす

る。）について、字幕放送、解説放送の別に、１週間

の放送時間の総放送時間に対する割合を備考欄に記載

すること。 

 

(注５) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送

に係る放送番組について、個々の放送番組の欄に「有

」の記号等を表示し、合計欄内に有料放送に係る時間

を( )で再掲すること。 

 

(注６) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

Ｂ 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジ

ョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の

記載 

 

 番組番号 番組名 放送の開始時間及び終了時間   
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 番組数計     

(注１) １週間の放送番組の代表例を記載すること。  

(注２) 放送番組の選択のため付される特定の番号がある場

合は、番組番号の欄に記載すること。 

 

(注３) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種類のいずれ

に該当するかを色別、記号別等の方法により、個々の

放送番組の欄内に表示すること。この場合において、

一の放送番組の内容が２以上の種類に該当するときは

、それらの種類すべてについて表示すること。 

 

(注４) 番組数計の欄内には、１週間に放送した放送番組の

総数を記載すること。 

 

(注５) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送

に係る放送番組について、個々の放送番組の欄内に

「有」の記号等を表示し、合計欄内に有料放送に係る

時間を( )で再掲すること。 

 

(イ) 超短波多重放送又はテレビジョン多重放送を行う基幹

放送の業務の場合 

 

 番組番号 番組名 放送の開始時間及び終了時間   
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 番組数計     

(注１) １週間の放送番組の代表例を記載すること。  

(注２) 放送番組の選択のため付される特定の番号がある場

合は、番組番号の欄に記載すること。 

 

(注３) 番組数計の欄内には、１週間に放送した放送番組の

総数を記載すること。 

 

(注４) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送

に係る放送番組について、個々の放送番組の欄内に

「有」の記号等を表示し、番組数計欄内に有料放送に

係る時間を( )で再掲すること。 

 

(注５) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

(ウ) (ア)又は(イ)以外の基幹放送の業務の場合  

 曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

  

           

 計 時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分   

 合計          時間   分 備考    

(注１) １週間の放送番組の代表例を記載すること。  

(注２) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種類のいずれ

に該当するかを色別、記号別等の方法により、個々の

放送番組の欄内に表示すること。この場合において、

一の放送番組の内容が２以上の種類に該当するときは

、それらの種類のすべてについて表示するとともに放

送時間を付記すること。 

 

(注３) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻  



 

 

2
0
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を記載すること。 

イ 放送の目的別種類による放送時間等  

 放送の目的別種類 １週間の放送時間 比率 備考   

 報   道 

教   育 

教   養 

娯   楽 

そ の 他 

時間  分 ％    

 合  計 時間  分 100.0％   

(注１) １週間の放送時間の欄は、アの(ア)又は(ウ)の放送

番組表に基づいて集計したものを記載すること。 

 

(注２) 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビ

ジョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送を行う

場合は、当該補完放送に係る放送時間及び比率をそれ

ぞれ該当する欄内に(補完： )で再掲載すること。 

 

(注３) 有料放送を行う基幹放送局の場合は、有料放送に係

る放送時間及び比率をそれぞれ該当する欄内に(有料： 

)で再掲すること。 

 

(注４) 放送の目的別種類の「その他」とは、通信販売番組

その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以

外の放送番組をいい、通信販売番組とそれ以外のもの

とに細分すること。 

 

(注５) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

ウ 他から供給を受ける放送番組の時間等  
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(ア) 超短波放送又はテレビジョン放送を行う基幹放送の業

務の場合 

 

Ａ 超短波放送の主音声又はテレビジョン放送の映像に係

る放送番組の記載 

 

 
供給者名 

１週間の放送時間(他から

の供給を受ける放送番組) 

供給に関する

協定等の有無 

  

 (ニュース) 

放送事業者 

小計 時間 ( 分)  ％ 

   

 その他の者 

小計 時間 ( 分)  ％ 

   

 計(①) 時間 ( 分)  ％    

 (ニュース以外の番組) 

放送事業者 

小計 時間 ( 分)  ％ 

   

 その他の者 

小計 時間 ( 分)  ％ 

   

 計(②) 時間 ( 分)  ％    

 合計(①＋②＝③) 他社の放送番組  時間 ( 分)  ％   

 備考 自社の放送番組  時間 ( 分)  ％   

(注１) 供給者名の欄は、アの(ア)のＡの放送番組表に記載

した放送番組のうち、他から供給を受けるものについ

て、放送事業者及びその他の者の別に記載し、供給者

のそれぞれについて、供給を受けようとするものの放

送時間を記載し、放送事業者及びその他の者ごとに小

計を記載し、計及び合計を記載すること。 

 

(注２) 合計の欄の比率は、アの(ア)のＡの放送番組表の合  
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計の欄の時間に対する当該欄の時間の比率を記載する

こと。 

(注３) 備考の欄の比率は、アの(ア)のＡの放送番組表の合

計の欄の時間から合計(③)の欄の比率を差し引いた比

率を記載すること。 

 

(注４) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その

内容を記載した書類を添付すること。 

 

(注５) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送

に係る放送時間をそれぞれ該当する欄内に(  )で再

掲すること。 

 

(注６) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

Ｂ 補完放送であつて、超短波放送の主音声又はテレビジ

ョン放送の映像に伴うもの以外のものの放送の放送番組の

記載 

 

 
供給者名 放送時間 

供給に関する協定

等の有無 

  

 (ニュース) 番組数 

計 

   

 (ニュース以外の番組) 番組数 

計 

   

 合  計 番組数(  ％)   

(注１) 供給者名の欄は、アの(ア)のＡの放送番組表に記載

した放送番組のうち、他から供給を受けるものについ

て、放送事業者及びその他の者の別に記載すること。 

 

(注２) 合計の欄の括弧内は、アの(ア)のＡの放送番組表の

合計の欄の番組数に対する比率を記載すること。 
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(注３) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その

内容を記載した書類を添付すること。 

 

(注４) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送

に係る番組数をそれぞれ該当する欄内に( )で再掲す

ること。 

 

(注５) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

(イ) 超短波多重放送又はテレビジョン多重放送を行う基幹

放送の業務の場合 

 

 
供給者名 放送時間 

供給に関する協定

等の有無 

  

 (ニュース) 番組数 

計 

   

 (ニュース以外の番組) 番組数 

計 

   

 合  計              番組数(  ％)   

(注１) 供給者名の欄は、アの(イ)の放送番組表に記載した

放送番組のうち、他から供給を受けるものについて、

放送事業者及びその他の者の別に記載すること。 

 

(注２) 合計の欄の括弧内は、アの(イ)の放送番組表の合計

の欄の番組数に対する比率を記載すること。 

 

(注３) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その

内容を記載した書類を添付すること。 

 

(注４) 有料放送を行う基幹放送の業務の場合は、有料放送

に係る番組数をそれぞれ該当する欄内に( )で再掲す

ること。 

 

(注５) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 
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(ウ) (ア)又は(イ)以外の基幹放送の業務の場合  

 
供給者名 １週間の放送時間 

供給に関する協定

等の有無 

  

 (ニュース) 時間 分 

計 

   

 (ニュース以外の番組) 時間 分 

計 

   

 合  計              時間  分(  ％)   

(注１) 供給者名の欄は、アの(ア)のＣの放送番組表に記載

した放送番組のうち、他から供給を受けるものについ

て、放送事業者及びその他の者の別に記載すること。 

 

(注２) 合計の欄の括弧内は、アの(ア)のＣの放送番組表の

合計の欄の時間に対する当該欄の時間の比率を記載す

ること。 

 

(注３) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その

内容を記載した書類を添付すること。 

 

(注４) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

⑽ 別紙⑽は、次の様式により記載すること。  

 ふりがな 
住所 性別 生年月日 職業 備考 

  

 委員の氏名   

         

 委員総数 人     

(注１) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。  

(注２) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論

家」等のように記載すること。 

 

(注３) 備考の欄は、次の事項を記載すること。  
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ア 他の放送番組の審議機関の委員であるときはその旨及

び当該審議機関の名称 

 

イ 他の放送事業者の審議機関と共同して設置しようとす

る場合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称 

 

ウ 予定のものについてはその旨  

(注４) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付する

こと。 

 

⑾ 別紙⑾は、次により記載すること。  

ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統

的かつ具体的に記載すること。この場合において、編集の

責任者については、その権限等について併せて記載するこ

と。 

 

イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じ

て記載すること。この場合において、考査の方法を併せて

記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又

は添付すること。 

 

ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。  

⑿ 別紙⑿は、次により記載すること。  

災害放送の実施体制(責任者、連絡系統、要員等)について

記載すること。この場合において、実施要領等を作成してい

る場合は、それを添付すること。 

 

⒀ 別紙⑺から別紙⑿までの事項について、事業開始当初限り

の特別の経営方針があるときは、その方針についてそれぞれ

該当する別紙に併せて記載すること。 

 

⒁ 別紙⒀は、兼営する事業及び他の事業への出資について、

次の様式により記載すること。 
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ア 兼営する事業  

 兼営する事業の名称 事 業 の 概 要   

     

イ 他の事業への出資  

 事業者の

名称 

資本金 

(A) 

事業の

概要 

出資の額

(B) 

出資の比率 

(A)/(B)×100 
備考 

  

  百万円  千円 ％    

(注１) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本

金の額の10分の１以上の場合について記載すること。 

 

   (注２) 備考の欄は、次の事項を記載すること。  

    ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に

対する出資の比率と異なるときは、その比率 

 

    イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資額

、寄附金等の出資の種類 

 

(注３) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

⒂ 別紙⒄は、次の事項について記載すること(各事項の細目

については、特に示すものを除くほか、事業計画書及び事業

収支見積書の様式に準じて記載すること。) 

 

ア 事業の実績  

(ア) 事業遂行の概要(事業計画の実施状況(臨時かつ特別の

事業計画に基づくものを含む。)について簡単に記載する

こと。地上基幹放送試験局を用いて行う基幹放送の業務

の場合は免許の期間中における試験、研究又は調査の方

法及び結果の概要を、基幹放送を行う実用化試験局の基

幹放送の業務の場合は免許の期間中における実用化試験

の方法及び結果の概要を併せて記載すること。) 

 



 

 

2
0

7
 

(イ) 別に定める 1週間の放送の実施状況  

他から供給を受けた放送番組の時間(協会及び学園の

基幹放送の業務の場合を除く。) 

 

(ウ) 放送番組に関する参考事項(放送番組について基幹放

送普及計画第２又は放送法審査基準別表の規定に適合し

ていることの証明その他の参考事項を記載すること。) 

 

(エ) その他参考となる事業の概要  

イ 資産、負債及び収支の実績(協会及び学園の基幹放送の

業務の場合を除く。)(当該申請が決算期の中途に行われる

場合にのみ当該決算期の実績の概要を記載することとし、

その他の場合には記載を要しない。) 

 

  

別表第七の二号(第65条第１項関係) 別表第十三号(第17条の10第１項関係) 

 「衛星基幹放送に係る事業計画書」  

長

 
 辺 事業計画書  長

 
 辺 事業計画書  

  (別紙)     (別紙)   

  □⑴ 経営形態及び資本又は出資の額     □⑴ 経営形態及び資本又は出資の額   

  □⑵ 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方

法 

    □⑵ 事業開始までに要する用途別資金及びその調達方法   

  □⑶ 主たる出資者及び議決権の数     □⑶ 主たる出資者及び議決権の数   

  □⑷ 100分の33.33333を超える議決権を有する者に関す

る事項 

    □⑷ ３分の１以上の議決権を有する者に関する事項   

 

 □⑸ 10分の１を超える議決権を有する他の地上基幹放

送事業者又は100分の33.33333を超える議決権を有す

る他の衛星基幹放送事業者に関する事項 

  

 

 □⑸ 10分の１を超える議決権を有する他の一般放送事業

者又は３分の１以上の議決権を有する衛星役務利用放

送事業者に関する事項 

  

  □⑹ 役員に関する事項     □⑹ 役員に関する事項   
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  □⑺ 放送番組の編集の基準     □⑺ 放送番組の編集の基準   

  □⑻ 放送番組の編集に関する基本計画     □⑻ 放送番組の編集に関する基本計画   

  □⑼ 週間放送番組の編集に関する事項     □⑼ 週間放送番組の編集に関する事項   

  □⑽ 放送番組の審議機関に関する事項     □⑽ 放送番組の審議機関に関する事項   

  □⑾ 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項     □⑾ 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項   

  □⑿ 災害放送に関する事項     □⑿ 災害放送に関する事項   

  □⒀ 将来の事業予定        

  □⒁ 基幹放送の業務を行う事業と併せ行う事業及び当

該事業の業務概要 

    □⒀ 委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概

要 

  

      

短   辺   (日本工業規格Ａ列４番によること。) 短   辺   (日本工業規格Ａ列４番によること。) 

注１ 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出する

こと。 

注１ 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出する

こと。 

 区  別 提出する別紙 備     考   区  別 提出する別紙 備     考  

 １ 認定

の申請

の場合 

⑴ (注１) (注１) 協会及び学園の基

幹放送の業務の場合

は、経営形態につい

ては記載を要しない

。 

(注２) 協会の基幹放送の

業務の場合は、提出

を要しない。 

(注３) 学園の基幹放送の

業務の場合は、提出

を要しない。 

  １ 認定

の申請

の場合 

⑴ (注１) (注１) 学園の委託放送業

務の場合は、経営形

態については記載を

要しない。 

 

 

 

 

(注２) 学園の委託放送業

務の場合は、提出を

要しない。 

 

 ⑵ (注２)(注３)   ⑵  

 ⑶ (注２)(注３)   ⑶ (注２)  

 ⑷ (注２)(注３) 

(注４) 

  ⑷ (注２)(注５)  

 ⑸ (注２)(注３) 

(注４) 

  ⑸ (注２)(注５)  

 ⑹ (注２)   ⑹  

 ⑺ (注３)(注４)  

(注５) 

  ⑺ (注２)(注４) 

(注５) 

 

 ⑻ (注４)(注５)   ⑻ (注４)(注５)  
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 ⑼ (注４) 臨時目的放送を専

ら行う基幹放送の業

務の場合は、提出を

要しない。 

 

 

 

 

(注５) 法第８条に規定す

る経済市況、自然事

象及びスポーツに関

する時事に関する事

項その他総務省令で

定める事項のみを放

送事項とする放送を

専ら行う基幹放送の

業務の場合は、提出

を要しない。 

(注６)  学園の基幹放送の

業務の場合は、考査

に関する事項につい

ては記載を要しない

。 

 

 

 

  ⑼  

 

 

 

(注３) 学園の委託放送業

務の場合は、考査に

関する事項について

は記載を要しない。 

(注４) 法第３条の５に規

定する経済市況、自

然事象及びスポーツ

に関する時事に関す

る事項その他総務省

令で定める事項のみ

を放送事項とする放

送を専ら委託して行

わせる委託放送業務

の場合は、提出を要

しない。 

 

 

 

 

(注５) 臨時目的放送を専

ら委託して行わせる委

託放送業務の場合は、

 

 ⑽ (注３)(注４)  

(注５) 

  ⑽ (注２)(注４) 

(注５) 

 

 ⑾ (注４)(注６)   ⑾ (注３)(注５)  

 ⑿ (注３)   ⑿ (注２)  

 ⒀ (注２)(注３) 

(注４) 

    

 ⒁ (注２)(注３) 

(注４) 

  ⒀ (注２)(注５)  

 ２ 認定

の申請

の変更

の場合 

⑴ (注１)(注７)      

 ⑵ (注２)(注３) 

(注７) 

     

 ⑶ (注２)(注３) 

(注７) 

     

 ⑷ (注２)(注３) 

(注４)(注７) 

     

 ⑸ (注２)(注３) 

(注４)(注７) 

     

 ⑹ (注２)(注７)      

 ⑺ (注３)(注４)  

 (注５)(注７) 

     

 ⑻ (注４)(注５) 

(注７) 

     

 ⑼ (注７)      

 ⑽ (注３)(注４)       
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 (注５)(注７)  

(注７) 当該変更により事

業計画書に重大な変

更があるときに限る

。 

提出を要しない。 

 ⑾ (注４)(注６)      

 ⑿ (注３)      

 ⒀ (注２)(注３) 

(注４)(注７) 

     

 ⒁ (注２)(注３) 

(注４)(注７) 

     

 ３ 認定

の更新

の申請

の場合 

⑴ (注１)   ２ 認定

の更新

の申請

の場合 

⑴ (注１)  

 ⑶ (注２)(注３)   ⑶ (注２)  

 ⑷ (注２)(注３)   ⑷ (注２)  

 ⑸ (注２)(注３)   ⑸ (注２)  

 ⑹ (注２)   ⑹   

 注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の

□には、注１の表の区分に従って該当する事項にレ印を付け

ること。 

 注２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の

□には、注１の表の区分に従って該当する事項にレ印を付け

ること。 

⑴ 別紙⑴は、次の様式により記載すること。   ⑴ 別紙⑴は、次の様式により記載すること。 

ア 株式会社の場合    ア 株式会社の場合 

 経営形態 株式会社   経営形態 株式会社  

 

資本又は出資の額 

発行済み株式

の額及びその

株式数 

増資予定の期

日、額及びそ

の株式数 

増資後の資本

の額及びその

株式数 

  

資本又は出資の額 

発行済み株式

の額及びその

株式数 

増資予定の期

日、額及びそ

の株式数 

増資後の資本

の額及びその

株式数 

 

          

   イ 設立中の株式会社の場合    イ 設立中の株式会社の場合 

 経営形態 株式会社(設立中)   経営形態 株式会社(設立中)  

 資本又は出資の額 発起人引受けの株 募集の株式数 合 計   資本又は出資の額 発起人引受けの株 募集の株式数 合 計  
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式数及びその額 及びその額 式数及びその額 及びその額 

          

ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様

式に準じて記載すること。 

   ウ 株式会社及び設立中の株式会社以外の場合は、上記の様

式に準じて記載すること。 

(注１) 法人の場合は、次の書類を添付すること。 (注１) 法人の場合は、次の書類を添付すること。 

(ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 (ア) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(イ) 定款又は寄附行為に基幹放送の業務を行う事業を行

うことについての定めがない場合は、当該申請を行うこ

とを決議した取締役会等の議事録の写し 

(イ) 定款又は寄附行為に委託放送事業を行うことについ

ての定めがない場合は、当該申請を行うことを決議した

取締役会等の議事録の写し 

(注２) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。    (注２) 設立中の法人の場合は、次の書類を添付すること。 

(ア) 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第１項及び

その準用規定により認証を必要とする場合には、認証の

ある定款)又は寄附行為 

(ア) 定款(会社法(平成17年法律第86号)第30条第１項及び

その準用規定により認証を必要とする場合には、認証の

ある定款)又は寄附行為 

(イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した

書類とする。) 

(イ) 法人設立計画書(法人設立までの進行予定を記載した

書類とする。) 

(ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発

起人会議事録の写し、発起人組合契約書の写し及び発起

人引受承諾書 

(ウ) 設立しようとする法人が株式会社であるときは、発

起人会議事録の写し、発起人組合契約書の写し及び発起

人引受承諾書 

(注３) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注１)及び(注

２)に準ずる書類を添付すること。 

(注３) 法人及び設立中の法人以外の場合は、(注１)及び(注

２)に準ずる書類を添付すること。 

⑵ 別紙⑵は、次の様式により記載すること。 ⑵ 別紙⑵は、次の様式により記載すること。 

 用途別資金の額 資金調達の方法   用途別資金の額 資金調達の方法  

  

工事費 

創業費 

千円     

工事費 

創業費 

千円   
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その他 

合 計 

その他 

合 計 

(注１) 「事業開始までに要する用途別資金」の「事業開始

」とは、認定を受けようとする基幹放送の業務を行う事

業に係る「放送の開始」である(例えば、既存の衛星基

幹放送事業者が、既存の放送番組の高画質化のために新

たに放送設備の改修を行う場合における当該改修の費用

は「事業開始までに要する用途別資金」に該当する。)

。 

 

(注２) 資金調達の方法の欄は、資本金、出資金、社債、借

入金、寄付金、積立金、営業収入等の別及び金額を記

載すること。 

(注１) 資金調達の方法の欄は、資本金、出資金、社債、借

入金、寄付金、積立金、営業収入等の別及び金額を記

載すること。 

(注３) 貸借対照表、損益計算書、株式引受承諾書の写し、

社債申込証の写し、融資証明書等資金調達の確実性を

証明する書類を添付すること。 

(注２) 貸借対照表、損益計算書、株式引受承諾書の写し、

社債申込証の写し、融資証明書等資金調達の確実性を

証明する書類を添付すること。 

⑶ 別紙⑶は、次の様式により記載すること。 ⑶ 別紙⑶は、次の様式により記載すること。 

 ふりがな 

住 所 職 業 

議決権の総数に

対する議決権の

比率 

備 考 

  ふりがな 

住 所 職 業 

議決権の総数

に対する議決

権の比率 

備 考 

 

 
氏名又は名称 

  
氏名又は名称 

 

    ％          

(注１)  議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上

の者について記載すること。 

(注１)  議決権の総数に対する議決権の比率が100分の1以上

の者について記載すること。 

(注２) 設立中の法人にあつては、(注１)によるほか、発起

人全員について記載すること。 

(注２) 設立中の法人にあつては、(注１)によるほか、発起

人全員について記載すること。 

(注３) 増資その他の理由により、将来において議決権の総

数に対する議決権の比率が100分の1以上となる予定が

(注３) 増資その他の理由により、将来において議決権の総

数に対する議決権の比率が100分の1以上となる予定が
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ある場合は、それについて併せて記載すること。 ある場合は、それについて併せて記載すること。 

(注４) 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記するこ

と。 

(注４) 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記するこ

と。 

(注５) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。こ

の場合において、法人にあっては本店又は主たる事務

所の所在地を記載すること。 

(注５) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。こ

の場合において、法人にあっては本店又は主たる事務

所の所在地を記載すること。 

(注６) 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあ

つては「何㈱㈹専務(常)」、「雑貨商店主」のように

記載すること。この場合において、法人の代表権を有

する役員については役名の前に「㈹」の文字を、常勤

の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記す

ること。 

(注６) 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあ

つては「何㈱㈹専務(常)」、「雑貨商店主」のように

記載すること。この場合において、法人の代表権を有

する役員については役名の前に「㈹」の文字を、常勤

の役員については役名の後に「(常)」の文字を付記す

ること。 

(注７) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 (注７) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

(ア) 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出

資金、寄付金等の出資の種類 

ア 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資

金、寄付金等の出資の種類 

(イ) 発起人又は発起人代表であるときはその旨 イ 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

(ウ) 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは

団体であるときはその旨 

ウ 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団

体であるときはその旨 

(エ) 出資の予定のものについてはその旨 エ 出資の予定のものについてはその旨 

(注８) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位

まで記載すること。 

 

⑷ 別紙⑷は、次の様式により記載すること。 ⑷ 別紙⑷は、次の様式により記載すること。 

  氏名又

は名称 

議決権

の総数

に対す

る議決

(A)が地上基幹放

送事業者の10分の

１を超える議決権

又は衛星基幹放送

備考    氏名又

は名称 

議決権

の総数

に対す

る議決

(A)が一般放送事業

者の10の１を超え

る議決権又は衛星

役務利用放送事業

備考  
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権の比

率 

の100分の

33.33333を超える

議決権を有する場

合、当該事業者の

名称 

権の比

率 

者の３分の１以上

の議決権を有する

場合、当該事業者

の名称 

 100分の33.33333を

超える議決権を有す

る者 

(A) 

 ％     3分の1以上の議決

権を有する者 

(A) 

 ％    

  うち(A)の有す

る議決権と計算

される議決権を

有する者 

 ％      うち(A)の有す

る議決権と計算

される議決権を

有する者 

 ％    

(注１) 議決権の取扱いは、次の(ア)から(ウ)までに定める

ところにより計算し、記載すること。 

(注１) 議決権の取扱いは、次のアからウまでに定めるとこ

ろにより計算し、記載すること。 

(ア) 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、そ

の議決権に係る株式の所有者の名義が異なつていても、

その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものと

する。また、一の者が、未公開株式に係る議決権の行使

について、信託契約に基づき指図を行うことができる権

限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と

同一の内容の議決権を行使すると認められる場合におい

ては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなし

て計算すること。 

ア 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その

議決権に係る株式の所有者の名義が異なつていても、そ

の議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとす

る。また、一の者が、未公開株式(金融商品取引法(昭和

23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所

に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭

販売有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。

以下同じ。)に係る議決権の行使について、信託契約に基

づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託

の受託者が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行

使すると認められる場合においては、その議決権は当該
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一の者の有する議決権とみなして計算すること。 

(イ) 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法

人又は団体が、基幹放送の業務を行おうとする者の議決

権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議

決権とみなす。ただし、一般社団法人等が、基幹放送の

業務を行おうとする者の議決権を有する場合にあつては

、一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又

は責任役員を兼ねているときに、その議決権は当該一の

者の有する議決権とみなして計算すること。 

イ 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人

又は団体が、委託放送業務を行おうとする者の議決権を

有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権

とみなす。ただし、一般社団法人等(一般社団法人、一般

財団法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第３条に規

定する学校法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22

条に規定する社会福祉法人、宗教法人法(昭和26年法律第

126号)第４条第２項に規定する宗教法人及び特定非営利

活動促進法(平成10年法律第7号)第２条第２項に規定する

特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が、委託放送業

務を行おうとする者の議決権を有する場合にあつては、

一の者の役員が当該一般社団法人等の過半数の理事又は

責任役員を兼ねているときに、その議決権は当該一の者

の有する議決権とみなして計算すること。 

(ウ) (イ)の本文の規定は、基幹放送の業務を行おうとす

る者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこ

れらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以

上の法人又は団体が介在している場合(関連法人等及び

当該法人又は団体がそれぞれその議決権の２分の１を超

える議決権を当該一の者又は他の関連法人等(その議決

権の２分の１を超える議決権が当該一の者又は他の関連

法人等によつて保有されているものに限る。)によつて

保有されている場合に限る。)に準用する。 

ウ イの本文の規定は、委託放送業務を行おうとする者の

議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこれらの

者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以上の法

人又は団体(以下「関連法人等」という。)が介在してい

る場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれその

議決権の２分の１を超える議決権を当該一の者又は他の

関連法人等(その議決権の２分の１を超える議決権が当該

一の者又は他の関連法人等によつて保有されているもの

に限る。)によつて保有されている場合に限る。)に準用

する。 
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(エ) (ウ)の規定を適用する場合において、介在している

関連法人等も100分の33.33333を超える議決権を有する

者となるときは、当該関連法人等についても(A)及び(B)

の欄を記載すること。なお、(B)の欄の記載については

、(A)の欄に記載されるものの議決権と計算される議決

権を、関連法人等を介在することなく直接有する者につ

いてのみ記載するものとする。 

エ ウの規定を適用する場合において、介在している関連

法人等も３分の１の議決権を有する者となるときは、当

該関連法人等についても(A)及び(B)の欄を記載すること

。なお、(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載され

るものの議決権と計算される議決権を、関連法人等を介

在することなく直接有する者についてのみ記載するもの

とする。 

(注２) (B)の欄は、議決権を有するすべての者について記載

すること。 

(注２) (B)の欄は、議決権を有するすべての者について記載

すること。 

(注３) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとる

ときは、出資金、寄付金等の出資の種類を記載すること

。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の備考の欄

に(A)の有する議決権と計算される理由を記載すること

。 

(注３) 備考の欄は、出資が株式の引受け以外の形態をとる

ときは、出資金、寄付金等の出資の種類を記載すること

。また、(B)の欄を記載した場合は、当該欄の備考の欄

に(A)の有する議決権と計算される理由を記載すること

。 

(注４) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

  ⑸ 別紙⑸は、次の様式により記載すること。   ⑸ 別紙⑸は、次の様式により記載すること。 

  

氏名又は名称 

他の基幹放送事業

者の議決権の総数

に対する議決権の

比率 

備考 

   

氏名又は名称 

他の一般放送事業

者又は衛星役務利

用放送事業者の議

決権の総数に対す

る議決権の比率 

備考 

 

 自らが10分の１を超

える議決権を有する

他の地上基幹放送事

 ％    自らが10分の1を超

える議決権を有す

る他の一般放送事

 ％   
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業者又は100分の

33.33333を超える議

決権を有する他の衛

星基幹放送事業者 

(A) 

業者又は３分の１

以上の議決権を有

する衛星役務利用

放送事業者 

(A) 

  うち自らが有する

議決権と計算され

る議決権を有する

者 

(B) 

 ％     うち自らが有する

議決権と計算され

る議決権を有する

者 

(B) 

 ％   

(注１) ⑷(注１)(ア)から(ウ)まで、(注２)及び(注３)に準

じて記載すること、また、次の(ア)及び(イ)によること

。 

(注１) ⑷(注１)アからウ、(注２)及び(注３)に準じて記載

すること、また、次のア及びイによること。 

(ア) ⑷(注１)の(ア)から(ウ)までについては、「一の者

」とあるのは「基幹放送の業務を行うとする者」と、「

基幹放送の業務を行おうとする者」とあるのは「他の基

幹放送事業者」とそれぞれ読み替えること。 

     ア ⑷(注１)アからウについては、「一の者」とあるの

は「委託放送業務を行うとする者」と、「委託放送業

務を行うとする者」とあるのは「他の一般放送事業者

及び衛星役務利用放送事業者」とそれぞれ読み替える

こと。 

(イ) ⑷(注１)の(ア)から(ウ)までに準じて記載する場合

において、介在している関連法人等がさらに他の関連法

人等を介在して基幹放送事業者の議決権を有するときの

(B)の欄の記載については、(A)の欄に記載される基幹放

送事業者の議決権を他の関連法人等を介在することなく

直接有する者についてのみ記載するものとする。 

     イ ⑷(注１)のアからウに準じて記載する場合において

、介在している関連法人等がさらに他の関連法人等を

介在して一般放送事業者の議決権を有するときの(B)の

欄の記載については、(A)の欄に記載される一般放送事

業者の議決権を他の関連法人等を介在することなく直

接有する者についてのみ記載するものとする。 

 (注２) (A)及び(B)の欄は、自らが10分の１を超える議決権

を有する他の一般放送事業者又は３分の１以上の議決権
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を有する衛星役務利用放送事業者の別に記載すること。 

(注２) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

⑹ 別紙⑹は、次の様式により記載すること。 ⑹ 別紙⑹は、次の様式により記載すること。 

 ふ り が な 
住 所 役 名 担当部門 兼 職 備 考 

  ふ り が な 
住 所 役 名 担当部門 兼 職 備 考 

 

 氏 名   氏 名  

                

(注１) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道

府県市区町村を記載すること。 

(注１) 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の都道

府県市区町村を記載すること。 

(注２) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の

前に「㈹」の文字を、常勤の役員については役名の後に

「(常)」の文字を付記すること。 

(注２) 役名の欄は、代表権を有する役員については役名の

前に「㈹」の文字を、常勤の役員については役名の後に

「(常)」の文字を付記すること。 

(注３) 兼職の欄は、基幹放送の業務を行う事業及び新聞事

業に係るものについてはその全部を、その他のものにつ

いてはその代表的なものを(注２)に準じて記載すること

。 

(注３) 兼職の欄は、放送事業及び新聞事業に係るものにつ

いてはその全部を、その他のものについてはその代表的

なものを(注２)に準じて記載すること。 

(注４) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 (注４) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨 ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

イ 日本の国籍を有しない人であるとき又は兼職に係る法

人若しくは団体が外国の法人若しくは団体であるときはそ

の旨 

イ 日本の国籍を有しない人であるとき又は兼職に係る法

人若しくは団体が外国の法人若しくは団体であるときはそ

の旨 

ウ 予定のものについてはその旨     ウ 予定のものについてはその旨 

(注５) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予

定者については役員就任承諾書を添付すること。 

(注５) 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役員予

定者については役員就任承諾書を添付すること。 

⑺ 別紙⑺は、放送番組の目的別種別(別表第六の二号の注５⑵ ⑺ 別紙⑺は、放送番組の目的別種別(別表第12号の注４⑵の場
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の場合を除く。)及び放送の対象とする者に応じた放送番組の

編集の基準又はその案を記載すること。 

合を除く。)及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集

の基準又はその案を記載すること。 

⑻ 別紙⑻は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計

画又はその案を記載すること。この場合において、特別の経

営方針による衛星基幹放送の業務(学園によるものを除く。)

については、対象とする受信者層を併せて記載すること。な

お、衛星基幹放送の放送番組に成人向け番組が含まれる場合

は、対象とする受信者層を限定するための具体的措置(視聴契

約時における年齢確認、ペアレンタルロック(視聴年齢制限の

情報を付加して放送された放送番組について、視聴可能年齢

を受信機に登録し、かつ、暗証番号を設定することにより、

登録された年齢未満の者の視聴の排除を可能とする機能をい

う。)等)について併せて記載すること。 

⑻ 別紙⑻は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計

画又はその案を記載すること。この場合において、特別の経営

方針による放送を委託して行わせる委託放送業務(学園による

ものを除く。)については、対象とする受信者層を併せて記載

すること。なお、委託して行わせる放送の放送番組に成人向け

番組が含まれる場合は、対象とする受信者層を限定するための

具体的措置(視聴契約時における年齢確認、ペアレンタルロッ

ク(視聴年齢制限の情報を付加して放送された放送番組につい

て、視聴可能年齢を受信機に登録し、かつ、暗証番号を設定す

ることにより、登録された年齢未満の者の視聴の排除を可能と

する機能をいう。)等)について併せて記載すること。 

また、有料放送を含む放送を行う旨を記載するとともに、

限定受信方式の名称を次の記載例に従って記載すること。こ

の場合において、限定受信方式識別子が指定されている場合

はその指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお

、名称のみでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内

容を記載すること。 

(記載例) 有料放送を含む基幹放送を行うものであり、限

定受信方式は、「ＡＲＩＢ－限定受信方式」である。 

 

⑼ 別紙⑼は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の

放送時間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合を除

く。)について、次のア及びイの様式により記載すること。 

⑼ 別紙⑼は、放送番組表及び他から供給を受ける放送番組の

放送時間(臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送事業

者の場合を除く。)について、次のア及びイの様式により記載

すること。 

ア 放送番組表 ア 放送番組表 
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 曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

  曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

 

    

                    

 計 時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分   計 時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  時間 分  

 合計 時間   分 備考     合計 時間   分 備考    

(注１) １週間の放送番組の代表例を記載すること。 (注１) １週間の放送番組の代表例を記載すること。 

(注２) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種別(別表第六

の二号の注５(2)の場合を除く。)のいずれに該当する

かを色別、記号別等の方法により、個々の放送番組の

欄内に表示すること。この場合において、一の放送番

組の内容が２以上の種類に該当するときは、それらの

種類のすべてについて表示するとともに放送時間を付

記すること。 

(注２) 個々の放送番組の内容が放送の目的別種別(別表第１

２号の注４(2)の場合を除く。)のいずれに該当するかを

色別、記号別等の方法により、個々の放送番組の欄内に

表示すること。この場合において、一の放送番組の内容

が２以上の種類に該当するときは、それらの種類のすべ

てについて表示するとともに放送時間を付記すること。 

(注３) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻

を記載すること。 

(注３) 個々の放送番組について、その開始及び終了の時刻

を記載すること。 

(注４) テレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、補完放

送であって、映像に伴うものの放送を行うものの場合

は、字幕放送、解説放送の別を個々の放送番組の欄内

に表示すること。この場合において、一の放送番組で

利用方法が複合するときは、それらの利用方法のすべ

てについて表示するとともに放送時間を付記するもの

とし、１週間の総放送時間について、字幕放送、解説

放送の別に１週間の放送時間の総放送時間に対する割

合を備考欄に記載すること。 

(注４) テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送事業

者で、補完放送であって、映像に伴うものの放送を行う

ものの場合は、字幕放送、解説放送、ステレオホニック

放送、２か国語放送又はその他の放送の別を個々の放送

番組の欄内に表示すること。この場合において、一の放

送番組で利用方法が複合するときは、それらの利用方法

のすべてについて表示するとともに放送時間を付記する

ものとし、１週間の総放送時間について、字幕放送、解

説放送、ステレオホニック放送、２か国語放送及びその

他の放送の別に１週間の放送時間の総放送時間に対する

割合を備考欄に記載すること。 
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(注５) データ放送を行う基幹放送事業者は、その放送番組

の標準的な受信形態を備考欄に記載すること。 

(注５) データ放送を委託して行わせる委託放送事業者は、

その放送番組の標準的な受信形態を備考欄に記載するこ

と。 

(注６) 超短波放送を行う基幹放送事業者で、補完放送であ

って、主音声に伴うもの以外のものの放送を行う場合

又はテレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、補完

放送であって映像に伴うもの以外のものの放送を行う

場合は、当該補完放送による放送番組がわかる記号等

を記載すること。 

(注６) 超短波放送を委託して行わせる委託放送事業者で、

補完放送であって、主音声に伴うもの以外のものの放送

を行う場合又はテレビジョン放送を委託して行わせる委

託放送事業者で、補完放送であって映像に伴うもの以外

のものの放送を行う場合は、当該補完放送による放送番

組がわかる記号等を記載すること。 

(注７) テレビジョン放送を行う基幹放送事業者で、複数の

走査方式等による放送を行うものの場合は、個々の放

送番組の欄内に走査方式等の別がわかる記号等を記載

すること。 

(注７) テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送事業

者で、複数の走査方式等による放送を行うものの場合は

、個々の放送番組の欄内に走査方式等の別がわかる記号

等を記載すること。 

(注８) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送

に係る放送番組について、個々の放送番組の欄内に「

㊒」の記号等を表示し、合計欄内に有料放送に係る放

送時間及び比率を( )で再掲すること。 

(注８) 有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の場合

は、有料放送に係る放送番組について、個々の放送番組

の欄内に「㊒」の記号等を表示し、合計欄内に有料放送

に係る放送時間及び比率を( )で再掲すること。 

   イ 放送の目的別種類による放送時間等  

 放送の目的別種類 １週間の放送時間 比率 備考   

 報   道 

教   育 

教   養 

娯   楽 

そ の 他 

時間  分 ％    

 合  計 時間  分 100.0％    
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(注１) １週間の放送時間の欄は、アの放送番組表に基づい

て集計したもの。 

 

(注２)  放送の目的別種類の「その他」とは、通信販売番組

その他教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組以

外の放送番組をいい、通信販売番組とそれ以外のもの

とに細分すること。 

 

(注３) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

ウ 他から供給を受ける放送番組の時間等 イ 他から供給を受ける放送番組の時間等 

 
供給者名 

１週間の放送時間(他からの

供給を受ける放送番組) 

供給に関する協定

等の有無 

  供給者名 １週間の放送時間 供給に関する協定等の有無  

 (ニュース) 

放送事業者 

小計 時間 ( 分)  ％ 

   (ニュース) 時間 分 

計 

  

 その他の者 

小計 時間 ( 分)  ％ 

   (ニュース以外の番組) 時間 分 

計 

  

 計(①) 時間 ( 分)  ％    合  計 番組数(  ％)  

 (ニュース以外の番組) 

放送事業者 

小計 時間 ( 分)  ％  

     

 その他の者 

小計 時間 ( 分)  ％  

     

 計(②) 時間 ( 分)  ％       

 合計(①＋②＝③) 他社の放送番組  時間 ( 分)  ％      

 備考 自社の放送番組  時間 ( 分)  ％      

(注１) 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放送番

組のうち、他から供給を受けるものについて、放送事

(注１) 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放送番

組のうち、他から供給を受けるものについて、放送事業
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業者及びその他の者の別に記載すること。 者及びその他の者の別に記載すること。 

(注２) 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の欄の

時間に対する当該欄の比率を記載すること。 

(注２) 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の欄の

時間に対する当該欄の比率を記載すること。 

(注３) 「備考」の欄（自社の放送番組）の比率は、１週間

当たりの総放送時間から「合計（①＋②＝③）」の欄

（他社の放送番組）の比率を差し引いた比率を記載す

ること。 

 

(注４) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その

内容を記載した書類を添付すること。 

(注３) 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、その

内容を記載した書類を添付すること。 

(注５) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、有料放送

に係る放送時間をそれぞれ該当する欄内に( )で記載

すること。 

(注４) 有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の場合

は、有料放送に係る放送時間をそれぞれ該当する欄内に

( )で記載すること。 

(注６) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

⑽ 別紙⑽は、次の様式により記載すること。 ⑽ 別紙⑽は、次の様式により記載すること。 

 ふりがな 
住所 性別 生年月日 職業 備考 

  ふりがな 
住所 性別 生年月日 職業 備考 

 

 委員の氏名   委員の氏名  

                

 委員総数               人   委員総数               人  

(注１) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。 (注１) 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。 

(注２) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論

家」等のように記載すること。 

(注２) 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「評論

家」等のように記載すること。 

(注３) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 (注３) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

    ア 他の放送番組の審議機関の委員であるときはその旨及

び当該審議機関の名称 

    ア 他の放送番組の審議機関の委員であるときはその旨及

び当該審議機関の名称 

    イ 他の放送事業者の審議機関と共同して設置しようとす     イ 他の一般放送事業者の審議機関と共同して設置しよう
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る場合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称 とする場合はその旨及び共同設置者の氏名又は名称 

    ウ 予定のものについてはその旨     ウ 予定のものについてはその旨 

(注４) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付する

こと。 

(注４) 委員予定者については、委員就任承諾書を添付する

こと。 

⑾ 別紙⑾は、次により記載すること。 ⑾ 別紙⑾は、次により記載すること。 

ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統

的かつ具体的に記載すること。この場合において、編集の

責任者については、その権限等について併せて記載するこ

と。 

ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統

的かつ具体的に記載すること。この場合において、編集の

責任者については、その権限等について併せて記載するこ

と。 

イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じ

て記載すること。この場合において、考査の方法を併せて

記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又

は添付すること。 

イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じ

て記載すること。この場合において、考査の方法を併せて

記載し、考査に関する基準等があるときはそれらを記載又

は添付すること。 

ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。 ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。 

⑿ 別紙⑿は、次により記載すること。 ⑿ 別紙⑿は、次により記載すること。 

災害放送の実施体制(責任者、連絡系統、要員等)について

記載すること。この場合において、実施要領等を作成してい

る場合は、それを添付すること。 

災害放送の実施体制(責任者、連絡系統、要員等)について

記載すること。この場合において、実施要領等を作成している

場合は、それを添付すること。 

⒀ 別紙⑺から別紙⑿までの事項について、事業開始当初限り

の特別の経営方針があるときは、その方針についてそれぞれ

該当する別紙に併せて記載すること。 

⒀ 別紙⑺から別紙⑿までの事項について、事業開始当初限り

の特別の経営方針があるときは、その方針についてそれぞれ該

当する別紙に併せて記載すること。 

⒁ 別紙⒁は、兼営する事業及び他の事業への出資について、

次の様式により記載すること。 

⒁ 別紙⒀は、兼営する事業及び他の事業への出資について、

次の様式により記載すること。 

ア 兼営する事業 ア 兼営する事業 

 兼営する事業の名称 事 業 の 概 要   兼営する事業の名称 事 業 の 概 要  
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イ 他の事業への出資 イ 他の事業への出資 

 事業者

の名称 

資本金

(A) 

事業の概

要 

出資の

額(B) 

出資の比率 

(A)/(B)×100 
備考 

  事業者

の名称 

資本金

(A) 

事業の

概要 

出資の額

(B) 

出資の比率 

(A)/(B)×100 
備考 

 

  百万円  千円 ％     百万円  千円 ％   

(注１) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本

金の額の10分の１以上の場合について記載すること。 

(注１) 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者の資本

金の額の10分の１以上の場合について記載すること。 

   (注２) 備考の欄は、次の事項を記載すること。    (注２) 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

    ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に

対する出資の比率と異なるときは、その比率 

    ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資の総額に

対する出資の比率と異なるときは、その比率 

    イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資額

、寄附金等の出資の種類 

    イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは、出資額

、寄附金等の出資の種類 

(注３) 比率は小数点第２位を四捨五入とし小数点第１位ま

で記載すること。 

 

  

別表第八号(第65条第１項関係) 別表第十四号(第17条の10第２項関係) 

第１ 見積表 第１ 見積表 

  第１年目 第２年目 第３年目 第４年目 第５年目    第１年目 第２年目 第３年目 第４年目 第５年目  

 

科  目 
事業

収支 

基幹

放送

の業

務を

行う

事業

の収

支 

事業

収支 

基 幹

放 送

の 業

務 を

行 う

事 業

の 収

支 

事業

収支 

基 幹

放 送

の 業

務 を

行 う

事 業

の 収

支 

事業

収支 

基 幹

放 送

の 業

務 を

行 う

事 業

の 収

支 

事業

収支 

基幹

放送

の業

務を

行う

事業

の収

支 

  

科  目 
事業

収支 

委託

放送

事業

の収

支 

事業

収支 

委託

放送

事業

の収

支 

事業

収支 

委託

放送

事業

の収

支 

事業

収支 

委 託

放 送

事 業

の 収

支 

事業

収支 

委託

放送

事業

の収

支 

 

 １ 売上高 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円   １ 収益 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円  

              営業収益            
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   放送料                放送料            

 有料放送料             有料放送料金            

  放送番組制作料                放送番組制作料            

   放送番組売上料                放送番組売上料            

   その他                その他            

              営業外収益            

 ２ 売上原価             ２ 費用            

              営業費用            

   放送費                放送費            

 放送委託費             放送委託費            

   技術費                技術費            

                 販売費            

                 管理費            

   人件費                人件費            

                 固定資産            

 減価償却費             減価償却費            

   その他                その他            

              営業外費用            

 ３ 売上総利益(1-2)             ３ 当期損益            

 ４ 販売費及び一般管

理費 

            
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

   販売費                         

   一般管理費                         

   人件費                         

   減価償却費                         
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   その他                         

 ５ 営業利益(3-4)                         

 ６ 営業外収益                         

 ７ 営業外費用                         

 ８ 経常利益 

(5+(6-7)) 

            
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 備   考             備考            

(注１) 見積表上の「第１年目」から「第５年目」までの各

年目は、事業者の決算年度ベースで事業開始から５年

間分を記載すること（例えば、３月決算の事業者で、

第１年目の基幹放送の業務を行う事業の開始が１０月

であれば、第１年目の「基幹放送の業務を行う事業の

収支」は６ヶ月分である。）。 

 

(注２) 事業収支の欄は、申請者が行う基幹放送の業務及び

兼営する事業の収支を総合したものを記載すること。 

(注１) 事業収支の欄は、申請者が行う委託放送業務及び兼

営する事業の収支を総合したものを記載すること。 

(注３) 備考の欄は、事業収支が相償わない場合における措

置を記載すること。 

(注２) 備考の欄は、事業収支が相償わない場合における措

置を記載すること。 

(注４) 有料放送料の欄は、有料放送を行う基幹放送事業者

の場合に限る。 

(注３) 有料放送料金の欄は、有料放送を委託して行わせる

委託放送事業者の場合に限る。 

なお、有料放送の受信に関し、有料放送料以外の金

銭を受信者に負担させる場合は、その金銭に係る収益

及び費用について、適宜の科目を設けて記載すること

。 

       なお、有料放送の受信に関し、有料放送料金以外の

金銭を受信者に負担させる場合は、その金銭に係る収益

及び費用について、適宜の科目を設けて記載すること。 

(注５) 次の書類を添付すること(臨時目的放送を専ら行う基

幹放送事業者の場合を除く。) 

(注４) 次の書類を添付すること(臨時目的放送を専ら委託し

て行わせる委託放送事業者の場合を除く。) 

    ア 放送料金表     ア 放送料金表 
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    イ 有料放送料金表 

    ウ 最近の決算期における計算書類 

    エ その他参考となる書類 

    イ 有料放送料金表 

    ウ 最近の決算期における計算書類 

    エ その他参考となる書類 

 (注６) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合は、当該

目的を達成するために必要な期間における見積額を、こ

の様式に準じて記載するとともに、放送料表等参考とな

る書類を添付すること。 

 (注５) 臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送事業者の

場合は、当該目的を達成するために必要な期間における

見積額を、この様式に準じて記載するとともに、放送料

表等参考となる書類を添付すること。 

  

第２ 見積の根拠 第２ 見積の根拠 

  ア 収益   ア 収益 

  表 (略)   表 (同左) 

(注１) 第１の表の１の項の収益の科目ごとに、第１年目、

第２年目、第３年目、第４年目及び第５年目の別に記

載することとし、営業収益のその他及び営業外収益の

科目については適宜の様式により記載すること。 

(注１) 第１の表の１の項の収益の科目ごとに、第１年目、

第２年目、第３年目、第４年目及び第５年目の別に記載

することとし、営業収益のその他及び営業外収益の科目

については適宜の様式により記載すること。 

ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一

である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載

することにより、第２年目、第３年目、第４年目及び

第５年目の収益の記載を省略することができる。 

       ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一

である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載す

ることにより、第２年目、第３年目、第４年目及び第５

年目の収益の記載を省略することができる。 

(注２) 有料放送を行う基幹放送事業者の場合は、契約者数

及び有料放送料金について、適宜の様式により第１年

目、第２年目、第３年目、第４年目及び第５年目の別

に記載すること。 

(注２) 有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の場合

は、契約者数及び有料放送料金について、適宜の様式に

より第１年目、第２年目、第３年目、第４年目及び第５

年目の別に記載すること。 

ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一

である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載

することにより、第２年目、第３年目、第４年目及び

       ただし、各年度における科目ごとの算出方法が同一

である場合は、その算出方法を適宜の様式により記載す

ることにより、第２年目、第３年目、第４年目及び第５
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第５年目の契約者数及び有料放送料金の記載を省略す

ることができる。 

年目の契約者数及び有料放送料金の記載を省略すること

ができる。 

(注３) 臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者の場合は、

適宜の様式により記載すること。 

(注３) 臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送事業

者の場合は、適宜の様式により記載すること。 

(注４) 有料放送を行う場合における加入者数については、

その見積の根拠を、可能な限り詳細に記載すること。 

 

イ 費用 イ 費用 

 科   目 金   額 根   拠   科   目 金   額 根   拠  

  千円     千円   

(注)アの注に準じて記載すること。 (注)アの注に準じて記載すること。 

第３ 放送番組の主たる利用見込者 第３ 放送番組の主たる利用見込者 

   次の様式により記載すること。    次の様式により記載すること。 

  表 (略)   表 (同左) 

(注１)～(注４) (略) (注１)～(注４) (同左) 

  

別表第九号の一(第65条第２項関係) 【新設】 

  

基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力  

  

１ 業務を確実に実施することができる体制  

  

２ 業務に従事する者の実務経験等  

  

  

注１ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を、放送法第

111条第1項の技術基準に適合するように維持するための運用
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・保守等（以下「設備維持業務」という。）の業務を確実に

実施することができる体制を記載すること。 

注２ 設備維持業務に従事する者の実務経験等を記載すること

。 

 

注３ 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、

全体の構成が把握できるよう適宜の区分に分けて、別途記載

すること。 

 

  注４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第九号の二(第65条第２項関係)  

  

基幹放送の業務に用いられる設備等の工事に係る費用  

  

 区分 金額 備考   

 演奏所の機械設備 (記載例) 

演奏装置 

撮像装置 

調整装置 

電源装置 

その他の設備 

  計 

千円    

 土地 演奏所 

事務所等 

  計 

    

 建物 演奏所     
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事務所等 

  計 

 その他 事務所設備 

道路分担金 

電力引込負担金 

ＳＴリンク 

工事雑費等 

  計 

    

 合計     

  

  (注１) 備考の欄の記載は、次によること。  

   ア 土地、建物等を借用する場合は、その旨及び１年分の借

料を記載すること。 

 

   イ 土地又は建物の規模等を「畑土地何平方メートル何某所

有」、「鉄筋コンクリート何階建何平方メートル」のよう

に記載すること。 

 

  (注２) 演奏所、土地若しくは建物の購入又は借用等の場合は

、譲渡承諾書、賃貸承諾書等その確実性を証明する書類を添

付すること。 

 

  

  

別表第十号(第71条第１項関係) 別表第十五号(第17条の15第１項関係) 

 基幹放送の業務認定証   委託放送業務認定証(注)  

  認定の年月日      認定の年月日    

  認定の番号      認定の番号    

  業務を行う者の氏名又は      業務を行う者の氏名又は    



 

 

2
3

2
 

名称 名称 

  
基幹放送の種類 

     委託して行わせる放送の

種類 

   

  電波法の規定により基幹

放送の業務に用いられる

基幹放送局の免許を受け

た者の氏名又は名称 

     

委託の相手方 

   

  放送対象地域          

  衛星基幹放送の業務に係

る人工衛星の軌道又は位

置 

     委託の相手方の人工衛星

の放送局に係る人工衛星

の軌道又は位置 

   

  
基幹放送に係る周波数 

     委託して行わせる放送に

係る周波数 

   

  放送事項      委託放送事項    

  備考      備考    

 年  月  日      総 務 大 臣 印   年  月  日      総 務 大 臣 印  

短    辺(日本工業規格Ａ列４番) 短    辺(日本工業規格Ａ列４番) 

 注 協会の委託国内放送業務にあつては「委託国内放送業務認

定証」と、委託協会国際放送業務にあつては「委託協会国際

放送業務認定証」とする。 

  

別表第十一号(第73条第１項) 【新設】 

  

基幹放送の業務開始届出書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号  
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住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

  

基幹放送の業務の開始について、放送法第95条第１項の規定によ

り届け出ます。 

 

  

 認定の番号    

 認定の年月日    

 業務開始の期日    

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第十二号(第73条第２項) 【新設】 

  

基幹放送の業務休止(業務休止期間の変更)届出書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 
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(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

  

基幹放送の業務の休止について、放送法第95条第２項の規定によ

り届け出ます。 

 

  

 認定番号    

 認定年月日    

 休止年月日及び休止期間    

 変更理由(注１)    

  

 注１ 変更理由は、休止期間を変更した場合に限り、記載するこ

と。 

 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第十三号(第73条第３項) 【新設】 

  

基幹放送の廃止届出書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 
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(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

  

基幹放送の業務を次のとおり廃止したので、放送法第100条の規定

により届け出ます。 

 

  

 理由    

 基幹放送の業務を廃止した法

人又は団体が行っていた基幹

放送の業務に係る認定の番号

及び認定の年月日 

   

 放送対象地域    

 廃止年月日    

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第十四号(第74条第１項) 【新設】 

  

第１ 申請書  

地上基幹放送の業務認定更新申請書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 

住  所 
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(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

電話番号 

  

地上基幹放送の業務の認定の更新を受けたいので、放送法第96条

第１項の規定により申請します。 

 

  

 認定の番号 認定の年月日 備考   

      

  

第２ 添付書類  

   別表第六の一号、別表第七の一号、別表第八号、別表第九号

の１及び別表第九号の２の様式のとおりとする。 

 

  

別表第十五号(第74条第１項関係) 別表第十六号(第17条関係) 

  

第１ 申請書 第１ 申請書 

衛星基幹放送の業務認定更新申請書 委託放送業務認定更新申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

郵便番号 

住  所 
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(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

電話番号 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

  

衛星基幹放送の業務の認定の更新を受けたいので、放送法第96条

第２項の規定により申請します。 

委託放送業務の認定の更新を受けたいので、放送法第52条の16の

規定により申請します。 

  

 認定の番号 認 定 の 年 月 日 欠格事由の有無(注) 備 考   認 定 の 番 号 認定の年月日 欠格事由の有無(注) 備 考  

   □有  □無      □有  □無   

  

(注) 欠格事由の有無の欄は、法第93条第１項第６号(協会にあつ

ては、同号イからハまでに限る。)の欠格事由の有無について

記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付け

ること。 

(注) 欠格事由の有無の欄は、法第52条の13第１項第５号の欠格事

由の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する

事項にレ印を付けること。 

  

第２ 添付書類 第２ 添付書類 

   別表第七の二号の様式のとおりとする。    別表第十三号の様式のとおりとする。 

  

別表第十六号(第76条第１項関係) 別表第十七号(第17条の19第１項関係) 

  

放送事項等変更許可申請書 委託放送事項変更許可申請書 

年  月  日 年  月  日 
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総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

電話番号 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

放送事項等の変更の許可を受けたいので、放送法第97条第１項(注

１)の規定により申請します。 

委託放送事項の変更の許可を受けたいので、放送法第52条の17(注

１)の規定により申請します。 

  

 変更事項(注１)    

 変更前  変更後    

  

第２ 添付書類  

   別表第七の一号又は別表第七の二号及び別表第八号の様式の

とおりとする。 

 

  

 注１ 協会の委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の場合

には、「放送法第９条の４第２項において準用する同法第52

条の17」とすること。 

 注１ 「放送事項」又は「基幹放送の業務に用いられる電気通信

設備の概要」のように記載すること。 

 

注２ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要に変更が  
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あつた場合には、基幹放送の業務認定申請書に準じ変更箇所が

判るよう記載すること。 

 注３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。   ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 注４ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に

別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適

宜記載すること。 

 

  

別表第十七号(第76条第３項第２号) 【新設】 

  

許可を要しない電気通信設備の軽微な変更  

  

許可を要しない基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の軽微

な変更は、次に掲げる電気通信設備に係る変更とする。 

 

  

 電気通信設備 適用の条件   

 電気通信設備の現用機器の機

能を代替することができる予

備の機器に対し電力供給する

ための電源設備 

当該電気通信設備の性能を低

下させない変更であること。 

 

  

  

別表第十八号(第76条第４項) 【新設】 

  

放送事項等の軽微な変更届出書  

年  月  日  

総務大臣 殿  
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郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

 

放送法第97条第２項の規定により、放送事項等の変更を届け出ま

す。 

 

  

 変更事項(注１)    

 変更前  変更後    

  

 注１ 「放送事項」又は「基幹放送の業務に用いられる電気通信

設備の概要」のように記載すること。 

 

注２ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要に変更が

あつた場合には、基幹放送の業務認定申請書に準じ変更箇所が

判るよう記載すること。 

 

 注３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

 注４ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に

別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適

宜記載すること。 

 

  

別表第十九号(第78条第１項関係) 別表第十八号(第17条の21第１項関係) 
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第１ 申請書 第１ 申請書 

  

基幹放送の業務認定承継認可申請書 委託放送業務認定承継認可申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

電話番号 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

印又は署名) 

放送法(以下「法」という。)第98条第２項の規定により、認定基

幹放送事業者の地位を承継したい（又は第３項前段の規定により認

可を受けたい）ので、下記により別紙の書類を添えて申請します。 

放送法(以下「法」という。)第52条の18第２項の規定により、委

託放送事業者の地位を承継したいので、下記により別紙の書類を添

えて申請します。 

  

記 記 

  

１ 合併又は分割当事者 １ 合併又は分割当事者 

 (ふりがな) 

商 号 ( 又 は 名 称 ) 

住所(本店又は主たる

事務所の所在地) 

(ふりがな) 

代 表 者 氏 名 

  (ふりがな) 

商 号 ( 又 は 名 称 ) 

住所(本店又は主たる

事務所の所在地) 

(ふりがな) 

代 表 者 氏 名 

 

          

２ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は

分割により基幹放送の業務を承継する法人 

２ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は

分割により委託放送業務を承継する法人 
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  住    所(本店又は主たる事務所の所在地)   住    所(本店又は主たる事務所の所在地) 

  (ふりがな)   (ふりがな) 

  商号又は名称   商号又は名称 

  (ふりがな)   (ふりがな) 

  代表者氏名   代表者氏名 

３ 合併又は分割決議の年月日及び合併又は分割がその効力を生

ずる予定年月日 

３ 合併又は分割決議の年月日及び合併又は分割による登記の予

定年月日 

４ 合併又は分割の理由 ４ 合併又は分割の理由 

５ 認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由（又は地

上基幹放送の業務を承継する理由） 

５ 委託放送事業者の地位の承継を必要とする理由 

６ 承継に係る基幹放送の種類及び基幹放送の業務に用いられる

電気通信設備の概要(基幹放送の業務認定申請書に準じ記載する

こと。)、認定番号（又は無線局の識別信号、種別及び免許の番

号）及び認定基幹放送事業者（又は特定地上基幹放送事業者）の

商号又は名称 

６ 承継に係る委託放送業務の委託して行わせる放送の種別、認

定番号及び委託放送事業者の商号又は名称 

 基幹放送の種類 認定番号（又

は無線局の識

別信号、種別

及び免許の番

号） 

認定基幹放送事業者（

又は特定地上基幹放送

事業者）の商号又は名

称 

  委託して行わせる放送の

種別 

認定番号 委託放送事業者の商号

又は名称 

 

          

７ 事業計画書、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持する

に足りる技術的能力 

７ 事業計画書及び事業収支見積り 

８ 欠格事由に関する事項(申請者が法第93条第１項第６号の欠格

事由に該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に該

８ 欠格事由に関する事項(申請者が法第52条の13第１項第５号の

欠格事由に該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由
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当しない事実を証する書面を添付すること。) に該当しない事実を証する書面を添付すること。) 

  

第２ 添付書類 第２ 添付書類 

１ 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し １ 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

２ 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の

同意書その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる

書類（地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局

設備供給役務に係る契約の写しを含む。） 

２ 株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の

同意書その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる

書類 

３ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は

分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款又は寄附行為の

案 

３ 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は

分割により委託放送業務を承継する法人の定款又は寄附行為の案 

  

別表第二十号(第79条第１項関係) 別表第十八号の二(第17条の21の２第１項関係) 

  

第１ 申請書 第１ 申請書 

  

基幹放送の業務認定承継認可申請書 委託放送業務認定承継認可申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押

郵便番号 

住  所 

(ふりがな) 

氏  名 

(法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押
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印又は署名) 

電話番号 

印又は署名) 

放送法(以下「法」という。)第98条第２項の規定により、認定基

幹放送事業者の地位を承継したい（又は第３項後段の規定により認

可を受けたい）ので、下記により別紙の書類を添えて申請します。 

放送法(以下「法」という。)第52条の18第２項の規定により、委

託放送事業者の地位を承継したいので、下記により別紙の書類を添

えて申請します。 

  

記 記 

  

１ 譲渡人 １ 譲渡人 

 (ふりがな) 

氏名(注１) 
住所(注２) 

(ふりがな) 

代表者氏名(注３) 

  (ふりがな) 

氏名(注１) 
住所(注２) 

(ふりがな) 

代表者氏名(注３) 

 

          

 ２ 譲受人が事業を譲り受ける年月日  ２ 譲受人が事業を譲り受ける年月日 

 ３ 事業の譲渡し又は譲受けの理由  ３ 事業の譲受けの理由 

 ４ 認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由（又は認

可を必要とする理由） 

 ４ 委託放送事業者の地位の承継を必要とする理由 

５ 承継（又は認可）に係る基幹放送の種類及び基幹放送の業務

に用いられる電気通信設備の概要(基幹放送の業務認定申請書に

準じ記載すること。)、認定番号（又は無線局の識別信号、種別

及び免許の番号）及び認定基幹放送事業者（又は特定地上基幹放

送事業者）の商号又は名称 

 ５ 承継に係る委託放送業務の委託して行わせる放送の種別、認

定番号及び委託放送事業者の商号又は名称 

 基幹放送の種類 認定番号（又

は無線局の識

別信号、種別

及び免許の番

認定基幹放送事業者（又

は特定地上基幹放送事業

者）の商号又は名称 

  委託して行わせる放送の

種別 
認定番号 

委託放送事業者の商号

又は名称 
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号） 

          

６ 事業計画書、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持する

に足りる技術的能力 

６ 事業計画書及び事業収支見積り 

７ 欠格事由に関する事項(申請者が法第93条第１項第６号の欠格

事由に該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に

該当しない事実を証する書面を添付すること。) 

７ 欠格事由に関する事項(申請者が法第52条の13第１項第５号の

欠格事由に該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由

に該当しない事実を証する書面を添付すること。) 

 注１ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称を記載すること

。 

 注１ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称を記載すること

。 

 注２ 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる

事務所の所在地を記載すること。 

 注２ 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる

事務所の所在地を記載すること。 

 注３ 法人又は団体の場合は、代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。 

 注３ 法人又は団体の場合は、代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。 

  

第２ 添付書類 第２ 添付書類 

１ 事業の譲渡に関する契約書の写し（地上基幹放送の場合は、

基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写

しを含む。） 

１ 事業の譲渡に関する契約書の写し 

２ 譲受人が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記

事項証明書(譲受人が法人であるときは、これらに準ずるもの。

) 

２ 譲受人が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記

事項証明書(譲受人が法人であるときは、これらに準ずるもの。) 
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○ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 六 月 三 十 日 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） 別 表                （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

  

  

別表第二十一号（第92条第２項関係） 別表第十一号（第17条の６第２項関係） 

  

放送局設備供給役務提供条件（変更）届出書 受託放送役務提供条件（変更）届出書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

放送法第118条第１項の規定により、放送局設備供給役務の提供条

件（の変更）を届け出ます。 

放送法第52条の10第１項の規定により、受託放送役務の提供条件（

の変更）を届け出ます。 

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第二十二号（第97条第１項関係） 【新設】 
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損 益 計 算 書  

 会計単位名 放送局設備等供給業務管理部門    （単位 円）  

科目 金額 

１売上高  

 受取放送局設備供給役務利用料 

  （何）料 

 

 振替放送局設備供給役務利用料 

  （何）料 

 

２売上原価  

 放送費  

 技術費  

 人件費  

 減価償却費  

 その他  

３売上総利益（１－２）  

４販売費及び一般管理費  

 販売費  

 一般管理費  

 人件費  

 減価償却費  

 その他  

５営業利益（３－４）  
 

 

  

 会計単位名 放送局設備等供給業務利用部門    （単位 円）  

科目 金額  



 

 

2
4

8
 

１売上高  

 放送料  

 有料放送料  

 放送番組制作料  

 放送番組売上料  

 その他  

２売上原価  

 振替放送局設備等供給役務利用料 

  （何）料 

 

 放送費  

 技術費  

 人件費  

 減価償却費  

 その他  

３売上総利益（１－２）  

４販売費及び一般管理費  

 販売費  

 一般管理費  

 人件費  

 減価償却費  

 その他  

５営業利益（３－４）  
 

 注１ 当該事業年度において、この表に掲げた科目に計上すべき金

額がないときは、当該科目の記載を省略すること。 

 

  ２ 「受取放送局設備供給役務利用料」の欄は、認定基幹放送事 
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業者ごとに放送局設備供給役務の提供条件に定めた利用形態に

応じた科目を設け、記載すること。 

  ３ 「振替放送局設備供給役務利用料」の欄は、受取放送局設備

供給役務利用料の欄の科目に準じた科目を設け、記載するこ

と。 

 

  ４ 「有料放送料」の欄は、有料放送を行う兼業事業者の場合に

限る。なお、有料放送の受信に関し、有料放送料以外の金銭を

受信者に負担させる場合は、その金銭に係る収益及び費用につ

いて、適宜の科目を設けて記載すること。 

 

  

様式第二十三の一号（第102条関係） 【新設】 

  

重 大 な 事 故 報 告 書 （ 詳 細 ）  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

認定年月日及び認定番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 
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発生年月日及び時刻  復旧年月日及び時刻  

発生場所  

事故の原因となった

基幹放送設備の概要 

 

発生状況  

措置模様  

発生原因  

再発防止策  

利用者対応状況  
 

 

 注１ 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた基幹放送設備

の設置場所（住所・建物名等）を記載すること。 

 

  ２ 「事故の原因となつた基幹放送設備の概要」の欄は、当該設

備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設備構成図等を

添付すること。 

 

  ３ 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた基幹放送の業

務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響を与

えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。なお、

当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間によ

つて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。 

 

  ４ 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業

経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載する

こと。 

 

  ５ 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた基幹放

送設備又は行為がどのような影響を与えて事故を発生させたの

か、記載すること。 

 

  ６ 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の

事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又
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は実施予定時期を記載すること。 

  ７ 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告（苦情等）数

並びに当該事故に係る広報の手段（ホームページの掲載、報道

発表等）、日時及び内容を記載すること。 

 

  ８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

様式第二十三の二号（第102条関係） 【新設】 

  

重 大 な 事 故 報 告 書 （ 詳 細 ）  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

免許年月日及び免許番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

発生年月日及び時刻  復旧年月日及び時刻  

発生場所  

事故の原因となった

特定地上基幹放送局

等設備の概要 
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発生状況  

措置模様  

発生原因  

再発防止策  

利用者対応状況  
 

 注１ 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた特定地上基幹

放送局等設備の設置場所（住所・建物名等）を記載すること。 

 

  ２ 「事故の原因となつた特定地上基幹放送局等設備の概要」の

欄は、当該設備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設

備構成図等を添付すること。 

 

  ３ 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた地上基幹放送

の業務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響

を与えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。な

お、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間

によつて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。 

 

  ４ 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業

経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載する

こと。 

 

  ５ 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた特定地

上基幹放送局等設備又は行為がどのような影響を与えて事故を

発生させたのか、記載すること。 

 

  ６ 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の

事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又

は実施予定時期を記載すること。 

 

  ７ 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告（苦情等）数

並びに当該事故に係る広報の手段（ホームページの掲載、報道
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発表等）、日時及び内容を記載すること。 

  ８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

様式第二十三の三号（第103条関係） 【新設】 

  

重 大 な 事 故 報 告 書 （ 詳 細 ）  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

免許年月日及び免許番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

発生年月日及び時刻  復旧年月日及び時刻  

発生場所  

事故の原因となった

基幹放送局設備の概

要 

 

発生状況  

措置模様  

発生原因  

再発防止策  
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利用者対応状況  
 

 注１ 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた基幹放送局設

備の設置場所（住所・建物名等）を記載すること。 

 

  ２ 「事故の原因となつた基幹放送局設備の概要」の欄は、当該

設備の名称等を記載し、当該設備の役割が分かる設備構成図等

を添付すること。 

 

  ３ 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた放送局設備供

給役務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響

を与えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。な

お、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間

によつて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。 

 

  ４ 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業

経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載する

こと。 

 

  ５ 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた基幹放

送局設備又は行為がどのような影響を与えて事故を発生させた

のか、記載すること。 

 

  ６ 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の

事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又

は実施予定時期を記載すること。 

 

  ７ 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告（苦情等）数

並びに当該事故に係る広報の手段（ホームページの掲載、報道

発表等）、日時及び内容を記載すること。 

 

  ８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第二十四号（第104条関係） 【新設】 
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１ 法第115条第１項に基づく立入検査  

（表）  

第   号 

基幹放送設備検査職員の証 

 

 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第115条第１

項の規定による基幹放送設備の立入検査をする職権を有する者

であることを証する。 

所    属 

氏    名 

発    行   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

 

 
 

 

  

（裏）  

放送法抜粋 

 

第115条 総務大臣は、第111条第１項、第114条第１項及び前

条第１項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送

事業者に対し、基幹放送設備の状況その他必要な事項の報告

を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所

に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。 

２ （略） 

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

 

省   総 

印   務 

総務省 
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４ 第１項及び第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜

査のために認められたものと解釈してはならない。 

第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の

罰金に処する。 

 二 第115条第１項若しくは第２項、第124条第１項、第139

条第１項又は第145条第４項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ

、若しくは忌避した者 
 

 注 大きさは、縦６センチメートル、横９センチメートルとする。  

  

２ 法第115条第２項に基づく立入検査  

（表）  

第   号 

特定地上基幹放送局等設備検査職員の証 

 

 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第115条第２

項の規定による特定地上基幹放送局等設備の立入検査をする職

権を有する者であることを証する。 

所    属 

氏    名 

発    行   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

 

 
 

 

  

（裏）  

放送法抜粋  

省   総 

印   務 

総務省 
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第115条 （略） 

２ 総務大臣は、第112条、第113条第２項及び前条第２項の規

定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に

対し、特定地上基幹放送局等設備の状況その他必要な事項の

報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設

備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設

備を検査させることができる 

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜

査のために認められたものと解釈してはならない。 

第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の

罰金に処する。 

 二 第115条第１項若しくは第２項、第124条第１項、第139

条第１項又は第145条第４項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ

、若しくは忌避した者 
 

 注 大きさは、縦６センチメートル、横９センチメートルとする。  

  

３ 法第124条第１項に基づく立入検査  

（表）  

第   号 

基幹放送局設備検査職員の証 

 

 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第124条第１

項の規定による基幹放送局設備の立入検査をする職権を有する

者であることを証する。 

所    属 
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氏    名 

発    行   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

 

 
 

  

（裏）  

放送法抜粋 

 

第124条 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度にお

いて、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況

その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹

放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備

を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解釈してはならない。 

第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の

罰金に処する。 

 二 第115条第１項若しくは第２項、第124条第１項、第139

条第１項又は第145条第４項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ

、若しくは忌避した者 
 

 

 注 大きさは、縦６センチメートル、横９センチメートルとする。  

  

別表第二十五号（第105条関係） 【新設】 

  

省   総 

印   務 

総務省 
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基幹放送設備の状況報告書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

認定年月日及び認定番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

放送法施行規則第105条の規定により、  年 月 日から  年 

月 日までの基幹放送設備の状況を、次のとおり報告します。 

 

発生年月日 

（発生時刻） 

復旧年月日 

（復旧時刻） 
発生区分 

発

生

原

因 

故

障

設

備 

措

置

模

様 

備

考 

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  
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□その他 
 

 注１ 「発生区分」の欄は、発生の第１要因にチェックすること。  

  ２ 「発生原因」の欄は、第１要因を起因として放送の中断に至

つた要因を記載すること。 

 

  ３ 「故障設備」の欄は、設備の区分（番組送出設備、中継回線

設備又は地球局設備の別）とともに、直接の原因となつた設備

の名称を記載すること。 

 

  ４ 「措置模様」の欄は、放送の中断から復旧に至るまでの措置

の模様を記載すること。 

 

  ５ 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を

記載すること。 

 

  ６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第二十六号（第105条関係） 【新設】 

  

特定地上基幹放送局等設備の状況報告書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

免許年月日及び免許番号 
（親局の免許番号を記載すること。） 
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連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

放送法施行規則第105条の規定により、  年 月 日から  年 

月 日までの特定地上基幹放送局等設備の状況を、次のとおり報告し

ます。 

 

発生年月日 

（発生時刻） 

復旧年月日 

（復旧時刻） 
発生区分 

発

生

原

因 

故

障

設

備 

措

置

模

様 

影

響

が

あ

つ

た

下

位

の

放

送

局 

備

考 

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

 

 

 注１ 「発生区分」の欄は、発生の第１要因にチェックすること。  

  ２ 「発生原因」の欄は、第１要因を起因として放送の中断に至

つた要因を記載すること。 

 

  ３ 「故障設備」の欄は、放送の中断があつた主たる放送局の免 



 

 

2
6

2
 

許番号及び設備の区分（番組送出設備、中継回線設備、地球局

設備又は放送局の送出設備の別）とともに、直接の原因となつ

た設備の名称を記載すること。 

  ４ 「措置模様」の欄は、放送の中断から復旧に至るまでの措置

の模様を記載すること。 

 

  ５ 「影響があつた下位の放送局」の欄は、放送の中断により影

響を受けた下位の放送局の免許番号をすべて記載すること。 

 

  ６ 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を

記載すること。 

 

  ７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第二十七号（第105条関係） 【新設】 

  

基幹放送局設備の状況報告書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

免許年月日及び免許番号 
（親局の免許番号を記載すること。） 

 

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担
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当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

放送法施行規則第105条の規定により、  年 月 日から  年 

月 日までの基幹放送局設備の状況を、次のとおり報告します。 

 

発生年月日 

（発生時刻） 

復旧年月日 

（復旧時刻） 
発生区分 

発

生

原

因 

故

障

設

備 

措

置

模

様 

影

響

が

あ

つ

た

下

位

の

放

送

局 

備

考 

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

     

 

 

 注１ 「発生区分」の欄は、発生の第１要因にチェックすること。  

  ２ 「発生原因」の欄は、第１要因を起因として放送の中断に至

つた要因を記載すること。 

 

  ３ 「故障設備」の欄は、放送の中断があつた主たる放送局の免

許番号及び設備の区分（番組送出設備、中継回線設備又は放送

局の送出設備の別）とともに、直接の原因となつた設備の名称

を記載すること。 
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  ４ 「措置模様」の欄は、放送の中断から復旧に至るまでの措置

の模様を記載すること。 

 

  ５ 「影響があつた下位の放送局」の欄は、放送の中断により影

響を受けた下位の放送局の免許番号をすべて記載すること。 

 

  ６ 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を

記載すること。 

 

  ７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  
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○放送法施行規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十号）別表                    （傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現    行 

  

別表第二十八号（第112条関係）  

登録申請書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 

住 所 

（ふりがな） 

氏 名（法人又は団体にあつては、名称及び代表者 

の氏名。記名押印又は署名） 

電話番号 

 

  

放送法第126条第１項の規定により総務大臣の登録を受けたいので

、同条第２項の規定により申請します。 

 

  

 一般放送の種類    

 一般放送の業務に用いら

れる電気通信設備の概要 

   

 業務区域    

 放送法128条第１項第１

号から第５号までの該当

の有無 

□ 有    □ 無   

注１ 一般放送の種類の欄には、第113条に掲げる一般放送の種類を  
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記載すること。 

 （記載例）  

 一般放送の種類 有線一般放送（テレビジョン放送）   

 ２ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要の欄は、衛

星一般放送の業務を行う場合は、次により記載した上で別紙１を

添付し、有線一般放送の業務を行う場合は、「別紙のとおり」と

記載した上で別紙２を添付すること。 

 

⑴ 一般放送が行われる過程における映像、音声、文字、データ

の流れが明確になるよう、演奏所から一般放送の業務に用いら

れる放送局の送信設備の送信空中線までの範囲における電気通

信設備を明記した概要図を記載すること。 

 

⑵ ⑴の概要図には、衛星一般放送の業務に用いられる電気通信

設備のうち、当該業務に用いられる電気通信設備に該当する設

備の範囲を「番組送出設備」、「中継回線設備」、「地球局設

備」又は「放送局の送信設備」の別を明確にして付記すること

。 

 

⑶ ⑴の概要図には、⑵の「番組送出設備」、「中継回線設備」

、「地球局設備」及び「放送局の送信設備」の放送法第136条

第１項の技術基準への適合性に係る説明について、次の事項を

付記すること。 

 

ア 放送法第136条第２項第１号に規定する一般放送の業務に

用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の

業務に著しい支障を及ぼさないようにすることを確保するた

めの措置に関する事項 

 

イ 放送法第136条第２項第２号に規定する一般放送の業務に  
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用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が

適正であるようにすることを確保するために当該設備が準拠

する送信の標準方式の種類に関する事項 

⑷ 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全体

の構成が把握できるよう電気通信設備の階層その他適宜の区分

に分けて、別途記載すること。 

 

 ３ 業務区域の欄は、「日本全国」又は「別図に記載のとおり」

と記載し、「別図に記載のとおり」とした場合は、加入申込みが

あったときに一般放送の役務を遅滞なく提供できる区域が明らか

になるように（業務区域を区分して一般放送の業務に用いられる

電気通信設備を設置する場合には、それぞれの区分ごとの業務区

域が明らかになるように）、業務区域を記載した図を添付するこ

と。 

 

 ４ 放送法第128条第１項第１号から第５号までの該当の有無の欄

は、同法第128条第１項第１号から第５号までの規定への該当の

有無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項に

レ印を付けること。 

 

５ この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番

とすること。 

 

６ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

 

  

別紙１（別表第二十八号関係）  
  

 ⑴利用する放送方式    
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 ⑵使用する周波数    

 ⑶使用する通信速度又は伝送速度    

 ⑷衛星一般放送の業務に用いられる

電気通信設備の技術基準の適合 

□ 適合している   

 ⑸添付書類 □ 設備概念図   

 ⑹電気通信役務の提供者    

 ⑺使用する人工衛星局の免許の番号    

 ⑻使用する人工衛星局の保有者又は

運用者 

   

 ⑼使用する人工衛星局の運用を認め

た国等 

   

 ⑽使用する人工衛星局の運用が認め

られている期間 

   

 ⑾使用する人工衛星局の軌道又は位

置 

   

 ⑿使用する地球局の免許の番号    

 ⒀使用する地球局の保有者又は運用

者 

   

 ⒁使用する地球局の運用を認めた国

等 

   

 ⒂使用する地球局の運用が認められ

ている期間 

   

 ⒃使用する地球局の位置    

 ⒄備考    

注１ ⑴の欄は、使用するトランスポンダごとに「電気通信役務利  
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用放送法施行規則第14条第１号に規定するもの」のように記載す

ること。 

２ ⑵の欄は、使用するトランスポンダごとに記載する。また、

衛星一般放送の実施に当たり用いる人工衛星局が、地球の赤道

面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自

転と同一の方向及び周期で回転するものであって、その公称さ

れている経度が東経百九度から東経百十一度の範囲のものであ

る場合においては、送信する電波の偏波を記載すること。 

 

３ ⑶の欄は、使用するトランスポンダごとに記載すること。  

４ ⑷の欄は、衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備が

電気通信役務利用放送法施行規則第３章第２節に定める技術基

準に適合する場合に限り、□にレ印を付けること。 

 

５ 外国の地球局（電波法施行規則第４条の地球局に該当する無

線局をいう。以下同じ。）を用いる場合及び電波法（昭和25年

法律第131号）の規定により免許された地球局であって、地球局

の工事設計書の添付書類として相当するものが添付されていな

かったものを用いる場合に限り、添付図面として、映像入力信

号、音声入力信号、データ入力信号の各号発生装置から、人工

衛星局（電波法施行規則第４条の人工衛星局に該当する無線局

をいう。以下同じ。）の送信空中線までの設備概要図を添付す

るものとし、⑸の欄の□にレ印を付けること。 

 

６ ⑺の欄は、衛星一般放送の実施に当たり用いる人工衛星局が

、電波法の規定により免許されたものである場合に限り、記載

すること。 

 

７ ⑻から⑾の欄は、衛星一般放送の実施に当たり用いる人工衛  
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星局が、外国の人工衛星局である場合に限り、記載すること。 

８ ⑿の欄は、衛星一般放送の実施に当たり用いる地球局が、電

波法の規定により免許されたものである場合に限り、記載する

こと。 

 

９ ⒀から⒃の欄は、衛星一般放送の実施に当たり用いる地球局

が、外国の地球局である場合に限り、記載すること。 

 

10 ⒄の欄には、電気通信設備の名称その他の参考となる事項を

記載すること。 

 

11 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番

とすること。 

 

12 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、適宜の用紙に別途記載すること。 

 

  

別紙２（別表第二十八号関係）  

１ 有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に関する事項  
  

 ⑴主たる設備の設置場所   

 区別 設置場所   

 受信空中線系    

 ヘッドエンド    

 主たる演奏所    

 幹線    

 ⑵設備の規模 業務区域 引込端子の

数 

業務開始（予定）

期日 

  

 全  域      

 区 第  期      
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 分

別 

第  期      

 第  期      

 第  期      

 第  期      

 ⑶使用する周波

数 

周波数 周波数帯幅

及び変調型

式 

用途 備考 再放送

の同意 

同意を得た

放送事業者

名 

  

         

         

         

 ⑷系統図 ヘッドエ

ンド 

   

 設備    

 レベル    

 ⑸受信空中線系 区分 型式

及び

構成 

周波数又

は周波数

範囲 

相対利得 海抜高 地上

高 

  

 受信空中

線 

  最高  dB（  MHz） 

最低  dB（  MHz） 

ｍ ｍ   

        

        

 給電線 線種 こう長 損失 備考   

  ｍ 最高 dB/km（  MHz） 

最低 dB/km（  MHz） 
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 ⑹ヘッドエンド 区別 増幅する周

波数の範囲 

利得 雑音指数 レベルの

調整範囲 

  

 前置増幅

器 

MHzから 

MHzまで 

dB dB    

       

         

 受信増幅

器 

増幅する周

波数の範囲 

利得 雑音指数 レベルの

調整範囲 

  

 MHzから 

MHzまで 

dB dB    

       

       

 周波数変

換器 

入力周波数 出力周波数 利得 雑音指数   

 MHz MHz dB dB   

       

       

 変調器 入力信号の

種類 

変調方式 出力周波数 出力の信

号対雑音

比 

  

   MHz dB   

       

       

 光送信機 種類 波長 変調

方式 

出力 台数   
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  nm  dBm    

        

 光増幅器 種類 出力 台数    

  dBm    

      

 光分岐器 種類 分岐数 損失 台数   

   dB    

       

 光波長多

重合波器 

種類 損失 台数   

  dB    

      

 連絡線 連絡区間 架空及び地

下の別 

線種 こう長 損失    

    ｍ dB/km   

        

 その他の

機器 

種類    

    

    

 ⑺自主放送装置 種類 台数 備考   

      

      

      

      

 ⑻中継増幅器 区別 種類 定格光入力レ

ベル 

定格光出力レ

ベル 

台数    
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 光増幅器  dBm dBm    

       

       

       

 光電変換

増幅器 

種類 定格光入力レ

ベル 

定格光出力レ

ベル 

台数   

  dBm dBμ    

       

       

       

 その他の

増幅器 

種類 増幅する

ことがで

きる周波

数の範囲 

定格入

力レベ

ル 

定格出

力レベ

ル 

雑音指

数 

同時に増幅するこ

とができる周波数

の数 

台数   

  MHzから 

MHzまで 

dBμ dBμ dB     

          

          

          

 ⑼分岐器、分配

器及びタップオ

フ 

種類 分岐結合損失又は

分配損失 

挿入損失 端子間結合

損失 

台数     

  最大     dB 最大  dB 最小  dB    
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 ⑽分波器 種類 分波した

周波数 

分波損失 端子間結合損失 台数   

 MHz dB 最小   dB     

 MHz dB    

        

      

 ⑾電源供給器 交流及

び直流

の別 

容量 出力電圧 台数 備考    

  VA V     

        

        

 ⑿保安装置 種類 備考    

     

 ⒀受信用光伝送

装置 

種類 光入力   

  dBm   

     

     

     

 光波長多重合波器の種類 損失   

  dB   
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 ⒁その他の装置 種類 備考   

     

     

     

 ⒂線路 区分 架空及び地下

の別 

線種 こう

長 

損失    

 幹線   m    

 分配線   m    

 引込線       

 電気通信事業を営む者が提供する電

気通信役務を利用する線路のこう長

の総延長 

□ ５㎞を超える   

 ⒃電柱 種類 自家柱 共架柱 備考   

    電気通信

事業者 

電気事

業者 

その

他 

    

 木柱 本 本 本 本    

 コンクリート柱        

 鉄柱        

 その他        

 計        

 ⒄線路の電圧及び通信回線の電力 電圧     

 電力 dBm   
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 備考    

 ⒅有線一般放送の業務に用いられ

る電気通信設備の放送法施行規則

第５章第２節第１款に定める技術

基準への適合 

□ 適合している   

 ⒆有線一般放送の業務に用いられ

る電気通信設備の電気通信役務利

用法施行規則第３章第３節に定め

る技術基準への適合 

□ 適合している   

 ⒇電気通信役務の提供者及びその

利用の形態の概要（自己の電気通

信設備を用いる場合はその旨及び

その利用形態の概要） 

   

 (21) 備考    

注１ ⑴のヘッドエンドの欄は、ヘッドエンドの主たる機器の設置

場所を記載すること。 

 

２ ⑴の幹線の欄は、「地図に記載のとおり」と記載し、地図（

市町村（特別区及び地方自治法第252条１９第１項の指定都市の

区を含む。）の区域を明示したものとする。）にその設置場所

を記載すること。 

 

３ ⑻から⒁まで、⒂の幹線、分配線、引込線、⒃及び⒄の欄に

ついては、電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利

用する電気通信設備に係る部分については記載を要しない。 

 

４ ⑵の区分別の欄は、別図の業務区域の図に記載した期別に従

い、引込端子の数(加入申込みに応じて順次分配線から受信者端
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子までの設備を設置する場合は、設置を予定している引込端子

の数)を記載すること。 

 ５ ⑵の業務区域の欄は、加入申込みがあつた場合に、加入申込

みを遅滞なく受諾できる区域を記載することとし、区分別の欄

は、業務区域を区分してその業務の提供を行う場合には、業務

開始予定年月日ごとに区分した区域を記載すること。 

 

  

（記載例）  
  

 ⑵設備の規

模 

業務区域 引込端子の数 業務開始（予定）期日   

  全  域 （何）市（何）町、

（何）町、（何）町

（何）丁目から（何

）丁目まで 

5000 年 月 日   

 

区分別 

第一期 （何）市（何）町 3000 年 月 日   

 第二期 （何）町（何）丁目

から（何）丁目まで 

2000 年 月 日   

６ ⑵の引込端子の数は、第111条第２項及び第３項の規定によ

り算出した数を記載すること。 

 

７ ⑶の周波数、周波数帯幅及び変調型式、用途の欄は、有線テ

レビジョン放送法施行規則第２章第２節及び電気通信役務利用

放送法施行規則第３章第３節に規定される方式については、ヘ

ッドエンドの出力端子における搬送波の周波数について記載す

ることとし、周波数帯幅及び変調型式の欄の変調型式について
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は、電波法施行規則第４条の２第１項に規定する記号により記

載することとし、用途の欄には、例えば、「ＮＨＫ（何）テレ

ビジョン放送局（総合）の放送の同時再放送」、「（何）社（

何）デジタルテレビジョン放送局の放送の同時再放送」、「（

何）社（何）一般放送の同時再放送」、「自主放送」のように

記載すること。その他については、各項目に準ずる内容を記載

すること。 

  

（記載例）  
  

 ⑶使用す

る周波数 

周波数 周波数帯幅及び変調型式 用途 備考   

 中心周波数 

473.00 MHz 

5.7MHz   X7W テレビジョン

放送 

標準デジタル

テレビジョン

放送方式 

  

 中心周波数 

303.00MHz 

６MHz   D7W テレビジョン

放送 

デジタル有線

テレビジョン

放送方式 

  

 中心周波数 

327.00MHz 

６MHz   D7W インターネッ

ト 

（下り） 

   

８ 区間によって使用する周波数が異なるときは、区間ごとの使

用する周波数が明らかになる方法により記載すること。 

 

９ ⑶の備考の欄は、送信の方式が電気通信役務利用放送法施行

規則第17条第１項第１号から第６号までのいずれかに該当する

場合は、その送信の方式を記載すること。 

 

10 再放送の同意の欄には「有」と記載するとともに、併せて、  
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同意を得た放送事業者名の欄に放送事業者名を記載し、同意書

の写しを添付すること。 

11 ⑷のヘッドエンドの欄は、「別図(ヘッドエンド系統図)に記

載のとおり」と記載し、別図に、⑸、⑹及び⑺の欄の機器又は

装置についての系統を記載し、受信空中線については、受信空

中線の位置における受信する電波の電界強度及び周波数を、連

絡線については、連絡区間のこう長を、⑸の欄については、そ

れぞれの入出力周波数を付記すること。 

 

12 ⑷の設備の欄は、「別図(設備系統図)に記載のとおり」と記

載し、別図に、設備系統図を次により記載すること。 

 

⑴ ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる

伝送方式が光伝送の方式のみである各幹線系統について、ヘ

ッドエンドの幹線への出力端子及び⑻から⒂までの欄の機器

(⑼タップオフ、⑾電源供給器、⑿保安装置及び⒀受信用光

伝送装置を除く。)を記載すること。 

 

⑵ ⑴以外の各幹線系統のうち最多段中継増幅の系統について

、ヘッドエンドの幹線への出力端子及び⑻から⒂までの欄の

機器(⑾電源供給器、⑿保安装置及び⒀受信用光伝送装置を

除く。)並びに幹線及び分配線についての系統を記載し、幹

線及び分配線については、機器間のこう長を付記すること。 

 

⑶ ⑴及び⑵のそれぞれの幹線系統が含まれる設備については

、それぞれの設備系統図を記載すること。 

 

⑷ 系統の記載に当たっては、線路のすべてについて自ら設置

する系統、線路の一部について電気通信事業を営む者が提供

する電気通信役務を利用する系統又は線路のすべてについて
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電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する系

統のそれぞれについて、記載すること。 

13 ⑷のレベルの欄は、設備系統図に記載した機器の送信の方式

が電気通信役務利用放送法施行規則第17条第１項第１号から第

６号までのいずれかに該当する場合に、「別図(レベルダイヤ

グラム)に記載のとおり。」と記載し、別図に、レベルのダイ

ヤグラムを次により記載すること。ただし、タップオフ出力端

子のレベルを記載することが困難な場合は、これを受信者端子

のレベルの記載に代えることができる。 

 

  ⑴ ヘッドエンドから受信用光伝送装置までの間に用いられる

伝送方式が光伝送の方式のみである各幹線系統については、

光送信機からタップオフまでの分岐数が最多となる幹線系統

のうち、幹線のこう長が最長となる幹線系統について、ヘッ

ドエンドの光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合

波器並びに⑻から⒂までの欄の機器(⑾電源供給器及び⑿保安

装置を除く。)における光レベルのダイヤグラムを記載するこ

と。また、光送信機の相対強度雑音及び光増幅器の雑音指数

を付記すること。 

 

  ⑵ ⑴以外の各幹線系統については、設備系統図に記載した機

器についてヘッドエンド出力端子からタップオフ出力端子ま

でにおけるレベルのダイヤグラムを次により記載すること。 

 

   ア テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式、テレビジ

ョン音声多重放送の標準方式に準拠する方式、テレビジョ

ン文字多重放送の標準方式に準拠する方式及びテレビジョ

ン・データ多重放送の標準方式に準拠する方式による有線
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一般放送の搬送波については、映像信号搬送波のレベルの

みとし、その映像信号搬送波の数が２以上の場合は、それ

ぞれのレベルの最高のものと最低のもののみとし、その周

波数を付記すること。 

   イ デジタル有線テレビジョン放送方式による有線一般放送

の搬送波の数が２以上の場合は、それぞれのレベルの最高

のものと最低のもののみとし、その中心周波数を付記する

こと。 

 

   ウ 機器及び線路の定格出力インピーダンスが75オーム以外

の場合は、その値を付記すること。 

 

  ⑶ レベルに関して、電気通信役務利用放送法施行規則第21条

、第28条及び第29条において準用する有線テレビジョン放送

法施行規則第26条の４第２項、第26条の17第２項又は第26条

の20第２項のいずれかに該当する場合は、当該各項の規定の

適用に係る端子を明記すること。 

 

 14 ⑸の備考欄には、受信空中線の出力端子とヘッドエンドの入

力端子との間に給電線以外の装置が挿入されるときは、その挿

入されるものの種類及び損失を記載すること。 

 

15 ⑹のレベルの調整範囲の欄には、例えば、「デジタルテレビ

ジョン放送の入力レベル70dBμ±10dBに対して、出力レベル変

動±0.5dB以内」のように記載すること。 

 

16 ⑹の周波数変換器の欄には、ヘッドエンドにおいて、入力周

波数を他の周波数に変換して送信する場合に使用する周波数変

換器のみについて記載すること。 

 

17 ⑹の入力信号の種類の欄には、「映像信号」、「文字信号」  
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、「音声信号」のように記載すること。 

18 ⑹の変調器の変調方式の欄には、標準デジタルテレビジョン

放送方式による場合は「標準方式」、デジタル有線テレビジョ

ン放送方式による場合は「デジタル方式」のように、その他の

方式による場合はその概要を具体的に記載すること。 

 

19 ⑹の光送信機、光増幅器、光分岐器及び光波長多重合波器の

種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。 

 

20 ⑹の光送信機の変調方式の欄には、「光強度直接変調方式」

、「光強度外部変調方式」、「FM一括変換方式」のように記載

すること。 

 

21 ⑹の連絡線及び⒀の線路の欄には、線路の一部に無線装置を

使用するものについて、線種の欄に、例えば、「23GHz 無線

装置」と記載し、こう長の欄に、無線区間の距離を記載するこ

と。 

 

22 ⑹の連絡区間の欄には、例えば、「前置増幅器－ヘッドエン

ド」、「主たる演奏所－ヘッドエンド」のように記載し、その

設置場所を添付地図に示すこと。 

 

23 ⑹の線種の欄には、例えば、「５Ｃ－２Ｖ」、「６心ＧⅠ型

光ファイバケーブル」のように具体的に記載すること。 

 

24 ⑹のその他の欄には、有線一般放送のために電磁波を発生さ

せる機器を記載すること。 

 

25 ⑺の種類の欄には、主たる演奏所に常置するもののみについ

て、例えば、「スタジオカメラ」、「マイクロホン」、「フイ

ルム投射器」、「文字画面製作装置」、「図形画面製作装置」

のように記載すること。 
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26 ⑺の備考欄には、例えば、スタジオカメラについては、「白

黒式」、「カラー式」の別を、マイクロホンについては、「モ

ノホニック式」、「ステレオホニック式」の別を、また、フイ

ルム投射器については、「８ミリフイルム用」、「35ミリスラ

イド用」のように記載すること。 

 

27 ⑻の種類の欄には、製品名及び製造者名を記載すること。  

28 ⑻の同時に増幅することができる周波数の数の欄には、例え

ば、「テレビジョン放送の標準方式に準拠する方式による映像

・音声信号搬送波各(何)波」、「超短波放送の標準方式に準拠

する方式による音声信号搬送波(何)波」、「パイロット信号

(何)波」のように記載すること。 

 

29 ⑼の分岐器(設備の線路に送られた電磁波を分岐する装置で

あって、分配器及びタップオフでないものをいう。以下同じ。

)、分配器(設備の線路に送られた電磁波を等分する装置であっ

て、タップオフでないものをいう。以下同じ。)及びタップオ

フの種類の欄には、例えば、「分岐器(４分岐)」、「分配器(

２分配)」、「タップオフ(４分岐)」、「タップオフ(２分配)

」、「分岐器(３分岐)・タップオフ(１分岐)」、「分配器(２

分配)・タップオフ(２分配)」、「16分岐器」、「32分岐器」

、「タップオフ(クロージャ)」のように記載すること。 

 

30 ⑽の種類の欄には、例えば、「分波器(２分波)」のように記

載すること。 

 

31 ⑾の欄には、中継増幅器用電源供給器のみについて記載する

こと。 

 

32 ⑾の備考欄には自動電圧制御機能を有するものについて、制  
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御電圧範囲を記載すること。 

33 ⒂の線種の欄は、例えば「7C―2V」、「6心GI型光ファイバ

ケーブル」のように具体的に記載すること。 

 

34 ⒂の幹線の損失の欄には、例えば、「0.35dB／km(1,550nm)

」、「最高35dB／km(450MHz)、最低５dB/km(70MHz)」のように

記載すること。無線装置の場合には、記載を要しない。 

 

35 ⒂の電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用す

る線路のこう長の総延長の欄は、電気通信事業を営む者が提供

する電気通信役務を利用する線路のこう長の総延長が５kmを超

える場合に限り、□にレ印を付けること。 

 

36 ⒃の備考の欄は、自家柱について、長さが６メートル以下で

あるもの及び長さが６メートルを超えるものであって元口から

６メートルの位置における横断面の最も長い部分の長さが10セ

ンチメートル以下であるものの本数を再掲すること。 

 

37 ⒄の電圧の欄に記載した値が実効値によらない場合は、その

旨を付記すること。 

 

38 ⒄の備考の欄は、通信回線が有線電気通信設備令施行規則

(昭和46年郵政省令第２号)第２条第１項第４号及び第５号に掲

げる場合に該当するものであるときは、その旨を記載するこ

と。 

 

39 ⒅の欄は、一般放送の業務に用いられる電気通信設備が放送

施行規則第５章第２節第１款に定める技術基準に適合する場合

に限り、□にレ印を付け、措置内容について具体的に説明した

書面を添付すること。 

 

40 ⒆の欄は、一般放送の業務に用いられる電気通信設備が電気  
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通信役務利用放送法施行規則第３章第３節に定める技術基準に

適合する場合に限り、□にレ印を付けること。なお、電気通信

事業を営む者が提供する電気通信設備について、一般放送事業

者と電気通信事業者との間で、電気的性能及び光学的性能につ

いて確認した書面を添付すること。 

41 (21)の欄は、その他参考となる事項を記載すること。  

  

２ 施設に接続する有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

の概要 

 

  

 接続する有線電気通

信設備 

設置者の氏名又

は名称 
設備の識別 引込端子の数 

  

      

      

      

 接続する受信設備群 設置場所 受信設備の数   

      

      

      

注１ 接続する有線電気通信設備の欄には、設備の引込端子に接続

する他の有線電気通信設備について記載すること。 

 

 ２ 設備の識別の欄には、有線一般放送事業者の登録年月日及び

登録番号又は有線電気通信設備の設置の届出の年月日等を記載

すること。 

 

３ 引込端子の数の欄及び受信設備の数の欄には、電気通信役務

利用放送法施行規則第３条第２項及び第３項の規定により算出
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した数を記載すること。 

 ４ 設置場所の欄は、電気通信役務利用放送法施行規則第３条第

２項の表の二の項の規定により、一の引込端子を２以上のもの

と数える場合において、当該一の引込端子に接続する受信設備

の設置場所を、たとえば「（何）ビル内」、「（何）アパート

内」のように記載すること。 

 

  

３ 設備と工作物又は道路等との関係  
  

 ⑴

電

線

等

と

の

隔

離

距

離 

設 備 

付近 

の工作物 

架空電線

の支持物 

単独注の

架空電線 

共架柱

の架空

電線 

屋内

電線 

地中

電線 
備考 

  

 電  線  ｍ ｍ      

 強電流

電線 
低 圧 

ｍ 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

ｍ ｍ    

 
高 圧 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

    

 
特別高圧 

 

（ ） 

 

（ ） 

 

（ ） 

     

 建 造 物         

 ⑵

道

路

と

の

設  備 架 空 電 線 

備  考 

  

 関 係 

 

付近の道 

路及び工作物 

道路、鉄道又は軌道、横断歩道橋上の最低の高

さ 
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 関

係 

道    路 ｍ    

 鉄道又は軌道     

 横断歩道橋     

 そ の 他     

 ⑶

道

路

の

占

有

等 

道路の

占有 

道路の種類 許可の有無 ⑷

電

柱

等

へ

の

共

架 

所有者等 承諾の有

無 

  

 国

道 

指定区間内      

 指定区間外      

 都道府県道      

 市町村道      

 その他      

 その他 種類 許可等の有無     

       

       

注１ 電気通信事業を営む者が提供する電気通信役務を利用する電

気通信設備に係る部分については記載を要しない。 

 

 ２ ⑴の強電流電線の備考の欄は、その種別(強電流ケーブル等)

及び保護網(線)設置の有無を記載すること。また、付近の工作

物の電線が裸電線であるときは、その旨を記載すること。 

 

 ３ 電車線に接近又は交差する場合は、⑴の強電流電線の欄の括

弧内に記載すること。また、備考の欄は、注２の要領で記載す

ること。 

 

 ４ ⑵の備考の欄は、例えば、「歩道と車道との区別がある道路

」のように記載すること。 

 

 ５ 設備の付近の道路、鉄道及び軌道の位置が明らかになるよう  
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に記載した図等を添付すること。 

 ６ 道路の占有の許可を得ている場合は、その許可書の写しを、

許可を得ていない場合は、当該許可を得る見込みがあることを

記載した書面をそれぞれ添付すること。 

 

７ ⑶のその他の種類欄には、設備の設置に関し必要な法令に基

づく処分の名称について記載するとともに、許可等を得ている

場合は、その許可書の写しを、許可等を得ていない場合は、当

該許可等を得る見込みがあることを記載した書面をそれぞれ添

付すること。 

 

８ 電柱等への共架について、その所有者等の承諾を得ている場

合は、その承諾書の写しを、承諾を得ていない場合は、当該承

諾を得る見込みがあることを記載した書面をそれぞれ添付する

こと。 

 

９ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅

供給公社（以下「地方公共団体等」をいう。）が建設し、かつ

、管理する住宅若しくは造成し、かつ、管理する宅地の施行地

区内又は地方公共団体等が施行する市街地再開発事業（事業完

了したものを除く。）若しくは防災建築街区造成事業（事業完

了したものを除く。）の施行地区内に施設を設置しようとする

場合にあつては、その設置について、当該地方公共団体等との

協議が整つたことを証する書面の写しを添付すること。 

 

  

４ 受信障害区域における電界強度  

受信障害区域内のみにおいて義務再放送を行う場合又は受信障

害区域の属する市町村に隣接する市町村の区域において設置され
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るテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備と一体として

当該受信障害区域に設置された有線電気通信設備を用いて義務再

放送を行う場合における当該受信障害区域における電界強度のデ

ータ 

  

別表第二十九号（第114条第１項関係）  
  

誓  約  書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつては、 

名称及び代表者の氏名。記 

名押印又は署名） 

 

  

  

 登録申請者が放送法第128条第１号から第５号までに該当しない

ことを誓約します。 

 

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第三十号（第114条第２項第１号関係）  
  
 事 業 計 画 書   

  （別紙）    
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長      

      

      

      

  □ ⑴ 役員等に関する事項    

  □ ⑵ 放送番組の編集の基準    

  □ ⑶ 放送番組の編集に関する基本計画    

辺  □ ⑷ 週間放送番組の編集に関する事項    

  □ ⑸ 放送番組の審議機関に関する事項    

  □ ⑹ 放送番組の編集の機構及び考査に関する事項    

  □ ⑺ 一般放送の事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要    

    

短     辺        （日本工業規格Ａ列４番によること。）  

  

注１ 別紙について、次の表の区分に従い、別葉として提出するこ

と。 

 

  

 提出する事項 備   考   

  （注） 法第８条に規定する経済市況、自然事象及びスポ   

  ーツに関する時事に関する事項その他総務省令で   

  定める事項のみを放送事項とする放送を専ら行う   

  一般放送の業務の場合は、提出を要しない。   

     

 ⑴    

 ⑵ （注）    
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 ⑶ （注）    

 ⑷    

 ⑸ （注）    

 ⑹     

 ⑺     

  

 ２ 事業計画書の別紙記載等は、次によること。また、同欄の□

には、注の表の区分に従って該当する事項にレ印を付けるこ

と。 

 

  

⑴ 別紙⑴は、次の様式により記載すること。（申請者が団体であ

るときはこれに準じること。） 

 

  

 ふりがな 
住  所 役  名 担当部門 兼 職 備 考 

  

 氏  名   

         

    （注１） 住所の欄は、住民基本台帳に記載された住所の

都道府県市区町村を記載すること。 

 

    （注２） 役名の欄は、代表権を有する役員については役

名の前に「（代）」の文字を、常勤の役員につい

ては役名の後に「（常）」の文字を付記するこ

と。 

 

    （注３） 兼職の欄は、放送業に係るものについてはその

全部を、その他のものについてはその代表的なも

のを(注2)に準じて記載すること。 

 

    （注４） 備考の欄は、次の事項を記載すること。  
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        ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨  

        イ 予定のものについてはその旨  

    （注５） 役員又は役員予定者の履歴書を添付するほか役

員予定者については役員就任承諾書を添付するこ

と。 

 

  

⑵ 別紙⑵は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放

送番組の編集の基準又はその案を記載すること。 

 

  

⑶ 別紙⑶は、具体的に放送番組を編集するための基本的な計画又

はその案をテレビジョン放送及びテレビジョン放送以外のものに

区分して記載すること。 

 

    （注１） 同時再放送に係るものについては、記載を要し

ない。 

 

    （注２） 有料の一般放送を行う場合は、その旨を記載す

ること。 

 

    （注３） 対象とする受信者層を限定するための具体的措

置を講じる場合は、その措置について記載するこ

と。 

 

  

⑷ 別紙⑷は、放送番組表（同時再放送に係るものである場合を除

く。）、他から供給を受ける放送番組の時間等及び同時再放送を

行う放送番組について、次のア、イ及びウの様式によりそれぞれ

記載すること。 

。 
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ア 放送番組表  
  

 曜日 

時刻 
月 火 水 木 金 土 日 

  

           

 
計 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

時間 

分 

  

 合  計      時間     分（   ％） 備 考    

    （注１） １週間の放送番組の代表例を記載すること。     

    （注２） 個々の番組について、その開始及び終了の時刻

を記載すること。 

 

    （注３） 有料の一般放送を行う事業者の場合は、合計欄

内にその放送に係る放送時間及び比率を( )で再

掲すること。 

 

  

イ 他から供給を受ける放送番組の時間等  
  

 供給者名 １週間の放送時間 供給に関する協定等の有無   

  時間  分 

計 

   

 合    計                  時間   分（％）   

    （注１） 供給者名の欄は、アの放送番組表に記載した放

送番組のうち、他から供給を受けるものについて

、放送事業者等の種別に応じて記載すること。 

     

    （注２） 合計の欄の括弧内は、アの放送番組表の合計の

欄の時間に対する当該欄の比率を掲載すること。 

     

    （注３） 放送番組の供給に関する協定等がある場合は、  
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その内容を記載した書類を添付すること。 

    （注４） 有料の一般放送の場合は、その放送時間をそれ

ぞれ該当する欄内に（ ）で再掲すること。 

 

  

ウ 同時再放送を行う放送番組  
  

 放送番組 備  考   

     

     

     

     

    （注１） 放送番組の欄は、「NHK（何）テレビジョン放

送局（総合）の放送の同時再放送」のように記載

すること。 

 

    （注２） 備考の欄は、ヘッドエンドの出力端子における

搬送波の周波数を記載すること。 

 

    （注３） 再放送に係る同意を得ている場合は、その同意

書の写しを、同意を得ていない場合は、当該同意

を得る見込みがあること等を記載した書面をそれ

ぞれ添付すること。 

 

  

⑸ 別紙⑸は、次の様式により記載すること。  
  

 ふ り が な 
住     所 性 別 生年月日 職  業 備  考 

  

 委員の氏名   

         

 委員総数                                 人   
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    （注１） 住所の欄は、都道府県市区町村を記載するこ

と。 

 

    （注２） 職業の欄は、主たる職業を「何大学教授」、「

評論家」等のように記載すること。 

 

    （注３） 備考の欄は、次の事項を記載すること。  

        ア 他の一般放送事業者に係る審議機関と共同し

て設置しようとする場合はその旨及び共同設置

者の氏名又は名称 

 

        イ 予定のものについてはその旨  

    （注４） 委員予定者については、委員就任承諾書を添付

すること。 

 

  

⑹ 別紙⑹は、次により記載すること。  

ア 放送番組を編集する組織機構について、職務内容を系統的か

つ具体的に記載すること。この場合において、編集の責任者に

ついては、その権限等について併せて記載すること。 

 

イ 放送番組を考査する組織機構がある場合には、アに準じて記

載すること。この場合において、考査の方法を併せて記載し、

考査に関する基準等があるときはそれらを記載又は添付するこ

と。 

 

ウ 予定のものについては、その旨を記載すること。  

  

⑺ 別紙⑺は、兼営する事業及び他の事業への出資について、次の

様式により記載すること。 

 

ア 兼営する事業  
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 兼営する事業の名称 事業の概要   

     

  

イ 他の事業への出資  
  

 事業者 

の名称 

資本金 

(A) 

事業の概要 出資の額 出資の比率 

(B)×100 

(A) 

備考   

  百万円  千円 ％    

    （注１） 出資の額が500万円以上又は出資に係る事業者

の資本金の額の10分の１以上の場合について記載

すること。 

 

    （注２） 備考の欄は、次の事項を記載すること。  

        ア 議決権の総数に対する議決権の比率が、出資

の総額に対する出資の比率と異なるときは、そ

の比率 

 

        イ 出資が株式の引受け以外の形態をとるときは

、出資金、寄付金等の出資の種類 

 

  

⑻ 別紙に使用する様式の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする

こと。 

 

  

別表第三十一号（第114条第２項第２号関係）  
  

一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力  

  

１ 業務を確実に実施することができる体制  
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 ２ 業務に従事する者の実務経験等  

  

注１ 一般放送の業務に用いる電気通信設備を、放送法第136条第

１項の技術基準に適合するように維持するための運用、保守等

（以下「設備維持業務」という。）の業務を確実に実施するこ

とができる体制を記載すること。 

 

２ 設備維持業務に従事する者の実務経験等を記載すること。  

３ 一葉の用紙に全部を記載することができない場合には、全体

の構成が把握できるよう適宜の区分に分けて、別途記載するこ

と。 

 

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第三十二号（第116条第１項関係）  
  

登録一般放送業務開始届出書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表 

者の氏名。記名押印 

又は署名） 
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電話番号  

  

 登録一般放送の業務の開始について、放送法第129条第１項の規

定により、下記のとおり届け出ます。 

 

  

 登録番号    

 登録年月日    

 業務開始の期日    

※ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第三十三号（第116条第２項関係）  
  

登録一般放送業務休止（変更）届出書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表 

者の氏名。記名押印 

又は署名） 

電話番号 

 

  

  

 登録一般放送の業務の休止について、放送法第129条第２項の規  
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定により、下記のとおり届け出ます。 
  

 登録番号    

 登録年月日    

 休止年月日及び休止期間    

 変更理由    

注１ 変更理由は、休止期間を変更した場合に限り、記載すること

。 

 

 ２ 休止しようする場合については、加入者への周知方法等、具

体的な対応計画等の資料を添付すること。 

 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第三十四号（第117条関係）  
  

 登録一般放送に係る軽微な変更   

 別表第28号別紙２における記載

欄 

変更事項   

 １⑵設備の規模 引込端子の数   

 １

⑷

系

統

図 

ヘッドエンド １⑹の変更事項に係る部分   

 設備 １⑻から１⑽まで、１⒁及び１⒂の変更事項に係る

部分 
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 ⑸

受

信

空

中

線

系 

受信空中線 型式及び構成、周波数若しくは周波数範囲、海抜高

又は地上高 

  

 給電線 線種又はこう長  

 １

⑹

ヘ

ッ

ド

エ

ン

ド 

前置増幅器及び受信増幅器 増幅する周波数の範囲又はレベルの調整範囲   

 周波数変換器 入力周波数又は出力周波数   

 変調器 出力周波数   

 連絡線 架空及び地下の別、線種又は設置場所   

 その他の機器 種類   

 ⑺自主放送装置 種類又は台数   

 １⑻中継増幅器 増幅することができる周波数の範囲又は同時に増幅

することができる周波数の数 

  

 「１⑼分岐器、分配器及びタップオフ」に記載された事項   

 １⑽分岐器 種類、分波損失、端子間結合損失又は台数   

 「１⑾電源供給器」に記載された事項   

 「１⑿保安装置」に記載された事項   

 「１⒁その他の装置」に記載された事項   

 １

⒂

幹線 架空及び地下の別又は線種   

 分配線 架空及び地下の別、線種、こう長又は損失   
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 線

路 

引込線 線種又は損失   

 「１⒃電柱」に記載された事項   

 「１⒄線路の電圧及び通信回線の電力」に記載された事項   

 「３⑴電線等の隔離距離」に記載された事項   

 「３⑵道路との関係」に記載された事項   

 備考として記載された事項   

  

別表第三十五号（第118条第１項関係）  
  

変更登録申請書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名  

（法人にあつては、名称及び代表者の 

氏名。記名押印又は署名） 

 

登録年月日及び登録番号  

  

 放送法第130条第１項の規定により総務大臣の変更登録を受けた

いので、同条第２項の規定により申請します。 

 

  

 変更事項    

 
変更内容 

変更前 変更後   
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 予定期日    

 変更の理由    

注１ 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要について変

更登録を受ける場合は、一般放送の業務の登録申請書に準じて

変更箇所が分かるよう記載すること。 

 

２ この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番

とすること。 

 

３ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

 

  

別表第三十六号（第118条第３項関係）  
  

変更届出書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名  

（法人にあつては、名称及び代表者の 

氏名。記名押印又は署名） 

 

登録年月日及び登録番号  

  

 登録に係る氏名等に変更があったので、放送法第130条第４項の

規定により届け出ます。 
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 変更事項    

 変更前 変更後   

     

 変更年月日    

注１ この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番

とすること。 

 

 ２ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

 

  

別表第三十七号（第119条関係）  
  

一般放送業務開始届出書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表 

者の氏名。記名押印 

又は署名） 

 

電話番号  

  

 一般放送の業務を次のとおり行うので、放送法第133条第１項の

規定により届け出ます。 
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 届

出

者 

業務を執行する役員の氏名   

     

     

     

 一般放送の種類    

 使

用

施

設 

自己の設備又は他人の設備の別    

  設備の規模    

 主たる設備の設置場所    

 その他の設備の設置場所    

    

    

   

 業

務 

使用する周波数 用途 再放送の同意 同意を得た放

送事業者名 

  

       

      

       

       

       

       

 業務区域    

 放送番組に関する事項 放送番組の編集の基準 放送時間   
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  １日当たり 

 

間 

 

時 

 

 

 主たる放送事項   

    

  

  

 業務開始の予定期日  業務開始時の受信契約

者の見込数 

 

（    ） 

  

注１ 資本の額の欄には、株式会社の場合は、発行済の株式の額に

その株式数を乗じたものを記載するものとし、その他の法人の

場合には、これに準じたものを記載すること。 

 

２ 届出者が法人である場合には、定款又は寄附行為、法人以外

の団体である場合は、団体の規約を添付すること。ただし、届

出者が施設者である場合は、添付を要しない。 

 

３ 一般放送の種類の欄には、第120条に掲げる一般放送の種類

を記載すること。 

 

（記載例）  

 一般放送の種類 有線一般放送－テレビジョン放送   

  有線一般放送－ラジオ放送－告知放送業務   

４ 使用する周波数の欄には、テレビジョン放送を行う場合にお

いては、ヘッドエンドの出力端子におけるものを記載すること

。 

 

５ 設備の規模の欄には、当該施設に係る引込端子の数を記載す

ること。 
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６ 用途の欄には、例えば、「ＮＨＫ（何）テレビジョン放送局

（総合）の放送の同時再放送」、「（何）社（何）デジタルテ

レビジョン放送局の放送の同時再放送」、「（何）社（何）一

般放送の同時再放送」、「自主放送」のように記載すること。 

 

７ 再放送の同意の欄には「有」と記載するとともに、併せて、

同意を得た放送事業者名の欄に放送事業者名を記載し、同意書

の写しを添付すること。 

 

８ 業務区域の欄には、「地図に記載のとおり。」と記載し、一

般放送の業務区域を記載した地図を添付すること。 

 

９ 放送番組に関する事項の欄には、テレビジョン放送を行う場

合においては自主放送を行う場合に限り記載することとし、ラ

ジオ放送を行う場合においては放送時間及び主たる放送事項に

限り記載すること。また、放送番組の編集に関する基本計画が

あるときは、これを添付すること。 

 

10 業務開始時に受信契約者の見込数の欄のかつこ内には、再放

送のみの受信契約者の見込数を再掲すること。 

 

11 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番

とすること。 

 

12 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

 

  

別表第三十八号（第122条関係）  
  

一般放送業務開始届出書記載事項変更届  

年 月 日  
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総務大臣殿  

郵便番号  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表 

者の氏名。記名押印 

又は署名） 

 

  

年  月  日付けの一般放送業務開始届出書の記載事項の

一部を次のとおり変更するので、放送法第133条第２項の規定によ

り届け出ます。 

 

  

 変更事項 変更前 変更後 変更の理由 予定期日   

        

        

        

注１ 一般放送の業務区域を変更しようとする場合は、変更前及び

変更後の欄に「地図に記載のとおり。」と記載し、変更前及び

変更後の一般放送の業務区域を記載した地図を添付すること。 

 

２ 再放送について、新たに放送事業者の同意を得た場合は、そ

の同意書の写しを添付すること。 

 

 ３ この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番

とすること。 

 

４ 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別

紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜
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記載すること。 

  

別表第三十九号（第123条関係）  
  

一般放送業務承継書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表 

者の氏名。記名押印 

又は署名） 

 

  

一般放送事業者の地位を次のとおり承継したので、放送法第134

条第２項の規定により、届け出ます。 

 

  

 承継年月日    

 被承継者    

 承継した一般放送事業者の

地位に係る登録年月日及び

登録番号（届出一般放送事

業者にあつては、一般放送

業務の開始の届出年月日） 

   

 放送法第128条第１号から

第５号までの該当の有無（

□ 有   □ 無   
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登録一般放送事業者に限る

。） 

 備考    

注１ 放送法第128条第１号から第５号までの該当の有無の欄は、

放送法第128条第１号から第５号までの規定への該当の有無を

記載するものとし、同欄の□には、該当する事項にレ印を付け

ること。 

 

 ２ 備考の欄には、承継に係る事情を記載すること。  

３ 承継者が一般放送事業者以外の法人であるときは、定款又は

寄附行為及び業務執行する役員の氏名を記載した書面、一般放

送事業者以外の団体であるときは、これに準じる書類及び業務

を執行する役員の氏名を記載した書面を添付すること。 

 

４ 承継に伴い、新たに道路に占有の許可その他法令に基づく処

分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その承継に係る

部分の当該処分又は、承諾の事実を証する書面の写しを添付す

ること。 

 

５ 別表第30号の別紙（１）及び（５）を添付すること。  

６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第四十号（第124条第１項関係）  
  

廃止届出書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

住  所  
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（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表 

者の氏名。記名押印 

又は署名） 

 

  

一般放送の業務を次のとおり廃止したので、放送法第135条第１

項の規定により届け出ます。 

 

  

 理由    

 一般放送の業務を廃止した

法人が行っていた一般放送

の業務に係る登録年月日及

び登録番号（届出一般放送

事業者にあつては、一般放

送業務の開始の届出年月日

） 

   

 業務区域    

 廃止年月日    

注１ 業務区域の欄には、一般放送の業務を廃止した地域が明らか

になるように、例えば、「（何）市（何）町」のように記載す

ること。 

 

 ２ この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番

とすること。 

 

  

別表第四十一号（第124条第２項関係）  
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解散届出書  

年 月 日  

総務大臣殿  

郵便番号  

住  所  

（ふりがな）  

氏  名（法人又は団体にあつ 

ては、名称及び代表 

者の氏名。記名押印 

又は署名） 

 

  

 一般放送事業者たる法人が解散したので、放送法第135条第２項

の規定により届け出ます。 

 

  

 解散した法人の名称及び代表者の氏名    

 解散した法人が行っていた一般放送の業

務に係る登録年月日及び登録番号（届出

一般放送事業者にあつては、一般放送業

務の開始の届出年月日） 

   

 解散年月日    

注 この様式に使用する用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番と

すること。 
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○ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 六 月 三 十 日 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） 別 表                （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

  

様式第四十二の一号（第125条関係） 【新設】 

  

重 大 な 事 故 報 告 書 （ 詳 細 ）  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

登録年月日及び登録番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

発生年月日及び時刻  復旧年月日及び時刻  

発生場所  

事故の原因となった

衛星一般放送の業務

に用いられる電気通

信設備の概要 

 

発生状況  
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措置模様  

発生原因  

再発防止策  

利用者対応状況  
 

 注１ 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた衛星一般放送

の業務に用いられる電気通信設備の設置場所（住所・建物名等

）を記載すること。 

 

  ２ 「事故の原因となつた衛星一般放送の業務に用いられる電気

通信設備の概要」の欄は、当該設備の名称等を記載し、当該設

備の役割が分かる設備構成図等を添付すること。 

 

  ３ 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた衛星一般放送

の業務に用いられる電気通信設備の概要説明及び影響利用者数

を記載するとともに、影響を与えた地域を記載又は影響範囲の

地図等を添付すること。なお、当該事故が断続的に発生したこ

と等により記載内容が時間によつて変化した場合は、それぞれ

の内容を記載すること。 

 

  ４ 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業

経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載する

こと。 

 

  ５ 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた衛星一

般放送の業務に用いられる電気通信設備又は行為がどのような

影響を与えて事故を発生させたのか、記載すること。 

 

  ６ 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の

事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又

は実施予定時期を記載すること。 

 

  ７ 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告（苦情等）数 
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並びに当該事故に係る広報の手段（ホームページの掲載、報道

発表等）、日時及び内容を記載すること。 

  ８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

様式第四十二の二号（第125条関係） 【新設】 

  

重 大 な 事 故 報 告 書 （ 詳 細 ）  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

登録年月日及び登録番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

発生年月日及び時刻  復旧年月日及び時刻  

発生場所  

事故の原因となった

有線一般放送の業務

に用いられる電気通

信設備の概要 

 

発生状況  

措置模様  
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発生原因  

再発防止策  

利用者対応状況  
 

 注１ 「発生場所」の欄は、当該事故の原因となつた有線一般放送

の業務に用いられる電気通信設備の設置場所（住所・建物名等

）を記載すること。 

 

  ２ 「事故の原因となつた有線一般放送の業務に用いられる電気

通信設備の概要」の欄は、当該設備の名称等を記載し、当該設

備の役割が分かる設備構成図等を添付すること。 

 

  ３ 「発生状況」の欄は、当該事故が影響を与えた有線一般放送

の業務の概要説明及び影響利用者数を記載するとともに、影響

を与えた地域を記載又は影響範囲の地図等を添付すること。な

お、当該事故が断続的に発生したこと等により記載内容が時間

によつて変化した場合は、それぞれの内容を記載すること。 

 

  ４ 「措置模様」の欄は、当該事故の発生時、認知時、復旧作業

経過、後日対応等に応じた措置模様を、日時とともに記載する

こと。 

 

  ５ 「発生原因」の欄は、当該事故の発生の原因となつた有線一

般放送の業務に用いられる電気通信設備又は行為がどのような

影響を与えて事故を発生させたのか、記載すること。 

 

  ６ 「再発防止策」の欄は、当該事故に係る再発防止策、同様の

事故の発生を防ぐための再発防止策及びそれらの実施完了日又

は実施予定時期を記載すること。 

 

  ７ 「利用者対応状況」の欄は、利用者からの申告（苦情等）数

並びに当該事故に係る広報の手段（ホームページの掲載、報道

発表等）、日時及び内容を記載すること。 
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  ８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

別表第四十三号（第127条関係） 【新設】 

  

（表）  

第   号 

登録に係る電気通信設備検査職員の証 

 

 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第139条第１

項の規定による登録に係る電気通信設備の立入検査をする職権

を有する者であることを証する。 

所    属 

氏    名 

発    行   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

 

 
 

 

  

（裏）  

放送法抜粋 

 

第139条 総務大臣は、前３条の規定の施行に必要な限度にお

いて、登録一般放送事業者に対し、第126条第１項の登録に

係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又

はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り

、当該電気通信設備を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す

 

省   総 

印   務 

総務省 
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証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解釈してはならない。 

第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の

罰金に処する。 

 二 第115条第１項若しくは第２項、第124条第１項、第139

条第１項又は第145条第４項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ

、若しくは忌避した者 
 

 注 大きさは、縦６センチメートル、横９センチメートルとする。  

  

別表第四十四号（第128条関係） 【新設】 

  

衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

登録年月日及び登録番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

放送法施行規則第128条の規定により、  年４月１日から  年  
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３月31日までの登録に係る電気通信設備の状況を、次のとおり報告し

ます。 

発生年月日 

（発生時刻） 

復旧年月日 

（復旧時刻） 
発生区分 

発

生

原

因 

故

障

設

備 

措

置

模

様 

備

考 

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

  □設備故障 □回線障害  

□自然災害 □停電  

□その他 

    

 

 

 注１ 「発生区分」の欄は、発生の第１要因にチェックすること。  

  ２ 「発生原因」の欄は、第１要因を起因として放送の中断に至

つた要因を記載すること。 

 

  ３ 「故障設備」の欄は、設備の区分（番組送出設備、中継回線

設備、地球局設備又は放送局の送信設備の別）とともに、直接

の原因となつた設備の名称を記載すること。 

 

  ４ 「措置模様」の欄は、放送の中断から復旧に至るまでの措置

の模様を記載すること。 

 

  ５ 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容を

記載すること。 

 

  ６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  
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別表第四十四号の二（第128条関係） 【新設】 

  

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況報告書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 
（ふりがな） 

住  所 
（ふりがな） 

氏  名 
（自筆で記入したときは、押印を省略できる。

法人にあつては、名称及び代表者の氏名を記載

することとし、代表者が自筆で記入したときは

、押印を省略できる。） 

 

印   

登録年月日及び登録番号  

連 絡 先 
（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当部署等がある場合は、当該担当部署名等を記

載すること。） 

 

放送法施行規則第128条の規定により、  年４月１日から  年

３月31日までの登録に係る電気通信設備の状況を、次のとおり報告し

ます。 

 

(1)設備

の概況 

引込端子の数  

受信契約者数  

主な業務区域  

(2)設備

の 保 守

状況 

 

(3)事故

発 生 状

況 

発生年月日 

（発生時刻） 

復旧年月日 

（復旧時刻） 

影

響

地

影

響

利

主

な

発

故

障

設

措

置 

模

備

考 
影響を

受けた
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域 用

者

数 

生

原

因 

備 様 有線一

般放送

の業務 

           

           

           
 

 注１ 「設備の概況」の欄は、３月 31日現在で記載すること。  

  ２ 「引込端子の数」の欄は、第 111 条第２項及び第３項の規定

により算出した数を記載すること。 

 

  ３ 「設備の保守状況の欄」は、設備の保守の体制及び方法につ

いて、例えば、「自主保守要員２名、毎月１回定期点検」、

「機器については、○○株式会社に保守委託」又は「役務を提

供している電気通信事業者により実施」のように記載するこ

と。 

 

  ４ 「事故発生状況の欄」は、次の事故が発生した場合に、必ず

記載すること。 

    有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当

該電気通信設備を用いて行われる放送の全部又は一部を停止さ

せた事故であつて、次のいずれにも該当するもの 

     イ 当該放送の停止を受けた利用者の数が五百以上又は利

用者の過半数に影響が及ぶもの 

     ロ 当該放送の停止時間が二時間以上のもの 

 

  ５ 「影響地域の欄」は、「全国（一の都道府県及びそれに隣接

する都道府県の区域を超える地域を含む。）」、「一の都道府

県及びそれに隣接する都道府県の区域を超えない地域」、「一
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の都道府県の区域を超えない地域」、「一の市町村（特別区を

含む。以下同じ。）及びそれに隣接する市町村の区域を超えな

い地域」、「一の市町村の区域を超えない地域」又は「その他

」から選択し、記載すること。 

  ６ 「影響利用者数の欄」は、「10 万以上」、「5 万以上」、

「3 万以上」、「1 万以上」、「5,000 以上」、「3,000 以上」

、「1,000 以上」 「500 以上」、「500 未満」又は「不明」

から選択し、記載すること。 

 

  ７ 「主な発生原因の欄」は、「自然災害」、「火災」、「停電

（通常受けている電力の供給の停止）」、「第三者要因（道路

工事による断線、車両による断線、その他）」、「自然故障」

、「不具合」、「人為要因」、「不明」、その他の発生原因を

記載すること。 

 

  ８ 「故障設備の欄」は、「ヘッドエンド設備」、「ヘッドエン

ド設備間伝送路」、「伝送路（幹線・分配線・引込み線、その

他）」、「伝送路設備（光ノード、中継増幅器、分岐器、ルー

タ、その他）」、「電源設備（ヘッドエンド、伝送路、その他

）」、「不明」、その他の故障設備を記載すること。 

 

  ９ 「措置模様の欄」は、「ハードウェア交換」、「ハードウェ

ア修復」、「ソフトウェア修正（設定変更、バージョンアップ

、その他）」、「ケーブル修復・張替」、「設備リセット・再

起動」、「他事業者にて対応」、「自然復旧」、その他の措置

模様を記載すること。 

 

  １０ 注記すべき事項がある場合には、「備考」の欄にその内容

を記載すること。 

 



 

 

3
2

3
 

  １１ 「影響を受けた有線一般放送の業務の欄」は、地上デジタ

ルテレビジョン放送、ＢＳ放送、ＣＳ放送、自主放送等の区

分毎に、チャンネル数を記載すること。 

 

  １２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

  

  

別表第四十五号の様式（第133条参照） 【新設】 

  

契約約款（変更）届出書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

電話番号 

 

  

放送法第140条第2項の規定により、再放送の役務の提供条件に関す

る契約約款（の変更）を届け出ます。 

 

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  
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別表第四十六号の様式（第135条参照）  

  

裁定申請書  

年  月  日  

総務大臣 殿  

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

電話番号 

 

  

再放送同意について協議が  のため、放送法第144条第1項の規定

により、下記のとおり裁定を申請します。 

 

 

  

１ 申請に係る基幹放送事業者の氏名（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名）及び住所 

 

  

２ 申請に係る再送信の概要  

 （１）再放送しようとするテレビジョン放送  

不調 

不能 

注１ 
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 （２）再放送の義務を行おうとする区域  

 （３）再放送の実施の方法  

 （４）申請者が希望する再放送の開始期日  

  

３ 協議の経過  

  

４ その他参考となる事項  

  

  

注１ 不要の文字は、抹消すること。  

注２ 「申請に係る再放送の概要」については、例えば、「再放送

しようとするテレビジョン放送」は「（何）社（何）テレビジ

ョン放送局の放送」のように、「再放送の義務を行おうとする

区域」は「（何）県（何）市」、「（何）県（何）郡（何）町

」のように、「再放送の実施の方法」は、同時再放送のみを行

う場合にあつては「同時再放送」と、それ以外の場合にあつて

はその具体的方法を記載すること。 

 

注３ 「協議の経過」については、申請に至るまでの経過の説明の

ほか、協議が調わない場合には申請に係る放送事業者との意見

の対立点を、また、協議をすることができない場合にはその事

情を具体的に明らかにすること。 

 

注４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。  

注５ 該当箇所に全部を記載することができない場合は、その箇所

に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に

適宜記載すること。 
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別表第四十七号（第140条関係） 【新設】 

  

（表）  

第   号 

有線電気通信設備の使用検査職員の証 

 

 この証明書を携帯する総務省の職員は、放送法第145条第４

項の規定による有線電気通信設備の使用の立入検査をする職権

を有する者であることを証する。 

所    属 

氏    名 

発    行   年  月  日 

有 効 期 限   年  月  日 

 

 
 

 

  

（裏）  

放送法抜粋 

 

第145条 （略） 

２・３ （略） 

４ 総務大臣は、第１項の規定の施行に必要な限度において、

一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、

又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の

事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査さ

せることができる。 

 

省   総 

印   務 

総務省 
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５ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

６ 第４項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解釈してはならない。 

第188条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の

罰金に処する。 

 二 第115条第１項若しくは第２項、第124条第１項、第139

条第１項又は第145条第４項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ

、若しくは忌避した者 
 

 注 大きさは、縦６センチメートル、横９センチメートルとする。  
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○ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 六 月 三 十 日 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） 別 表                （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

  

別表第四十八号（第141条第１項関係） 別表第十号（第17条の５関係） 

  

有料基幹放送契約約款（変更）届出書 契約約款（変更）届出書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

 放送法第147条第１項の規定により、有料基幹放送契約約款（の変

更）を届け出ます。 

 放送法第52条の４第５項の規定により、契約約款（の変更）を届け

出ます。 

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第四十九号（第146条第１項関係） 別表第十号の二（第17条の５の３第１項関係） 

  

有料放送管理業務届出書 有料放送管理業務届出書 
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年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

 有料放送管理業務を行うので、放送法第152条第１項の規定により

届け出ます。 

 有料放送管理業務を行うので、放送法第52条の６の２第１項の規定

により届け出ます。 

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第五十号（第146条第２項及び第148条第２項関係） 別表第十号の三（第17条の５の３第２項及び第17条の５の５第２項関

係） 

氏名又は名称

及び法人にあ

つては、その

代表者の氏名 

 

住所  

業務の概要 

契約の締結の媒介、

取次ぎ又は代理の業

務の概要（注１） 

媒介 □ 

取次ぎ □ 

代理 □ 

氏名又は名称

及び法人にあ

つては、その

代表者の氏名 

 

住所  

業務の概要 

契約の締結の媒介、

取次ぎ又は代理の業

務の概要（注１） 

媒介 □ 

取次ぎ □ 

代理 □ 
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契約により設置され

た受信設備によらな

ければ有料放送の受

信ができないように

することを行う業務

の概要（注２） 

限定受信の方式 

 

有料放送管理

業務に係る有

料放送事業者

に関する事項 

 

 

 

有料放送管理業務に

係る衛星基幹放送又

は衛星一般放送を行

う有料放送事業者の

数 

 

有料放送管理業務に

係る有線一般放送を

行う有料放送事業者

の数 

 

 

契約により設置され

た受信設備によらな

ければ有料放送の受

信ができないように

することを行う業務

の概要（注２） 

限定受信の方式 

 

有料放送管理

業務に係る有

料放送事業者

及び有料衛星

役務利用放送

事業者に関す

る事項 

有料放送管理業務に

係る有料放送事業者

の数 

 

 

 

有料衛星役務利用放

送事業者の数（注３

） 

 

 

  

注１ 媒介、取次ぎ又は代理の業務の有無について記載するものと

し、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

注１ 媒介、取次ぎ又は代理の業務の有無について記載するものと

し、同欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

注２ 限定受信方式の名称を、次の記載例に従つて記載すること。

この場合において、限定受信方式識別子が指定されている場合

はその指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお、

名称のみでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を

記載すること。 

注２ 限定受信方式の名称を、次の記載例に従つて記載すること。

この場合において、限定受信方式識別子が指定されている場合

はその指定に係る限定受信方式の名称を記載すること。なお、

名称のみでは方式を特定できない場合は、さらに詳細な内容を

記載すること。 

  （記載例） 限定受信方式の名称：ＡＲＩＢ－限定受信方式、   （記載例） 限定受信方式の名称：ＡＲＩＢ－限定受信方式、 

 注３ 電気通信役務利用放送法施行規則第２条第６号に規定する有
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料放送を行う衛星役務利用放送事業者のために電気通信役務利

用放送法第15条において準用する放送法第52条の６の２第１項

に規定する有料放送管理業務を併せて行う場合について記載す

ること。 

注３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第五十一号（第148条第１項関係） 別表第十号の四（第17条の５の５第１項関係） 

  

有料放送管理業務変更届出書 有料放送管理業務変更届出書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

  年  月  日付けの有料放送管理業務の届出に係る事項につい

て変更があったので、放送法第152条第２項の規定により届け出ます

。 

  年  月  日付けの有料放送管理業務の届出に係る事項につい

て変更があったので、放送法第52条の６の２第２項の規定により届け

出ます。 

変更事項 変更前 変更後 変更の理由 変更年月日 

     
 

変更事項 変更前 変更後 変更の理由 変更年月日 
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注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第五十二号（第149条関係） 別表第十号の五（第17条の５の６関係） 

  

有料放送管理業務承継届出書 有料放送管理業務承継届出書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

有料放送管理事業者の地位を承継したので、放送法第153条第２項

の規定により届け出ます。 

有料放送管理事業者の地位を承継したので、放送法第52条の６の３

第２項の規定により届け出ます。 

承 継 年 月 日  

被 承 継 者  

承継した有料放送管理事業者

の地位に係る届出年月日 

 

 

承 継 年 月 日  

被 承 継 者  

承継した有料放送管理事業者

の地位に係る届出年月日 

 

 

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第五十三号（第150条第１項関係） 別表第十号の六（第17条の５の７第１項関係） 
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有料放送管理業務廃止届出書 有料放送管理業務廃止届出書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

 有料放送管理業務を廃止したので、放送法第154条第１項の規定に

より届け出ます。 

 有料放送管理業務を廃止したので、放送法第52条の６の４第１項の

規定により届け出ます。 

理       由  

廃 止 年 月 日  
 

理       由  

廃 止 年 月 日  
 

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第五十四号（第150条第２項関係） 別表第十号の七（第17条の５の７第２項関係） 

  

解 散 届 出 書 解 散 届 出 書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 郵便番号 
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住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

有料放送管理事業者たる法人が解散したので、放送法第154条第２

項の規定により届け出ます。 

有料放送管理事業者たる法人が解散したので、放送法第52条の６の

４第２項の規定により届け出ます。 

  

解 散 し た 法 人 の 名 称 

及 び 代 表 者 の 氏 名 

 

解 散 年 月 日  
 

解 散 し た 法 人 の 名 称 

及 び 代 表 者 の 氏 名 

 

解 散 年 月 日  
 

  

 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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○ 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 六 月 三 十 日 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 号 ） 別 表                （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現    行 

別表第五十五号（第156条関係） 別表第十九号（第17条の28の６関係） 

  

認定放送持株会社認定申請書 認定放送持株会社認定申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

認定放送持株会社の認定を受けたいので、放送法第 159条第３項の

規定により申請します。 

認定放送持株会社の認定を受けたいので、放送法第 52条の 30第３

項の規定により申請します。 

  

１ 申請対象会社に関する事項 １ 申請対象会社に関する事項 

 名   称    名   称   

 住   所    住   所   

 代表者氏名    代表者氏名   

 事
務
上

の
連
絡

先 担 当 部 署    事
務
上

の
連
絡

先 担 当 部 署   

 住     所    住     所   
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 担  当  者    担  当  者   

 電 話 番 号    電 話 番 号   

 欠格事由の有無（注１） □ 有   □ 無   欠格事由の有無（注１） □ 有   □ 無  

注１ 欠格事由の有無は、法第159条第２項第５号の欠格事由の有

無について記載するものとし、同欄の□には、該当する事項に

レ印を付けること。 

（注１） 欠格事由の有無は、法第52条の30第２項第５号の欠格事

由の有無について記載するものとし、同欄の□には、該当

する事項にレ印を付けること。 

注２ 登記事項証明書を添付すること。 （注２） 登記事項証明書を添付すること。 

  

２ 申請対象会社の子会社の概要に関する事項 ２ 申請対象会社の子会社の概要に関する事項 

 区分 名称 事業の

概要 

資本金

(A) 

出資の額

(B) 

出資の比率

(B)/(A)×100 

備考   区分 名称 事業の

概要 

資本金

(A) 

出資の額

(B) 

出資の比率

(B)/(A)×100 

備考  

    千円 千円 ％       千円 千円 ％   

注１ 区分の欄は、申請対象会社、地上基幹放送の業務を行う者、

地上基幹放送の業務以外を行う基幹放送事業者又はその他の別

を記載すること。 

（注１） 区分の欄は、申請対象会社、地上系一般放送事業者、地

上系一般放送事業者以外の一般放送事業者又はその他の別

を記載すること。 

注２ 備考の欄は、議決権の総数に対する議決権の比率が出資の総

額に対する出資の比率と異なるときの当該議決権の比率を記載

すること。 

（注２） 備考の欄は、議決権の総数に対する議決権の比率が出資

の総額に対する出資の比率と異なるときの当該議決権の比

率を記載すること。 

注３ 申請対象会社及び各子会社の定款を添付すること。 （注３） 申請対象会社及び各子会社の定款を添付すること。 

  

３ 申請対象会社の子会社である基幹放送事業者の株式の取得価額の

合計額の総資産の額に対する割合に関する事項 

３ 申請対象会社の子会社である一般放送事業者の株式の取得価額の

合計額の総資産の額に対する割合に関する事項 

 子会社である基幹放送事業者等の

株式の取得価額の合計額  ⒜ 

千円   子会社である一般放送事業者等の株

式の取得価額の合計額  ⒜ 

千円  

 申請対象会社の総資産の額  ⒝ 千円   申請対象会社の総資産の額  ⒝ 千円  
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 割合⒜/⒝×100 ％   割合⒜/⒝×100 ％  

注１ 別紙にその内訳を記載すること。 （注１） 別紙にその内訳を記載すること。 

注２ ⒜の⒝に対する割合が、常時、50％を超えることが確実であ

ると見込まれることを証する書類を添付すること。 

（注２） ⒜の⒝に対する割合が、常時、50％を超えることが確実

であると見込まれることを証する書類を添付すること。 

  

４ 申請対象会社及びその子会社の事業収支の見積り （略） ４ 申請対象会社及びその子会社の事業収支の見積り （略） 

注１～注５ （略） （注１）～（注５） （略） 

  

５ 主たる出資者及び議決権の数 ５ 主たる出資者及び議決権の数 

  ⑴ 主たる出資者及び議決権の数   ⑴ 主たる出資者及び議決権の数 

 議決権の総数    議決権の総数   

  

 ふりがな 住所 職業 議決権の総数に

対する議決権の

数及び比率 

特定株式に

係る株主に

関する事項 

備考   ふりがな 住所 職業 議決権の総数に

対する議決権の

数及び比率 

特定株式に

係る株主に

関する事項 

備考  

 氏名又は名称        氏名又は名称  

                

注１ 議決権の総数に対する議決権の比率が100分の１以上の者に

ついて記載すること。また、特定株式に係る議決権の割合が

100分の5以上となる特定株式があるときは、それぞれの株主に

ついて、その属する特定株式に係るグループを明確にした上で

、特定株式に係る株主に関する事項の欄に次の事項を記載する

こと。 

（注１） 議決権の総数に対する議決権の比率が100分の１以上の者

について記載すること。また、特定株式に係る議決権の割合

が100分の5以上となる特定株式があるときは、それぞれの株

主について、その属する特定株式に係るグループを明確にし

た上で、特定株式に係る株主に関する事項の欄に次の事項を

記載すること。 

    １ 特定株式に係る議決権保有割合     １ 特定株式に係る議決権保有割合 

    ２ 特別地上基幹放送事業者である者又はそれを支配する者     ２ 特別地上系一般放送事業者である者又はそれを支配する
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であるときはその旨 者であるときはその旨 

    ３ 議決権制限株式の数     ３ 議決権制限株式の数 

注２ 設立中の場合は、発起人全員について記載すること。 （注２） 設立中の場合は、発起人全員について記載すること。 

注３ 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対す

る議決権の比率が100分の１以上となる予定がある場合は、そ

れについて併せて記載すること。 

（注３） 増資その他の理由により、将来において議決権の総数に対

する議決権の比率が100分の１以上となる予定がある場合は

、それについて併せて記載すること。 

注４ 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記すること。 （注４） 法人にあつては、名称に代表者氏名を付記すること。 

注５ 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合に

おいて、法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地を記載

すること。 

（注５） 住所の欄は、都道府県市区町村を記載すること。この場合

において、法人にあつては本店又は主たる事務所の所在地を

記載すること。 

注６ 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあつては「

何(株)(代)専務(常)」、「雑貨商店主」のように記載すること

。この場合において、法人の代表権を有する役員については役

名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役名の後に

「(常)」の文字を付記すること。 

（注６） 職業の欄は、法人にあつては「何事業」、個人にあつては

「何(株)(代)専務(常)」、「雑貨商店主」のように記載する

こと。この場合において、法人の代表権を有する役員につい

ては役名の前に「(代)」の文字を、常勤の役員については役

名の後に「(常)」の文字を付記すること。 

注７ 備考の欄は、次の事項を記載すること。 （注７） 備考の欄は、次の事項を記載すること。 

ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨 ア 発起人又は発起人代表であるときはその旨 

イ 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体

であるときはその旨 

イ 日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体

であるときはその旨 

ウ 出資の予定のものについてはその旨 ウ 出資の予定のものについてはその旨 

注８ 議決権の取扱いは、次のア及びイに定めるところにより計算

し、記載すること。 

（注８） 議決権の取扱いは、次のア及びイに定めるところにより計

算し、記載すること。 

ア 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その

議決権に係る株式の所有者の名義が異なつていても、そ

の議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとす

ア 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その

議決権に係る株式の所有者の名義が異なつていても、そ

の議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとす
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る。また、一の者が、未公開株式に係る議決権の行使に

ついて、信託契約に基づき指図を行うことができる権限

を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同

一の内容の議決権を行使すると認められる場合において

は、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして

計算すること。 

る。また、一の者が、未公開株式に係る議決権の行使に

ついて、信託契約に基づき指図を行うことができる権限

を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意思と同

一の内容の議決権を行使すると認められる場合において

は、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなして

計算すること。 

イ 一般社団法人等が申請対象会社の議決権を有する場合

にあつては、一の者の役員が当該公益法人等の過半数の

理事等を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の

有する議決権とみなして計算すること。 

イ 一般社団法人等が申請対象会社の議決権を有する場合

にあつては、一の者の役員が当該公益法人等の過半数の

理事等を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の

有する議決権とみなして計算すること。 

  

 ⑵ 外国人等の占める議決権の数 （略）  ⑵ 外国人等の占める議決権の数 （略） 

注１ 外国人等とは、法第159条第２項第５号イ⑴から⑶までに掲

げる者及び同号ロ⑵に掲げる者並びに第156条第４項に規定す

る外国法人等とみなされる法人又は団体及び同条第５項に規定

するそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決

権を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体をいう。 

（注１） 外国人等とは、法第52条の30第２項第５号イ⑴から⑶まで

に掲げる者及び同号ロ⑵に掲げる者並びに第17条の28の４第

４項に規定する外国法人等とみなされる法人又は団体及び同

条第５項に規定するそのすべてを間接に占められる議決権の

割合とされる議決権を有し、又は有するものとみなされる法

人又は団体をいう。 

注２ 氏名又は名称の欄、住所の欄、職業の欄は、⑴の注４から注

６に準じて記載すること。 

（注２） 氏名又は名称の欄、住所の欄、職業の欄は、⑴の（注４）

から（注６）に準じて記載すること。 

注３ 外国人等の直接に占める議決権のうち1000分の１未満のもの

の比率は、合算して記載すること。 

（注３） 外国人等の直接に占める議決権のうち1000分の１未満のも

のの比率は、合算して記載すること。 

注４ 外国人等が当該出資者に占める議決権の比率の欄は、当該出

資者が申請対象会社に対し総議決権に対する比率の100分の10

以上の議決権を有し、かつ、一の外国人等が当該出資者に対し

（注４） 外国人等が当該出資者に占める議決権の比率の欄は、当該

出資者が申請対象会社に対し総議決権に対する比率の100分

の10以上の議決権を有し、かつ、一の外国人等が当該出資者
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100分の10以上の議決権を有する場合に記載すること。 に対し100分の10以上の議決権を有する場合に記載すること

。 

ア 当該出資者に二以上の外国人等がそれぞれ100分の10以

上の議決権を有する場合は、それぞれの比率を記載するこ

と。 

ア 当該出資者に二以上の外国人等がそれぞれ100分の10以

上の議決権を有する場合は、それぞれの比率を記載するこ

と。 

イ 第156条第３項に規定する一の外国人等が申請対象会社

の議決権を有する二以上の出資者の議決権を有する場合で

あつて、これらの議決権の比率の全部又は一部が100分の

10未満であるもののこれらの議決権の比率を出資者ごとに

乗じその結果を合算した比率が100分の10以上となる場合

は、100分の10未満であつても記載すること。 

イ 第17条の28の４第３項に規定する一の外国人等が申請対

象会社の議決権を有する二以上の出資者の議決権を有する

場合であつて、これらの議決権の比率の全部又は一部が

100分の10未満であるもののこれらの議決権の比率を出資

者ごとに乗じその結果を合算した比率が100分の10以上と

なる場合は、100分の10未満であつても記載すること。 

注５ 当該外国人等が申請対象会社に対し間接に占める議決権の比

率の欄は、当該出資者の申請対象会社に対する総議決権に対す

る比率と外国人等が当該出資者に占める議決権の比率を乗じて

計算した比率を記載すること。 

（注５） 当該外国人等が申請対象会社に対し間接に占める議決権の

比率の欄は、当該出資者の申請対象会社に対する総議決権に

対する比率と外国人等が当該出資者に占める議決権の比率を

乗じて計算した比率を記載すること。 

ア 一の外国人等が当該出資者に対し100分の50を超える議

決権を有する場合は、当該出資者の総議決権に対する比率

を記載すること。 

ア 一の外国人等が当該出資者に対し100分の50を超える議

決権を有する場合は、当該出資者の総議決権に対する比率

を記載すること。 

イ 当該出資者に二以上の外国人等が議決権を有する場合は

、それぞれの外国人等が当該出資者に占める議決権の比率

を合算し、総議決権に対する比率を乗じて計算した比率を

記載すること。ただし、当該一の外国人等が100分の50を

超える議決権を有する場合は、当該出資者の総議決権に対

する比率を記載すること。 

イ 当該出資者に二以上の外国人等が議決権を有する場合は

、それぞれの外国人等が当該出資者に占める議決権の比率

を合算し、総議決権に対する比率を乗じて計算した比率を

記載すること。ただし、当該一の外国人等が100分の50を

超える議決権を有する場合は、当該出資者の総議決権に対

する比率を記載すること。 

注６ 備考の欄は、⑴の（注７）ア及びイに準じて記載すること。 （注６） 備考の欄は、⑴の（注７）ア及びイに準じて記載すること



 

 

3
4

1
 

また、第156条第３項、第４項及び第５項の規定に該当する場

合は、その旨を記載すること。 

。また、第17条の28の４第３項、第４項及び第５項の規定に

該当する場合は、その旨を記載すること。 

  

６ 役員に関する事項 （略） ６ 役員に関する事項 （略） 

注１・注２ （略） （注１）・（注２） （略） 

注３ 兼職の欄は、放送事業及び新聞事業に係るものについてはそ

の全部を、その他のものについては、その代表的なものを注２

に準じて記載すること。 

（注３） 兼職の欄は、放送事業及び新聞事業に係るものについては

その全部を、その他のものについては、その代表的なものを

(注２)に準じて記載すること。 

注４・注５ （略） （注４）・（注５） （略） 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

（別紙） （別紙） 

１ 申請対象会社の子会社である基幹放送事業者及びこれに準ずる

ものの株式の取得価額 

１ 申請対象会社の子会社である一般放送事業者及びこれに準ずるも

のの株式の取得価額 

⑴ 申請対象会社の子会社である基幹放送事業者及びこれに準ず

るもの（主として基幹放送事業者の放送の業務に密接に関連す

る業務を行う子会社等を除く。）の株式の取得価額 

⑴ 申請対象会社の子会社である一般放送事業者及びこれに準ずる

もの（主として一般放送事業者の放送の業務に密接に関連する業

務を行う子会社等を除く。）の株式の取得価額 

（略） （略） 

注１ 事業の別の欄は、基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者又

は一般放送事業者に係る事業の別を記載すること。 

（注１） 事業の別の欄は、一般放送事業者、電気通信役務利用放送

事業者、有線テレビジョン放送事業者又は有線ラジオ放送の

業務を行う者に係る事業の別を記載すること。 

注２ 記載した内容を証する書類を添付すること。 （注２） 記載した内容を証する書類を添付すること。 

  

 ⑵ 主として基幹放送事業者の放送の業務に密接に関連する業務を

行う子会社等の株式の取得価額 

 ⑵ 主として一般放送事業者の放送の業務に密接に関連する業務を

行う子会社等の株式の取得価額 
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（略） （略） 

注１・注２ （略） （注１）・（注２） （略） 

  

２ 申請対象会社の資産 ２ 申請対象会社の資産 

 ⑴ 放送の業務の用に供する設備その他の有形固定又は無形固定資

産 

 ⑴ 放送の業務の用に供する設備その他の有形固定又は無形固定資

産 

（略） （略） 

注１・注２ （略） （注１）・（注２） （略） 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

 ⑶ 子会社である基幹放送事業者に係る貸付金の額  ⑶ 子会社である一般放送事業者等に係る貸付金の額 

（略） （略） 

注１・注２ （略） （注１）・（注２） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

別表第五十六号（第158条第１項関係） 別表第二十号（第17条の28の８関係） 

（略） （略） 

 ⑴ 別紙⑴は、次の様式により記載すること。  ⑴ 別紙⑴は、次の様式により記載すること。 

  ア 既存の株式会社の場合   ア 既存の株式会社の場合 

（略） （略） 

注１ 申請対象会社が、現に二以上の基幹放送事業者をその子会社

としている会社である場合であつて、定款に基幹放送事業者の

株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理

することについての定めがない場合は、申請を行うことを決議

した取締役会等の議事録の写しを添付すること。 

（注１） 申請対象会社が、現に二以上の一般放送事業者をその子会

社としている会社である場合であつて、定款に一般放送事業

者の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配

・管理することについての定めがない場合は、申請を行うこ

とを決議した取締役会等の議事録の写しを添付すること。 

注２ 申請対象会社が、二以上の基幹放送事業者をその子会社とし （注２） 申請対象会社が、二以上の一般放送事業者をその子会社と
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ようとする会社である場合は、次の書類を添付すること。 しようとする会社である場合は、次の書類を添付すること。 

(ｱ) 申請対象会社又はその子会社による基幹放送事業者の議

決権の取得が株主総会又は取締役会の決議を要するもので

ある場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役

会の議事録の写し 

(ｱ) 申請対象会社又はその子会社による一般放送事業者の議

決権の取得が株主総会又は取締役会の決議を要するもので

ある場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役

会の議事録の写し 

(ｲ) 株式移転を行う場合にあつては、株式移転計画の内容を

記載した書面 

(ｲ) 株式移転を行う場合にあつては、株式移転計画の内容を

記載した書面 

(ｳ) 新設分割を行う場合にあつては、新設分割計画の内容を

記載した書面 

(ｳ) 新設分割を行う場合にあつては、新設分割計画の内容を

記載した書面 

(ｴ) 吸収分割を行う場合にあつては、吸収分割計画の内容を

記載した書面 

(ｴ) 吸収分割を行う場合にあつては、吸収分割計画の内容を

記載した書面 

(ｵ) 吸収合併を行う場合にあつては、合併計画の内容を記載

した書面 

(ｵ) 吸収合併を行う場合にあつては、合併計画の内容を記載

した書面 

イ 設立中の場合 イ 設立中の場合 

（略） （略） 

注１ 申請対象会社が二以上の基幹放送事業者をその子会社とする

場合は、アに準ずる書類を添付すること。 

（注１） 申請対象会社が二以上の一般放送事業者をその子会社とす

る場合は、アに準ずる書類を添付すること。 

  

 ⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

  

別表第五十七号（第159条関係） （略） 別表第二十一号（第17条の28の11関係） （略） 

  

別表第五十八号（第166条関係） 別表第二十二号（第17条の28の13関係） 

  

認定放送持株会社子会社保有届出書 認定放送持株会社子会社保有届出書 
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年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

 二以上の基幹放送事業者を子会社として保有することになつたので

、放送法第161条第１項の規定により届け出ます。 

 二以上の一般放送事業者を子会社として保有することになつたので

、放送法第52条の31第１項の規定により届け出ます。 

  

 二以上の基幹放送事業者を子

会社として保有することとな

つた年月日 

   二以上の一般放送事業者を子

会社として保有することとな

つた年月日 

  

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

別表第五十九号（第167条関係） 別表第二十三号（第17条の28の14関係） 

  

認定放送持株会社変更届出書 認定放送持株会社変更届出書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

郵便番号 

住  所 
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（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

   年  月  日付け第   号により認定を受けた認定放送持

株会社について、下記のとおり変更がありましたので、放送法第160

条の規定により届け出ます。 

   年  月  日付け第   号により認定を受けた認定放送持

株会社について、下記のとおり変更がありましたので、放送法第52条

の31の規定により届け出ます。 

  

記 記 

  

１・２ （略） １・２ （略） 

注１～注３ （略） 注１～注３ （略） 

  

別表第六十号（第177条第１項関係） 別表第二十四号（第17条の28の25第１項関係） 

  

第１ 申請書 第１ 申請書 

認定放送持株会社承継申請書 認定放送持株会社承継申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 
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（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

 放送法第165条第１項の規定により、認定放送持株会社の地位を承

継したいので、下記により別紙の書類を添えて申請します。 

 放送法第52条の36第１項の規定により、認定放送持株会社の地位を

承継したいので、下記により別紙の書類を添えて申請します。 

  

記 記 

  

１、２ （略） １、２ （略） 

３ 合併又は会社分割決議の年月日及び合併又は会社分割がその効力

を生ずる予定年月日 

３ 合併又は会社分割決議の年月日及び合併又は会社分割による登記

の予定年月日 

８ 欠格事由に関する事項（法第159条第２項第５号の欠格事由に該

当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に該当しない事

実を証する書面を添付すること。） 

８ 欠格事由に関する事項（法第52条の30第２項第５号の欠格事由に

該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に該当しない

事実を証する書面を添付すること。） 

  

注１ （略） 注１ （略） 

注２ 第163条の規定に基づき交付する認定証に記載された認定の番

号を記載する。 

注２ 第17条の28の11の規定に基づき交付する認定証に記載された認

定の番号を記載する。 

注３ （略） 注３ （略） 

  

第２ （略） 第２ （略） 

  

別表第六十一号（第178条第１項関係） 別表第二十五号（第17条の28の26第１項関係） 
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第１ 申請書 第１ 申請書 

  

認定放送持株会社承継申請書 認定放送持株会社承継申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

 放送法第165条第１項の規定により、認定放送持株会社の地位を承

継したいので、下記により別紙の書類を添えて申請します。 

 放送法第52条の36第１項の規定により、認定放送持株会社の地位を

承継したいので、下記により別紙の書類を添えて申請します。 

  

記 記 

  

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 欠格事由に関する事項（法第159条第２項第５号の欠格事由に該

当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に該当しない事

実を証する書面を添付すること。） 

７ 欠格事由に関する事項（法第52条の30第２項第５号の欠格事由に

該当しないときは、その旨を記載し、併せて欠格事由に該当しない

事実を証する書面を添付すること。） 

  

注１ （略） 注１ （略） 

注２ 第163条の規定に基づき交付する認定証に記載された認定の番 注２ 第17条の28の11の規定に基づき交付する認定証に記載された認
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号を記載すること。 定の番号を記載すること。 

注３ （略） 注３ （略） 

  

第２ （略） 第２ （略） 

  

別表第六十二号（第179条関係） 別表第二十六号（第17条の28の29関係） 

  

認定放送持株会社認定取消申請書 認定放送持株会社認定取消申請書 

年  月  日 年  月  日 

総務大臣 殿 総務大臣 殿 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

郵便番号 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名 

（法人又は団体にあつては、名

称及び代表者の氏名。記名押印

又は署名） 

  

   年  月  日付け第   号により認定を受けた認定放送持

株会社について、認定の取消しを受けたいので、放送法第166条第１

項の規定により申請します。 

   年  月  日付け第   号により認定を受けた認定放送持

株会社について、認定の取消しを受けたいので、放送法第52条の37第

１項の規定により申請します。 

  

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

  

 


